
大阪府立成人病センター　整備事業

実施方針、業務要求水準書案、

協定書案、事業契約書案等に対する

質問等への回答

平成24年3月13日

地方独立行政法人　大阪府立病院機構

実施方針の質問書 実施方針、業務要求水準書（案）、基本協定書（案）、事業契約書（案）に対する質問等への回答.xls

頁

1 実施方針 2 第1 1 (5) 事業方式

「･･･病院機構にその所有権を移転

し･･･」とありますが、所有権保存登記

は病院機構が行うという理解でよろし

いでしょうか。

登記の申請者は病院機構としますが、

PFI事業者には資料の作成等必要な支援

を行っていただくことを想定していま

す。

2 実施方針 3 第1 1 (6) ① オ

備品等調達業務

（病院機構が別

途調達する一般

備品を除く。）

病院機構殿が別途調達する一般備品の

内容は家具、什器一式と考えてよろし

いでしょうか。異なる場合は内容をご

教示ください。また、付属資料11の公

表をお願いするとともにその公表時期

は本質問の回答時期以前にご公表いた

だけるようお願いします。

入札公告時に業務要求水準書付属資料

11「調達・移設備品等リスト」でお示

し致します。

3 実施方針 3 第1 1 (6) ① カ 移転引越業務

移転引越業務に関しては、運送業の許

可等の業務実施に必要な許可を有する

企業の登録が入札書類提出時の必須条

件となるのでしょうか。（あるいは運

送業許可の無い代表企業、構成員、協

力会社等が担当となり、落札後に専門

企業を決定することでも可能でしょう

か。）

落札後に専門企業を決定することで構

いません。実施方針を訂正致します。

4 実施方針 3 第1 1 (6) ② 維持管理業務

光熱水費の管理はSPCの業務範囲外と考

えて宜しいでしょうか。

ご理解のとおりですが、事業の実施に

あたっては適切な使用をお願いしま

す。

5 実施方針 3 第1 1 (6) ② イ

建築設備点検・

保守、運転・監

視、修繕・更新

業務

「建築設備点検・保守」業務には、参

考資料9に示される「層流隔離室システ

ム保守」並びに「RI排水システム保

守」等の業務が含まれると言う理解で

よろしいでしょうか？

「層流隔離室システム保守」並びに

「RI排水システム保守」は、建築物点

検・保守、修繕・更新業務の参考資料

です。

No. 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

回答
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頁

No. 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

回答

6 実施方針 3 第1 1 (6) ③

利便サービス業

務

現病院にはフラワーショップがありま

すが、利便サービス業務に含まれてい

ません。

病室に花卉類の持ち込みを禁止される

予定はありますか。

病室への花き類の持ち込みの取り扱い

は未定ですが、フラワーショップの設

置は求めていません。

7 実施方針 4 第1 1 (7) 事業期間

入院患者の移転対応は、病院機構が実

施すると理解して宜しいでしょうか。

その場合、実施時期についてご教示く

ださい。また、移転対応に伴う安全管

理等費用は病院機構負担と考えて宜し

いでしょうか。

前段についてはご理解のとおりです。

実施時期については、開院に合わせて

実施する予定ですが、詳細は契約後に

別途協議します。入院患者の移転対応

に伴う安全管理等費用は病院機構が負

担します。

8 実施方針 4 第1 1 (8) 　 　

病院機構の支払

いに関する事項

「施設整備業務の対価については、SPC

から病院機構へ新病院施設の所有権が

移転された後に一括で支払う。」とあ

りますが、民間による資金調達は設

計・建設期間中に限定され、施設整備

費について事業期間にわたる割賦によ

るお支払いはないという理解で宜しい

でしょうか。

ご理解の通りです。

9 実施方針 4 第1 1 (8)

病院機構の支払

いに関する事項

施設整備費の財源となる大阪府からの

長期借入金は既に担保されております

でしょうか。

大阪府が「大阪府立成人病センター整

備事業資金貸付金」として、債務負担

行為設定限度額の予算案を平成24年2月

大阪府議会に提出しています。
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頁

No. 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

回答

10 実施方針 4 第1 1 (8)

病院機構の支払

いに関する事項

「病院機構は施設整備費の対価の財源

として、大阪府からの長期借入金を充

当する予定」とありますが、大阪府は

地方債を財源とされるのでしょうか。

また、地方債を財源とされるならば、

地方債発行の大阪府議会承認はいつ頃

される予定でしょうか。

前段については、大阪府は地方債を財

源とする予定です。

後段については、No.9をご参照くださ

い。

11 実施方針 4 第1 1 (8)

病院機構の支払

いに関する事項

施設整備業務の対価の財源は大阪府か

らの長期借入金とするということです

が、維持管理業務の対価の財源につい

てご教授下さい。

診療収入等病院事業収入が財源になり

ます。

12 実施方針 4 第1 1 (9)

事業期間終了時

の処置

終了時に成人病センターの施設が良好

な状態に保たれていることを確認し、

とありますが、良好な状態とは、具体

的にどのような状態を示すのか、ご教

示下さい。

13 実施方針 4 第1 1 (9)

事業期間終了時

の措置

「・・・施設が良好な状態に保たれて

いることを確認し、・・・SPCから引き

継ぐ。」とありますが、良好な状態と

は（耐用年数にかかわらず）施設が性

能的に要求水準を満たす状態にあるこ

とと理解してよろしいでしょうか。

「業務要求水準書（Ⅲ 維持管理・利便

サービス業務編）」P.5、P.10に記載の

とおり、事業期間終了の1年前に、第三

者による劣化度診断によって施設の性

能・機能の状態を調査を行い、調査の

結果、事業期間内に修繕・更新が発生

すると診断された項目について、事業

期間内に修繕・更新を実施することと

しています。良好な状態とは、これら

の修繕・更新が完了している状態を示

します。
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実施方針の質問書 実施方針、業務要求水準書（案）、基本協定書（案）、事業契約書（案）に対する質問等への回答.xls

頁

No. 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

回答

14 実施方針 5 第2 2

落札者決定の手

順及びスケ

ジュール（予

定）

平成24年5月上旬に個別対話を実施する

とありますが、何名参加可能かご教示

願います。また、参加するにあたっ

て、企業単位の参加になるのかご教示

願います。

15 実施方針 5 第2 2

落札者決定の手

順及びスケ

ジュール(予定)

個別対話の内容を提案に十分反映する

ためにも5月上旬に予定されている対話

に加え、4月上旬ごろにも対話を開催し

て頂くことは可能でしょうか。

16 実施方針 5 第2 2

落札者決定の手

順及びスケ

ジュール

「個別対話」は企業単位での実施とい

う理解でよろしいでしょうか。

17 実施方針 5 第2 2

落札者決定の手

順及びスケ

ジュール(予定)

平成24年12月下旬に予定されているSPC

との事業契約の締結に、大阪府議会の

議決は不要と考えてよろしいでしょう

か。

18 実施方針 5 第2 2

落札者決定の手

順及びスケ

ジュール（予

定）

「SPCとの事業契約の締結」には、府議

会の承認はないとの理解でよいでしょ

うか。

19 実施方針 5 第2 2

落札者決定の手

順及びスケ

ジュール

2月中旬「実施方針～に対する質問等へ

の回答」、7月下旬「入札説明書等に対

する質問等への回答」とありますが、

「質問等」には「意見」も含まれるの

でしょうか。

ご理解のとおりです。

ご理解のとおりです。

個別対話の詳細な内容については、入

札公告時に公表します。
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頁

No. 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

回答

20 実施方針 5 第2 3

入札参加者等の

備えるべき要件

入札参加者は落札後にSPCへ出資を行う

が、協力企業はSPCへの出資を行わない

という理解で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

21 実施方針 5 第2 3

入札参加者等の

備えるべき要件

実施方針-第1-1-（6）に規定する業務

（施設整備業務、維持管理業務、利便

サービス業務）以外の業務（プロジェ

クトマネジメント業務、ファイナン

シャルアドバイザリー業務、SPC事務業

務等）をSPCから直接受託する企業が

SPCへ出資を行う場合は、入札参加者に

該当するという理解で宜しいでしょう

か。

SPCへ出資する場合であっても、入札参

加者ではなく協力企業としての立場で

出資することも可能です。

22 実施方針 6 第2 3 (1) ①

入札参加者等の

構成

代表企業とは、SPCから直接業務を受

託・請負をし、かつSPCに出資する企業

のうち最大の議決権を有する企業との

理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

23 実施方針 6 第2 3 (1) ①

入札参加者等の

構成

構成員とは、SPCから直接業務の受託・

請負をし、かつSPCに出資する企業との

理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

24 実施方針 6 第2 3 (1) ④

入札参加者等の

構成

「備品等調達業務」のみをSPCより直接

受託し、構成員又は協力企業となるこ

とは可能でしょうか。その場合、必要

となる参加資格要件はございますで

しょうか。

構成員又は協力企業になることは可能

です。また、実施方針に記載の要件以

外にありません。
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実施方針の質問書 実施方針、業務要求水準書（案）、基本協定書（案）、事業契約書（案）に対する質問等への回答.xls

頁

No. 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

回答

25 実施方針 6 第2 3 (1) ④

入札参加者等の

構成

入札書類の提出時に入札参加者等を構

成する企業名を明らかにすることとす

ると、入札公告後に実施予定の個別対

話においては、参加グループでの対応

ができなくなります。参加グループで

の対話の方が効率的と考えますがいか

がでしょうか。

No.14をご参照ください。

26 実施方針 6 第2 3 (1) ④

入札参加者等の

構成

利便サービス業務を行う企業が入札書

類提出時に未定の場合の変更届の提出

時期について、利便サービス業務開始

の何ヶ月前までのように期限は規定さ

れるのでしょうか。また変更が認めら

れない条件等があればそれもお示しい

ただけませんか。

27 実施方針 6 第2 3 (1) ④

入札参加者等の

構成

適切な時期とは、平成29年3月上旬まで

という理解で宜しいでしょうか。

28 実施方針 6 第2 3 (1) ⑤

他の入札参加者

の協力企業にな

ることができる

者

移転引越業務、備品等調達業務を行う

協力企業は、他の入札参加者の協力企

業になることができるとの理解でよい

でしょうか。

ご理解のとおりです。

29 実施方針 6 第2 3 (1) ⑦

入札参加者等の

変更

落札者決定後に、落札できなかった入

札参加者の構成員が、落札者の協力企

業となることはできますか。

P6⑤に記載のとおりです。構成員が他

の入札参加者の協力企業になること

は、落札の前後に関わらず認められて

いません。

30 実施方針 7 第2 3 (2)

入札参加者等に

共通の要件

事業再生ＡＤＲ申請中の企業の扱いに

ついてご教示下さい。

条件は規定しておりません。

前段については、事業契約書（案）第

62条により開院180日前までに届け出が

必要です。

後段については、法的資格を満たして

いて、要求水準で規定する業務の実施

が可能であれば、変更を原則認める方

針です。
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頁

No. 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

回答

31 実施方針 8 第2 3 (2) ⑩

入札参加者等に

共通の要件

「建設業法・・・営業停止の処

分・・・」とありますが、同処分の対

象区域は近畿地方整備局管内との理解

でよいでしょうか。

処分の対象地域は、近畿地方整備局管

内に限ったものではありません。ただ

し、大阪府の一般競争入札での取扱い

に合せ、当該営業停止の原因となった

事案について、過去に大阪府から入札

参加停止の措置を受けていた場合で、

かつ、当該営業停止とされた地域の範

囲が大阪府の区域を含まない又は、営

業停止の範囲が本事業で担当する工種

でない場合は除くものとして修正しま

す。

32 実施方針 8 第2 3 (2) ⑪

入札参加者等に

共通の要件

大阪府立病院機構入札参加停止要綱

（平成23年4月1日施行）をいただけな

いでしょうか。

実施方針の別紙に添付致しました。ご

参照ください。

33 実施方針 9 第2 3 (3)

業務を行う者の

資格要件

設計業務、工事監理業務、建設業務に

ついては資格等要件が課されています

が、維持管理・利便サービス業務を実

施するに当たり、当該業務従事者に求

められる資格等要件はございますで

しょうか。ご教示お願い致します。

34 実施方針 9 第2 3 (3)

業務を行う者の

資格等要件

維持管理業務及び利便サービス業務の

記載がございませんが、特段の資格等

要件は必要ないとの理解で宜しいで

しょうか。

35 実施方針 9 第2 3 (3)

業務を行う者の

資格等要件

設計・建設以外の業務を行う者に対し

て資格等要件はないものとの理解で宜

しいでしょうか。

業務の実施については要求水準書で規

定していますので、参加資格としては

求めていません。
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No. 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

回答

36 実施方針 9 第2 3 (3)

業務を行う者の

資格等要件

設計業務、工事監理業務、建設業務を

行う者の資格等要件が示されておりま

すが、それ以外の業務（維持管理業

務、備品等調達業務、移転引越業務

等）については、特に資格は求められ

ないという理解でよろしいでしょう

か。

37 実施方針 9 第2 3 (3)

業務を行う者の

資格等要件

「設計業務を行う者」、「工事監理業

務を行う者」及び「建設業務を行う

者」以外は、入札参加者等に共通の要

件以外の資格等要件は特に定めがない

という理解でよろしいでしょうか。

38 実施方針 9 第2 3 (3)

業務を行う者の

資格等要件

設計業務、工事監理業務、建設業務に

ついては資格等要件が課されている

が、維持管理・利便サービス業務につ

いてはなぜ資格等要件が無いのでしょ

うか。ご教示願います。

総合的に判断致しました。

39 実施方針 9 第2 3 (3)

業務を行う者の

資格等要件

入札参加者等を構成する企業及び各企

業が実施する業務を入札書類（入札参

加表明書）の提出時に明らかにするも

のとする。とありますが、入札参加表

明書に協力企業の記載も必要という理

解で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。ただし、利便

サービス業務を行う企業については、

後日所要の手続きを経て変更すること

は可としております。

40 実施方針 9 第2 3 (3)

業務を行う者の

資格要件

各資格要件にある『病床300床以上の病

院』とは、対象工事部分のベッド数で

はなく、病院の許可病床数と考えてよ

ろしいでしょうか。

対象工事部分のベッド数です。

業務の実施については要求水準書で規

定していますので、参加資格としては

求めていません。
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No. 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

回答

41 実施方針 9 第2 3 (3) ① イ

設計業務を行う

者

(イ)記載の構造設計担当の主任技術者

は専任でなくてもよい、との理解で宜

しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

42 実施方針 9 第2 3 (3) ② イ

工事監理業務を

行う者

当該管理技術者は「病床300床以上の病

院」と「延べ35,000㎡以上かつ8階以上

の免震構造建物」の両方を一人で工事

監理者として実績を有することが必要

との理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

43 実施方針 9 第2 3 (3) ② イ

工事監理業務を

行う者

工事監理者は監理企業内2名での実績と

考え、専任は可能でしょうか。

NO42をご参照ください。

44 実施方針 9 第2 3 (3) ② イ

工事監理業務を

行う者

工事監理者（工事監理企業）は構造担

当として監理をした実績でも可能と考

えてよろしいでしょうか。

工事監理実績は、工事全体の監理実績

です。工事の一部を監理した実績は認

められません。

45 実施方針 9 第2 3 (3) ② イ

工事監理業務を

行う者

工事監理者の実績における延べ面積

35,000㎡以上とは、同一敷地内の平成

13年以前の完工建物を全面リニューア

ルした部分を含めたトータル面積と考

えてよろしいでしょうか。

新築または増築部分の延床面積が

35,000㎡以上必要です。

46 実施方針 9 第2 3 (3) ② イ

工事監理業務を

行う者

監理業務の実績は監理その2業務（意図

伝達業務）を含むと考えてよろしいで

しょうか。

含みません。
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実施方針の質問書 実施方針、業務要求水準書（案）、基本協定書（案）、事業契約書（案）に対する質問等への回答.xls

頁

No. 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

回答

47 実施方針 9 第2 3 (3) ②

工事監理を行う

者

複数の工事監理企業で業務を分担する

場合、設計業務とは異なり、それぞれ

の工事監理企業が要件を満たす必要が

あるのでしょうか。

ご理解のとおりです。

48 実施方針 10 第2 3 (3) ③ ア

建設業務を行う

者

(エ)記載の免震構造の建物について

は、規模・階数の要件はないとの理解

で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

49 実施方針 10 第2 3 (3) ③ イ

建設業務を行う

者

「建築一式工事を担当する建設企業以

外の者に電気工事を担当させる場合」

とは共同企業体を組織して、電気工事

を担当させる場合のことでしょうか。

これ以外の場合（建築一式工事を担当

する建設企業が、電気・管工事一式を

担当する場合）は、電気工事及び管工

事を一式で請負う場合の条件該当（(ｱ)

～(ｶ)）は不要と理解してよろしいで

しょうか。（ウも同じ）

前段については分割発注を想定してお

ります。後段についてはご理解のとお

りです。

50 実施方針 11 第2 3 (3) ③

イ

(ｵ)

建設業務を行う

者

監理技術者を専任で配置とは、現場専

任であり、電気の監理技術者と兼務す

ることは可能でしょうか。（ウも同

じ）

建築一式工事を担当する建設企業以外

の者に電気工事及び管工事を担当させ

る場合は兼務は認めません。

51 実施方針 11 第2 3 (3) ③ ウ

管工事を行う者

の要件

ア建築一式工事を担当する建設企業が

管工事を担当する場合は、ウの要件を

満たす必要はなく、また、それを証す

る入札参加資格審査書類の提出も不要

との理解でよいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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該当箇所

タイトル 質問

項

回答

52 実施方針 12 第2 3 (4) ②

入札書類の受付

日以降の取り扱

い

「事業契約を締結せず又は基本協定書

の解除を行うことがある」とは、入札

参加資格を満たさなくなった場合で

も、基本協定書を解除せず事業契約書

を締結することがあると理解します

が、ただし書きの要件以外にも該当す

るケースがあればご教示下さい。

ただし書き以外で、変更等を認める

ケースは想定していません。

53 実施方針 12 第2 4 (1)

審査に関する基

本的考え方

落札者決定後に入札参加資格がなく

なった場合、残りの入札参加者の中か

ら落札者を再決定するのでしょうか。

どのような決定方法になるのかご教示

願います。

その時点で判断致しますが、落札者以

外の他の入札参加者を落札者に選定す

ることは想定しておりません。

54 実施方針 12 第2 4 (1)

審査に関する基

本的考え方

審査委員の公表時期について、ご教示

下さい。

審査委員は落札者決定後の公表を予定

しています。

55 実施方針 13 第2 4 (3)

落札者を決定し

ない場合

入札参加者が1グループでも落札者を決

定するのでしょうか。

ご理解のとおりです。

56 実施方針 13 第2 4 (3)

落札者を決定し

ない場合

公的財政負担の縮減の達成が見込めな

い等の理由について、具体的に提示願

います。

総合的に判断致します。

57 実施方針 13 第2 5 (1) 著作権

「入札参加者からの提出された提案書

などの書類」を病院機構が使用する場

合は、入札参加者の了解を得てから行

うものと理解してよろしいですか。

使用にあたっては、入札参加者と協議

を致します。
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頁

No. 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

回答

58 実施方針 13 第2 6 (1) 事業契約

事業契約締結にあたり、仮契約の締結

並びに大阪府議会の承認は必要ないと

いう理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

59 実施方針 13 第2 6 (2) SPCの設立

本店所在地を院内とする事は可能で

しょうか。

可能です。

60 実施方針 13 第2 6 (2) SPCの設立

「SPCの本店は、大阪府内におくものと

する」となっております。当該要件を

満たした場合、事業所内へのSPC職員の

常駐は必要ないとの理解で宜しいで

しょうか。

本店事業所内へのSPC職員の常駐は必要

ありません。

61 実施方針 13 第2 6 (2) SPCの設立

SPCの資本に関する規定（株主構成、

5,000万円以上の資本金等）を満たして

いることを条件に、施設引渡後の維持

管理期間中に資本金を減資することは

可能でしょうか。

減資は認めません。

62 実施方針 13 第2 6 (2) SPCの設立

本事業に関する資金調達を行うため

に、SPCの株式や債券を融資金融機関に

対して譲渡することは基本的に承認し

て頂けるという理解でよろしいでしょ

うか。

株式については認められません。債権

については内容により判断致します。

63 実施方針 14 第3 1 (3) 保険

「病院機構はSPCが本事業の遂行に当た

り必要な保険を付保することを求め

る。」となっておりますが、病院機構

にて付保を予定している保険について

ご教示下さい。

現成人病センターで付保している保険

は、病院賠償責任保険、保育所賠償責

任保険、企業財産包括保険です。
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頁
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該当箇所

タイトル 質問

項

回答

64 実施方針 14 第3 2

SPCの義務の履

行に関する事項

「構成員等による………履行保証契約

の締結」とありますが、P12の構成員等

の定義によると代表企業が含まれませ

んが、「入札参加者等による……履行

保証契約の締結」との理解で宜しいで

しょうか。

ご理解のとおりです。

65 実施方針 14 第3 2

SPCの義務の履

行に関する事項

「維持管理期間中の各事業年度におけ

る対価の100分の10以上の金額をもって

～事業契約の保証を行う」となってお

ります。この金額については、維持管

理業務対価の年額における100分の10以

上との理解で宜しいでしょうか。また

この理解で良い場合、平成28年度の約

4ヶ月分については、どのように解釈す

れば宜しいでしょうか。

前段についてはご理解のとおりです。

後段について、平成28年度は平成29年

度の金額と同額といたします。

66 実施方針 15 第3 3 (1)

モニタリングの

目的

病院機構実施されるモニタリング頻度

は、どの程度のサイクルを想定される

のでしょうか？

事業契約書（案）をご参照ください。

67 実施方針 15 第3 3 (2)

モニタリングの

方法と実施時期

等

モニタリングの対象業務についても後

日入札説明書等に記載されるのでしょ

うか。(利便サービス業務もモニタリン

グ対象となるのでしょうか）

事業契約書（案）をご参照ください。
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No. 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

回答

68 実施方針 15 第4 1 (1) 敷地の概要

敷地東側隣地境界線が既存大阪府庁舎

分館6号館に与える建築基準法上の改修

工事（延焼線、敷地内避難経路の確保

など）は別途工事とし、街区中通りの

整備前に解体される計画と考えてよろ

しいでしょうか。そうでない場合、6号

館の取り扱いについてご指示くださ

い。

本事業において大阪府庁舎分館６号館

は、事業範囲外として取り扱ってくだ

さい。

69 実施方針 15 第4 1 (2) 法的条件

法的条件に高さの条件がありません。

ご指示下さい。

特記する内容はありません。

70 実施方針 16 第4 1 (3) 道路条件

前面道路は大手橋線とありますが、付

属資料5　参考土地利用計画図では西側

に7m+3mの道路があるように表記ありま

す。建築基準法42条の道路と考えて宜

しいでしょうか。

西側の7m+3mの通路は、建築基準法上の

道路ではありません。

71 実施方針 18 第4 3 (3) ② 整備する病床

観察室（1床室）18床の内、2床はHCU

（1床室）として運用とありますが、詳

しく説明ください。

観察室は、HCUとして機能できる設備構

造とし、患者の治療観察を行います。

外科病棟の観察室（１床室）をHCU（１

床室）と称しているもので、詳細は要

求水準書付属資料２「諸室シート」の

NO105によってください。
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タイトル 質問

項
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72 実施方針 19 第6 1 (2) ②

病院機構の責め

に帰すべき事由

により事業の継

続が困難となっ

た場合

病院機構の責めに帰すべき事由により

事業の継続が困難となった場合、病院

機構が事業契約書の定めに従い、SPCに

生じた損害を賠償するとあります。一

方、SPCの責めに帰すべき事由により事

業の継続が困難となった場合には、SPC

に対して違約金及び損害賠償の請求等

が行うことができるとあります。違約

金の取扱いに公平性が欠けていると考

えますが、いかがでしょうか。

公共工事における一般的な取扱いであ

り、また、業務実施者の動機付という

観点からしても、特段公平性を欠いて

いるものとは考えておりません。

73 実施方針 19 第6 1 (3)

いずれの責めに

も帰さない事由

により事業の継

続が困難となっ

た場合

「……一定の調整を加えたうえで一括

又は分割で支払う」とありますが、一

定の調整とはどのような方法を想定さ

れているのか、また一括か分割かはど

のように決定されるのか、分割の場合

の支払期間をどのように決められるの

か、についてご提示下さい。

74 実施方針 20 第6 1 (3)

いずれの責めに

も帰さない事由

により事業の継

続が困難となっ

た場合

「一定の調整を加えたうえで」とあり

ますが、具体的内容をご教示願いま

す。

75 実施方針 20 第6 1 (3)

いづれの責めに

帰すべき事由に

より事業の継続

が困難度なった

場合

「病院機構はSPCに対し、当該時期まで

に行ったサービスの対価について、一

定の調整を加えたうえで一括又は分割

で支払う」となっております。一定の

調整とはどのようなものを想定されて

いるのでしょうか。

調整とは分割払の場合の金利などが考

えられます。なお、支払期間等は金額

等により判断致します。
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No. 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

回答

76 実施方針 20 第6 2

金融機関と病院

機構との協議

[一定の事項」において、具体的に想定

されている事項につきまして、ご教示

下さい。

調整とは分割払の場合の金利などが考

えられます。なお、支払期間等は金額

等により判断致します。

77 実施方針 20 第6 2

金融機関と病院

機構との協議

本項の記載があるものの、SPCが金融機

関から資金を借り入れるスキームを前

提としているわけではないと理解して

よろしいでしょうか。

78 実施方針 20 第6 2

金融期間と病院

機構の協議

「直接協定を締結することができる」

とありますが、施設整備業務期間中の

SPCのプロジェクトファイナンスによる

資金調達を想定しているのでしょう

か。

79 実施方針 20 第7 1

法制上及び税制

上の措置に関す

る事項

本事業はＢＴＯ方式ですが、SPCは不動

産取得税及び固定資産税が非課税と理

解してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりと思料しますが、最終

的には管轄する官公庁の判断になりま

す。

80 実施方針 20 第8 1

実施方針、業務

要求水準書

（案）、基本協

定書（案）及び

事業契約書

（案）に対する

質問等の受付

後日配布予定の・付属資料11 調達・移

設備品等リスト、・付属資料12 大型医

療機器等リスト、・参考資料3 参考計

画図の配布予定日をご提示ください。

また、上記についての質問は、平成24

年5月中旬の入札説明書等に対する質問

等に先行して受け付けていただけるの

でしょうか。

入札公告時に提示する予定です。

SPCの資金調達について、調達時期、調

達方法、調達額等は任意です。
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81 実施方針 22 第8 3

実施方針、業務

要求水準書

（案）、基本協

定書（案）及び

事業契約書

（案）に対する

質問への回答・

公表

質問者の特殊な技術やノウハウ等、質

問者の権利、競争上の地位その他正当

な利益を害するおそれがあるものにつ

いては、個別に回答がいただけるとの

認識でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりですが、公表について

は内容により判断致します。

82 実施方針 22 第8 5

現成人病セン

ターの見学会の

実施

入札公告後で結構ですので、事業予定

地の見学会を開催いただけないでしょ

うか。

83 実施方針 22 第8 5

現成人病セン

ターの見学会の

実施

見学について、施設整備業務の費用検

討の観点から、本事業計画敷地の見学

を希望いたします。

84 実施方針 28 別添資料1 業務分担（案）

調査・対策業務の担当主体が、病院機

構、SPC共に主体となっておりますが、

SPCが主体的に行なう事項をお示し下さ

い。

業務要求水準書（案）Ⅱ施設整備編第2

第2項（1）及び（2）に記載のとおりで

す。

85 実施方針 28 別添資料1 業務分担（案）

維持管理業務で清掃業務が病院機構担

当となっておりますが、その清掃範囲

には外構部分も含むと考えて宜しいで

しょうか。

ご理解のとおりです。

事業予定地の見学会は予定しておりま

せん。
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頁

No. 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

回答

86 実施方針 28 別添資料1 業務分担（案）

警備業務が貴機構の担当主体となって

おります。しかしながら、本事業にお

ける「建築設備点検・保守、運転・監

視、修繕・更新業務」には、現病院で

委託されている「防災センターの防災

監視盤監視業務」も含まれていると理

解しております。当該業務は、警備業

務と密な連携や相互の補完による効率

化の検討が可能な業務と考えますが、

VFMの最大化の観点から、事業の対象に

再考いただけないでしょうか。

ご意見の主旨に沿って業務範囲を見直

しました。

これにより施設整備、維持管理業務と

も、より機能的、効率的なご提案を期

待しています。

87 実施方針

29

30

別添資料2 リスク分担(案)

リスク分担（案）の負担者のうち○主

分担と△従分担の違いは何でしょう

か。

主分担者のリスク責任が強いものの、

従分担者にも一定の責任を分担してい

ただく事例が発生します。

88 実施方針 29 別添資料2 リスク分担(案)

リスク分担の表にて、明確に区分でき

ないリスクが発生した場合、病院機

構・SPC間で協議いただけるとの理解で

よろしいでしょうか。

事業契約書（案）をご参照ください。

89 実施方針 29 別添資料2

リスク分担(案)

契約リスク

契約リスクに「上記以外のもの」とあ

り、病院機構及びSPC双方が主分担と

なっていますが、この意味は、病院機

構の要因でもなく、事業者の要因でも

ないリスクについては、それぞれが要

した費用についてはそれぞれが分担す

るという意味と理解してよろしいで

しょうか。念のため確認いたします。

事業契約書（案）をご参照ください。
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90 実施方針 29 別添資料2

リスク分担(案)

契約リスク

「契約リスク」で「上記以外のもの」

の負担者は病院機構とSPCの両方が主分

担となっていますが、両者が協議して

どちらかを主分担とすると理解してよ

ろしいですか。また想定されるものに

ついてご教示願います。

事業契約書（案）をご参照ください。

91 実施方針 29 別添資料2 　 　

リスク分担(案)

法制度リスク

「（本事業に直接関連するもの）」に

ついて、定義及び範囲についてご教示

下さい。例えばPFIや病院施設に関連す

る法制度変更は含まれると解釈して宜

しいでしょうか。

日本の会社一般に適用されるものでは

なく、本事業に類似する事業に類型的

に適用される法令をいい、ご指摘の事

例については、当該法令変更が類型的

にPFIや病院施設に関するものであれ

ば。「本事業に直接関連するもの」に

該当しうるものと考えます。

92 実施方針 29 別添資料2

リスク分担(案)

法制度リスク

法制度リスクについて、本事業に直接

関連しないものとは何を指すのでしょ

うか。ご教示ください。

将来の法令変更の内容を想定すること

は困難ですが、基本的には会社一般に

対して適用される法令であり、例え

ば、特定の業種に限らない会社法、金

融商品取引法、労働法等の改正は、直

接関連しない法令に該当することが多

いものと考えます。

93 実施方針 29 別添資料2

リスク分担(案)

法制度リスク

「法制度リスク」の「本事業に直接関

連するもの」と、「上記以外のもの」

とは、具体的にそれぞれどのようなも

のを想定されているのか、ご教示下さ

い。

No.91及びNo.92をご参照ください。

94 実施方針 29 別添資料2

リスク分担(案)

住民等対応リス

ク

現在、計画地周辺の住民との間での調

整事項、協議事項、懸念事項等があり

ましたらご教示下さい。

地元住民から成人病センターの大手前

地区での建替えについて、建築禁止の

仮処分が申し立てられています。
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項
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95 実施方針 29 別添資料2

リスク分担(案)

不可抗力リスク

不可抗力リスクの負担者において、SPC

に△が付けられている項目があります

が、SPCの負担内容をお示しください。

事業契約書（案）をご参照ください。

96 実施方針 29 別添資料2

リスク分担(案)

不可抗力リスク

施設引渡し前における（保険対応外）

不可抗力リスクの負担者が、病院機

構：○、SPC：△となっています。SPC

の具体的な負担率を教えて頂けますで

しょうか。また、施設引渡し後におけ

る不可抗力リスクのSPC負担率について

も教えて頂けますでしょうか。

事業契約書（案）をご参照ください。

97 実施方針 29 別添資料2 　 　

リスク分担(案)

埋蔵文化財リス

ク

「事業者の要因による遅延や調査費用

の増大」について、どういった事態を

想定されているのか、具体的にお示し

いただけないでしょうか。

SPCから大阪府文化財調査事務所への調

査委託が遅延することなどが考えられ

ます。

98 実施方針 29 別添資料2

リスク分担

（案）埋蔵文化

財リスク

未済箇所以外で、埋蔵文化財調査が必

要となった場合に伴う遅延や委託費用

は、病院機構のリスク分担範囲と考え

て宜しいでしょうか。

事業契約書（案）をご参照ください。

99 実施方針 29 別添資料2

リスク分担(案)

用地リスク

「用地リスク」のうち、地中障害リス

クの負担はどちらになるでしょうか。

事業契約書（案）をご参照ください。
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100 実施方針 30 別添資料2

リスク分担

(案）

建設リスク

建設リスクについて、大阪府殿が行う

街区中通りの整備について施設瑕疵リ

スクは病院機構殿が引継ぐと考えてよ

ろしいでしょうか。また、街区中通り

整備に関する工事により本事業整備工

事がこうむる可能性のあるリスクにつ

いても病院機構殿が大阪府に代わり負

担いただけるものと考えてよろしいで

しょうか。

前段、後段とも大阪府が責任を負いま

す。

101 実施方針 30 別添資料2

リスク分担

(案）

建設リスク

建設リスクについて、本事業に先立ち

行われる敷地内の解体撤去工事の状況

は、本事業の工期、工事費等に影響す

ると思われます。工事対象範囲につい

てどの程度解体・撤去する予定である

か、解体撤去工事発注図書を参考資料

としてご提示いただけませんか。

要求水準書（施設整備編）の質問No.14

をご参照ください。

102 実施方針 30 別添資料2 　 　

リスク分担(案)

施設損傷リスク

病院機構の責により工事目的物や材料

に生じた損害、関連工事に関して生じ

た損害は病院機構の主分担と解釈して

宜しいでしょうか。

事業契約書（案）をご参照ください。

103 実施方針 30 別添資料2

リスク分担(案)

施設損傷リスク

施設引渡し前に患者の行為等で発生し

た施設損傷とありますが、施設引渡前

に患者様だけでなく関係者が、施設に

立ち入られるような予定（検査等除

く）が現時点でございましたら想定で

もご教示ください。

病院機構の調達する医療機器・備品等

の設置が発生する可能性があります。
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104 実施方針 30 別添資料2

リスク分担(案)

施設損傷リスク

「建設リスク」「施設損傷リスク」で

「・・・施設引渡し前に患者の行為等

で・・・」とありますが、具体的にど

ういうケースを想定されているのかご

教示願います。

特に想定しているものはありません。

105 実施方針 30 別添資料2

リスク分担(案)

施設損傷リスク

「患者の行為等」とありますが、それ

には、患者家族並びに成人病センター

職員等の行為も含まれるとの理解でよ

いでしょうか。

ご理解のとおりです。

106 実施方針 30 別添資料2 　 　

リスク分担(案)

施設瑕疵リスク

「（施設の引渡しから5年）」とありま

すが、公共工事標準請負契約約款にお

ける一般的な施設瑕疵担保期間は2年－

10年と認識しております故、変更して

頂くことは可能でしょうか。

事業契約書（案）をご参照ください。

107 実施方針 30 別添資料2

リスク分担(案)

施設瑕疵リスク

施設瑕疵リスクにおいて、瑕疵担保期

間が引越しから5年となっております

が、通常の瑕疵担保期間2年ではなく、

5年に設定されました理由をご教示下さ

い。

民法により総合的に判断しました。

108 実施方針 30 別添資料2

リスク分担

(案）

物価変動リスク

物価変動リスクの負担者は、病院機

構、SPC共に主分担になっていますが、

分担の考え方についてお示しくださ

い。

事業契約書（案）をご参照ください。
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109 実施方針 30 別添資料2

リスク分担(案)

施設損傷リスク

維持管理段階の施設損傷リスクに関

し、事業者が負担するものは事業者の

要因による施設の損傷のみであり、そ

れ以外は病院機構と負担と考えます

が、いかがでしょうか。要求水準書Ⅰ

（総則）Ｐ4に、「SPCの責に帰すべき

事由がある場合を除き、病院機構の負

担により復旧する」とあります。

事業契約書（案）をご参照ください。

110 実施方針 30 別添資料2

リスク分担

(案）

利便サービス費

用リスク

利便サービス費用リスクの負担者にお

いて、SPCに△が付けられております

が、SPCが負担する範囲については、提

案によると考えてよろしいでしょう

か。

事業契約書（案）をご参照ください。

111 実施方針 30 別添資料2

リスク分担(案)

利便サービス費

用リスク

「利便サービス費用リスク」で「患者

数等の変動に伴う費用の増減に関する

もの」についてはSPCを従分担としてい

ますが、具体的に従分担の内容をご教

示下さい。

112 実施方針 30 別添資料2

リスク分担(案)

利便サービス費

用リスク

利便サービス費用リスクについて、負

担者SPCの△従分担となっていることの

お考えをご教示願います。

113 実施方針 30 別添資料2

リスク分担(案)

利便サービス費

用リスク

利便サービス費用リスクの部分で「患

者数等の変動に伴う費用の増減に関す

るもの」とあります。患者数の減によ

り、人件費等の費用負担が困難となっ

た場合には、例えば施設使用料の減免

等を実施いただけるとの理解でよいで

しょうか。

病院機構の主分担はありません。SPCの

主分担です。訂正致します。
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頁
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項
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114 実施方針 30 別添資料2

リスク分担(案)

利便サービス費

用リスク

利便サービス費用リスクの部分で事業

者が従分担とされておりますが、患者

数等の変動は事業者でコントロールで

きないリスクであるため病院機構のみ

の負担とすることは可能でしょうか。

115 実施方針 30 別添資料2

リスク分担(案)

利便サービス費

用リスク

当該リスクについて病院機構が主担当

となっていますが、患者数が想定を下

回った場合には、病院機構からSPCに対

して何らかの補填措置があるというこ

となのでしょうか。

116 実施方針 30 別添資料2

リスク分担(案)

金利変動リスク

維持管理段階の金利変動リスクとあり

ますが、本事業に関わる何の金利リス

クなのかご教示いただけないでしょう

か。

特に想定しているものはありません。

117 実施方針 別添資料4 現況図

本事業の敷地境界線が現存する大阪府

庁舎分館6号館にかかっておりますが、

当該6号館は施設整備終了後もそのまま

存続すると考えてよろしいでしょう

か。

No.68をご参照下さい。

病院機構の主分担はありません。SPCの

主分担です。訂正致します。
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頁

1 実施方針 1 第1 1 (4) ① 　

事業の必要性・

目的

「本事業は、～民間の資金、経営能力

及び技術能力を活用し、効率的かつ効

果的に実施するものである。」という

事業目的に鑑み、民間のノウハウを存

分に発揮させ、より良い提案をご選択

いただけるよう、提案自由度が高く、

定性評価を重視された評価基準をご設

定いただけますようお願いいたしま

す。

ご意見として承ります。

2 実施方針 3 第1 1 (6) ② 維持管理業務

維持管理業務において、清掃業務が外

されているのはどのような趣旨でしょ

うか？本来のPFI事業としては、一定の

スケールメリットが伴って初めて、業

務効率が図られ、しいては、コスト削

減に繋がるものと考えます。よって、

事業に含めることを提案いたします。

清掃業務については、これまでどお

り、各府立病院で委託を行います。

3 実施方針 3 第1 1 (6) ③

利便サービス業

務

利便サービス業務において、警備業務

が外されているのはどのような趣旨で

しょうか？本来のPFI事業としては、一

定のスケールメリットが伴って初め

て、業務効率が図られ、しいては、コ

スト削減に繋がるものと考えます。ま

た、施設警備は、施設整備とリンクす

る要因が大きいと考えます。よって、

事業に含めることを提案いたします。

ご意見の主旨に沿って業務範囲を見直

しました。

これにより施設整備、維持管理業務と

も、より機能的、効率的なご提案を期

待しています。

No. 資料名

該当箇所

タイトル 意見

項

回答

26/304



実施方針の意見書 実施方針、業務要求水準書（案）、基本協定書（案）、事業契約書（案）に対する質問等への回答.xls

頁

No. 資料名

該当箇所

タイトル 意見

項

回答

4 実施方針 5 第2 2

落札者決定の手

順及びスケ

ジュール(予定)

個別対話の内容を提案に十分反映する

ためには、対話を複数回行って頂いた

ほうが良いと思います。実施方針では5

月上旬に予定されていますが、その前

（例えば4月上旬ごろ）にも一度開催し

ていただきたいと思います。

ご意見として承ります。

5 実施方針 5 第2 2

落札者決定の手

順及びスケ

ジュール(予定)

落札者決定から事業契約締結までの期

間が約1か月とされていますが、SPCの

設立や事業契約締結の各種手続き、ま

た事業契約締結に際しては金融機関と

の協議も必要となることから、少し期

間が短いのではと思われます。

事前に契約書案を公表していること

で、契約手続きは短期間で終了するも

のと考えております。

6 実施方針 9 第2 3 (3)

業務を行う者の

資格等要件

維持管理業務についても、資格要件の

記述がないのは如何な者でしょうか？

施設規模の実績を資格要件に入れるべ

きではないでしょうか？

7 実施方針 9 第2 3 (3)

業務を行う者の

資格等要件

維持管理業務及び利便サービス業務の

記載がございませんが、維持管理業務

については、清掃業務が含まれていな

いものの、大規模病院の業務となるこ

とから、同種・同規模程度（例えば300

床以上等）の管理実績が必要と考えま

すが、如何でしょうか。

業務の実施については要求水準書で規

定していますので、参加資格としては

求めていません。
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実施方針の意見書 実施方針、業務要求水準書（案）、基本協定書（案）、事業契約書（案）に対する質問等への回答.xls

頁

No. 資料名

該当箇所

タイトル 意見

項

回答

8 実施方針 12 第2 3 (4)

①

②

　

入札書類の受付

日以降の取り扱

い

入札参加資格の確認期限が落札者決定

の日までと、事業契約締結の日までと2

段階でご設定されていますが、できる

限り当該期間を短くしようとするPFI案

件が散見されてきています。一例とし

て、「落札者が決定した以降はSPCが当

事者となることから、SPCを構成する

個々の企業の資格要件を問う必要はな

いとの考えから、資格確認期限は、入

札書類の受付日から落札者の決定日ま

でとする。」などの事例もございま

す。この期間を短くすることは応募者

だけでなく公募者にとっても大きなメ

リットがあるものと考えます。是非ご

検討いただけたらと思います。

原案のとおりとします。

9 実施方針 14 第3 2

SPCの義務の履

行に関する事項

「SPCは事業契約締結に当たり………以

下のいずれかの方法による事業契約の

保証を行う。」とありますが、ご提示

されている保証方法のうち履行保証保

険に関しては、保険会社によっては対

象となる契約（施設整備業務の場合は

設計・建設請負契約等）の締結後でな

いと付保できない場合が考えられま

す。よって、締結時期については柔軟

に対応していただきたいと考えます。

原案のとおりとします。
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実施方針の意見書 実施方針、業務要求水準書（案）、基本協定書（案）、事業契約書（案）に対する質問等への回答.xls

頁

No. 資料名

該当箇所

タイトル 意見

項

回答

10 実施方針 19 第6 1 (1) ③ 　

SPCの責めに帰

すべき事由によ

り事業の継続が

困難となった場

合

「SPCに対して違約金及び損害賠償の請

求等を行うことができるものとす

る。」とありますが、違約金とは損害

賠償の予定額であり、違約金に重ねて

損害賠償請求があるとすると、民間の

応募を著しく制限してしまうおそれが

ありますのでご再考いただけますよう

お願いします。

原案のとおりとします。

11 実施方針 19 第8 1 ③

実施方針、業務

要求水準書

（案）、基本協

定書（案）及び

事業契約書

（案）に対する

質問等の作成方

法

作成は「Microsoft Excel 2002で対応

可能なバージョン」とありますが、最

新バージョンでも対応できるようお願

いします。

ご意見として承ります。

12 実施方針 29 別添資料2

リスク分担(案)

住民等対応リス

ク

事業者が行う事業内容に起因するリス

クは、当該事業を選定した病院機構に

もリスク負担を願いたいと思います。

原案のとおりとします。
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要求水準書（総則）の質問書 実施方針、業務要求水準書（案）、基本協定書（案）、事業契約書（案）に対する質問等への回答.xls

頁

1

要求水準

書・総則

3 第3 1

本事業において

SPCが果すべき

役割

職員の資質として、包括的に管理する

ために必要な能力・資質・経験との記

載がございますが、具体的な想定がご

ざいましたら、ご教示願います。

本事業の対象となる各業務を包括的に

管理するために必要な主な能力・資

質・経験を有する職員の条件について

は、以下の通りです。

【主要な役割】主な役割は病院と各業

務の管理者との連絡･調整に当たること

であり、その主な業務として以下のよ

うなものがあります。

・各業務を統括し、一体のサービスと

して提供すること

・各業務管理者との連絡・調整にあた

り、統括責任者となること

・常に、実施する業務の改善及び提供

するサービスの質の向上を図ること

なお、これらを実現するための具体的

な方法については事業者の創意工夫を

求めており、事業実施計画に係る提案

書において記載してください。

【常駐】・事業期間にわたっての成人

病センターへの1人以上の常駐が必要で

す。

2

要求水準

書・総則

3 第3 1

本事業において

SPCが果たすべ

き役割

「各業務を包括的に管理するために必

要な能力・資質・経験を有する職員」

とありますが、当該職員の想定されて

いる主な役割と主たる業務について、

具体的にご教示下さい。

No.1をご参照ください。

資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

回答No.
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要求水準書（総則）の質問書 実施方針、業務要求水準書（案）、基本協定書（案）、事業契約書（案）に対する質問等への回答.xls

頁

資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

回答No.

3

要求水準

書・総則

3 第3 1

SPCが果たすべ

き役割

各業務を包括的に・・・1人以上配置と

ありますが、具体的な要件やイメージ

等があればご教示いただけないでしょ

うか。（例えば設計、建設、維持管理

の各段階でそれぞれの段階において必

要な人材がいればよいのか、あるいは

事業期間中にわたって同じ人材がいる

ようなイメージか）

No.1をご参照ください。

4

要求水準

書・総則

3 第3 1

本事業において

SPCが果すべき

役割

「包括的に管理するために必要な能

力・資質・経験を有する職員を1人以上

配置（かかる者が本件事業に含まれる

業務を兼務することを妨げない。）

し、事業期間にわたり効率的で円滑な

業務管理を行うこと。」とあります

が、SPC職員を建築予定施設内に常駐さ

せるとの認識でよろしいでしょうか。

また、施設整備段階と維持管理段階で

は求められる職員の能力・資質・経験

が異なるため、維持管理段階で職員の

変更は可能でしょうか。

前段については、ご理解のとおりです

が、SPCの職員として雇用することは規

定していません。

後段については、可能です。

5

要求水準

書・総則

3 第3 1

本事業において

SPCが果すべき

役割

包括的に管理する職員は、SPCの職員と

して雇用し、各業務を包括管理するた

めに必要な能力等を有していれば、施

設整備段階であっても、維持管理運営

段階であっても各業務責任者と兼務可

能との認識でよいでしょうか。

ご理解のとおりですが、各業務を包括

管理するために必要な能力等を有して

いれば、SPCの職員として雇用すること

は規定していません。

31/304

要求水準書（総則）の質問書 実施方針、業務要求水準書（案）、基本協定書（案）、事業契約書（案）に対する質問等への回答.xls

頁

資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

回答No.

6

要求水準

書・総則

3 第3 1

本事業において

SPCが果すべき

役割

包括的に管理するための職員を1人以上

配置、とありますが、施設整備段階、

維持管理運営段階でそれぞれの事業の

エキスパートが任に当たるとの考え方

も可能でしょうか。

ご理解のとおりです。

7

要求水準

書・総則

3 第3 1

本事業において

SPCが果たすべ

き役割

「事業期間にわたり効率的で円滑な業

務管理を行うこと」とありますが、配

置する職員については、施設整備期間

と維持管理期間で変更しても構わない

という理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

8

要求水準

書・総則

3 第3 1

本事業において

SPCが果すべき

役割

「各業務を包括的に管理するために必

要な能力・資質・経験を要する職員」

はSPCの役員又は職員である必要はない

という理解で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

9

要求水準

書・総則

3 第3 1

本事業において

SPCが果すべき

役割

職員を1人以上配置との記載がございま

すが、速やかに対応できる状況（例え

ばその者が近隣の事業所に勤務してい

る等）であれば、必ずしも常駐の必要

はないとの理解で宜しいでしょうか。

成人病センターに常駐の必要がありま

す。

10

要求水準

書・総則

3 第3 1

本事業において

SPCが果すべき

役割

「各業務を包括的に管理するために必

要な能力・資質・経験を有する職員を1

人以上配置」とありますが、当該者は

本施設に常時駐在する者でなくても宜

しいでしょうか。

成人病センターに常駐の必要がありま

す。
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要求水準書（総則）の質問書 実施方針、業務要求水準書（案）、基本協定書（案）、事業契約書（案）に対する質問等への回答.xls

頁

資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

回答No.

11

要求水準

書・総則

3 第3 1

本事業において

SPCが果たすべ

き役割

「本事業の対象となる各業務を包括的

に管理するために必要な･･･1名以上配

置」とありますが、当該SPC職員が新成

人病センターに常駐する必要があるか

どうかをご教示ください。

成人病センターに常駐の必要がありま

す。

12

要求水準

書・総則

3 第3 1

本事業において

SPCが果たすべ

き役割

「包括的に管理するために必要

な・・・・職員を1人以上配置（・・・

兼務することを妨げない）」とありま

すが、常駐は任意との理解でよろしい

でしょうか。

成人病センターに常駐の必要がありま

す。

13

要求水準

書・総則

3 第3 1

本事業において

SPCが果すべき

役割

総則で職員の配置を求める理由として

は、日常的な維持管理・運営の対応で

はなく、プロジェクト期間中のSPCの窓

口となる人材を求めているとの理解で

宜しいでしょうか。

No.1をご参照ください。

14

要求水準

書・総則

3 第3 1

本事業において

SPCが果すべき

役割

「各業務を包括的に管理するために必

要な能力・資質・経験を要する職員」

は本事業専任が必要でしょうか。

本事業に専任で配置することまでは求

めていませんが、常駐の必要はありま

す。

15

要求水準

書・総則

3 第3 1

本事業において

SPCが果たすべ

き役割

「各業務を包括的に管理するために必

要な能力・資質・経験を有する職員」

とは、常駐は不要であり、また代表企

業・協力企業の出身を問わないという

理解でよろしいでしょうか。

所属は規定していませんが、常駐は必

要です。

16

要求水準

書・総則

3 第3 1

本事業において

SPCが果すべき

役割

「職員を1人以上配置」とありますが、

SPCに籍を置く必要はないという理解で

よろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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頁

資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

回答No.

17

要求水準

書・総則

3 第3 1

本事業において

SPCが果すべき

役割

「各業務を包括的に管理するために必

要な能力・資質・経験を要する職員」

は施設整備期間も配置する必要がある

でしょうか。

ご理解のとおりです。

18

要求水準

書・総則

3 第3 1

本事業において

SPCが果すべき

役割

包括的に管理するために必要な能力・

資質・経験を有する職員を1人以上配置

するとありますが、病院内で勤務する

ということでしょうか。

成人病センターに常駐の必要がありま

す。

19

要求水準

書・総則

3 第3 1

本事業において

SPCが果たすべ

き役割

本事業の対象となる各業務を包括的に

管理するために必要な能力・資質・経

験を有する職員を1人以上配置とありま

すが、SPCの社員である必要はなく、代

表企業を含む構成員や協力企業から選

任できると考えてよろしいでしょう

か。また、施設への常駐は必須でしょ

うか。

前段については、ご理解のとおりで

す。

後段については、成人病センターに常

駐の必要があります。

20

要求水準

書・総則

3 第3 2 (1) 資格

法令に伴う有資格者の配置とは、施設

維持管理における資格者としての理解

してよろしいでしょうか？防火管理者

等の資格は、除外と考えてよろしいで

しょうか。

前段の法令により資格を必要とする業

務については、本事業の業務全てが対

象です。

後段の防火管理者は、成人病センター

で配置します。
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要求水準書（総則）の質問書 実施方針、業務要求水準書（案）、基本協定書（案）、事業契約書（案）に対する質問等への回答.xls

頁

資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

回答No.

21

要求水準

書・総則

3 第3 2 (1) 資格

「有資格者には、原則として業務中そ

の資格を証明する証票を携帯させ」と

ありますが、携帯が困難な証書（例え

ば賞状様式のもの等）については携帯

せずに、必要があれば後日提示するこ

とで宜しいでしょうか。

22

要求水準

書・総則

3 第3 2 (1) 資格

資格を証明する証票を携帯させとあり

ますが、維持管理業務の内容によって

は、携帯することにより業務へ支障を

きたす可能性があります。状況に応じ

て現地の執務場所等へ保管することで

対応しても宜しいでしょうか。

23

要求水準

書・総則

3 第3 2 (2) 業務従事者

業務従事者の健康管理に努めることと

ありますが、例えば病院機構の帰責に

伴い、業務従事者の健康維持が出来な

い可能性がある場合、必要となる検査

等は病院機構にて対応頂けると考えて

宜しいでしょうか。

病院機構の帰責に伴う業務従事者の健

康維持が出来ない事象は想定していま

せん。

24

要求水準

書・総則

4 第3 2 (3) 実施運営

「病院機構が新成人病センター運営に

かかる業務を別途委託する全ての業者

と綿密な連携を図り・・・」とありま

すが、別途委託する業務名と現成人病

センターで当該業務を委託している業

者名をご教示下さい。

別途委託する業務は、実施方針等質問

回答の参考資料をご参照ください。

委託業者名の公表は予定しておりませ

ん。

ご理解のとおりです。資格を証明する

書類の写しを執務場所等へ保管する

等、対応ください。
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頁

資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

回答No.

25

要求水準

書・総則

4 第3 2 (7)

業務実施日及び

実施時間

医療･研究に支障の無い日及び時間又は

時間帯とありますが、がん予防情報セ

ンター、研究所の主稼働日、時間時間

又は時間帯についてご教示ください。

平日の9時から17時30分が勤務時間で

す。

26

要求水準

書・総則

4 第3 2 (8)

申請等の手続き

業務

本事業の実施に伴い、関係法令等の規

定により必要な各種申請及び届け出に

かかる業務は全てSPCが行うとあります

が、SPCが実施する業務に対応したもの

のみとの認識でよろしいでしょうか。

具体的な申請物のイメージをご教示下

さい。

前段については、ご理解のとおりで

す。

後段の具体的な申請内容については、

関係法令等によります。

27

要求水準

書・総則

4 第3 2 (8)

申請等の手続き

業務

「届出書類及び資料の作成などに関し

て支援すること」とありますが、支援

とは、作成した設計図面の提出などで

よく、支援のために特別な費用はかか

らないと考えてよろしいでしょうか。

前段についてはご理解の通りです。

後段の費用については、資料の作成の

際に費用が生じる可能性はあると考え

ます。

28

要求水準

書・総則

4 第3 2 (8)

申請の手続き業

務

各種申請及び届出は全てSPCが行うこと

となっていますが、病院が主体となっ

て申請する「医療法関連」「放射線障

害防止法関連」「各種補助金申請関

連」の申請は支援のみと判断してよろ

しいでしょうか。

ご理解のとおりです。なお、アイソ

トープ診療科及び研究所RI研究室の

「放射線障害防止法」関連申請はSPCに

主体的に行って頂きます。
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要求水準書（総則）の質問書 実施方針、業務要求水準書（案）、基本協定書（案）、事業契約書（案）に対する質問等への回答.xls

頁

資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

回答No.

29

要求水準

書・総則

4 第3 2 (8)

申請等の手続き

業務

「必要な各種申請及び届出にかかる業

務はすべてSPCが行う」とありますが、

同項の下段に記載されている、病院機

構が自ら行う届出は含まれないとの理

解でよいでしょうか。また、SPCが行う

ものと病院機構が行うものの区分を明

確にするために、病院機構が行う申請

等を列記いただけないでしょうか。

No.28をご参照ください。

30

要求水準

書・総則

5 第3 2 (9) 　 　

患者の行為によ

る損傷

「本要求水準書において特に仕様を示

していないもので通常備えるべき性能

を備えていない等、SPCの責に帰すべき

事由がある場合を除き、～」とありま

すが、通常備えるべき性能の定義と範

囲を具体例などでお示しいただけない

でしょうか。

要求水準書に記載のとおりです。

31

要求水準

書・総則

5 第3 3 (1)

遵守すべき法令

など

関係法令に基づく許認可などは必要な

場合には、SPCの負担によりその許認可

などを取得するとありますが、SPCが実

施する業務に対応したもののみとの認

識でよろしいでしょうか。具体的な許

認可のイメージをお教え下さい。

前段についてはNo.26をご参照くださ

い。

後段についてSPCに必要な許認可は民間

事業者がご確認下さい。

32

要求水準

書・総則

5 第3 3 (1)

準拠すべき法令

など

入札時に参加グループが準拠すべき法

令は、入札時点（平成24年9月下旬予

定）のものであり、その後に法令変更

があり、業務に変更等が生じた場合

は、病院機構のリスク負担となるとの

理解でよいでしょうか。

事業契約書案をご参照下さい。
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要求水準書（総則）の質問書 実施方針、業務要求水準書（案）、基本協定書（案）、事業契約書（案）に対する質問等への回答.xls

頁

資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

回答No.

33

要求水準

書・総則

7 第3 3 (2)

適用する図書な

ど

入札時に参加グループが想定すべき適

用図書は、入札時点（平成24年9月下旬

予定）の最新版であり、その後に改定

等があり、業務に変更等が生じた場合

は、病院機構のリスク負担となるとの

理解でよいでしょうか。

事業契約書案をご参照下さい。

34

要求水準

書・総則

7 第3 3 (3) 優先順位

要求水準書の「付属資料」は「(エ）適

用する図書など」に該当するという理

解でよろしいでしょうか。また、「参

考資料」の位置づけについて、ご教示

下さい。

前段については、要求水準書の一部に

該当します。

後段について、参考資料は、提案書の

作成、本事業の実施にあたっての参考

とするべき資料です。

35

要求水準

書・総則

7 第3 3 (3) 優先順位

落札後の提案書及び対話の位置づけ

は、ア　入札説明書などに関する質問

回答書より上位との理解でよろしいで

しょうか。

事業者側より提出頂く提案の詳細その

他の資料等は全て｢提案｣として扱われ

ます。対話における事業者の提案も同

様であり、対話において質問回答がな

された場合は、それも「入札説明書な

どに関する質問回答書」に含まれま

す。
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要求水準書（施設整備編）の質問書 実施方針、業務要求水準書（案）、基本協定書（案）、事業契約書（案）に対する質問等への回答.xls

頁

1

要求水準

書・施設

整備編

2 第1 1 (4) ア

市道大手橋線の

道路拡幅

敷地内の市道大手橋線道路拡幅整備は

本事業範囲内の業務とし、事業期間中

の維持管理は別途業務と考えてよろし

いでしょうか。

敷地内に確保した歩道拡幅部分（幅員

4.2ｍ）の維持管理は本事業の範囲内で

す。

2

要求水準

書・施設

整備編

2 第1 1 (4) ア

市道大手橋線の

歩道拡幅

拡幅された6.0M歩道の管理は、事業期

間中SPCにて維持管理を実施するので

しょうか？

No.1をご参照ください。

3

要求水準

書・施設

整備編

2 第1 1 (4) イ

街区中通りの設

置

当該歩行者空間の整備は本事業範囲外

の別途業務であり、事業期間中の維持

管理のみ本事業範囲内の業務であると

考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

4

要求水準

書・施設

整備編

2 第1 1 (4) イ

街区中通りの設

置

「・・・整備は大阪府が行い、事業期

間中は・・・SPCが維持管理を行う」と

ありますが、維持管理費を算定するた

めに、 仕様・数量等を公表していただ

けますでしょうか。

街区中通りの計画概要は以下のとおり

です。

仕様は、歩行者用インターロッキング

ブロック舗装程度を想定しています。

数量ですが、延長方向は、東側及び南

側の隣地境界線に接する部分、幅員方

向は歩道の中心線（敷地境界線）まで

の2ｍとなります。また、歩道部分の排

水側溝、街路灯は歩道整備で整備さ

れ、敷地内部分はSPCの維持管理の範囲

となります。

5

要求水準

書・施設

整備編

2 第1 1 (4) イ

街区中通りの設

置

SPCが維持管理を行う街区中通りの範囲

は、敷地の道路境界線に接する部分と

の理解でよいでしょうか。

街区中通りの、SPCが維持管理を行う範

囲は、延長方向は敷地の道路境界線に

接する部分、幅員方向は道路中心線ま

での2ｍとし、対側地側の2ｍは対側地

側地権者の維持管理となります。

No. 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

回答
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要求水準書（施設整備編）の質問書 実施方針、業務要求水準書（案）、基本協定書（案）、事業契約書（案）に対する質問等への回答.xls

頁

No. 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

回答

6

要求水準

書・施設

整備編

2 第1 1 (4) イ

街区中通りの設

置

街区中通りとなる、敷地境界から2.0ｍ

の範囲は大阪府にて整備されるとあり

ますが、施工時期を御教示いただけま

すでしょうか。

現時点では詳細は未定ですが、新成人

病センターの開院に合わせて整備され

る予定です。

7

要求水準

書・施設

整備編

2 第1 1 (4) ウ 壁面後退

「街区中通りに面する壁面後退部分は

すべて緑地として整備を求める」とあ

ります。街区中通りの整備は大阪府が

行うことになっていますので、緑地に

ついても大阪府にて整備するという理

解でよろしいでしょうか。

緑地部分は、本事業による整備の範囲

に含まれます。

8

要求水準

書・施設

整備編

2 第1 1 (5) ア 連絡通路の整備

付属資料6　参考連絡通路計画図におい

て、当該計画地内の通路部分及び出入

口については自由に設定できますか。

「付属資料6　参考連絡通路計画図」

は、計画の条件を示すものであり、提

案を拘束するものではありません。

要求水準を満たす範囲において、より

良い提案を求めます。

9

要求水準

書・施設

整備編

2 第1 1 (5) ア 連絡通路の整備

連絡通路(新別館敷地内の連絡通路及び

これに付帯する擁壁等を含む)はSPCが

整備する、となっていますが、維持管

理区分は敷地境界でしょうか。それと

も施工区分と同じでしょうか。

連絡通路（新別館敷地内の連絡通路及

びこれに付帯する擁壁等を含む）の維

持管理範囲は施工区分と同じです。

10

要求水準

書・施設

整備編

2 第1 1 (5) イ

共同駐車場の整

備

大阪府警察本部と病院機構が共同で建

設する共同駐車場の維持管理はSPCの業

務に含まれないと考えて宜しいでしょ

うか。

ご理解のとおりです。
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要求水準書（施設整備編）の質問書 実施方針、業務要求水準書（案）、基本協定書（案）、事業契約書（案）に対する質問等への回答.xls

頁

No. 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

回答

11

要求水準

書・施設

整備編

2 第1 1 (5) イ

共同駐車場の整

備

隣接地に整備される共同駐車場の建設

スケジュール及び誘導路を含む設計内

容（敷地との関係がわかるもの）をご

提示いただけませんか。

現時点の予定は、駐車場への進入路整

備を含め、平成24～25年度で設計、平

成26～27年度で施工を予定していま

す。

また、設計内容は、駐車台数と進入路

位置以外の詳細は未定です。

なお、概要は付属資料5：参考土地利用

計画図をご参照ください。

12

要求水準

書・施設

整備編

2 第1 1 (5) イ

共同駐車場の整

備

隣接地に整備される共同駐車場によ

り、本事業の事業予定地内に擁壁等の

設置が求められることはないとの理解

でよいでしょうか。

隣接地に整備される共同駐車場の計画

により、新成人病センターの敷地内に

擁壁等の設置が求められることはない

としてご提案ください。ただし、新成

人病センターの敷地内の造成等によ

り、敷地境界の内外において地盤にレ

ベル差が生じる場合には、本事業の範

囲において適切な対策を講じてくださ

い。

13

要求水準

書・施設

整備編

2 第1 1 (5) イ

共同駐車場の使

用部分

共同駐車場は新成人病センター使用部

分200台、警察本部使用部分240台の予

定とのことですが、両者の使用エリア

を区分することを提案しても構わない

でしょうか。

共同駐車場は本事業の対象外のため、

提案は受け付けません。
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頁

No. 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

回答

14

要求水準

書・施設

整備編

2 第1 1 (6) 既存構造物等

「敷地内に存在する既存構造物等の概

要は、『付属資料3 現況測量図』を参

照のこと。」とあります。付属資料3に

は建物基礎等、地中埋設物等の記載が

なないため、無いものとして入札して

よろしいでしょうか。建物基礎等、地

中埋設物等がある場合には、現況図並

びに見積が可能な設計図等の資料をご

提示ください。

参考資料１に示す既存建物等（基礎を

含む）は、大阪府が撤去する予定で

す。

以下の構造物はＳＰＣの撤去範囲で

す。

　アスファルト舗装

　照明ポール

　既文化財調査にかかるシートパイル

（深さ15m）

　ネットフェンス

　地中埋設管（給排水、ガス）

万能鋼板塀は本事業の仮囲いとして移

設・転用し、施設整備事業完了後は自

由処分とします。

上記以外の地中埋設物（埋設管含む）

については、協議の上、施設整備費相

当額から精算します。

15

要求水準

書・施設

整備編

3 第1 1 (6) 既存構造物等

参考資料1に示される建築物は建設工事

開始前に大阪府にて撤去するとのこと

ですが、地中埋設物等も全て撤去して

いただけると考えて宜しいでしょう

か。

No.14をご参照ください。
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要求水準書（施設整備編）の質問書 実施方針、業務要求水準書（案）、基本協定書（案）、事業契約書（案）に対する質問等への回答.xls

頁

No. 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

回答

16

要求水準

書・施設

整備編

3 第1 1 (6) 既存構造物等

「『参考資料1　撤去予定建物配置図』

に示す建築物は、本事業による建設工

事開始前に大阪府にて撤去することを

予定している。」とあります。撤去予

定建物は一部、埋蔵文化財調査未済部

分にあり、埋蔵文化財調査の開始まで

に撤去いただく必要がありますが、埋

蔵文化財調査に参考資料4－3の調査工

期（14ヶ月間）がかかるとすれば事業

契約締結直後に埋蔵文化財調査を開始

する必要があると考えます。ついて

は、大阪府にて行う撤去は、「本事業

による建設工事開始前」ではなく、

「事業契約締結（平成24年12月下

旬）」までに実施いただけないでしょ

うか。

ご質問の建物（大阪府警察本部別館B

棟）については、平成24年度中の撤去

予定となっています。よって、埋蔵文

化財の調査期間は、本事業の調査、設

計業務等と並行して実施するものとし

て埋蔵文化財調査の期間を確保してく

ださい。

また、埋蔵文化財の必要な調査範囲や

それに要する期間は、落札者の提案に

基いて確定するため、平成25年度当初

から調査（業者選定含む）に着手でき

るよう、大阪府文化財保護課等と協

議・調整（調査範囲、スケジュール、

委託費の支払い時期、方法等の協議期

間、調査工事等の設計、発注期間）し

ていただく必要がありますので、当該

期間を見込んだご提案をお願いしま

す。

17

要求水準

書・施設

整備編

3 第1 1 (7)

インフラ整備状

況及び新成人病

センター整備時

の留意点

インフラ引込みに当たり、既存敷地内

の既存地盤改良に伴う掘削工事の難易

性や地中障害物など予測しがたい障害

が生じた場合は、病院機構殿負担と考

えてよろしいでしょうか。

公表資料から判断・予測できない障害

が生じた場合は、ご理解のとおり、病

院機構の負担となります。
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要求水準書（施設整備編）の質問書 実施方針、業務要求水準書（案）、基本協定書（案）、事業契約書（案）に対する質問等への回答.xls

頁

No. 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

回答

18

要求水準

書・施設

整備編

3 第1 1 (7)

インフラ整備状

況及び新成人病

センター整備時

の留意点

中圧ガスは防災認定がとれると考えて

よろしいでしょうか。

お問い合わせの防災認定は、コージェ

ネを非常用発電機とするため、ガス供

給管の耐震性能について消防長に受け

る認定です。これは計画に合わせ評

価、認定を受けることになるため、現

時点で100％可能とは言えませんが、ガ

ス事業者に確認したところ、「今まで

の経験や当該中圧ガス管の仕様、供給

経路の状況などから、認定は可能と考

えている。」という回答を得ていま

す。

19

要求水準

書・施設

整備編

3 第1 1 (7)

インフラ整備状

況及び新成人病

センター整備時

の留意点

戦後間もなく敷設された給水管は使用

可能であるとのことでよろしいでしょ

うか。また、戦後まもなく敷設された

給水管への接続に際し、接続部及び給

水管の劣化に起因する不具合のリスク

は、病院機構リスクとの理解でよろし

いでしょうか。

ご理解のとおりです。ただし、施工上

の不具合や給水管の劣化に起因する不

具合等のリスクは、大阪市水道局とＳ

ＰＣの間で協議することとなります。

なお、「戦後間もなく敷設された管で

ある。」という表現は、特に対応を求

めているものではありませんので削除

します。

20

要求水準

書・施設

整備編

3 第1 1 (7)

インフラの整備

状況及び新成人

病センター整備

時の留意点

本敷地への供給管は、150ｍｍの戦後間

もない時期に敷設された本管を利用で

きるとの理解でよいでしょうか。

また、その本敷地に供給するために、

事業予定地外にある150ｍｍ本管の更新

を求められることはないとの理解でよ

いでしょうか。（入札参加者の公平性

を確保するために、入札時点に想定す

べき内容を御教示ください。）

ご理解のとおりです。
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タイトル 質問

項

回答

21

要求水準

書・施設

整備編

3 第1 1 (7)

インフラ整備状

況及び新成人病

センター整備時

の留意点

給水について「戦後間もない時期に敷

設された管」とありますが、これは現

状調査等行うことなく、新たな給水管

を引込むものと考えてよろしいです

か。

市道大手橋線に敷設されている150mmの

本管「戦後間もない時期に敷設された

管」からの給水は可能です。また、一

般的な現状調査は実施して下さい。

なお、「戦後間もない時期に敷設され

た管である。」という表現は特に対応

を求めているものではありませんので

削除します。

22

要求水準

書・施設

整備編

3 第1 1 (7)

インフラ整備状

況及び新成人病

センター整備時

の留意点

雨水流出抑制の規模についてご教示く

ださい。

雨水流出抑制施設については、大阪市

建設局における「雨水流出調整に関す

る実施基準」により検討の上、大阪市

との協議により決定されます。よっ

て、その規模の想定は、同基準により

ご検討をお願いします。

23

要求水準

書・施設

整備編

3 第1 1 (8) 埋蔵文化財調査

埋蔵文化財調査未調査範囲外で、埋蔵

文化財が発見された時の費用・工期は

事業者に起因しない埋文リスクという

理解で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

24

要求水準

書・施設

整備編

3 第1 1 (8) 埋蔵文化財調査

参考資料4－3に「文化財調査業者選定

に40日程度（一般競争入札）必要。」

とありますが、大阪府教育委員会が業

者を選定・発注するということでしょ

うか。その場合、文化財調査業者との

契約はSPCではなく、大阪府教育委員会

が行うとの理解でよろしいでしょう

か。

ご理解のとおりです。
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25

要求水準

書・施設

整備編

3 第1 1 (8) 埋蔵文化財調査

「調査委託費として、216,281,100円

（消費税込）を入札価格に見込むこ

と。」とありますが、調査委託費の内

訳をご提示いただけますでしょうか。

調査委託費の金額内訳はお示しできま

せん。なお、内訳項目は次のとおりで

す。

・調査職員人件費

・工事費（掘削、埋戻、土留等）

・委託費（航空測量、分析等）

・需用費（消耗品、印刷製本等）

・役務費（通信運搬費、報償費、調査

事務所維持費）

・諸経費、消費税

26

要求水準

書・施設

整備編

3 第1 1 (8) 埋蔵文化財調査

埋蔵文化財調査が事業範囲となってい

ますが、文化財調査の工事遅延・工事

費増大リスクは、大阪府の一組織であ

る大阪府教育委員会が最もよく管理で

きるものであり、SPCでは十分な管理が

できません。また、事業契約締結後に

埋蔵文化財調査に着手した場合、参考

資料4－3にある調査工期（14ヶ月間）

がかかるとすれば、施設整備が想定期

間（約47ヶ月）で納まらないことも予

想されます。つきましては、埋蔵文化

財調査は病院機構の実施とし、事業開

始前に着手していただけないでしょう

か。

No.16をご参照ください。

27

要求水準

書・施設

整備編

4 第1 1 (8) 埋蔵文化財調査

「調査期間は14ヶ月程度と見込まれ

る」とありますが、調査期間が14カ月

を超え、工事着工が遅れた場合、引き

渡し日の変更及びそれに伴う増加費用

は認められるとの理解でよろしいで

しょうか。

事業契約書（案）第21条、第47条及び

第48条をご参照ください。
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頁

No. 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

回答

28

要求水準

書・施設

整備編

4 第1 1 (8) 　 　埋蔵文化財調査

14ヶ月の調査期間は、提案工期に加算

して構わないのでしょうか。また実施

期間が14ヶ月以上を要し、これがSPCの

責に帰さない場合には、この工期遅延

に関しては、病院機構のリスク主分担

と解釈して宜しいでしょうか。

No.16、No.27をご参照ください。

29

要求水準

書・施設

整備編

4 第1 1 (8) 埋設文化財調査

調査委託費として216,281,100円を入札

価格に見込み、施設整備費相当額の確

定後に精算を行うとありますが、確定

後直ちに精算するとの認識でよろしい

でしょうか。

施設整備費相当額の確定時に金額を調

整し、支払いは施設整備費相当額に含

めて支払います。

30

要求水準

書・施設

整備編

4 第1 1 (8) 埋蔵文化財調査

「調査期間は14ヶ月程度と見込まれ

る」とありますが、この14ヶ月は約4年

間の施設整備期間に含まれると考えて

よろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

31

要求水準

書・施設

整備編

4 第1 1 (8) 埋蔵文化財調査

埋蔵文化財調査の委託先は大阪文化財

調査研究所に限定されており、また当

該調査の業者選定は同事務所に委ねら

れていることから、当該調査にかかる

リスクは病院機構にあるとの理解でよ

ろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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32

要求水準

書・施設

整備編

4 第1 1 (8) 埋蔵文化財調査

文化財調査中に重要な遺構が見つかっ

た場合、建設工事に与える影響が懸念

されます。敷地内での遺構保存が必要

になる可能性はありますか。また建設

工事が中断した場合のリスク負担は、

病院機構が主分担という理解でよろし

いでしょうか。

前段については教育委員会との協議に

よります。

後段についてはご理解のとおりです。

33

要求水準

書・施設

整備編

4 第1 1 (8) 埋蔵文化財調査

「未調査範囲外においても・・・遺

構・遺物を発見した場合は・・・文化

財保護課に連絡し、その指示に従うこ

と」とありますが、それにより生じる

工事遅延・工事費増大リスクは「実施

方針30ページのリスク分担表」のとお

り「病院機構の負担」と考えてよろし

いでしょうか。

ご理解のとおりです。

34

要求水準

書・施設

整備編

4 第1 1 (8) 埋蔵文化財調査

「敷地の一部は埋蔵文化財調査が未済

である」とありますが、参考資料4－2

に記載されている緑斜線と青破斜線の

調査エリア以外にSPCが埋蔵文化財調査

を実施すべきエリアはないとの理解で

よいでしょうか。

ご理解のとおりです。

35

要求水準

書・施設

整備編

4 第1 1 (8) 埋蔵文化財調査

調査委託費（216,281,100円）には調査

費及び掘削・埋戻し等の土工事や仮設

工事も含まれており、埋蔵文化財調査

に関連する費用は他に発生しないとの

理解でよいでしょうか。

現段階では、そのとおり考えておりま

す。
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項
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36

要求水準

書・施設

整備編

4 第1 1 (8) 埋蔵文化財調査

調査委託費（216,281,100円）に調査費

以外にも掘削・埋戻し等の土工事や仮

設工事が含まれているとした場合に、

調査費以外の工事費について、入札参

加者等が内容精査し、入札価格に反映

することは可能でしょうか。

掘削・埋戻し等の土工事や仮設工事は

調査委託費に含まれております。調査

委託費の内訳項目はNo.25をご参照くだ

さい。

なお、入札価格には、掘削等の工事費

も含めた調査委託費（216,281,100円）

を計上してください。

37

要求水準

書・施設

整備編

4 第1 1 (8) 埋蔵文化財調査

「確定後に精算を行う」とあります

が、確定とは、参考資料4－3にある

「調査結果等の資料整理」が完了し、

成果品を受領した時点でしょうか。

「施設整備費相当額の確定」とは、施

設整備業務に含まれる全ての業務が完

了し、施設整備業務全体の費用が確定

することを指しています。

なお、SPCから大阪府文化財保護課への

支払う調査委託費は、調査着手前に調

査委託費の40％、その後4半期ごとの精

算払いとなります。（H25.4頃 40％、9

月頃20％、12月頃20％、H26年3月頃

20％）

38

要求水準

書・施設

整備編

4 第1 1 (8) 埋蔵文化財調査

SPCから大阪府文化財調査事務所への支

払い時期は、病院機構からSPCに対価が

支払われた後としてよいでしょうか。

No.37をご参照ください。

39

要求水準

書・施設

整備編

4 第1 1 (8) 埋蔵文化財調査

「精算を行う」とありますが、精算に

必要な書類はSPCには作成できないた

め、大阪府文化財調査事務所が作成す

るとの理解でよいでしょうか。

ご理解のとおりです。

40

要求水準

書・施設

整備編

5 第1 2 (1) ア (ｱ) 施設規模

施設の延べ床面積は64,610㎡±3%とあ

りますが、各部門ごとの想定面積に対

して、±3%の基準を順守する必要があ

るのでしょうか。

各部門の合計面積は、付属資料１　面

積表に記載のあるよう、各部門の想定

面積を下回らないように計画してくだ

さい。
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41

要求水準

書・施設

整備編

5 第1 2 (1) ア (ｱ) 施設規模

施設規模について、新成人病センター

の延べ床面積の64,610㎡は法定延床面

積と考えて宜しいでしょうか。また、

利便サービス施設は上記延床面積に含

まれるのでしょうか。

64,610㎡は法定延床面積ではありませ

ん。

業務要求水準書（Ⅱ施設整備編）Ｐ.5

に示すとおり、吹きさらしの部分（バ

ルコニー、ポーチ、ピロティー、吹き

さらしの廊下等）、荷捌きスペース等

の部分（スロープ、車路を含む）、連

絡通路及び外構施設、配管、配線ス

ペースとしての設備階（ＩＳＳ：イン

ターステイシャルスペース）は、建築

基準法上の床面積に含まれる場合で

も、64,610㎡の範囲外です。

利便サービス施設は、64,610㎡に含ま

れます。

42

要求水準

書・施設

整備編

5 第1 2 (1) ア (ｱ) 施設規模

延床面積が64,610㎡±3%を外れる提案

をした場合の評価についてご教示願い

ます。

要求水準書を満たさない提案として、

失格になります。

43

要求水準

書・施設

整備編

5 第1 2 (1) ア (ｱ) 施設規模

「吹きさらしの部分、荷捌きスペース

の部分、連絡通路及び外構施設は含ま

ない」との記述がありますが、これら

の部分が建築基準法上の床面積とみな

された場合でも、計画床面積（64,610

㎡）には含まないと考えてよいでしょ

うか。

ご理解のとおりです。

44

要求水準

書・施設

整備編

5 第1 2 (1) ア (ｱ) 施設規模

「配管、配線スペースとしての設備

階」が建築基準法上の床面積とみなさ

れた場合でも、計画床面積（64,610

㎡）には含まないと考えてよろしいで

しょうか。

No.41をご参照ください。
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45

要求水準

書・施設

整備編

5 第1 2 (1) ア (ｲ) 施設概要

部門面積に関して、合計面積は想定面

積以上でありの許容範囲は適用されな

いと考えてよろしいでしょうか。

No.40をご参照ください。

46

要求水準

書・施設

整備編

5 第1 2 (1) ア (ｲ) 施設概要

部門名称想定面積、外来面積の欄には

「共用部、エントランスホール、機械

室等の面積を除く」との記述がありま

す。また、表欄外には「共用部とは、

エントランスホール、・・・」とあり

ます。また付属資料1の■面積の流動的

な諸室の取り扱いについては、エント

ランスホールはアの【各部門内】⑥と

して記載があります。同付属資料1のイ

の「上記各室のうち【各部門内】に示

す各室の面積は、・・・・想定面積を

下回らないように計画すること。」と

あります。以上より、外来部門の想定

面積における「適宜面積」の扱いに違

いが出ると考えます。各記載を統一い

ただけないでしょうか。

エントランスホールは外来部門の想定

面積に含まれます。公表資料を訂正

し、各記載を統一致します。

47

要求水準

書・施設

整備編

5 第1 2 (1) ア (ｲ) 施設概要

表欄外注に共用部及び機械室等のそれ

ぞれの語彙説明がありますが、機械搬

送設備は共用部に属すると考えてよろ

しいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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48

要求水準

書・施設

整備編

7 第1 2 (1) ア (ｳ)

病棟構成及び病

床数

1病棟から12病棟の組合わせとその配置

階は、自由に設定してよいと考えてよ

ろしいでしょうか。

一般病棟は、45床で1看護単位を基本と

していますが、血液・化学療法科病

棟、先進医療病床、緩和ケア病床、Ｃ

ＣＵ病床、ＨＣＵ病床、人間ドックな

どの特殊病棟を組み合わせることを想

定しており、1フロアあたり2看護単位

による病棟配置を考えています。

これら看護単位の組み合わせは、要求

水準書（施設整備編）第1 基本的事項

2 整備の概要　(1) 新成人病センター

施設等　ア 新成人病センター施設

(ｳ) 病棟構成及び病床数に記載してい

ます。

以上を踏まえ、ハード、ソフト両面で

合理的かつ効率的な病棟配置を提案し

てください。

なお、患者ニーズの変移により病棟構

成を変更することが予想されますの

で、実施設計段階で協議・調整する可

能性があることをご了解ください。

49

要求水準

書・施設

整備編

7 第1 2 (1) ア (ｳ)

病棟構成及び病

床数

病床数について、病棟構成の検討の中

で個室率が減少しない範囲で、病室の

床数が多少変動してもよろしいでしょ

うか。

病室の床数の変動は認めません。
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50

要求水準

書・施設

整備編

8 第1 2 (1) ウ 連絡通路

連絡通路の新別館敷地側の防火設備改

修工事は、既設防災中継盤や既設分電

盤迄の接続迄が本工事になる旨記載さ

れていますが、既設防災盤の改修及び

試験調整は既設防災中継盤メーカや同

仕様が不明のため、別途工事と考えて

よろしいですか。また、既設防災中継

盤および既設分電盤位置が不明のため

関連する既設図をご提示ください。

新別館内の総合操作盤から防災中継盤

までは、別途、大阪府が設置する予定

です。当該の防災中継盤は、中継用の

端子盤を想定しています。

SPCの業務範囲は、連絡通路からこの中

継端子盤への接続までです。

付属資料6の「連絡通路整備概要」は、

施工区分等について大阪府と調整した

資料です。新別館の改修は新成人病セ

ンターの開院までに実施される予定の

ため、現時点での具体的なメーカーは

未定です。

51

要求水準

書・施設

整備編

8 第1 2 (1) オ

市道大手橋線の

歩道拡幅等

市道大手橋線の歩道拡幅等の整備がSPC

の業務とありますが、整備後の維持管

理は、大阪市が行うと理解してよろし

いでしょうか。

No.1をご参照ください。

52

要求水準

書・施設

整備編

9 第2 1 (1) 実施体制

「必要以上に負担をかけない、無理の

ないスケジュール」とありますが、提

案書に記載した開院までのスケジュー

ルが遅延することのないよう、病院機

構にご協力いただけるとの理解でよい

でしょうか。

可能な範囲で協力します。

53

要求水準

書・施設

整備編

9 第2 1 (3) 近隣への配慮

「やむを得ない理由で、補償問題が生

じた場合は、SPCが誠意を持って解決に

あたり」とありますが、補償等の費用

負担は病院機構という理解でよろしい

でしょうか。

事業契約書案第43条をご参照くださ

い。
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54

要求水準

書・施設

整備編

9 第2 1 (3) 近隣への配慮

施設整備期間中は、防災行政無線に対

し、電波伝搬障害対策は必要になるの

でしょうか。

大阪府防災行政無線は平成26年度にシ

ステムの更新が予定されています。

新しい防災行政無線は、現行の大阪府

庁別館屋上から同新別館屋上へアンテ

ナ基地を移設するため、第3 施設整備

計画 3 建築計画 (9)その他 イ防災行

政無線で予定していた通信機械室及び

アンテナスペースの整備は取り止め、

光ケーブルによる防災電話及びファッ

クスの整備に業務要求水準書(案)を変

更します。

また、付属資料8に示す新しい防災行政

無線の伝搬路については、相当な高さ

を確保していることから、新病院施設

が障害を起こすことは無いと考えてい

ますが、ご提案の内容により障害とな

る場合、及びタワークレーンや足場

等、工事施工上の要因により電波伝搬

障害が生じる恐れがある場合には、大

阪府の防災行政無線担当との協議・対

策が必要となります。

55

要求水準

書・施設

整備編

9 第2 1 (3) 近隣への配慮

近隣折衝において、着工時期等の遅延

の場合は、工事工程についてご協議い

ただけるとの理解でよろしいでしょう

か。

近隣折衝において、着工時期等の遅延

が生じた場合は、工事工程の見直しに

ついての協議に応じます。

ただし、工程遅延の要因が、近隣への

騒音・振動・悪臭・光害・粉塵・電波

障害・交通渋滞など、工事施工上の要

因によるものであった場合は、そのリ

スク負担は全てSPCの分担となります。
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56

要求水準

書・施設

整備編

9 第2 1 (3) 近隣への配慮

近隣対応の連続性を保つため、これま

での協議状況や説明内容を開示いただ

けますでしょうか。また、既に近隣と

交わした約束事があれば開示下さい。

当該資料には個人情報も含まれていま

すので開示できませんが、現段階で、

施工上制約となる約束事項等はござい

ません。

57

要求水準

書・施設

整備編

9 第2 1 (3) 近隣への配慮

近隣への誠意ある対応を行うため、近

隣への工事説明会、地域住民・周辺自

治会及び関係機関等の調整、協議等の

際には、病院機構にもご出席頂けると

考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

58

要求水準

書・施設

整備編

9 第2 2 (1) 業務内容

周辺家屋影響調査・対策業務に関し

て、本事業の整備期間中に並行して府

庁本館東館等の免震工事が行われるこ

とになると思われますが、当該建物に

関する影響調査等は不要と考えて宜し

いでしょうか。

工事に起因する補償等はSPCの負担とな

りますので、必要に応じてご提案くだ

さい。

59

要求水準

書・施設

整備編

9 第2 2 (1) 業務内容

不発弾調査は必要ないと解すればよい

でしょうか。

ご理解のとおりです。

60

要求水準

書・施設

整備編

10 第2 2 (2) イ

電波障害調査・

対策業務

周辺家屋などに電波障害が発生する場

合の対策としてケーブルテレビの利用

が一般的です。その場合の対策工事は

SPCの分担との理解ですが、利用時の

ケーブルテレビ使用料およびメンテナ

ンス費用についての負担区分をご教示

下さい。

SPCの負担とします。
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61

要求水準

書・施設

整備編

10 第2 2 (2) ウ

土地利用履歴調

査等業務

「土壌汚染調査が必要になった場合」

とありますが、入札時点で土壌汚染調

査費の有無が見込めない状況の中、金

額を見積もることが出来ません。負担

金でのご提示同様、費用を提示頂き、

費用確定後に清算する方式を検討頂け

ないでしょうか。

土壌汚染調査は、必要ないと考えてい

ます。

ただし、同調査が必要となった場合、

調査はSPCで実施していただき、その費

用については、病院機構で負担するこ

ととして業務要求水準書(案)及び事業

契約書(案)を変更します。

62

要求水準

書・施設

整備編

10 第2 2 (2) ウ

土地利用履歴調

査等業務

実施方針Ｐ.29別添資料2リスク分担

（案）の「用地リスク」のうち、「事

業用地の瑕疵（土壌汚染を含む）に関

するもの」は、病院機構負担となって

おりますので、土壌汚染調査及び対策

に関する負担（費用・事業スケジュー

ルへの影響）は、病院機構が主分担と

いう理解でよろしいでしょうか。ま

た、調査業務において、事前に関係機

関と協議調整したにもかかわらず、工

事工程に支障を及ぼす場合のリスクは

病院機構の分担との理解でよろしいで

すか。

前段のご質問に関しては、No.61をご参

照ください。

後段のご質問に関しては、事業契約書

（案）第47条、第48をご参照くださ

い。

63

要求水準

書・施設

整備編

10 第2 2 (2) ウ

土地利用履歴調

査等業務

土地利用履歴調査に基づき行う第一回

目の土壌汚染調査の結果、追加調査や

対策が必要となり、工期が遅延した場

合のリスクは病院機構にあるとの理解

でよいでしょうか。

No.62をご参照ください。
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64

要求水準

書・施設

整備編

10 第2 2 (2) ウ

土地利用履歴調

査等業務

入札価格に算入するのは、土地利用履

歴調査に基づき行う第一回目の土壌汚

染調査分のみとの理解でよいでしょう

か。土壌汚染調査を行った結果、追加

調査や対策が必要となった場合には、

病院機構の費用で別途実施されるとの

理解でよいでしょうか。

No.62をご参照ください。

65

要求水準

書・施設

整備編

10 第2 2 (2) ウ

土地利用履歴調

査等業務

敷地の土地利用履歴調査を事業者が行

うことになっていますが、現状で確認

できている範囲で地歴情報をご提示い

ただきたくお願いいたします。

新成人病センター用地の利用履歴調査

について、現時点で確認できている情

報は下記の通りです。

①江戸期

　　　武家屋敷

②明治期～昭和20年頃（終戦）

　　　軍司令部

③戦後～昭和45年頃

　　　空地又は土木部・建築部（府）

④昭和46年頃～59年頃

　　　空地

⑤昭和60年～

　　　入国管理事務所（国）

　　　→労働部（府）

　　　→パスポートセンター（府）

　　　→契約局（府）

※②～⑤は大阪市中央図書館所蔵の地

図により確認。
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66

要求水準

書・施設

整備編

10 第2 2 (2) ウ

土地利用履歴調

査等業務

「土壌汚染調査が必要となった場合に

は、SPCの責任において行うこと」とあ

りますが、入札時点では土地利用履歴

が不明であり、調査の要否・程度が判

断できません。そのため、余裕をみた

費用と工期を想定せざるをえず、入札

価格の増大につながります。ついて

は、土地利用履歴調査は病院機構にて

実施いただき、結果を開示すること

で、適正な土壌汚染調査費を入札価格

に見込めるようにしていただけないで

しょうか。

No.61をご参照ください。

67

要求水準

書・施設

整備編

10 第2 2 (2) ウ

土地利用履歴調

査等業務

入札時は土地の利用履歴が不明であ

り、利用履歴調査結果により土壌汚染

調査費用に大きな差が生じます。つい

ては、下記の土壌汚染調査の前提条件

として、土壌汚染調査費を入札価格に

見込むことでよろしいでしょうか。

（例）・調査頻度＝1検体/900㎡、・汚

染の生じた場所の位置＝現地表、・調

査対象物質＝特定有害物質全25物質

No.61をご参照ください。

68

要求水準

書・施設

整備編

10 第2 2 (2) ウ

土地利用履歴調

査等業務

土地利用履歴の調査とありますが、埋

蔵文化財調査と同様に調査費用をご提

示いただけないでしょうか。

No.61をご参照ください。
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69

要求水準

書・施設

整備編

10 第2 2 (2) ウ

土地利用履歴調

査等業務

土壌汚染調査が必要となった場合に

は、SPCの責任おいて行うとあります

が、土壌汚染に関することは、土地の

元所有者の責任において行うことと考

えます。よって病院機構殿の費用負担

で事業者が行うべきかと考えますがい

かがでしょうか。

No.61をご参照ください。

70

要求水準

書・施設

整備編

10 第2 2 (2) ウ

土地利用履歴調

査等業務

調査の結果、土壌汚染対策が必要に

なった場合には、病院機構の責任にお

いて行うとの理解でよろしいでしょう

か。

No.61をご参照ください。

71

要求水準

書・施設

整備編

10 第2 2 (2) ウ

土地利用履歴調

査等業務

土壌汚染調査が必要となり、対策及び

処分が必要となった場合、その費用は

別途と考えてよろしいでしょうか。

No.61をご参照ください。

72

要求水準

書・施設

整備編

10 第2 2 (2) ウ

土地利用履歴調

査等業務

「工事工程に支障を及ぼさないように

行うこと」とありますが調査内容に応

じ工程に関し協議が可能と考えて宜し

いでしょうか。

ご理解のとおりです。

73

要求水準

書・施設

整備編

10 第2 2 (2) エ

周辺家屋影響調

査･対策業務

周辺家屋調査を行う範囲をご教示くだ

さい。

No.58をご参照ください。

74

要求水準

書・施設

整備編

10 第2 2 (3) 費用負担

公表資料だけでは各調査に必要な期

間・費用・対策等が想定できないた

め、対策に係る費用はすべて病院機構

様にて負担としていただけないでしょ

うか。

No.58～73をご参照ください。

59/304

要求水準書（施設整備編）の質問書 実施方針、業務要求水準書（案）、基本協定書（案）、事業契約書（案）に対する質問等への回答.xls

頁

No. 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

回答

75

要求水準

書・施設

整備編

10 第2 3 (1) ｱ (ｲ) 外構施設等

国旗掲揚台は、旗竿1本及び基礎と考え

て宜しいでしょうか。その場合、旗竿

の仕様・長さをお示し下さい。

旗竿3本及び基礎とします。

旗竿の仕様・長さはご提案の計画に応

じた適切なものを想定してください。

76

要求水準

書・施設

整備編

10 第2 3 (1) ア (ｲ) 外構施設等

門扉、囲障とありますが、本事業での

整備範囲である北及び西側の敷地境界

に門扉、囲障を設けると考えてよろし

いでしょうか。

敷地境界すべてにフェンス又は門扉を

設けてください。

77

要求水準

書・施設

整備編

10 第2 3 (1) ア

(ｳ)

(ｴ)

連絡通路、歩道

拡幅

連絡通路、歩道の拡幅の整備について

施設整備完了時の所有権移転、維持管

理の範囲、業務分担、リスク分担につ

いて詳細をご教示ください。

連絡通路及び歩道の拡幅部分の所有権

は病院機構に帰属します。

維持管理範囲については、No.1をご参

照ください。

業務分担は、全てSPCの施工です。

リスク分担も全てSPCです。

78

要求水準

書・施設

整備編

10 第2 3 (1) ア (ｵ) 解体撤去移設

アスベスト使用範囲及びPCB利用設備の

現状については病院機構殿から現況資

料をご提供いただけると考えてよろし

いでしょうか。

業務の対象範囲には、アスベスト及び

PCBの使用は有りません。

79

要求水準

書・施設

整備編

10 第2 3 (1) ア (ｵ) 解体撤去移設

参考資料1では、「移設」に該当するも

のが見当たりません。移設の対象をご

教示下さい。

計画敷地に設置されている万能鋼板塀

を、施設整備期間中の仮囲いとして移

設転用するものとします。

80

要求水準

書・施設

整備編

10 第2 3 (1) ア (ｵ) 解体撤去移設

解体撤去施設の仕様等は開示されます

か。

No.14をご参照ください。
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81

要求水準

書・施設

整備編

10 第2 3 (1) ア (ｵ) 解体撤去移設

　「事業予定地内に存在する工作物等

の解体、撤去、移設（『参考資料1 撤

去予定建物配置図』に示す建築物を除

く。）」とありますが、解体・撤去・

移設すべき工作物をそれぞれ明示くだ

さい。また、解体工事費の算出に必要

な工作物に係る資料（設計図等）をご

提示下さい。

No.14をご参照ください。

82

要求水準

書・施設

整備編

10 第2 3 (1) ア (ｵ) 解体撤去移設

参考資料1　撤去予定建物配置図に示す

建物以外の事業敷地内に存在する工作

物等とは何でしょうか。

No.14をご参照ください。

83

要求水準

書・施設

整備編

11 第2 3 (1) ア (ｵ) 解体撤去移設

大阪府が撤去する予定の建物における

基礎や杭など地中構造物も含め、すべ

て大阪府が撤去するとの理解でよろし

いでしょうか。

No.14をご参照ください。

84

要求水準

書・施設

整備編

11 第2 3 (1) イ (ｱ)

基本設計業務及

び実施設計業務

解体撤去移設工事とありますが、これ

は現存する鋼板塀、大阪府警様等の駐

車場部分のアスファルト舗装、大阪府

様が行う解体撤去工事部分の残置物に

ついての解体設計業務と考えてよろし

いでしょうか。その場合、具体的に事

業者側で解体撤去移設を行わなければ

ならない対象範囲をご教示ください。

No.14をご参照ください。

85

要求水準

書・施設

整備編

11 第2 3 (1) ア (ｵ) 解体撤去移設

移設すべき工作物の対象、移設先等の

詳細をご提示ください。

No.79をご参照ください。
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86

要求水準

書・施設

整備編

11 第2 3 (1) イ (ｴ)

工事開始までに

必要な法令等に

基づく、各種許

認可申請手続き

業務

病院開設許可関連届は実施方針P29 別

添資料2　リスク分担(案)に示す「病院

機構が取得すべき許認可」で宜しいで

しょうか。

ご理解のとおりです。

ただし、資料等の作成支援はSPCの負担

です。

87

要求水準

書・施設

整備編

11 第2 3 (1) イ (ｴ)

工事開始までに

必要な法令等に

基づく、各種許

認可申請手続き

業務

「工事開始までに必要な法令に基づ

く、各種許認可申請手続き業務」とあ

りますが、工事開始までに設計変更

（病院機構の要因による）が発生した

場合、それに関する許認可申請の変更

が必要になり新たに申請を行う必要が

出た場合、その行政協議の業務、許認

可書類作成の作業等申請に係る業務お

よび申請費用は病院機構殿が負担いた

だくと考えてよろしいでしょうか。ま

た、工事開始後の設計変更（病院機構

の要因による）は、本業務範囲外の設

計業務とし、これに係る費用は別途と

考えます。さらに、これに係り、事業

者側で工程が遅延しないよう見直すな

ど検討したにもかかわらず、工事が遅

延することとなった場合のリスクは、

病院機構殿の負担と考えますがよろし

いでしょうか。

前段はご理解のとおりです。

後段については、事業契約書(案)第37

条をご参照ください。

88

要求水準

書・施設

整備編

11 第2 3 (1) ｲ (ｶ)

工事完了までの

設計変更への対

応、及び建設業

務、監理業務と

の調整業務

工事完了までの設計変更への対応とあ

りますが、例えば構造評定のやり直し

のような大幅に工期や費用が変更とな

る設計については、入札時に想定すべ

き業務範囲に含まれないとの理解でよ

いでしょうか。

全て業務範囲とします。

これに伴う費用の増加については、事

業契約書(案)第37条をご参照くださ

い。

また、工期変更については事業契約書

(案)第47条及び第48条をご参照くださ

い。
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89

要求水準

書・施設

整備編

11 第2 3 (1) イ (ｶ)

工事完了までの

設計変更への対

応、及び建設業

務、監理業務と

の調整業務

「工事完了までの設計変更への対

応・・・」とありますが、工事費の増

加の有無を問わず発生する設計変更

（病院機構殿要因）に係る作業等全リ

スクは、病院機構殿に負担いただくも

のと考えてよろしいでしょうか。

No.88をご参照ください。

90

要求水準

書・施設

整備編

11 第2 3 (1) イ (ｷ)

その他必要関連

業務

「その他必要関連業務」とあります

が、設計業務の業務範囲が特定されな

いため、設計業務費が明確に提示でき

ません。「その他必要関連業務」の内

容を具体的に明確化し、記載いただく

ようお願いします。

現段階で具体的に想定している内容は

ございません。

91

要求水準

書・施設

整備編

11 第2 3 (3) 要求事項

現成人病センター職員へヒアリングを

行った場合、要求水準とは異なる意見

が出されることも想定されますが、そ

の場合の対処については何かお考えで

しょうか。

内容に応じて協議致します。

92

要求水準

書・施設

整備編

11 第2 3 (3) 要求事項

検討用に作成するモデルルームは、4床

室+個室と考えて宜しいでしょうか。

4床室、1床室、外来診察室、スタッフ

ステーション、手術室、各1室を想定し

ております。

93

要求水準

書・施設

整備編

11 第2 3 (3) 要求事項

「基本設計段階において病院の主要な

諸室（病室など）は、検討用モデル

ルームを作成し」とありますが、主要

な諸室の具体的な室名及び室数をご教

示下さい。なお、当該期間は埋蔵文化

財調査中が想定されるため、作成場所

についてもご教示下さい。

前段については、No.92をご参照くださ

い。

後段については、現成人病センター敷

地内に設置するものとして、想定くだ

さい。
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94

要求水準

書・施設

整備編

11 第2 3 (3) 要求事項

「検討用モデルルームを作成」とあり

ますが、基本設計段階であるため、部

屋の広さ、開口の位置がわかればよ

く、各種設備の動作確認は不要との理

解でよいでしょうか。

ご理解のとおりですが、付属資料2諸室

シートや別途公表する付属資料11調

達・移設備品等リストに記載する機器

類の位置関係が分かるものとしてくだ

さい。

95

要求水準

書・施設

整備編

11 第2 3 (3) 要求事項

「病院の主要な諸室（病室など）は、

検討用モデルルームを作成し」とあり

ますが、「病室」以外に作成すべき

「諸室」は提案によるとの理解でよい

でしょうか。（モデルルームの設置場

所を確保するために、作成が必須であ

る室があれば、入札時点で明らかにし

てください。）

No.93をご参照ください。

96

要求水準

書・施設

整備編

11 第2 3 (3) 要求事項

基本設計段階において、病院の主要な

施設（病室など）は検討用モデルルー

ムを作成するとありますが、主要な諸

室とは、個室・4床室それぞれ（パター

ンの作成）と考えてよろしいでしょう

か。また、作成する場所はどこでしょ

うか。御指示下さい。

No.93をご参照ください。

97

要求水準

書・施設

整備編

11 第2 3 (3) 要求事項

基本設計段階で病室などの検討用モデ

ルルームの作成の要望があります。モ

デルルーム作成場所をご教示くださ

い。

No.93をご参照ください。
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98

要求水準

書・施設

整備編

11 第2 3 (3) 要求事項

基本設計段階において、病院の主要な

諸室（病室など）は、検討用モデル

ルームを作成とありますが、主要な諸

室とは、4床病室、1床病室、スタッフ

ステーション、外来診察室と考えてよ

ろしいでしょうか。

No.93をご参照ください。

99

要求水準

書・施設

整備編

11 第2 3 (3) 要求事項

検討用モデルルームの作成方法につい

ては、事業者の自由提案と考えてよろ

しいでしょうか。

No.93をご参照ください。

100

要求水準

書・施設

整備編

11 第2 3 (3) 要求事項

検討用モデルルームは、模型またはＣ

Ｇによる代用でよろしいでしょうか。

模型またはＣＧによる代用は不可とし

ます。

101

要求水準

書・施設

整備編

12 第2 3 (3) 要求事項

「・医療法等関連法規の改正や医療技

術の進歩等により、本業務期間中及び

本業務完了後に設計内容に変更が生じ

る場合がある。その場合、変更に伴う

事業費の調整に係る資料作成及び変更

内容の設計図書への反映等は、本業務

に含む。」とありますが、現時点では

業務ボリュームが想定できかねるた

め、費用負担については病院機構とSPC

が協議により決めることとしていただ

けないでしょうか。

医療法等関連法規の改正に伴う設計変

更については、事業契約書(案)第93条

を、医療技術の進歩等による設計変更

についてはNo.88をご参照ください。
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102

要求水準

書・施設

整備編

12 第2 3 (3) 要求事項

「医療法等関連法規…反映等は設計業

務に含む」とありますが、この変更に

よりコスト増となった場合、本業務に

かかる費用負担・遅延リスクは病院機

構側の負担という理解でよろしいで

しょうか。（実施方針の別添資料2の法

制度リスクにおいて、本事業に直接関

連するものは病院機構の負担となって

いると思われます。）

No.101をご参照ください。

103

要求水準

書・施設

整備編

12 第2 3 (3) 要求事項

医療法等関連法規の改正により追加の

設計業務が発生した場合は、事業契約

書第93条に従い、その対価は追加で支

払われるとの理解でよいでしょうか。

No.101をご参照ください。

104

要求水準

書・施設

整備編

12 第2 3 (3) 要求事項

医療技術の進歩等により設計内容に変

更が生じた場合は、「事業費の調整や

設計図書への反映等」に係る設計業務

費用は支払われるとの理解でよいで

しょうか。

No.88をご参照ください。

105

要求水準

書・施設

整備編

12 第2 3 (3) 要求事項

医療技術の進歩等により設計内容に変

更が生じ、事業費の調整の結果、建設

業務費用等の追加が発生した場合は、

別途、支払われるとの理解でよいで

しょうか。

No.88をご参照ください。

106

要求水準

書・施設

整備編

12 第2 3 (3) 要求事項

医療技術の進歩等により追加の設計業

務が発生した場合は、事業契約書第37

条に従い、その対価は追加で支払われ

るとの理解でよいでしょうか。

No.88をご参照ください。
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107

要求水準

書・施設

整備編

12 第2 3 (3) 要求事項

「医療法等関連法規の改正や医療技術

の進歩等により・・・本業務に含む」

とありますが、費用負担については

「実施方針　別添資料1リスク分担

案」、「事業契約書（案）第37条第1項

～第3項、第93条」の考え方に基づい

て、事業者の追加的費用は病院機構殿

が負担されると考えてよろしいでしょ

うか。

ご理解のとおりです。

108

要求水準

書・施設

整備編

12 第3 3 (3) 要求事項

「設計業務期間は、1年以上を確保する

こと」とありますが、不測の事態によ

り各種スケジュールの調整を必要とす

る場合は、開業時期を優先し、設計期

間についても協議可能という理解でよ

ろしいでしょうか。

SPCの責に帰さない場合は、協議しま

す。

109

要求水準

書・施設

整備編

12 第2 3 (3) 要求事項

実施設計完了時に作成するとあります

リーフレットは、A3×1枚程度のものと

考えて宜しいでしょうか。

Ａ4で10ページ程度を想定しています。

構成は以下に準じてください。

計画コンセプト

配置図（附近見取図を兼用、別途整備

する共同駐車場を含む）

階構成

主要階平面図（医療機能）

施設概要・諸元

提出部数は1,000部です。

なお、リーフレットはパンフレットに

修正します。

110

要求水準

書・施設

整備編

12 第2 3 (3) 要求事項

本事業概要を説明するリーフレットは

Ａ3版3枚程度と考えてよろしいでしょ

うか。

No.109をご参照ください。
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111

要求水準

書・施設

整備編

12 第2 3 (3) 要求事項

実施設計完了時に作成するリーフレッ

ト1000冊について（4）成果品等にも記

載がありません。紙面サイズ、印刷面

（両面・片面）等、具体的な見本があ

ればお示しください。

No.109をご参照ください。

112

要求水準

書・施設

整備編

12 第2 3 (3) 要求事項

別途発注となる医療機器や電子カルテ

システム等のスペックに対応する仕様

とすることとありますが、当該仕様は

どの時点でご提示いただける予定で

しょうか。

医療機器は、「付属資料11 調達・移設

備品等リスト」及び「付属資料12 大型

医療機器等リスト」において別途公表

します。ただし、最新の医療技術や機

器を導入するため、医療機器、電子カ

ルテシステムの詳細スペックの決定は

設計期間中に決定します。

113

要求水準

書・施設

整備編

12 第2 3 (3) 要求事項

「病院機構が別途発注する医療機器や

電子カルテシステム等のスペックに対

応する仕様とすること」とあります

が、別途発注の医療機器や電カルシス

テムの詳細について可能な限り情報開

示していただけますでしょうか。

No.112をご参照ください。

114

要求水準

書・施設

整備編

12 第2 3 (3) 要求事項

病院機構殿発注の医療機器、電子カル

テシステム等のスペックはいつごろ提

示いただけるでしょうか。　諸室シー

トのスペックで設計を行った場合、機

器の選定等により設計変更が生じた場

合、そのリスク分担は病院機構殿と考

えてよろしいでしょうか。

前段はNo.112を、後段はNo.88をご参照

ください。
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115

要求水準

書・施設

整備編

12 第2 3 (3) 要求事項

「病院機構が別途発注する医療機器や

電子カルテシステム等のスペックに対

応する仕様とすること。」とあります

が、提案に盛り込むためには詳細な内

容が必要ですので出来るだけ早くご提

示いただけませんでしょうか。また、

「仕様」は入札説明書にてご提示いた

だけませんでしょうか。

No.112をご参照ください。

116

要求水準

書・施設

整備編

12 第2 3 (3) 要求事項

「病院機構が別途発注する医療機器や

電子カルテシステム等のスペックに対

応する仕様とすること。」とあります

が、詳細な内容をご提示下さい。ま

た、設計期間中・工事期間中に発生す

ることが予想されるスペックの陳腐化

に対する仕様のグレードアップ費用・

設計変更に掛かる費用は病院機構が負

担すると考えて宜しいでしょうか｡

前段はNo.112を、後段はNo.87をご参照

ください。

117

要求水準

書・施設

整備編

12 第3 3 (3) 要求事項

「病院機構が別途発注する医療機器や

電子カルテシステム等のスペックに対

応する仕様とすること」とあります

が、入札時の全体の計画・費用に大き

く影響がある場合がありますので、想

定される機器及び電子カルテ等の大枠

のスペックをご提示いただける時期を

ご教示下さい。

No.112をご参照ください。
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118

要求水準

書・施設

整備編

12 第2 3 (3) 要求事項

提案書、本要求水準書及び審査の主旨

を損なわない範囲で、病院機構が求め

る設計内容の変更に応じなければなら

ないとありますが、仮に確認済事項の

変更の場合、業務のやり直しによって

遅延や追加費用の発生が想定されます

ので、可能な限り変更内容を反映する

ことでよろしいでしょうか。

基本的に手戻りのない範囲で変更する

よう考えていますが、やむを得ず確認

済事項の変更等により、業務の遅延や

追加費用が発生する場合でも対応をお

願い致します。

これに伴う費用の増加については、事

業契約書(案)第37条をご参照くださ

い。

また、工期変更については事業契約書

(案)第47条及び第48条をご参照くださ

い。

119

要求水準

書・施設

整備編

12 第2 3 (3) 要求事項

「提案書、・・・、病院機構が求める

設計内容の変更に応じなければならな

い」とありますが、費用負担について

は「実施方針　別添資料1リスク分担

案」、「事業契約書（案）第37条第1項

～第3項」の考え方に基づいて、事業者

の追加的費用は病院機構殿が負担され

ると考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

120

要求水準

書・施設

整備編

12 第2 3 (3) 要求事項

「提案書、・・・の主旨を損なわない

範囲で」とありますが、その「主旨」

には提案書に記載する工期、費用が含

まれるとの理解でよいでしょうか。

ご理解のとおりです。

121

要求水準

書・施設

整備編

12 第2 3 (3) 要求事項

「病院機能評価」の内容を満たす施設

設計とありますが、どのバージョンの

評価を満たせばよろしいでしょうか。

ご教示ください。

提案時点における最新のバージョンを

使用してください。

なお、現在は「病院機能評価　統合版

評価項目V6.0（下位項目付き）」が最

新バージョンです。
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122

要求水準

書・施設

整備編

12 第2 3 (3) 要求事項

「病院機能評価」内容を満たす施設設

計とあります。基本的に病院機能評価

申請を予定されると考えますが、申請

予定時期として、開院後どの程度の時

期を想定されているのでしょうか？

開院後1年以内を想定しております。

123

要求水準

書・施設

整備編

13 第2 3 (4) イ (ｲ) 実施設計

設備負荷能力計算書とは、空調負荷計

算書ととらえてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

124

要求水準

書・施設

整備編

13 第2 3 (4) イ (ｲ) 実施設計

各種省エネ計算書とは、PAL、CECと考

えてよろしいでしょうか。

ＰＡＬ、ＣＥＣのほか、工事開始まで

に必要な法令等に基づく各種許認可申

請手続きの中で提出を求められるもの

があれば、それらの計算書も含まれま

す。

125

要求水準

書・施設

整備編

13 第2 3 (4) イ (ｲ) 実施設計

電気、ガス、水の使用量予測算定書と

は、年間の内訳を提示するとの考えで

よろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

126

要求水準

書・施設

整備編

13 第2 3 (4) イ (ｲ) 実施設計

エネルギー負荷予測算定書は業務要求

水準書Ⅱ第3-5-(1)-エ における検討の

成果品と考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

127

要求水準

書・施設

整備編

13 第2 3 (4) ｲ (ｲ) 実施設計

実施設計完了時に提出する設計図書類

として、「備品等リスト」とあります

が、SPCにて調達する備品類のみとの理

解でよろしいでしょうか。

移設及び病院機構調達分も含みます。
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128

要求水準

書・施設

整備編

13 第2 3 (4) イ (ｲ) 実施設計

性能検証計画書は、何の性能を対象と

するのか具体的にご教示ください。

安全性、省エネルギー性能、環境性能

等、提案書において示された性能を対

象とし、業務実施の各段階において、

その性能が確保されていることを検証

する手法を計画書として提出していた

だきます。

129

要求水準

書・施設

整備編

13 第2 3 (4) イ (ｲ) 実施設計

完成予想図は（ウ）で作成するＣＧを

利用し、アングルを協議の上、予想図

として提出は可能と判断してよろしい

でしょうか。

作成するＣＧの解像度や細部の表現等

が、指定する完成予想図のサイズに対

応可能なものであれば、ＣＧのデータ

を完成予想図に使用することも可能で

す。

130

要求水準

書・施設

整備編

13 第2 3 (4) イ (ｲ) 実施設計

完成予想模型について、「全敷地」と

は、敷地境界線範囲内と考えてよろし

いですか。異なる場合は作成範囲を具

体的にご教示ください。また「建物」

とは、新成人病センター施設を示すも

のと考えてよろしいでしょうか。

・完成予想模型については、１/300

アクリル製　１体としてください。

作成範囲は、敷地境界線内の新成人病

センター施設等及び連絡通路の立体模

型を作成し、敷地周辺は、共同駐車

場、府庁別館、府庁新別館、大阪府警

察本部等が存在する街区全体の建物の

配置、前面道路、谷町４丁目駅へのア

プローチ等の位置関係が分かるものと

してください。
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131

要求水準

書・施設

整備編

14 第2 3 (5) ｱ

(ｱ)

(ｲ)

設計業務計画書

セルフモニタリ

ング実施計画書

事前調査業務に関する内容も含むとあ

りますが、設計開始の段階では電波障

害調査・対策業務並びに周辺家屋影響

調査・対策業務については詳細が不明

であることが想定されます。ついて

は、地質調査業務並びに土地利用履歴

調査等業務について記載することでよ

ろしいでしょうか。

設計開始の段階では電波障害調査・対

策業務並びに周辺家屋影響調査・対策

業務については詳細が不明である部分

もあるかと思いますが、それらの不明

な部分を明確にするための作業の計画

も業務計画の一部と考えますので記載

を求めます。

また、設計開始段階で不明であった部

分が明確になり業務計画に変更が生じ

た場合には、速やかに病院機構に報告

することを求めています。

132

要求水準

書・施設

整備編

14 第2 4 (2) 業務体制

常駐監理を行う人員は、建築、電気設

備、機械設備の各業務の実施期間に応

じて適切な時期に配置すればよく、工

事監理業務期間にわたって常駐する必

要はないという理解でよろしいでしょ

うか。また常駐する必要のある場合

は、当該職種は建築、電気設備、機械

設備の3分野でよろしいでしょうか。

前段については、工事監理業務期間中

は原則として常駐の必要があります。

後段についてはご理解のとおりです。

133

要求水準

書・施設

整備編

14 第2 4 (2) 業務体制

本業務の管理及び統括を行う管理技術

者は、前項でいう常駐監理を行う者が

兼務して構わないでしょうか。

ご理解のとおりです。
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134

要求水準

書・施設

整備編

14 第2 4 (2) 業務体制

「人員を適切に配置し、常駐監理を行

うこと」とありますが、常駐期間につ

いては、事業期間のうち、分野毎に必

要な期間を提案するとの理解でよろし

いでしょうか。

No.132をご参照ください。

135

要求水準

書・施設

整備編

14 第2 4 (2) 業務体制

常駐監理を行う人数はSPCの提案とする

ことでよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

136

要求水準

書・施設

整備編

14 第2 4 (3) 業務体制

工事監理者は、工事期間中現場に常駐

することとありますが、常駐管理の任

に当たる工事監理者は管理技術者と考

えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

137

要求水準

書・施設

整備編

15 第2 5 (1) イ

解体撤去移設業

務

予期せぬ地中埋設物の撤去は、病院機

構のリスクと理解して宜しいでしょう

か。

No.14をご参照ください。

138

要求水準

書・施設

整備編

15 第2 5 (1) イ

解体撤去移設業

務

「参考資料1撤去予定建物配置図に示す

建築物を除く」に関して、当該資料に

は大阪府庁舎分館6号館の撤去予定が記

載されていませんが、当該建物は事業

予定地外であることから、SPCの業務範

囲外と理解して宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

139

要求水準

書・施設

整備編

15 第2 5 (1) イ

解体撤去移設業

務

地中に基礎、杭等の工作物があった場

合は、その撤去は本業務の対象にはな

らないとの理解でよろしいでしょう

か。

No.14をご参照ください。
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140

要求水準

書・施設

整備編

15 第2 5 (1) イ

解体撤去移設業

務

本事業にて整備する施設の建設に障害

となる、地中障害物（既存基礎・既存

杭・転石等）があった場合には、病院

機構の責任において撤去されるとの理

解でよろしいでしょうか。

No.14をご参照ください。

141

要求水準

書・施設

整備編

16 第2 5 (1) ウ その他

敷地内での病院機構が発注する他工事

とは、具体的にどのような時期に、ど

のような内容の工事を想定されている

かご教示下さい。

大型医療機器の新設・移設、電子カル

テ、勤態システム等を想定していま

す。

142

要求水準

書・施設

整備編

16 第2 5 (2) 業務体制

「免震構造建物の施工経験者」とあり

ますが、経験の内容や度合いについて

具体的な条件をご教示願います。また

免震構造建物の規模は問わないとの理

解でよろしいでしょうか。

免震構造建物の、監理技術者又は躯体

工事の責任者としての経験を有するも

のとします。

また、当該免震構造建物の規模は問い

ません。

143

要求水準

書・施設

整備編

16 第2 5 (2) 業務体制

電気設備、機械設備工事の責任者は病

院工事経験者であれば要件を満たすと

の理解で宜しいでしょうか。また、施

工経験確認の為に必要な書類等あれば

ご教示下さい。

ご理解のとおりです。その確認は、業

務実施計画の中で明らかにしていただ

く予定ですが、確認方法としては、経

験した工事の契約書、施工体制台帳な

どを想定しています。

なお、電気設備工事又は機械設備工事

をSPCから直接請負って施工する場合の

それぞれの責任者は、実施方針 第2、

3(3)③イ(オ)又はウ(オ)の要件を満た

している必要があります。
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144

要求水準

書・施設

整備編

16 第2 5 (3) ア 建設業務

「施工上密接に関連する、病院機構が

別途発注する医療機器等の設置工事

等」とありますが、「密接に関連する

設置工事等」にはどのようなものがあ

るのか、ご教示願います。

No.141をご参照ください。

145

要求水準

書・施設

整備編

16 第2 5 (3) ア 建設業務

確認用モデルルームの対象となる諸室

名、室数を具体的にご教示下さい。ま

た検討用と確認用は兼用してもよろし

いでしょうか。

確認用モデルルームとして、4床室、1

床室、特別室のモデルルームを各1室作

成するものとします。

検討用モデルルームは、設計段階にお

いて詳細な仕様を決定する前に、部屋

の広さ、空間構成を検討するものであ

り、確認用モデルルームは、施工段階

において仕上材料や設備機器等の仕様

や取付位置等の最終確認を行うもので

す。

検討用モデルルームを加工することに

より確認用モデルルームとすることが

可能であれば兼用しても構いません。

また、作成場所は現成人病センター敷

地内とします。

146

要求水準

書・施設

整備編

16 第2 5 (3) ア 建設業務

「病院の主要な諸室（病室など）は、

確認用モデルルームを作成し」とあり

ますが、「病室」以外に作成すべき

「諸室」は提案によるとの理解でよい

でしょうか。（モデルルームの設置時

期を想定するために、作成が必須であ

る室があれば、入札説明書等で明らか

にしてください。）

No.145をご参照ください。
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147

要求水準

書・施設

整備編

16 第2 5 (3) ア 建設業務

確認用に作成するモデルルームは、4床

室1種類と考えて宜しいでしょうか。

No.145をご参照ください。

148

要求水準

書・施設

整備編

16 第2 5 (3) 建設業務

「病院の主要な諸室（病室など）は、

確認用モデルルームを作成し・・・」

とありますが、基本設計段階における

検討用モデルルームとの違いをご教示

ください。また、検討用と同じモデル

ルームを再度作成するということで

しょうか。ご教示ください。

No.145をご参照ください。

149

要求水準

書・施設

整備編

16 第2 5 (3) ア 建設業務

「医療法等の関連法規の・・・工事施

工に反映すること。」とありますが、

変更に伴い工事費の増加分は病院機構

の負担との理解でよろしいでしょう

か。

No.101をご参照ください。

150

要求水準

書・施設

整備編

16 第2 5 (3) ア 建設業務

医療法等関連法規の改正により工事費

に増が発生した場合は、事業契約書第

93条に従い、その対価は追加で支払わ

れるとの理解でよいでしょうか。

No.101をご参照ください。

151

要求水準

書・施設

整備編

16 第2 5 (3) ア 建設業務

医療技術の進歩等により設計内容に変

更が生じ、工事費に増が発生した場

合、建設業務費用に事業契約書第37条

に従い、その対価は追加で支払われる

との理解でよいでしょうか。

No.101をご参照ください。

152

要求水準

書・施設

整備編

16 第2 5 (3) ア 建設業務

16ページ最終行の「可能な限り」とは

施工工程上の作業の手戻りがなく、且

つ費用の増大がない場合と考えて宜し

いでしょうか｡

ご理解のとおりです。

ただし、施工工程上の作業の手戻りが

生じ、且つ費用が増大する場合におい

ても、リスク分担を協議の上変更を行

う場合もあります。
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153

要求水準

書・施設

整備編

16 第2 5 (3) ア 建設業務

「医療法等・・・その場合、本業務内

において設計者及び工事監理者と調整

のうえ、可能な限り変更内容を工事施

工に反映すること。」とあります。建

設業務の項目には「可能な限り」との

但し書きがありますが、設計業務、工

事監理業務にはこの記載がありませ

ん。すべての業務でこれら設計変更に

ついては「可能な限り」と考えてよろ

しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

なお、「可能な限り」の範囲は、

No.152をご参照ください。

154

要求水準

書・施設

整備編

16 第2 5 (3) ア 建設業務

同様に、「可能な限り変更内容を工事

施工に反映」とありますが、要求水準

書の変更については、事業計画の見直

しも含め、調整されるものと考えてよ

ろしいでしょうか。（例：手術室数の

増、リニアック室の増、病室個室の増

など）

ご質問の趣旨が分かりかねますが、例

にお示しいただいた変更は想定してお

りません。

155

要求水準

書・施設

整備編

16 第2 5 (3) ア 建設業務

建設業務の実施に際し、「事業予定

地」以外に工事事務所等を設置する場

合、工事期間中に使用できる土地・建

物があればご提示ください。

病院機構で確保している土地、建物は

ありません。
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156

要求水準

書・施設

整備編

17 第2 5 (3) ア 建設業務

リーフレットのページ数や体裁は事業

者に任していただけるとの理解でよい

でしょうか。

Ａ4で12ページ程度を想定しています。

構成は以下に準じてください。

計画コンセプト

配置図（附近見取図を兼用、別途整備

する共同駐車場を含む）

階構成

主要階平面図（医療機能）

施設概要・諸元

その他写真等

また、内覧会で使用する順路案内図も

必要部数作成していただきます。

なお、リーフレットはパンフレットに

修正します。

157

要求水準

書・施設

整備編

17 第2 5 (3) ア 建設業務

施設整備完了時に作成するリーフレッ

ト5000冊について（4）成果品等にも記

載がありません。紙面サイズ、印刷面

（両面・片面）等、具体的な仕様や見

本をご提示ください。

No.156をご参照ください。

158

要求水準

書・施設

整備編

17 第2 5 (3) ア 建設業務

施設等の整備完了時に作成するとある

リーフレットはA3×1枚程度のものと考

えて宜しいでしょうか。

No.156をご参照ください。

159

要求水準

書・施設

整備編

17 第2 5 (4) ｱ (ｱ) 建設業務計画書

「業務を開始する4箇月前に・・」とあ

りますが、建設業務には、埋蔵文化財

調査及び地質調査業務等の調査・対策

業務は含まれないとの理解でよいで

しょうか。

ご理解のとおりです。

79/304

要求水準書（施設整備編）の質問書 実施方針、業務要求水準書（案）、基本協定書（案）、事業契約書（案）に対する質問等への回答.xls

頁

No. 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

回答

160

要求水準

書・施設

整備編

17 第2 5 (4) ｱ (ｻ)

その他、病院機

構が必要として

提出を求めるも

の

「その他、病院機構が必要として提出

を求めるもの」とは、建設工事におい

て合理的に必要と認められるものに限

られると理解してよろしいでしょう

か。

ご理解のとおりです。

161

要求水準

書・施設

整備編

18 第2 5 (4) ｲ (ｻ)

その他、病院機

構が必要として

提出を求めるも

の

「その他、病院機構が必要として提出

を求めるもの」とは、建設工事におい

て合理的に必要と認められるものに限

られると理解してよろしいでしょう

か。

ご理解のとおりです。

162

要求水準

書・施設

整備編

18 第2 5 (4) ｳ (ｽ)

その他、病院機

構が必要として

提出を求めるも

の

「その他、病院機構が必要として提出

を求めるもの」とは、建設工事におい

て合理的に必要と認められるものに限

られると理解してよろしいでしょう

か。

ご理解のとおりです。

163

要求水準

書・施設

整備編

18 第2 6 (1)

備品等調達業務

業務内容

備品等調達業務において、「移設物品

を含む」とありますが、移設品にとも

なう新設内への弊害リスクは病院機構

の負担リスクとして考えてよろしいで

しょうか？

現段階では移設に伴う新設内への弊害

は想定しておりません。

弊害が発生した場合には、協議の上、

負担を決定致します。

164

要求水準

書・施設

整備編

18 第2 6 (1)

備品等調達業務

業務内容

病院機構が別途調達する一般備品及び

移設物品を含む備品等配置計画を策定

するとありますが、事業者側で示した

時期までに病院機構にて別途調達の備

品を選定いただけると考えて宜しいで

しょうか。また「付属資料11　調達・

移設備品等リスト」はいつごろご提示

いただける予定でしょうか。

前段については、協議により決定致し

ます。

後段については、入札公告時に公表致

します。
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165

要求水準

書・施設

整備編

18 第2 6 (1)

備品等調達業務

業務内容

病院機構が別途調達する医療機器など

新棟設計の荷重条件となるものは、免

震評定提出書類作成に必要な期間まで

にご決定頂けると理解して宜しいです

か。

ご理解のとおりです。

166

要求水準

書・施設

整備編

19 第2 6 (1)

備品等調達業務

業務内容

病院機構が別途調達する医療機器等の

設置業務及びそれに関わるシールド工

事等の付帯工事は、機器種別等により

大きく工事内容が異なってくると考え

ております。シールド工事等の付帯工

事は、本工事範囲外との理解でよろし

いでしょうか。

シールド工事等の付帯工事も、本工事

の対象です。

『付属資料2　諸室シート』及び別途公

表する『付属資料12　大型医療機器等

リスト』を参考にご提案ください。

167

要求水準

書・施設

整備編

18 第2 6 (1)

備品等調達業務

業務内容

本業務にて検収、設置、調整を行う備

品は、SPCが調達した備品のみとの理解

でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

168

要求水準

書・施設

整備編

18 第2 6 (1)

備品等調達業務

業務内容

ここで言う備品等管理データベースと

は、エクセルデータでのリスト作成で

はなく、今後効率的な備品管理を行う

ための備品管理システムの導入という

理解で宜しいでしょうか。

汎用データーベースソフトによる備品

リスト程度を想定しています。

169

要求水準

書・施設

整備編

18 第2 6 (1)

備品等調達業務

業務内容

「備品等配置計画に基づき、備品等管

理データベース（病院機構が別途調達

する一般備品及び移設物品を含む）を

作成し、備品番号等を貼付するこ

と。」とありますが、データベースの

方式は事業者提案という認識で宜しい

でしょうか。

No.168をご参照ください。
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170

要求水準

書・施設

整備編

18 第2 6 (1)

備品等調達業務

業務内容

備品等管理データベースを作成とあり

ますが、具体的にどのようなものをイ

メージすれば良いでしょうか。

No.168をご参照ください。

171

要求水準

書・施設

整備編

18 第2 6 (1)

備品等調達業務

業務内容

備品等配置計画及び備品等管理データ

ベースに含むべき「病院機構が別途調

達する一般備品及び移設物品」の項

目・数量をご提示ください。

付属資料11でお示しします。

172

要求水準

書・施設

整備編

19 第2 6 (1)

備品等調達業務

業務内容

竣工写真、内覧会などに伴い、一旦敷

設した養生を撤去する必要がある場

合、費用の負担はSPCと考えたらよろし

いでしょうか。また、その場合、養生

撤去の指示は何回程度と想定すればよ

ろしいでしょうか。

前段についてはお示しのとおりです。

後段については、過度な負担が掛から

ない程度の回数と考えています。

173

要求水準

書・施設

整備編

19 第2 6 (2)

備品等調達業務

対象

医療機器を調達するために、特別な資

格の保有が必要でしょうか。その場合

に必要な資格をご教示いただけますで

しょうか。

病院機構として特別な資格は求めませ

んが、関係法令等に則って調達が可能

であることをご確認ください。

174

要求水準

書・施設

整備編

18 第2 6 (2)

備品等調達業務

対象

「付属資料11調達・移設備品等リス

ト」の提示予定時期をご回答願いま

す。

No.164をご参照ください。

175

要求水準

書・施設

整備編

19 第2 6 (2)

備品等調達業務

対象

「付属資料11 調達・移設備品等リス

ト」の公表時期についてご教示くださ

い。

No.164をご参照ください。
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176

要求水準

書・施設

整備編

19 第2 6 (3)

備品等調達業務

要求事項

備品等配置計画（病院機構が別途調達

する一般備品及び移設備品を含む）と

ありますが、病院機構が別途調達する

医療機器備品は含まないという理解で

よろしいでしょうか。

病院機構が別途調達する医療機器備品

も含みます。

177

要求水準

書・施設

整備編

19 第2 6 (3)

備品等調達業務

要求事項

「設計業務等により～数量の変更を行

う」とありますが、これら数量の増減

については、提案価格も増減されると

の理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

178

要求水準

書・施設

整備編

19 第2 6 (3)

備品等調達業務

要求事項

備品は、「病院機構と協議の上、数量

の変更を行う」、とあります。数量の

増減による費用や納期の変更について

は、病院機構がリスクを負担するとの

理解でよいでしょうか。

No.177をご参照ください。

179

要求水準

書・施設

整備編

19 第2 6 (3)

備品等調達業務

要求事項

「病院機構が指示する日」とは、引渡

し日と想定すればよろしいでしょう

か。

ご理解のとおりです。

180

要求水準

書・施設

整備編

19 第2 7 (1)

移転引越業務

業務内容

本事業に含まれない医療機器、備品等

の搬入に関する調整業務は病院機構も

しくは成人病センターにて行うとの理

解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

ただし、病院機構もしくは成人病セン

ターが行う作業と事業者が行う作業が

並行して円滑に進むよう、作業日程や

作業スペース等の調整は、病院機構も

しくは成人病センター及び事業者が協

力して行うものとします。
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181

要求水準

書・施設

整備編

19 第2 7 (1)

移転引越業務

業務内容

現成人病センターが所有する現有物品

とその他の者が所有する物品の仕分け

は、病院機構にて行うという理解でよ

ろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

182

要求水準

書・施設

整備編

19 第2 7 (1)

移転引越業務

業務内容

開示される『付属資料12　調達・移設

備品等リスト』は電子データでいただ

けるという認識で宜しいですか。

公表はPDF形式で行います。なお、希望

者にはエクセルデータで配布致しま

す。

183

要求水準

書・施設

整備編

19 第2 7 (1)

移転引越業務

業務内容

作成する現有物品リストは移設対象物

品のうち、什器、備品、医療機器とい

う認識で宜しいでしょうか。

作成していただくリストは、移設物品

及び廃棄物品（更新に伴う廃棄物品を

含む）双方の什器、備品、医療機器と

します。

184

要求水準

書・施設

整備編

19 第2 7 (1)

移転引越業務

業務内容

「現有物品リストに基づき、移設物

品、廃棄物品（更新に伴う廃棄物品を

含む）の別に分類整理し、病院機構の

確認を受けること」とありますが、廃

棄物品の判断は病院機構が実施すると

いう認識で宜しいですか。また判断す

る時期をお知らせ下さい。

ご理解のとおりです。

なお、別途公表する「付属資料11 調

達・移設備品等リスト」において、現

時点での判断は行っていますが、SPCに

よる現有物品調査に合わせて病院機構

が最終判断することになります。

185

要求水準

書・施設

整備編

19 第2 7 (1)

移転引越業務

業務内容

「現成人病センターが所有する現有物

品の調査を行い、現有物品リストを作

成すること。」とあります。調査には

相当の日数を要すること、また、移転

引越のため院内調整等のため、現成人

病センターに業務の専用室を半年程

度、無償で提供していただけますで

しょうか。

実施時点で貸与できる空室があれば、

無償で貸与することは可能です。
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186

要求水準

書・施設

整備編

19 第2 7 (1)

移転引越業務

業務内容

現成人病センターが所有する現有物品

について現有物品リストを作成とあり

ますが、紙ベース（或いはエクセル等

のソフトで）の備品リストは現病院で

整備されていると考えてよろしいで

しょうか。

別途公表する「付属資料11 調達・移設

備品等リスト」において、現時点の状

況は提示します。

187

要求水準

書・施設

整備編

19 第2 7 (1)

移転引越業務

業務内容

入院患者に関する対応は、一切業務に

含まれないと理解して宜しいでしょう

か。

移転に伴う入院患者の搬送は、業務対

象外です。

ただし、現有備品調査など患者が利用

する空間での作業を行う場合には、患

者のプライバシー確保や療養環境の維

持等への配慮を求めます。

188

要求水準

書・施設

整備編

19 第2 7 (1)

移転引越業務

業務内容

移転引越業務では患者の移送は含まれ

ないものとの理解でよろしいでしょう

か。その場合、患者に係る物品は病院

機構にて行うとの理解でよろしいで

しょうか。

移転引越業務に患者の移送は含まれま

せん。

ご質問の「患者に係る物品」が何を示

すのか解りませんが、入院患者の私物

の移送は移転引越業務には含まれませ

ん。

189

要求水準

書・施設

整備編

19 第2 7 (1)

移転引越業務

業務内容

廃棄物品の処分は病院機構にて行うと

の理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

190

要求水準

書・施設

整備編

19 第2 7 (1)

移転引越業務

業務内容

「移転引越に際し、仮置場を確保する

こと。」とありますが、仮置する物品

の種類、分量、設置場所（新病院等）

の目安をご提示いただけませんでしょ

うか。

仮置き場の規模については、付属資料

11の内容及び、移転引越し計画により

決定されるため、前記資料等から想定

をお願いします。

192

要求水準

書・施設

整備編

19 第2 7 (1)

移転引越業務

業務内容

移転引越に際し、仮置場を確保するこ

ととありますが、仮置場へ確保する必

要性についてご教示ください。

No.190をご参照ください。
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193

要求水準

書・施設

整備編

19 第2 7 (1)

移転引越業務

業務内容

移転引越に際し、仮置場を確保するこ

ととありますが、確保する必要がある

と思われる理由と仮置場の規模をご教

示ください。

No.190をご参照ください。

194

要求水準

書・施設

整備編

19 第2 7 (1)

移転引越業務

業務内容

一旦、仮置場への一時移設が必要な物

品にはどのようなものがありますで

しょうか。

No.190をご参照ください。

191

要求水準

書・施設

整備編

19 第2 7 (1)

移転引越業務

業務内容

仮置き場は病院内に設営するとの理解

でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

195

要求水準

書・施設

整備編

19 第2 7 (1)

移転引越業務

業務内容

廃棄物品の処分等は本事業に含まれな

いとの理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

196

要求水準

書・施設

整備編

19 第2 7 (1)

移転引越業務

業務内容

移設物品と廃棄物品の選別基準はどの

ようにお考えでしょうか。

付属資料11でお示しする移設物品以外

は廃棄することを想定しています。

197

要求水準

書・施設

整備編

20 第2 7 (2)

移転引越業務

対象物品

医療機器移設後の試運転も業務に含ま

れるのでしょうか。

医療機器移設後の試運転についても含

みます。

医療機器が正しく稼働することが確認

されてから移設完了となります。

198

要求水準

書・施設

整備編

19 第2 7 (3)

移設対象物品想

定量

実際に移転することになった物品の数

量が想定の数量を大きく上回る場合、

増加費用をお認め頂けると考えてよろ

しいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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199

要求水準

書・施設

整備編

20 第2 7 (3)

移設対象物品想

定量

「移設対象物品は、什器、備品、医療

機器、文書、消耗品類とする。」とあ

りますが、この内容では費用算出がで

きません。『付属資料11 調達・移設備

品等リスト』公表後、入札までに1週間

程度、現成人病センターにて調査をさ

せていただくとともに、質問の機会を

別途設けていただけますでしょうか。

什器、備品、医療機器については、別

途公表する『付属資料11 調達・移設備

品等リスト』により費用を算出してく

ださい。

また、文書、消耗品類については、要

求水準書をご確認ください。

200

要求水準

書・施設

整備編

20 第2 7 (4)

移転引越業務

要求事項

新成人病センター職員のトレーニング

期間等について、具体的な内容、方

法、スケジュール等をご教示くださ

い。

竣工から開院までの期間において医療

情報システム稼働テストを含めたリ

ハーサルを3～4回、患者移送のリハー

サルを1～2回を想定しています。これ

らに加えて部門単位で実施するリハー

サルを随時行う予定にしています。

また、SPCが施設整備業務で設置した建

築設備機器類の取扱説明等を必要に応

じ実施していただきます。

201

要求水準

書・施設

整備編

20 第2 7 (4)

移転引越業務

要求事項

「新成人病センター職員のトレーニン

グ期間等」として最少限必要な期間を

お示しください。

3ケ月程度を想定しています。
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202

要求水準

書・施設

整備編

21 第3 2 (1) 施設配置

参考資料3が公表されていませんが、府

整備側の街区中通りの高さレベルと、

本事業での敷地高さレベルの調整はど

のようにお考えでしょうか。街区中通

りの高さレベルの計画がございました

らご提示ください。想定によっては造

成計画に影響すると考えます。また

「府立成人病センターの移転を前提と

した大手前・森之宮地区の土地利用基

本計画（素案）の内容に準拠・・・」

による街区中通りのイメージが示され

ていますが、緑地部分の形状は提案の

範囲と考えてよろしいでしょうか。ご

教示ください。

現時点では街区中通りのレベルは未定

ですが、概ね現況地盤高さを想定して

いますので、これを前提に本事業での

敷地高さレベルを設定してください。

また、緑地部分の形状は提案の範囲と

します。

203

要求水準

書・施設

整備編

22 第3 2 (1) アプローチ

連絡通路は要求水準を満たす範囲で、

連絡通路の一部を新成人病センター施

設と一体化してもよろしいでしょう

か。

来院者のアクセスが、安全かつ合理的

に行えるような提案をしていただく場

合は可能です。なお、事前に大阪市の

担当部局との協議が必要です。

204

要求水準

書・施設

整備編

22 第3 2 (3) アプローチ

「別途大阪府警察本部と・・・歩行者

通路等の計画と整合した計画とするこ

と」とありますが、この「歩行者通

路」は『付属資料5　参考土地利用計画

図』に示す新成人病センター敷地の西

側に接する3ｍの歩道との理解でよろし

いですか。

ご理解のとおりです。

88/304



要求水準書（施設整備編）の質問書 実施方針、業務要求水準書（案）、基本協定書（案）、事業契約書（案）に対する質問等への回答.xls

頁

No. 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

回答

205

要求水準

書・施設

整備編

22 第3 2 (3) アプローチ

「別途大阪府警察本部と・・・歩行者

通路等の計画と整合した計画とするこ

と」とありますが、「共同駐車場」の

計画図や「歩行者通路等」の計画図な

どの参考になる資料をご提示願いま

す。

No.11をご参照ください

206

要求水準

書・施設

整備編

22 第3 2 (3) アプローチ

「整合した計画とすること」とありま

すが、別途整備される共同駐車場・歩

行者通路等の詳細計画内容は、入札前

のどの時点でご提示いただけますで

しょうか。

No.11をご参照ください

207

要求水準

書・施設

整備編

22 第3 2 (3) アプローチ

「共同駐車場への進入路」は『付属資

料5　参考土地利用計画図』に示す新成

人病センター敷地の西側に表示された7

ｍの車道との理解でよろしいでしょう

か。

ご理解のとおりです。

208

要求水準

書・施設

整備編

22 第3 3 (2) 動線計画

「手術部門は、清潔動線と不潔動線を

明確に分離して計画すること」とあり

ますが、他の方法の提案は不可という

理解でよろしいでしょうか。

回収廊下型による計画を求めていま

す。

回収廊下型とするとともに、『参考資

料8　大阪府立成人病センター業務運営

計画（案）』に示す業務運営が可能な

計画としてください。
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209

要求水準

書・施設

整備編

22 第3 3 (2) 動線計画

「各部門の主要動線幅員」に関して数

字の規定がありますが、「主要動線」

の定義をご教示下さい。

主要動線の定義は下記とします。

外来部門においては、エントランス

ホール及びエレベーターホールから、

各受付及び各待合に繋がる動線。

病棟部門においては、病室が面する廊

下。

管理部門においては、5室以下の室の利

用者が専ら使用する廊下以外の廊下。

210

要求水準

書・施設

整備編

22 第3 3 (2) 動線計画

各部門の主要動線の幅員について、以

下の数値を基本とする。外来部門：4.0

ｍ以上、病棟部門：2.7ｍ以上、管理部

門：2.2ｍ以上。とありますが、支障の

ない範囲で提案することが可能と考え

てよろしいでしょうか。

要求水準書に示す数値異常の復員をご

提案ください。

211

要求水準

書・施設

整備編

22 第3 3 (2) 動線計画

主要動線の幅員の数値が示されていま

すが、これらは壁の内法寸法で、手す

りやストレッチャーガードは含まれな

いと考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

212

要求水準

書・施設

整備編

23 第3 3 (3) 出入口

研究所入口を地下に設ける場合には1階

に研究所入口は不要と考えてよろしい

でしょうか。

研究所の入口は、病院の入口とは別

に、独立させて１階に計画してくださ

い。
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213

要求水準

書・施設

整備編

23 第3 3 (4) ウ 天井

「吸音性に優れていること。」とあり

ますが、これは天井材に岩綿吸音板等

の吸音材を使用すると考えてよろしい

でしょうか。

ご理解のとおりです。

室の用途に応じて適切な材料をご提案

ください。

214

要求水準

書・施設

整備編

23 第3 3 (4) ウ 天井

同様に、クリーン度が求められる室、

感染対応室、湿度の高い室などは、吸

音性に優れた材料が使えない可能性が

あります。この場合はその室に適した

天井材としてよろしいでしょうか。

室の用途に適した材料の中で、吸音性

に優れているものをご提案ください。

215

要求水準

書・施設

整備編

23 第3 3 (4) ウ 天井

同様に、病室など患者が常時天井を見

る場所では、天井に岩綿吸音板の柄が

療養環境上問題となる場合がありま

す。このような室では、他の天井材と

してよろしいでしょうか。

岩綿吸音板の中で療養環境上問題とな

りにくい柄の選定をお願いします。

なお、岩綿吸音板と同等以上の吸音性

のある材料があればこの限りではあり

ません。

216

要求水準

書・施設

整備編

24 第3 3 (5) ア 窓

病棟部分の開口部は電気錠により常時

部分開放、非常時全開放とあります

が、対象は全病室でしょうか。また、

要求機能はある程度の外部換気と非常

時の安全性の確保であり、これを満た

す方法であればよいと考えて宜しいで

しょうか。

常時の換気と転落防止等の安全性の確

保、及び非常時の排煙や消防活動のた

めの開口の確保を求めています。

これらの性能を満たすものであれば、

電気錠による常時部分開放、非常時全

開放以外の方法でも構いません。

また、対象となる室は、病棟において

外患者が使用する部屋で外壁に開口部

を設ける部屋全てとします。
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217

要求水準

書・施設

整備編

24 第3 3 (5) ア 窓

「病棟部分の開口部は、電気錠・・・

全開放可能・・」とありますが、法的

に問題がない場合、電気錠以外の方法

で開放可能であればこの限りでないと

考えてよろしいでしょうか。

No.216をご参照ください。

218

要求水準

書・施設

整備編

24 第3 3 (5) ア 窓

予備の網戸のストックはどの程度の割

合でストックすればよいか、ご教示く

ださい。

種類ごとに10％程度とストックしてく

ださい。

219

要求水準

書・施設

整備編

24 第3 3 (5) ア 窓

予備の網戸は設置数量に対して、どの

程度の数量を準備すればよろしいで

しょうか。

No.218をご参照ください。

220

要求水準

書・施設

整備編

24 第3 3 (5) ア 窓

洗浄時に取り付け可能な予備の網戸を

ストックすることとありますが、洗浄

作業は病院機構が清掃業務等で実施す

ると理解して宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

221

要求水準

書・施設

整備編

24 第3 3 (5) イ ガラス系材料

「外壁窓のガラスは、1階など外部から

接近できる部分については、セキュリ

ティ確保のため全て強化ガラスとする

こと。」とありますが、セキュリティ

が確保されれば、強化ガラスを使わな

い提案は可能でしょうか。

強化ガラスと同等以上の性能を有する

ものであれば代替案の提案も可能で

す。

ただし、警備業務をすることを前提と

したガラスを強化しない代替案は認め

られません。

222

要求水準

書・施設

整備編

24 第3 3 (5) エ 自動ドア

「院内感染対策において必要と考えら

れる部分にも設置すること。」は解釈

の相違が発生すると考えられます。明

確な条件をお示しください。

ご提案の平面計画案に応じて、必要と

思われる部分に適切に計画してくださ

い。
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223

要求水準

書・施設

整備編

24 第3 3 (5) エ 自動ドア

本項に記載の内容と、諸室シートに記

載の内容に若干食い違いがあります。

自動ドアの必要数を算定するに際して

は、諸室シートを前提とすることでよ

ろしいですか。

諸室シートに記載されている設備条件

は、各室に対して特に配慮を求める条

件であり、必要なすべての設備を示し

ているものではありません。諸室シー

トに記載のない場合でも、病院機能と

して当然必要となる部分や、関係法令

等を遵守する上で当然必要となる部分

には、適切な判断により自動ドアを計

画してください。

224

要求水準

書・施設

整備編

24 第3 3 (5) エ 自動ドア

付属資料2諸室シートの(5) 扉に複数の

○がある場合は、事業者の提案に任さ

れるとの理解でよいでしょうか。

室の用途や隣接室との関係により、一

の室において異なる機能の扉が必要な

場合があるので、室の用途等を考慮

し、適切に計画してください。

225

要求水準

書・施設

整備編

24 第3 3 (5) エ 自動ドア

「・・放射線の管理区域にあたる室に

ついては、原則としてすべての部分に

設置すること。・・」とありますが、

撮影室のスタッフ用出入口にも設置が

必要ということでしょうか。ご教示く

ださい。

ご理解のとおりです。

226

要求水準

書・施設

整備編

24 第3 3 (5) エ 自動ドア

同様に、ＭＲ室ではシールド性能確保

のため、自動ドアが設けられない場合

は、手動扉としてよろしいでしょう

か。

ご理解のとおりです。

227

要求水準

書・施設

整備編

24 第3 3 (5) オ

トイレ、洗面・

洗濯室

トイレ、洗面、洗濯室における害虫対

策とは、具体的な対策方法を提案する

ということでしょうか。ご教示くださ

い。

ご理解のとおりです。
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228

要求水準

書・施設

整備編

24 第3 3 (5) オ

トイレ、洗面・

洗濯室

害虫（ゴキブリ等）対策は排水トラッ

プの設置でよろしいでしょうか。ご教

示ください。

No.227をご参照ください。

229

要求水準

書・施設

整備編

24 第3 3 (5) オ

トイレ、洗面・

洗濯室

不特定多数の使用する場所を室名・部

門等具体的にご教示ください。

全ての部門において、職員や入院患者

が専用に使用する便所を除き、外来患

者及びその他来訪者等の使用が想定さ

れる便所を示します。

230

要求水準

書・施設

整備編

24 第3 3 (5) オ

トイレ、洗面・

洗濯室

便座クリーナーを設置するとあります

が、消耗品費は病院機構負担と考えて

宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

便座クリーナー用のホルダーは、本事

業の範囲内にて設置するものとご理解

ください。

231

要求水準

書・施設

整備編

24 第3 4 (6) オ

トイレ、洗面・

洗濯室

「便座クリーナーを設置すること。」

とありますが、クリーナーの溶液の補

充・ボトル交換などは病院機構にて整

備とあわせて発注されるとの理解で宜

しいでしょうか。

No.230をご参照ください。

232

要求水準

書・施設

整備編

25 第3 3 (5) カ

カーテン・ブラ

インド

「病室・・・患者が利用する部屋は

カーテン又はロールカーテンとし、そ

の他の部屋はブラインドとするこ

と。」とありますが、その他の部屋に

ついては、自由に提案してもよろしい

でしょうか。

その他の部屋につきましては、原則と

してブラインドを計画してください。
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233

要求水準

書・施設

整備編

25 第3 3 (5) カ

カーテン・ブラ

インド

「カーテンレールは、天井直付方式の

静音タイプを基本・・・」とあります

が、これは天井に設備機器が多く、直

付のできない場合などは、中吊カーテ

ンレールでよいと考えてよろしいで

しょうか。

室の機能を確保するうえで、カーテン

レールを直付けとすることが不適切で

あると認められる場合には、中吊カー

テンレールとすることも可能です。

234

要求水準

書・施設

整備編

25 第3 3 (5) ク 鋼製可動間仕切

シャーカステン等の医療機器のための

補強箇所は、提案に任されるとの理解

でよいでしょうか。

「付属資料11 調達・移設備品等リス

ト」「付属資料12 大型医療機器等リス

ト」等の公表資料から想定される箇所

及び提案者が必要であると考える箇所

への設置をご提案ください。

235

要求水準

書・施設

整備編

26 第3 3 (5) セ

手指消毒液用専

用ボックス等

「すべての病室の廊下側出入口脇に壁

面埋込式の・・・設置すること。」と

なっていますが、感染管理等、衛生上

の観点から病室内の設置が望ましいと

考えます。廊下側への設置が望ましい

でしょうか。

病室内の壁に設置ください。要求水準

書を修正致します。

236

要求水準

書・施設

整備編

26 第3 3 (5) セ

手指消毒液用専

用ボックス等

同様に、ＩＣＵ病室等の大部屋型病室

にも設置するということでしょうか。

ご教示ください。

ご理解のとおりです。

237

要求水準

書・施設

整備編

27 第3 3 (8) セキュリティ

ICカードの管理や発行は病院側の業務

との理解で宜しいでしょうか。なお、

この場合において、消耗品の負担は、

病院側との理解で宜しいでしょうか。

建物引渡時にＩＣカードを2,000枚納入

してください。

以後の管理、発行、登録等にかかる業

務は病院機構負担とします。
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238

要求水準

書・施設

整備編

27 第3 3 (8) セキュリティ

ICカード等の個人認証による解錠が可

能な電気錠等によりセキュリティを確

保することとありますが、仮にICカー

ドを利用するセキュリティを整備した

場合、ICカードの発行や管理は病院機

構の業務と考えてよろしいでしょう

か。

No.237をご参照ください。

239

要求水準

書・施設

整備編

27 第3 3 (8) セキュリティ

セキュリティのためのＩＣカード等は

職員証等との兼用を考慮する必要があ

りますか。またカード作成は成人病セ

ンター様で行って頂けると考えてよろ

しいでしょうか。

前段についてはご理解のとおりです。

後段についてはNo.237をご参照くださ

い。

240

要求水準

書・施設

整備編

27 第3 3 (8) セキュリティ

「ＩＣカード等の個人認証」とありま

すが、新病院開院時点でのＩＣカード

は何枚を想定されているでしょうかご

教授ください。

No.237をご参照ください。

241

要求水準

書・施設

整備編

27 第3 3 (8) セキュリティ

ICカード等については、事業者の負担

で用意するのでしょうか。その場合、

何枚用意すればよろしいでしょうか。

また、経年劣化や職員の責による滅失

等により更新が必要になった場合の調

達費用や登録に要する費用は、貴機構

負担と考えてよろしいでしょうか。

No.237をご参照ください。

242

要求水準

書・施設

整備編

27 第3 3 (8) セキュリティ

運営開始後の維持管理業務に入退室管

理システム保守、ＩＣカードの登録業

務などは含まれるのでしょうか。

入退室管理システムの保守点検業務は

SPCの業務範囲に含みます。

なお、ＩＣカードの登録業務等は

No.238をご参照ください。
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243

要求水準

書・施設

整備編

27 第3 3 (8) セキュリティ

本項に記載のある方針に従い、付属資

料2諸室シートにあるＩＣカードの設置

個所の見直し提案は可能と考えてよろ

しいでしょうか。

ご提案の平面構成や階構成に応じ、本

項目の主旨を踏まえたうえで、より良

い見直し提案をしていただくのは可能

です。

244

要求水準

書・施設

整備編

27 第3 3 (8) セキュリティ

ＩＣカード等の個人認証等において、

管理データが膨大となることや運用が

煩雑となることが懸念されます。シス

テムの概略主旨としては、入室制限を

主体にシステム構築を行い、入退出制

限まで行うエリア・室については、あ

る程度限定されるものと考えてよろし

いでしょうか。また「エリア」とは、

提示されている部門と廊下間の出入口

扉を対象とし、「室」とは、「個人情

報を扱う室及び安全上必要と考える

室」とありますが、必要と考える室に

ついて、諸室シート等にて必要室を具

体的に提示いただけませんか。

システムの概略主旨はご理解のとおり

です。

「個人情報を扱う室及び安全上必要と

考える室」として、現時点で想定でき

る室は要求水準書に記載しているとお

りですが、これ以外に、セキュリティ

管理が望ましいと思われる室があれば

提案してください。

245

要求水準

書・施設

整備編

27 第3 3 (8) セキュリティ

事業者職員が使用するＩＣカード等は

病院から貸与頂けると考えて宜しいで

しょうか。

ご理解のとおりです。

246

要求水準

書・施設

整備編

28 第3 3 (8) セキュリティ

「異なったタイプの個人認証システ

ム」とありますが、提案に任されると

の理解でよいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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247

要求水準

書・施設

整備編

28 第3 3 (9) ア

防災ヘリコプ

ター緊急救助用

スペース

「ヘリコプター屋上緊急離着陸場等設

置指導基準」に基づく緊急救助用ス

ペースとありますが、同基準では「床

面の強度は通常床強度とする」ありま

す。床荷重の指定等あればご教示くだ

さい。

床荷重の特別な指定はありません。

関係法令、基準に則って適切に計画し

てください。

248

要求水準

書・施設

整備編

28 第3 3 (9) ウ 自動販売機置場

「・・・外来フロア、病棟各フロアに

は必ず、・・・自動販売機置場を適切

に配置すること。」とありますが、患

者の健康上病棟に配置することは適切

でしょうか。ご教示ください。

患者の健康に影響のない、適切な販売

品目を設定します。

249

要求水準

書・施設

整備編

27 第3 3 (9) エ

公衆電話設置ス

ペース等

公衆電話は病院機構が設置すると考え

て宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

250

要求水準

書・施設

整備編

27 第3 3 (9) エ

公衆電話設置ス

ペース等

インターネット専用スペースとありま

すが、インターネット接続に必要とな

る費用等は病院機構が負担すると理解

してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

251

要求水準

書・施設

整備編

28 第3 3 (9) エ

公衆電話設置ス

ペース等

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ専用ｽﾍﾟｰｽはどの程度の面積が

あれば良いとお考えでしょうか。

5人程度が個別のブースで利用できるス

ペースとします。

252

要求水準

書・施設

整備編

28 第3 3 (9) エ

公衆電話設置ス

ペース等

「インターネット専用スペースを計画

すること」とありますが、どのような

使われ方を想定されておられますで

しょうか。

また、携帯電話使用スペースと同様に

外来・病棟において計画するのでしょ

うか。

前段につきましては、主に外来患者が

利用することを想定しております。

後段につきましては、外来部門におい

て、適切にご提案ください。
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253

要求水準

書・施設

整備編

28 第3 3 (9) エ

公衆電話設置ス

ペース等

インターネット専用スペースに設置さ

れるパソコンは、病院機構が調達され

るという理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

254

要求水準

書・施設

整備編

28 第3 3 (9) エ

公衆電話設置ス

ペース等

公衆電話・送信用FAX・インターネット

端末等は、貴機構にて設置されると考

えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

255

要求水準

書・施設

整備編

28 第3 3 (9) エ

公衆電話設置ス

ペース等

インターネットを提供するための回線

使用料等は、本事業の費用に含める必

要はないと考えてよろしいでしょう

か。

ご理解のとおりです。

256

要求水準

書・施設

整備編

28 第3 3 (9) エ

公衆電話設置ス

ペース等

インターネット専用スペースの設置基

準についてご教示ください。

No.251及びNo.252をご参照ください。

257

要求水準

書・施設

整備編

29 第3 4 (1)

耐震安全性の目

標

免震構造とすること、とありますが、

その対象は新成人病センター施設のう

ち、病院のみと理解して宜しいです

か。また、病院の整備範囲であって

も、液酸タンク等、外部設置で計画し

た場合の各種施設・設備については、

免震構造対象外となるとの理解でよろ

しいでしょうか。また、新成人病セン

ター以外の施設（外構施設・連絡通路

等）の構造体の耐震安全性の目標をご

教示下さい。

病院、がん予防情報センター及び研究

所を免震構造の対象とします。

外構施設等（液酸タンク等を外部設置

で計画した場合を含む）及び連絡通路

は免震構造とする必要はありません

が、それらの耐震安全性の目標は、構

造体はⅠ類、建築非構造部材はＡ類、

建築設備は甲類としてください。
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258

要求水準

書・施設

整備編

29 第3 4 (2) ア 構造概要

レベル3まで弾性限耐力以内との判定基

準に加えて、各部材については原則と

して脆性的な破壊が生じないこととさ

れていますが、具体的にどのような状

態を想定されているのかご教示下さ

い。例えば、免震クリアランスの消失

など免震建物が終局状態に達する以前

に構造耐力上主要な部分に脆性的な破

壊が生じないこと、と理解して宜しい

でしょうか。

「官庁施設の総合耐震計画基準及び同

解説」による構造体の分類のⅠ類に求

められる耐震安全性の目標に示される

状態を想定しています。

259

要求水準

書・施設

整備編

29 第3 4 (2) ア 構造概要

｢免震構造とすること。｣と記述されて

いますが、合理的な理由を記載した上

で、部位の用途・重要度に応じて免震

構造以外の構造形式を提案することは

可能でしょうか。

免震構造以外の構造形式の提案は不可

とします。

260

要求水準

書・施設

整備編

29 第3 4 (2) ア 構造概要

基礎免震、中間階免震等の形式選定に

ついて条件があればご教示ください。

免震構造の形式の指定はありません

が、「付属資料2 諸室シート」に示す

諸室の全てが上部構造内に配置される

よう計画してください。

261

要求水準

書・施設

整備編

30 第3 4 (2) イ (ｱ)

水平方向に作用

する地震動

地震動の入力位置を最下層レベルと規

定されていますが、最下層を建物の基

礎底面と理解すると、法令で求められ

る工学基盤位置からの入力地震動に追

加して、建物への直接入力による検討

を求めているのでしょうか。

ご質問の主旨が解りませんが、最下層

とは地盤に接する基礎部分とご理解く

ださい。
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タイトル 質問

項

回答

262

要求水準

書・施設

整備編

30 第3 4 (2) イ (ｱ)

水平方向に作用

する地震動

模擬地震動1波と規定されております

が、告示のレベル2で想定されている程

度以上の発生確率が想定されている海

洋型の地震動を対象として、事業者が

適切と判断する方法で地震動を作成・

選定して宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

263

要求水準

書・施設

整備編

31 第3 4 (2) イ (ｱ)

水平方向に作用

する地震動

建築非構造部材の耐震性検討におい

て、地震動レベルは2までの検討と考え

てよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

264

要求水準

書・施設

整備編

30 第3 4 (2) イ (ｲ)

上下方向に作用

する地震動

上下方向の入力地震動の影響について

は、事業者が適切と判断する方法と判

定基準で評価すると理解して宜しいで

しょうか。

ご理解のとおりです。

265

要求水準

書・施設

整備編

30 第3 4 (2) イ (ｲ)

上下方向に作用

する地震動

「上下方向に作用する地震動を適切に

評価すること」とありますが、上下方

向の地震動の評価については、さまざ

まな方法が考えられます。通常の免震

評定時に許容される評価方法でよいで

しょうか。

ご理解のとおりです。

266

要求水準

書・施設

整備編

30 第3 4 (2) イ (ｲ)

上下方向に作用

する地震動

上下方向のレベル3地震動の評価につい

ては、通常の免震評定時に許容される

評価方法でよいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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267

要求水準

書・施設

整備編

31 第2 4 (2) イ (ｳ) 耐震性能の目標

上段の表中、上部構造のレベル3の場合

の判定基準において「免震部材に引張

力が生じないこと」とありますが、積

層ゴムアイソレ－タには通常1.0N/mm2

以下の引張力を許容する設計が一般的

と考えます。上記程度の引張力は許容

するものと考えてよろしいでしょう

か。

ご理解のとおりです。

要求水準書を修正致します。

268

要求水準

書・施設

整備編

31 第3 4 (2) イ (ｳ) 耐震性能の目標

レベル3の地震動に対して、免震部材に

引張り力が生じないこととあります

が、引張限界強度以内と読み替えて宜

しいでしょうか？

No.267をご参照ください。

269

要求水準

書・施設

整備編

31 第2 4 (2) イ (ｳ) 耐震性能の目標

「・・・上町断層帯地震に対する構造

設計用地震動も考慮した検討を行うも

のとし、設計用地震レベルは、「レベ

ル3B」とする。・・・・」とあります

が、対応するスペックは「大阪府域内

陸直下型地震に対する建築設計用地震

動及び設計法に関する研究会編／大阪

府域内陸直下型地震に対する建築設計

用地震動および耐震設計指針（その1上

町断層帯地震に対する大阪市域編）に

よる「限界状態Ⅰ」でよろしいでしょ

うか。

ご理解のとおりです。

270

要求水準

書・施設

整備編

31 第3 4 (2) イ (ｳ) 耐震性能の目標

上町断層帯地震をレベル3Bとして検討

を求められていますが、レベル3Bに対

する判定基準は事業者が適切に設定す

ると理解して宜しいでしょうか。

No.269をご参照ください。
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タイトル 質問

項
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271

要求水準

書・施設

整備編

31 第3 4 (2) イ (ｳ) 耐震性能の目標

免震部材とは告示に規定される免震材

料と理解して宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

272

要求水準

書・施設

整備編

31 第3 4 (2) イ (ｳ) 耐震性能の目標

設計用長周期地震動について、地震動

の作成方法や判定基準など、事業者が

適切に設定すると理解して宜しいで

しょうか。

ご理解のとおりです。

273

要求水準

書・施設

整備編

31 第3 4 (2) ｲ (ｳ) 設計用地震動

｢地震動観測地点の設計用長期地震動｣

を作成し地震力に対する安全性を確か

めること。｣と記述されていますが、海

溝型地震による長周期地震動を対象と

して、本計画地における設計用地震動

を設計者が作成して検討する、との解

釈でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

274

要求水準

書・施設

整備編

31 第3 4 (2) イ (ｳ) 耐震性能の目標

上部構造のクライテリアで、レベル2で

は免震部材の引張について触れられて

いませんが、レベル2での引張応力は一

切許容しないということでしょうか。

1.0N/mm2以下の引張応力は許容するも

のとします。要求水準書を修正致しま

す。

275

要求水準

書・施設

整備編

31 第3 4 (2) イ (ｳ) 耐震性能の目標

上部構造のクライテリアで、レベル3で

は免震部材の引張力が生じないこと、

と記述がありますが、通常のレベル2で

許容されている短期引張応力度

（1N/mm2以下）すらもまったく許容し

ないということでしょうか。それとも

通常のレベル2で許容されている短期引

張応力度（1N/mm2）以上の引張応力度

についてはこれを許容しない、という

ことでしょうか。

No.266、No.274をご参照ください。

103/304

要求水準書（施設整備編）の質問書 実施方針、業務要求水準書（案）、基本協定書（案）、事業契約書（案）に対する質問等への回答.xls

頁

No. 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

回答

276

要求水準

書・施設

整備編

31 第3 4 (2) イ (ｳ) 耐震性能の目標

レベル3の基本的な考え方として、倒壊

崩壊に至らず、修復可能な損傷につい

てはこれを認めると考えてもよいで

しょうか。

レベル3の地震動においても、「官庁施

設の総合耐震計画基準及び同解説」に

よる建物分類のⅠ類の耐震安全性の目

標に示される「構造体の補修をするこ

となく建築物を使用できることを目標

とし、人命の安全確保に加えて十分な

機能確保が図られている。」状態であ

ることを目標とします。

277

要求水準

書・施設

整備編

31 第3 4 (2) イ (ｳ) 耐震性能の目標

上部構造のクライテリアで各レベル毎

に層間変形角が定められていますが、

これは、各層の平均層間変形角と考え

てよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

278

要求水準

書・施設

整備編

31 第3 4 (2) イ (ｳ) 耐震性能の目標

レベル2およびレベル3地震時における

残留変形のクライテリアがありました

らご指示願います。

指定する残留変形の判定基準はありま

せん。

279

要求水準

書・施設

整備編

31 第3 4 (2) ウ

建築非構造部材

の耐震性

大地震時とは、レベル2地震動と理解し

てよいでしょうか。

ご理解のとおりです。

280

要求水準

書・施設

整備編

31 第3 4 (2) ウ

建築非構造部材

の耐震性

建築非構造部材の耐震性に関しては検

討項目・検討部位が記述されています

が、医療機器に対する耐震性確保の観

点からの要求事項は特にないものと考

えてよろしいでしょうか。

本事業に含まれる医療機器等の設置に

ついては、「官庁施設の総合耐震計画

基準及び同解説」による建築設備の分

類の甲類に求められる耐震安全性の目

標に準ずるものとします。
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281

要求水準

書・施設

整備編

32 第3 4 (2) ウ (ｲ) 検討部位

建築非構造部材の耐震性検討におい

て、「外壁およびその仕上げ、建具お

よびガラス、間仕切りおよび内装材天

井および床材、家具、事務機器等」と

書かれていますが、末尾の「家具・事

務機器」については、仕様や形状寸

法、重量を指示いただかないと検討不

能です。また、大きなものはともか

く、小さい「家具・事務機器」につい

ては、きりがありません。検討対象を

「外壁およびその仕上げ、建具および

ガラス、間仕切りおよび内装材天井お

よび床材」までとしてよろしいでしょ

うか。

備品リストで検討できる範囲で適切に

想定してください。

282

要求水準

書・施設

整備編

32 第3 4 (2) エ

耐風に関する性

能

履歴型エネルギー吸収部材とは、鉛直

荷重を支持しない免震部材と理解して

宜しいでしょうか。鉛直荷重を支持す

る免震部材も含む場合には、高減衰積

層ゴムについて弾性限耐力の定義をご

教示下さい。

ご質問の趣旨がわかりませんが、履歴

型エネルギー吸収部材には、鉛直荷重

を支持する免震部材も含まれます。

283

要求水準

書・施設

整備編

32 第3 4 (2) エ

耐風に関する性

能

「風荷重のレベル　 再現期間500年の

強風」とありますが、これはレベル2と

思われます。風荷重のレベル3は検討対

象外と考えてよいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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284

要求水準

書・施設

整備編

32 第3 4 (2) エ

耐風に関する性

能

「免震部材 　履歴型エネルギー吸収部

材は、弾性限耐力以内とする。」とあ

りますが、ここで履歴型エネルギー吸

収部材は具体的に何をさすのでしょう

か。すべり支承やLRB、高減衰ゴム支承

なども含まれるのでしょうか。

履歴型エネルギー吸収部材とは、鋼製

ダンパー、鉛ダンパー、摩擦ダン

パー、ＬＲＢ及び高減衰ゴム支承等を

さします。

すべり支承は含まれません。

285

要求水準

書・施設

整備編

32 第3 5 (1) ア ア

良好な療養環

境、周辺環境の

確保

「はと等の鳥類が建物に巣を作らない

よう、また糞等による被害が生じない

ように周辺環境に配慮した計画とする

こと。」とありますが、これは「はと

等の鳥類が建物にできるだけ巣を作ら

ないよう、また糞等による被害ができ

るだけ生じないように、可能な限り周

辺環境に配慮した計画とすること。」

と考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

286

要求水準

書・施設

整備編

33 第3 5 (1) ア (ｵ)

経済性に配慮し

た設備計画

使用量計測の系統分けを病院機構と協

議の上決定とありますが、具体的な指

示を頂けないでしょうか。

原則として、各部門単位、各看護単位

を想定していますが、詳細はご提案の

計画案の部門構成、階層構成に基づき

協議させていただきます。

287

要求水準

書・施設

整備編

33 第3 5 (1) イ (ｱ) 耐震性の確保

大地震時とは、レベル2地震動時と理解

してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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288

要求水準

書・施設

整備編

33 第3 5 (1) イ (ｲ)

安定したエネル

ギーの確保

供給源の多重化とは、平常時はP36に記

載の特別高圧引込設備において別変電

所から引込む常用線と予備線の2引込

で、非常時はP35ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ電源の充実に

記載の3日間の電源の供給を可能とする

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式非常用発電機の設置を行うと

の理解でよろしいでしょうか。

多重化の一例としてはご理解のとおり

です。

289

要求水準

書・施設

整備編

33 第3 5 (1) イ (ｲ)

安定したエネル

ギーの確保

災害時の機能維持として、各種日数の

指定がありますが、水・電気等1日の使

用量の基準（現病院の使用量から勘案

される数字など）を提示頂けると理解

して宜しいですか。

災害時にインフラ供給が停止した場合

の水の使用量は、上水については、飲

料水：4L／人・日、医療用水：20L／

床・日として算出してください。

また、雑用水については30L／人・日の

使用のほか、施設の維持管理及び要求

水準書に示す災害時においても機能維

持を求める設備の運転に必要な水量を

適切に想定して算出してください。

災害時にインフラ供給が停止した場合

の電気の使用量は、要求水準書にて発

電機回路とすることを求めている負荷

により算定してください。

290

要求水準

書・施設

整備編

33 第3 5 (1) イ (ｲ)

安定したエネル

ギーの確保

「災害時のインフラ供給停止を考慮し

た、水、燃料等の備蓄を行い・・・」

とありますが、この燃料は非常用発電

機用との考えで宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

291

要求水準

書・施設

整備編

33 第3 5 (1) イ (ｲ)

安定したエネル

ギーの確保

災害時における給水原単位は、通常時

の何割と想定すればよろしいでしょう

か。

NO289をご参照ください。
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292

要求水準

書・施設

整備編

33 第3 5 (1) イ (ｲ)

安定したエネル

ギーの確保

通常時の外来患者数をご教示くださ

い。

「参考資料8　大阪府立成人病センター

業務運営計画（案）」をご参照くださ

い。

293

要求水準

書・施設

整備編

33 第3 5 (1) イ (ｲ)

安定したエネル

ギーの確保

「大規模災害時において、インフラ供

給停止が長期化した場合を想定し、仮

設供給にも対応できる計画とする。」

とありますが、電気は電源車による供

給、給水は給水タンク車からの供給で

対応するとの理解で宜しいでしょう

か。

ご理解のとおりです。

294

要求水準

書・施設

整備編

33 第3 5 (1) イ (ｲ)

安定したエネル

ギーの確保

災害時の備蓄量計算に当って外来患者

の想定人数をご教示ください。

要求水準書（施設整備編）の質問

No.292をご参照ください。

295

要求水準

書・施設

整備編

33 第3 5 (1) イ (ｲ)

安定したエネル

ギーの確保

水、燃料等の初期備蓄は施設整備で対

応し、更新が必要な場合は維持管理で

対応すると理解して宜しいでしょう

か。

ご理解のとおりです。

296

要求水準

書・施設

整備編

33 第3 5 (1) イ (ｲ)

安定したエネル

ギーの確保

気象庁の緊急地震速報受信に係るラン

ニングコスト等がある場合は病院機構

の負担と理解して宜しいでしょうか。

受信設備の維持管理に係るコストは、

本事業の対象となります。
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297

要求水準

書・施設

整備編

34 第3 5 (1) エ (ｱ)

省エネルギー計

画

CO2排出量の低減を重視した施設整備計

画とすることと記載がありますが、CO2

の排出量の算出に使用する電気のCO2排

出係数は「地球温暖化対策の推進に関

する法律」に基づき毎年公表されてい

る（平成22年12月27日官報にて公表

経済産業省・環境省告示第16号）関西

電力個社値0.265kg-CO2/kWhを使用する

との理解でよろしいでしょうか。

根拠については提案される熱源に応じ

た適切なものについて提案時点におけ

る最新のものを採用してください。一

例としてはご理解のとおりです。

298

要求水準

書・施設

整備編

34 第3 5 (1) エ (ｲ)

省エネルギー計

画

「各部の・・・エネルギー負荷の予測

算定を行うこと。」における「各部」

とはどのような分類をすればよろしい

でしょうか（部門、用途）？

原則として、各部門単位、各看護単位

を想定していますが、詳細はご提案の

計画案の部門構成、階層構成に基づき

協議させていただきます。

299

要求水準

書・施設

整備編

34 第3 5 (1) エ (ｳ)

省エネルギー計

画

設備整備維持費と運転管理費を総合的

に勘案し、事業期間中のライフサイク

ルコストを算定することとあります

が、ライフサイクルコストの意味とし

て、初期整備費とエネルギーコストは

含まないと想定してよろしいでしょう

か。

初期整備費及びエネルギーコストを含

みます。

300

要求水準

書・施設

整備編

34 第3 5 (1) エ (ｴ)

省エネルギー計

画

エネルギー負荷の予測算定を行うに当

たって既存施設の過去1年分の光熱用水

費データをご提供いただけませんか。

参考資料10：平成22年度成人病セン

ター電気・ガス・水使用実績をご参照

ください。

301

要求水準

書・施設

整備編

34 第3 5 (2) ア (ｵ) 基本事項

通信、情報及び中央監視設備は保守点

検時も機能停止を招かないとあります

が、重大な支障がない範囲の停止は可

能と考えてよろしいでしょうか。

ご質問にある重大な支障がない範囲の

定義が明確ではありませんが、原則的

に機能停止を招かないよう計画をお願

いします。
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302

要求水準

書・施設

整備編

34 第3 5 (2) ア (ｵ) 基本事項

停電補償を行うこと、とありますがこ

こでは電源のバックアップを行う意味

での補償という理解でよろしいでしょ

うか。

ご理解のとおりです。

303

要求水準

書・施設

整備編

34 第3 5 (2) ア (ｶ) 基本事項

機器及びシステムは導入時点で高水準

の仕様のものを導入決定前に病院と協

議することになっていますが、計画時

点の仕様から導入時の仕様がコストＵ

Ｐとなった場合は、精算の対象となる

と考えて宜しいでしょうか。

No.88をご参照ください。

304

要求水準

書・施設

整備編

34 第3 5 (2) ア (ｶ) 基本事項

「機器及びシステムは導入時点で高水

準の仕様とする」とありますが、導入

時点と想定している時期をご教示下さ

い。入札前に提示された機器及びシス

テムスペックと大幅に変更され、施設

整備に関わる費用の増加を伴う場合

は、清算していただけるとの理解で宜

しいですか。

前段については、仕様承認時点です。

後段については、No.88をご参照くださ

い。

305

要求水準

書・施設

整備編

35 第3 5 (2) イ （ｱ）

安全性･信頼性

・電力の供給

ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱの電気容量につきまして､

電灯46ＫＶＡ･動力45ＫＷを確保できま

すでしょうか｡

業務要求水準書（Ⅱ施設整備編）Ｐ.93

において、「レストラン、コンビニエ

ンスストア、コーヒーショップ、理容

室の整備にあたっては、SPCが利便サー

ビス業務として実施する内装工事との

調整を図り、必要となる下地及び一次

側の設備を適切に設けること。」とし

ています。

SPC内で調整が可能な範囲でご提案くだ

さい。
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306

要求水準

書・施設

整備編

35 第3 5 (2) イ （ｱ）

安全性･信頼性

・バックアップ

電源の充実

「重要負荷」「機能上重要な負荷」

「機能上、特に重要な機器」の具体的

基準及びリスト、数値等、ご提示いた

だける時期をご教示下さい。

重要負荷とは、「業務要求水準書（Ⅱ

施設整備編）」のP.37に示す「発電機

回路の負荷」に準ずるものです。

機能上重要な負荷とは、「業務要求水

準書（Ⅱ施設整備編）」のP.37に示す

表「発電機対象負荷」のその他の重要

な負荷に準ずるものです。

特に重要な機器とは、「業務要求水準

書（Ⅱ施設整備編）」のP.37に示す表

「発電機対象負荷」の医療用に準ずる

もののうち停電時に無遮断での電源供

給が必要な機器等の負荷です。

307

要求水準

書・施設

整備編

36 第2 5 (2) ウ (ｱ)

電源設備

・特別高圧引込

設備

「特別高圧は常用線と予備電源線の2系

統を引き込み、無停電切り替えが可能

な設備とすること」とありますが、常

用線と予備電源線の位相が同期してい

ない場合は、無停電切り替えは、技術

的に実現可能ではなくなります。常用

線と予備電源線は、同期していると考

えて良いでしょうか。

常用線と予備電源線は同期していませ

ん。電源の無停電切り替えは修正しま

す。なお、一時的な無停電は自家発

電、ＵＰＳで対応してください。

111/304

要求水準書（施設整備編）の質問書 実施方針、業務要求水準書（案）、基本協定書（案）、事業契約書（案）に対する質問等への回答.xls

頁

No. 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

回答

308

要求水準

書・施設

整備編

36 第3 5 (2) ウ (ｱ)

電源設備

・特別高圧引込

設備

特別高圧変電引込みとして、常用変電

所と予備電源線を別変電所から引込み

を計画とのご指示があります。別変電

所からの引込みは、電圧、電流の位相

差、変電所への遮断器操作連絡など、

同時投入ができない要因があり、施設

内電源設備は一端停電させる必要があ

ろうかと考えます。要求水準書の無停

電切替に関して、電力会社との協議結

果により不可能であれば、「無停電切

替」は免除されると考えて宜しいで

しょうか。

No.307をご参照ください。

309

要求水準

書・施設

整備編

36 第3 5 (2) ウ (ｱ)

電源設備

・特別高圧引込

設備

「施設整備費相当額の確定後に清算」

とあるが、具体的にどの時点か、ご教

示ください。

各業務が完了した時点を想定していま

す。しかし、施設整備業務に掛かる対

価は、全て、施設整備費相当額として

一括払いするため、最終的な精算は、

施設整備業務全体が完了した時点とな

ります。

310

要求水準

書・施設

整備編

36 第3 5 (2) ウ (ｱ)

電源設備

・特別高圧引込

設備

受電に係わる工事負担金43,400,000円

（税込）は、22kV常用線、予備線を別

変電所からの送電線路から引き込んだ

場合の工事費負担金で宜しいですか。

ご理解のとおりです。

311

要求水準

書・施設

整備編

36 第3 5 (2) ウ (ｱ)

電源設備

・受変電設備

変圧器その他の設備容量は実装容量の

130％以上の容量とありますが、実装負

荷に国土交通省建設設備設計基準に定

める需要率を乗じた値の130％を設備容

量とすると考えて宜しいですか。

ご理解のとおりです。
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312

要求水準

書・施設

整備編

36 第3 5 (2) ウ (ｱ)

電源設備

・受変電設備

受変電設備の項の変圧器その他の設備

容量は将来の負荷増設に耐えられるよ

う実装負荷の130％以上の容量を見込む

と書かれています。「実装負荷」の容

量とは設備稼働時の最大電力(契約電

力)の計算ベースとなる値と考えて宜し

いでしょうか。

No.311をご参照ください。

313

要求水準

書・施設

整備編

38 第3 5 (2) ウ (ｱ)

電源設備

・静止型電源設

備

直流電源装置は高圧用受変電設備の監

視、操作用の直流電源装置と設定され

てますが、特高用も必要でしょうか。

ご理解のとおりです。

314

要求水準

書・施設

整備編

39 第3 5 (2) ウ (ｲ)

電源設備

・中央監視設備

空調の要求水準書でも中央監視の記載

があります。工事区分は空調設備工事

と考えてよろしいでしょうか。

ご提案の各種設備の監視が適切に行え

るものであれば、工事区分は空調設

備、電気設備のどちらに含まれていて

もかまいません。

315

要求水準

書・施設

整備編

39 第3 5 (2) ウ (ｲ)

電源設備

・中央監視設備

血液・化学療法科の冷蔵庫等、医療機

器の監視業務とは、電源供給断を示す

ブレーカートリップの警報監視のこと

で宜しいですか。

冷蔵庫の温度及び開閉管理のための警

報監視も含みます。

316

要求水準

書・施設

整備編

39 第3 5 (2) ウ (ｳ)

電源設備

・避雷、接地設

備

「保護レベルは、リスクの解析によ

る」、とありますが、リスク解析は国

交省建築設備計画基準による「保護レ

ベルの選定」に基づくと考えてよろし

いでしょうか。

ご理解のとおりです。
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317

要求水準

書・施設

整備編

39 第3 5 (2) ウ (ｴ)

電源設備

・電灯設備

「分電盤は、配線室（ＥＰＳ)内に設置

を行うこと」、となっていますが、原

則として配線室（ＥＰＳ)内に設置と考

え設置場所によっては、配線室外設置

も可能と考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりですが、設置にあたっ

ては病院と協議させていただきます。

318

要求水準

書・施設

整備編

40 第3 5 (2) ウ (ｴ)

電源設備

・電灯設備

分電盤は、将来の増設等に対応するた

め十分な予備スペースを確保、とあり

ますが、「十分な」実装回路の10％程

度と考えてよろしいでしょうか。

国土交通省大臣官房営繕部設備・環境

課監修「建築設備設計基準」の6-3-2分

岐回路に示される「実装回路数の約

20％」とします。

319

要求水準

書・施設

整備編

40 第3 5 (2) ウ

電源設備

・電灯設備

照明器具は原則蛍光灯主体とあるが、

省エネルギーを考慮してＬＥＤ光源主

体とすることは可能でしょうか。

要求水準書を「照明器具は省エネル

ギーに配慮して、場所や用途に応じて

適切なものを設置すること。」に修正

します。

320

要求水準

書・施設

整備編

40 第3 5 (2) ウ (ｴ)

電源設備

・電灯設備

「誘導灯は、・・・誘導音付点滅装置

の誘導灯を設置すること。・・・」と

ありますが、非常放送を設ける施設と

なること等も考慮し、関係諸官庁等と

の協議により、点滅装置付のみの誘導

灯とすることは可能でしょうか。

関係諸官庁等との協議により、誘導音

付点滅装置の設置が認められない場合

には、関係諸官庁の指導に沿った誘導

等を設置してください。

321

要求水準

書・施設

整備編

40 第3 5 (2) ウ (ｵ)

電源設備

・コンセント設

備

処置室、診察室、検査室、スタッフス

テーションなどに個別分電盤を設置と

ありますが、分電盤の給電ゾーニング

を部門毎にするなどと解釈することと

考えてよろしいでしょうか。

個別分電盤の設置は負荷の増設等への

対応を考慮したものです。
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322

要求水準

書・施設

整備編

40 第3 5 (2) ウ (ｵ)

電源設備

・コンセント設

備

「・・・処置室、診察室、・・・個別

分電盤の設置を行うこと。・・・」と

ありますが、処置室、診察室ごとの設

置では分電盤面数が多くなるため、外

来の科やブロック単位での設置と解釈

してよろしいでしょうか。

No.321をご参照ください。

323

要求水準

書・施設

整備編

41 第3 5 (2) ウ (ｵ)

電源設備

・コンセント設

備

「低圧幹線の二重化を図り、無停電

化」を図るとありますが、幹線系統の

切り替え時は一時的に停電を伴うと考

えて宜しいですか。

UPS対象外のエリアについては一時的な

停電は可能です。

324

要求水準

書・施設

整備編

41 第3 5 (2) ウ (ｵ)

電源設備

・コンセント設

備

「コンセントの仕様は、JIS-T-1022に

準拠した医用接地型コンセントをする

とともに・・・」とありますが、設計

時の協議により設置範囲を確認すると

考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

325

要求水準

書・施設

整備編

41 第3 5 (2) ウ (ｵ)

電源設備

・コンセント設

備

病室床頭台用コンセント回路に設置す

る積算電力計の設置基準は床頭台1台毎

でしょうか。

病棟単位で、床頭台及びランドリー用

回路及び積算電力計を設置してくださ

い。

326

要求水準

書・施設

整備編

41 第3 5 (2) ｳ (ｵ)

電源設備

・コンセント設

備

床頭台用のコンセント回路へのＷＨＭ

は、かなりの台数となり、整備費用の

みならず、管理運用において、非常に

煩雑となると思われます。定額費用、

もしくは使用料に対する割合で徴収す

るなどしてＷＨＭによる管理を取止め

ることは可能でしょうか。

No.324をご参照ください。
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327

要求水準

書・施設

整備編

41 第3 5 (2) ｳ (ｵ)

電源設備

・コンセント設

備

電灯コンセント動力回路へのＷＨＭは

参考用であれば検定なしＷＨＭの設置

で良いでしょうか。

検定つきとしてください。

328

要求水準

書・施設

整備編

41 第3 5 (2) ウ (ｶ)

電源設備

・情報通信設備

情報通信設備の項で扱う情報システム

は3系統のLAN構築と示されています。

医療機器や検査機器同士を結ぶ部門LAN

は医療機器工事、検査機器工事として

扱い、3系統のLANに含まれないと考え

て、宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

329

要求水準

書・施設

整備編

41 第3 5 (2) ウ (ｶ)

電源設備

・情報通信設備

患者等が利用する患者用インターネッ

ト回線とは、病室に備えるという理解

で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。なお、付属資料2

諸室シートにおいてインターネットの

使用を想定している部屋が対象です。

330

要求水準

書・施設

整備編

41 第3 5 (2) ウ (ｶ)

電源設備

・情報通信設備

「患者用インターネット回線の導入」

場所はどこを想定していますか。

No.329をご参照ください。

331

要求水準

書・施設

整備編

41 第3 5 (2) ウ (ｷ)

電源設備

・電話設備

「引き込みは、光ケーブルを検討する

こと」とありますが、3ページ第1-1-

（7）インフラの整備状況及び新成人病

センター整備時の留意点にある通り、

地中埋設管路にて引き込むことが可能

との理解でよいでしょうか。

ご理解のとおりです。

332

要求水準

書・施設

整備編

41 第3 5 (2) ウ (ｷ)

電源設備

・電話設備

「局線応答方は中継台方式」とありま

すが、代表電話を持つ部門があれば部

門数をご教授ください

代表電話を持つ部門はありません。

116/304



要求水準書（施設整備編）の質問書 実施方針、業務要求水準書（案）、基本協定書（案）、事業契約書（案）に対する質問等への回答.xls

頁

No. 資料名

該当箇所
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項
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333

要求水準

書・施設

整備編

42 第3 5 (2) ウ (ｷ)

電源設備

・電話設備

SPCが業務内容に応じて必要とする台数

には、SPCの維持管理業務従事者用も含

まれ、病院から貸与を受けると考えて

宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

334

要求水準

書・施設

整備編

42 第3 5 (2) ウ (ｸ)

電源設備

・時計設備

「水晶発振式電波時計」とあります

が、親子時計とするなど、詳細は提案

に任せていただけるとの理解でよいで

しょうか。

手術部等以外は、個別に電波時計とし

てください。

335

要求水準

書・施設

整備編

42 第3 5 (2) ウ (ｸ)

電源設備

・時計設備

「・・・・電波時計を設置するこ

と。」とありますが、時刻修正電波の

再送信設備はコストがかかると考えま

す。親子時計との総合比較で最終選択

してよろしいでしょうか。

No.334をご参照ください。

336

要求水準

書・施設

整備編

42 第3 5 (2) ウ (ｹ)

電源設備

・拡声放送設備

「専用のＢＧＭを設けること」とあり

ますが、例えば手術室は手術室1系統で

よく、手術室数分の系統は不要との理

解でよいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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337

要求水準

書・施設

整備編

42 第3 5 (2) ウ (ｹ)

電源設備

・拡声放送設備

「大講堂、会議室等には（中略）映像

設備、音響設備を設置すること」とあ

りますが、必要な室が確定できませ

ん。

映像設備、音響設備が必要な部屋名を

「付属資料2　諸室リスト」中に示し、

必要なスクリーンサイズ、スクリーン

の数、マイク同時使用可能数など（映

像・音響設備仕様書）を表記して頂け

ないでしょうか。

映像・音響設備の設置対象室は、「付

属資料2　諸室リスト」の、管理部門－

会議室等に記載されている、大講堂、

大会議室（中講堂）、中会議室（2

室）、小会議室（3室）の7室としま

す。

スクリーン等の仕様については、ご提

案の建築計画により適切な仕様が異な

ると考えられるため、提案内容に応じ

た、ふさわしいものを提案してくださ

い。

上記7室は、7室間で同時使用が可能な

双方向の通信設備の設置とします。

その他各部門にある会議室やカンファ

レンス室等は大講堂のみとの双方向通

信設備の設置とします。

338

要求水準

書・施設

整備編

42 第3 5 (2) ウ (ｹ)

電源設備

・拡声放送設備

「上記各室間で双方向に通信可能なＴ

Ｖ会議システムを設置すること」とあ

り、ＴＶ会議システムの対象室が列記

されていますが、大講堂と他の会議室

の各室が双方向であればよく、会議室

等の各室間の双方向は不要との理解で

よいでしょうか。

No.337をご参照ください。
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339

要求水準

書・施設

整備編

42 第3 5 (2) ｳ (ｹ)

電源設備

・拡声放送設備

「上記各室間で双方向に通信可能なＴ

Ｖ会議システムを設置すること」とあ

りますが、上記各室間1対1で接続する

のでしょうか。

それとも、多拠点接続の必要があるの

でしょうか。多拠点接続の場合は、最

大同時接続拠点数をご教示ください。

多拠点接続が可能なシステムを求めま

す。最大同時接続拠点数は7室としてく

ださい。また、2～3室の拠点間接続

を、複数グループが同時に行うことの

できるシステムとしてください。

340

要求水準

書・施設

整備編

42 第3 5 (2) ウ (ｹ)

電源設備

・拡声放送設備

ＴＶ会議システムは必要に応じて機材

を会議室に持ち込む可搬型のセットを

想定してもよろしいでしょうか。

大講堂、大会議室（中講堂）、中会議

室（2室）は固定設備とし、小会議室

（3室）は可搬型も可とします。

341

要求水準

書・施設

整備編

43 第3 5 (2) ウ (ｻ)

電源設備

・ナースコール

設備

「廊下灯は、液晶モニターによる患者

名表示を行うものとする等、・・・」

とありますが、液晶モニターを建築サ

インによる代替えするようなを廊下灯

としてよろしいでしょうか。液晶モニ

ターの寿命は短く、情報量も少ないこ

とからナースコールの呼び出し代表廊

下灯で十分と考えます。

患者名のほかに、「診療科」「担当番

号」「救護区分」「感染情報」等を表

示するほか、多床室の場合は呼び出し

た患者のみの情報だけが表示されるも

のを想定しております。

342

要求水準

書・施設

整備編

43 第3 5 (2) ウ (ｻ)

電源設備

・ナースコール

設備

「廊下灯は・・・個人情報が・・・」

とありますが、「個人情報」とは患者

名と理解してよろしいでしょうか。

No.341をご参照ください。
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343

要求水準

書・施設

整備編

43 第3 5 (2) ウ (ｻ)

電源設備

・ナースコール

設備

「廊下灯は、液晶モニターによる患者

名表示を行うものとする等、個人情報

が漏洩しないよう配慮した方式の機器

とすること。」とありますが、管理者

操作による患者名表示機能を有した液

晶モニター式廊下灯であれば可である

との判断で宜しいでしょうか。

No.341をご参照ください。

344

要求水準

書・施設

整備編

43 第3 5 (2) ウ (ｼ)

電源設備

・呼出表示設備

レストラン・コーヒーショップに設置

する表示設備は、施設整備費に含まれ

るという理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

345

要求水準

書・施設

整備編

43 第3 5 (2) ウ (ｽ)

電源設備

・インターホン

設備

系統毎に相互通話式インターホンの設

置の記載がありますが、「防災系統」

「電気・機械設備系統」は運用上、Ｐ

ＨＳ等の電話設備で代替できないで

しょうか。

代替できません。

346

要求水準

書・施設

整備編

44 第3 5 (2) ウ (ｾ)

電源設備

・ＩＴＶ設備

手術室、回復室、ＩＣＵ等に状態監視

用カメラを設置し、モニターは映像記

録装置を設けること、とありますが、

映像記録装置は3日程度の記録容量と考

えればよろしいでしょうか。

ハードディスクに24時間1ヶ月記録可能

としてください。
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347

要求水準

書・施設

整備編

44 第3 5 (2) ウ (ﾀ)

電源設備

・警備設備

「参考資料8に示す警備業務を実施する

ために必要な警備設備を設置するこ

と」とありますが、実施方針書28ペー

ジ別添資料1の業務分担（案）による

と、警備業務は「病院機構」が主体と

なっており、参考資料8の75ページ

「ｋ）警備業務」では、具体的な警備

業務の記載がなく、「専門業者に委

託」となっております。警備業務に係

わる施設整備も別添資料1に基づき病院

機構が行われると考えてよろしいで

しょうか。また、警備業務に係わる施

設整備をSPCが行う場合には、具体的に

警備設備の内容を提示願います。

警備業務の業務範囲を見直しました。

要求水準書（案）維持管理・利便サー

ビス業務編をご参照ください。

なお、これにより施設整備、維持管理

業務とも、より機能的、効率的なご提

案を期待しています。

348

要求水準

書・施設

整備編

46 第3 5 (3) ア (ｸ) 基本事項

「大災害等の災害時に活動拠点となる

外来部門、救急部門、手術部門の各室

は・・・」とありますが、その各室と

は付属資料2諸室シートの災害時運転を

する室との理解でよろしいでしょう

か。

ご理解のとおりです。なお、要求水準

書を、「外来部門、手術部門等におい

て、災害時においても空調機能の確保

が必要な室については、災害時も継続

した運転が可能なシステムとするこ

と。」と修正します。

349

要求水準

書・施設

整備編

46 第3 5 (3) ウ (ｱ)

各設備項目

・熱源設備

熱源ｼｽﾃﾑのｴﾈﾙｷﾞｰは維持管理の容易

性、災害時の信頼性を考慮し、電気と

油の2種類の組合せの提案も可能との理

解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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350

要求水準

書・施設

整備編

47 第3 5 (3) ウ (ｲ)

各設備項目

・空気調和設備

「事務室、会議室、当直室等は、使用

時間にフレキシブルに対応できるよう

に個別空調（ヒートポンプ方式）とす

ること」と記載がありますが、ヒート

ポンプ方式以外、たとえばファンコイ

ルユニット4管式などでも要求性能につ

いては満足可能かと思われます。必ず

しもヒートポンプ方式でなくても宜し

いでしょうか。

可能です。ただし、個別空調（ヒート

ポンプ方式）と同等以上に使用時間に

フレキシブルに対応できるもので、か

つ個別空調（ヒートポンプ方式）と同

等以上にエネルギーの消費量を抑える

ことができるシステムとしてくださ

い。

351

要求水準

書・施設

整備編

47 第3 5 (3) ウ (ｲ)

各設備項目

・空気調和設備

「窓のあけられない室や発熱の多い室

は、中間期、冬季の空調に対応できる

ように個別空調（ヒートポンプ方式）

とすること」と記載がありますが、

ヒートポンプ方式以外、たとえばファ

ンコイルユニット4管式などでも要求性

能については満足可能かと思われま

す。必ずしもヒートポンプ方式でなく

ても宜しいでしょうか。

No.350をご参照ください。

352

要求水準

書・施設

整備編

47 第3 5 (3) ウ (ｲ)

各設備項目

・空気調和設備

「温度特性の強い医療機器を設置する

諸室は一定の温度を保つために、個別

空調（ヒートポンプ方式）も併用する

こと」と記載がありますが、温度特性

の強い医療機器とは、具体的に何を示

すのでしょうか。又、中央熱源の冷水

／温水を使用した空調でも一定の温度

が保てる場合には、個別空調（ヒート

ポンプ方式）でなくても宜しいでしょ

うか。

放射線撮影関連機器等温度変化により

精度に影響が生じる機器や冷蔵庫、冷

凍庫等機器からの発熱による室温への

影響が大きいと思われる機器を示しま

す。

個別空調（ヒートポンプ方式）と同等

以上にエネルギーの消費量を抑えるこ

とができるシステムであれば中央熱源

方式の採用も可能です。

要求水準書を修正致します。
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353

要求水準

書・施設

整備編

47 第3 5 (3) ウ (ｲ)

各設備項目

・空気調和設備

空調機は、フィルター等取替清掃のし

やすい機種とすること。とあります

が、24頁_第3_3_(5)_アに記載の網戸と

同様、洗浄用に予備フィルターのス

トックを準備する必要はありませんで

しょうか。

維持管理に支障のないようご準備くだ

さい。

354

要求水準

書・施設

整備編

50 第3 5 (3) ウ (ｲ)

各設備項目

・空気調和設備

空調設備の「重要度が高い諸室は諸室

シートによること。」とありますが、

諸室シートには「重要度が高い」につ

いての記載がありません。「重要度が

高い」諸室について、ご教示くださ

い。

諸室シートの空調調和設備　運転機関

において、災害時運転に該当する諸室

が該当致します。

355

要求水準

書・施設

整備編

50 第3 5 (4) ア 基本方針

井戸の使用は可能でしょうか。 大阪市水道局との協議で認可されれ

ば、雑用水系統の水源に井戸の使用も

可能です。ただし、地震発生時等を含

む事業期間中の水量の確保、水質の維

持が保障される提案を求めます。

356

要求水準

書・施設

整備編

50 第3 5 (4) ア (ｴ) 基本方針

「大地震時に活動拠点としての機能が

確保できるインフラを整備するこ

と。」とありますが、インフラの整備

範囲は事業予定地内であり、事業予定

地外の整備は事業範囲外と考えて宜し

いでしょうか。

基本的にはご理解のとおりですが、供

給事業者と協議してください。

357

要求水準

書・施設

整備編

50 第3 5 (4) ア (ｻ) 基本方針

ペーパータオルの消耗品費は病院機構

負担と理解して宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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358

要求水準

書・施設

整備編

51 第3 5 (4) ウ (ｱ)

各設備項目

・衛生器具設備

「病室のトイレは、大便器でのしびん

洗浄、畜尿棚の設置など、・・・」と

ありますが、設計時の協議により設置

の必要性を確認すると考えてよろしい

でしょうか。

全ての1床室に設置することが必要で

す。

359

要求水準

書・施設

整備編

51 第3 5 (4) ウ (ｲ)

各設備項目

・給水設備

雑用水系統の水源は任意に設定してよ

ろしいでしょうか。

大阪市水道局との協議で認可されれ

ば、任意に設定していただいて構いま

せん。ただし、公共水道以外の水源を

使用する場合には、地震等による供給

停止により、病院機能に支障が生じな

い方式をご提案ください。

360

要求水準

書・施設

整備編

51 第3 5 (4) ウ (ｲ)

各設備項目

・給水設備

受水槽の集中管理とは、水位の監視で

よいですか。他に計測すべき項目はあ

りますでしょうか。

水位及び水温とします。なお、受水層

を管理するうえで安全確保が必須条件

なので、設置位置やセキュリティに留

意して計画してください。

361

要求水準

書・施設

整備編

52 第3 5 (4) ウ (ｲ)

各設備項目

・給水設備

高置水槽の記述がありますが、加圧給

水方式の採用は可能でしょか。

不可とします。

362

要求水準

書・施設

整備編

52 第3 5 (4) ウ (ｲ)

各設備項目

・給水設備

「精算を行う」とありますが、事業費

を増減するとの理解でよいでしょう

か。

ご理解のとおりです。
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363

要求水準

書・施設

整備編

52 第3 5 (4) ウ (ｳ)

各設備項目

・排水設備

「建物内の排水は汚水、雑排水、調理

室排水の分流方式とすること」との記

載がありますが、排水機能として問題

がない事を前提に、汚水、雑排水の合

流方式とした場合に、病室の縦管のパ

イプシャフトサイズが小さくなったり

するメリットなどもありますが、合流

方式の採用については、事業者の提案

として宜しいでしょうか。

合流方式の採用は不可です。

364

要求水準

書・施設

整備編

52 第3 5 (4) ウ (ｳ)

各設備項目

・排水設備

「建物内の排水は汚水、雑排水、調理

室排水の分流方式とすること」との記

載がありますが、排水機能として問題

がない事を前提に、たとえば個別便所

に小さな壁埋込手洗器などを設置した

場合など、合流方式が納まりなど有利

な場合があります。一部合流方式の採

用については、事業者の提案として宜

しいでしょうか。

合流方式の採用は不可です。

365

要求水準

書・施設

整備編

52 第3 5 (4) ウ (ｳ)

各設備項目

・排水設備

「現像・定着液廃液、ホルマリン廃

液、シアン含有廃液及び廃油は、専用

容器に回収し、専門業者による処理と

する。」とありますが、専用容器の具

体的な設置計画の記載がありません。

同廃液・廃油が排出される個所毎に専

用容器（可搬ポリタンク程度）を設置

と考えてよろしいか。

ご理解のとおりです。
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366

要求水準

書・施設

整備編

52 第3 5 (4) ウ (ｳ)

各設備項目

・排水設備

「現像・定着液廃液、ホルマリン廃

液、シアン含有廃液及び廃油は、専用

容器に回収し、専門業者による処理と

する。」とありますが、“諸室シー

ト”を確認したところ現像・定着液廃

液およびシアン含有廃液および廃油に

ついては、記載が全くありません。諸

室シートに記載なき場合は同廃液対応

個所は無しとしてよろしいか。

No.365をご参照ください。

367

要求水準

書・施設

整備編

53 第3 5 (4) ｳ (ｳ)

各設備項目

・排水設備

「大震災後に公共下水道が破損、排水

不能となった場合を想定し・・・水の

備蓄量に対応した容量を確保するこ

と。」とありますが、その容量とは非

常時の給水量との理解で宜しいでしょ

うか。

No.289に示す上水及び雑用水の1日当た

りの使用量から算出される7日分の水量

を貯留できる容量を確保してくださ

い。

368

要求水準

書・施設

整備編

54 第3 5 (4) ウ (ｸ)

各設備項目

・医療用水設備

用途に応じて必要な水質の基準をご提

示下さい。

想定しているのは、諸室シートに使用

する室を示しているRO水のみです。

369

要求水準

書・施設

整備編

54 第3 5 (4) ウ (ｹ)

各設備項目

・調理設備

この病床規模となると「クックサーブ

による食事提供・・・」では「ＨＡＣ

ＣＰ及び・・・・・に準ずる衛生管理

を行う」ことは難しいと思われます

が、クックサーブでの提供とした計画

でよろしいでしょうか。

クックサーブ方式とします。
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370

要求水準

書・施設

整備編

54 第3 5 (4) ウ (ｹ)

各設備項目

・調理設備

『付属資料10　調理機器等ﾘｽﾄ』に設置

を想定する調理機器の記載があります

が、記載の調理器具と同等の調理能力

を有する機器であれば電気の調理器を

使用した調理システムを提案すること

は可能との理解でよろしいでしょか。

ご理解のとおりです。

371

要求水準

書・施設

整備編

54 第3 5 (4) ウ (ｹ)

各設備項目

・調理設備

「調理機器は、災害時でも利用できる

計画とする」とありますが、災害時に

全てが利用できるということではな

く、利用の範囲を提案するという理解

でよいでしょうか。

ご理解のとおりです。

372

要求水準

書・施設

整備編

54

92

3

4

5

3

(4)

(1)

ウ

ク

(ｹ)

(ｲ)

c

各設備項目

・調理設備

供給サービス部

門

栄養管理室

調理設備の項には「クックサーブによ

る食事の提供を前提・・・」とありま

すが、P92の栄養管理室の項には「将来

の調理システムの変化（ニュークック

チルなど）への対応など・・・」とあ

ります。当初よりニュークックチルな

どクックチル以外の方式の提案は可能

でしょうか。

クックサーブ方式とします。

373

要求水準

書・施設

整備編

55 第3 5 (4) ウ (ｹ)

各設備項目

・調理設備

「調理室前室には・・・エアシャワー

等の設備を設けること。」とあります

が、設計時の協議により、設置の必要

性を確認すると考えてよろしいでしょ

うか。

エアシャワーの設置を前提としてご提

案ください。

374

要求水準

書・施設

整備編

55 第3 5 (4) エ 耐震性能

ライフライン途絶時の調理設備の考え

方をご教示ください。

No.371をご参照ください。
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375

要求水準

書・施設

整備編

55 第3 5 (4) エ (ｳ)

耐震性能

・排水機能の確

保

排水貯留槽は7日分確保するとあります

が、給水の備蓄は上水3日分、雑用水7

日のため、排水貯留槽も上水3日分、雑

用水7日分で十分かと考えますがよろし

いですか。

No.367をご参照ください。

376

要求水準

書・施設

整備編

57 第3 5 (5) ア (ｾ)

要求事項

・各エレベー

ター

患者、一般外来者のみが使用すると想

定されるエレベーターにはＩＤカー

ド、暗証番号、専用キー等による専用

運転は必要でしょうか。設計時の協議

により、設置の必要性を確認すると考

えてよろしいでしょうか。

夜間や休日に停止階を制限するなどの

制御は必要です。

詳細については、設計時に協議させて

いただきます。

377

要求水準

書・施設

整備編

57 第3 5 (5) ア (ｿ)

要求事項

・患者､一般外

来者･･･エレ

ベーター

スタッフのみが使用すると想定される

エレベーター（寝台用等）であれば、

福祉対応型は不要と考えてよろしいで

しょうか。

福祉対応型としてください。

378

要求水準

書・施設

整備編

57 第3 5 (5) ア (ﾀ)

要求事項

・寝台用エレ

ベーター

「寝台用エレベーターは、定員15

人・・・タイプとすること。」とあり

ますが、15人未満でなければよいと考

えてよろしいでしょうか。

ストレッチャー・ベッド等搬送用エレ

ベーターは、Ｗ1.8ｍ以上×Ｄ2.5ｍ以

上とします。要求水準書を修正致しま

す。

128/304



要求水準書（施設整備編）の質問書 実施方針、業務要求水準書（案）、基本協定書（案）、事業契約書（案）に対する質問等への回答.xls

頁

No. 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

回答

379

要求水準

書・施設

整備編

57 第3 5 (6) 機械搬送設備

「信頼性の高いシステム・・・状態・

故障等の監視が出来る」とあります

が、参考資料8（5）に記載されている

「垂直方向及び水平方向を組み合わせ

た搬送設備」の信頼性は高くないとい

うのが、現時点での一般的な評価と認

識しています。状態・故障等の監視及

び対応のためにメーカー作業員の常駐

が必要となり、維持管理費が増大する

ほか、故障等による業務への影響も懸

念されます。参考資料8（5）に記載さ

れている「垂直方向及び水平方向を組

み合わせた搬送設備」は参考であり、

要求水準ではない、との理解でよろし

いでしょうか。

「参考資料８　業務運営計画書

（案）」に記載する計画搬送系統図を

修正します。

修正後の参考資料に沿ってご提案くだ

さい。

380

要求水準

書・施設

整備編

57 第3 5 (6) 機械搬送設備

「参考資料8」に示す搬送業務の実施に

必要な搬送設備、物品の種類・物量・

特性等に応じた搬送システムの計画を

求められています。「物品搬送系統

図」、「計画搬送系統図」とは異なり

ますが、人と機械を組み合わせた搬送

システムを提案しても要求水準未達と

はならない、との理解でよろしいで

しょうか。

物品搬送業務が事業対象外ですので、

人と機械を組み合わせた搬送システム

の提案は不可です。
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381

要求水準

書・施設

整備編

57 第3 5 (6) 機械搬送設備

参考資料8（4）物品搬送系統図のう

ち、平均して1人／2日程度の救急患者

や2回／月程度の解剖検査のために機械

搬送設備を設置することは、費用対効

果からみると若干過剰であるように思

われます。参考資料と異なる提案を

行っても、要求水準未達とはならな

い、との理解でよろしいでしょうか。

要求水準書のとおりとします。

382

要求水準

書・施設

整備編

57 第3 5 (6) 機械搬送設備

参考資料8（5）計画搬送系統図に図示

のある、垂直方向及び水平方向を組み

合わせた搬送設備の整備は必須とお考

えでしょうか。

No.379をご参照ください。

383

要求水準

書・施設

整備編

57 第3 5 (6) 機械搬送設備

参考資料8（5）計画搬送系統図に図示

のある、垂直方向及び水平方向を組み

合わせた搬送設備は近年、その導入事

例が少なく、導入後もなんらかのトラ

ブルが避けられないものと予想されま

す。本搬送設備に関してはモニタリン

グに基づいた支払減額措置の特例とし

て適用外とするなどのことを行ってい

ただけると考えてよろしいでしょう

か。

前段についてはNO379をご参照くださ

い。

後段についてはモニタリングの対象と

なります。

384

要求水準

書・施設

整備編

57 第3 5 (6) 機械搬送設備

「参考資料8」に示す搬送業務の計画に

必要な搬送量・回数等をお示しくださ

い。

垂直搬送機は15kg以上、エアシュー

ターは大口径とします。

「参考資料８　業務運営計画書

（案）」に記載する計画搬送系統図並

びに諸条件欄を修正しますので、修正

後の参考資料に沿ってご提案くださ

い。

130/304



要求水準書（施設整備編）の質問書 実施方針、業務要求水準書（案）、基本協定書（案）、事業契約書（案）に対する質問等への回答.xls

頁

No. 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

回答

385

要求水準

書・施設

整備編

57 第2 5 (7) 防災行政無線等

府の防災行政無線担当者と充分に協議

とありますが、個別の協議が必要と考

えてよろしいでしょうか。協議の方法

等ご指示があればご教示ください。

設計段階での協議を想定しています。

386

要求水準

書・施設

整備編

57 第3 6 (1) 駐輪場

「・・・自転車用275台、原動機付自転

車用15台分・・・」とありますが、こ

の内職員用の必要台数をそれぞれご教

示ください。

職員が使用すると思われる自転車駐輪

場は75台程度です。なお、現状、職員

に原動機付自転車及び自動二輪車での

通勤は認めていません。

387

要求水準

書・施設

整備編

57 第3 6 (2) 駐車場

「・・・自動二輪車用10台分・・・」

とありますが、この内職員用の必要台

数をご教示ください。

No.386をご参照ください。

388

要求水準

書・施設

整備編

57 第3 6 (2) 駐車場

敷地内に自動二輪車用10台分の駐車ス

ペースとありますが、病院職員用とい

う理解で宜しいでしょうか。また、課

金等が可能な機器等は必要ないと理解

してよろしいでしょうか。

前段については、No.386をご参照くだ

さい。

後段については、お示しのとおりで

す。

389

要求水準

書・施設

整備編

57 第3 6 (2) 駐車場

マイクロバスの駐車スペースは場内に

確保する必要があるでしょうか。

ご理解のとおりです。
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390

要求水準

書・施設

整備編

58 第3 6 (3) 構内通路

P39(4)イ街区中通の設置、P39(4)ウ壁

面後退部分はすべて緑地としての整備

が求められています。「施設の四周

は、メンテナンス用車両が通行できる

よう計画すること」では、さらに車両

通行できるスペースを確保することに

なり、計画の自由度が低くなります。

メンテナンスで使用する頻度は高いも

のではないため、「メンテナンスに支

障がないよう計画する」等にしていた

だけないでしょうか。

ご意見として承ります。

391

要求水準

書・施設

整備編

58 第3 6 (3) 構内道路

ﾒﾝﾃﾅﾝｽ車両が、街区中通りを利用する

ことは可能でしょうか。

メンテナンス車両が街区中通りを使用

することはできません。

392

要求水準

書・施設

整備編

58 第3 6 (3) 構内道路

「・・・メンテナンス車両が通行でき

るよう・・・」とありますが、この車

両は軽自動車程度と考えてよろしいで

しょうか。ご教示ください。

2トン程度の車両を想定しています。

393

要求水準

書・施設

整備編

58 第3 6 (4) ア 雨水排水計画

雨水流出抑制の対象範囲は計画部分の

みでよいでしょうか。

病院敷地内とします。

394

要求水準

書・施設

整備編

58 第3 6 (8)

市道大手橋線の

歩道拡幅等

歩道拡幅部分（幅員4.2ｍ）について

SPCが整備する範囲は、『付属資料5

参考土地利用計画図』で示された大手

橋線歩道拡幅の斜線部分のうち、新成

人病センター敷地内のみでしょうか。

または斜線部分すべて（上町筋から谷

町筋側の大阪府営印刷所前までの全

体）でしょうか。

新成人病センター敷地内のみです。
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頁

No. 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

回答

395

要求水準

書・施設

整備編

58 第3 6 (8)

市道大手橋線の

歩道拡幅等

事業者の整備範囲は、敷地の道路境界

線に接する市道大手橋線敷地内の歩道

拡幅部分（幅員4．2ｍ）のみでしょう

か。あるいは歩道（幅員1．8ｍ）も含

まれるのでしょうか。

歩道も含む幅員6ｍが整備範囲です。

396

要求水準

書・施設

整備編

58 第3 6 (8)

市道大手橋線の

歩道拡幅等

SPCが整備する「敷地の道路境界線に接

する市道大手橋線」とは、市道大手橋

線の敷地東側及び西側は含まれないと

の理解でよいでしょうか。

No.394をご参照ください。

397

要求水準

書・施設

整備編

58 第3 6 (8)

市道大手橋線の

歩道拡幅等

「府立成人病センターの移転を前提と

した大手前・森之宮地区の土地利用基

本計画（素案）」では舗装仕様がわか

りません。インターロッキングブロッ

ク程度と考えてよろしいでしょうか。

ご教示ください。

No.4をご参照ください。

398

要求水準

書・施設

整備編

59 第3 6 (11) 国旗掲揚台

国旗掲揚台を1基設け国旗及び病院機構

旗の2旗を掲揚とありますが、掲揚や降

納等の業務は本事業に含まれないと考

えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

399

要求水準

書・施設

整備編

59 第3 7 (1)

連絡通路

基本方針

「既存不適格建築物となるよう別棟の

……」は、「既存不適格建築物となら

ないよう別棟の……」の記載誤りと考

えてよろしいでしょうか。

「既存不適格建築物となるよう別棟の

……」を、「既存不適格建築物であっ

ても遡及適用を受けないよう別棟の…

…」と読み替えてください。要求水準

書を修正します。
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頁

No. 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

回答

400

要求水準

書・施設

整備編

59 第3 7 (1)

連絡通路

基本方針

表記内容により連絡通路設置にともな

い、府庁新別館に既存遡及は起きない

と判断してよろしいでしょうか。

No.399をご参照ください。

401

要求水準

書・施設

整備編

59 第3 7 (1)

連絡通路

基本方針

「既存不適格建築物となるよう」とあ

るのは、「既存不適格建築物となるた

め」の誤りと考えてよろしいでしょう

か。

No.399をご参照ください。

402

要求水準

書・施設

整備編

59 第3 7 (1)

連絡通路

基本方針

「連絡通路・・・新別館敷地内の部分

の整備・・・」とありますが、大阪府

が実施する「新別館敷地内の部分の整

備」とは具体的に何かご教示下さい。

当該連絡通路に取り合う面の新別館地

下部分に現存する連続地中壁を撤去し

本設壁を設置する工事等を想定してい

ます。

403

要求水準

書・施設

整備編

62 第4 2 (1) 階層構成

研究所は地下2階の構成となっていま

す。地上階、他のフロアーへの提案は

可能と考えてよろしいでしょうか。

要求水準書の各部計画において配置階

を指定している場合には、その条件を

優先するとご理解ください。

なお、職員の居住環境を考慮し、採光

の確保に特に留意した計画としてくだ

さい。

404

要求水準

書・施設

整備編

62 第4 2 (2)

ゾーニング・平

面計画

参考計画図をご提示いただける時期を

ご教示下さい。

入札公告時に公表する予定です。

405

要求水準

書・施設

整備編

62 第4 2 (2)

ゾーニング・平

面計画

「参考資料3 参考計画図」の別途配布

時期についてご教示ください。

No.404をご参照ください。
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頁

No. 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

回答

406

要求水準

書・施設

整備編

63 第4 3 各部計画

「病院運営上当然必要と考えられる事

項については、適切に計画すること」

とありますが、要求水準に指定されて

いる事項をもとに、入札金額の元と

なった事業者側が経験値から適切と判

断し設定した数量・方式等と、落札後

に、病院スタッフとのヒアリング後に

わかってくる病院特有の「適切と考え

る水準」には乖離がある場合がありま

す。その際は、審査時に特段の指摘事

項がない限り、落札した提案書に基づ

き、事業者の判断を基準に、増減調整

をしていただけるとの理解でよろしい

でしょうか。

審査時に特段の指摘事項がない場合で

も、がん専門病院として当然必要と考

えられる事項及び公表資料等から推測

可能な事項については、事業費増額調

整の対象とはなりません。

ただし、落札後に病院スタッフとのヒ

アリングにより求める内容が、成人病

センター特有のものであり、かつ公表

資料等から推測不可能な事項であった

場合には、協議を行うものとします。

407

要求水準

書・施設

整備編

63 第4 3 (1) ア

(ｱ)

a

一般外来

基本方針

外来診察室の拡充等、将来的需要増加

とありますが、具体的な見通しがあり

ますか。

現時点では具体的な見通しはありませ

ん。

408

要求水準

書・施設

整備編

63 第4 3 (1) ア

(ｱ)

a

一般外来

基本方針

将来的な外来規模縮小について考慮す

る必要があるのでしょうか。

現時点では想定していません。

409

要求水準

書・施設

整備編

63 第4 3 (1) ア

(ｱ)

a

一般外来

基本方針

当院の機能・特性に応じた急変患者と

はどのような処置を要する患者を指し

ますか。

現時点では、通院患者や以前に当セン

ターの病歴がある患者で、自宅等で容

態が急変された患者を指しています。

なお、将来的には上記以外の救急患者

も受け入れる可能性があるので、救急

対応が可能な施設の提案をお願いしま

す。
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頁

No. 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

回答

410

要求水準

書・施設

整備編

65 第4 3 (1) ア

(ｱ)

b

(c)

一般外来

基本方針

受付のブロック

構成

外来部門が1階以外のフロアに計画され

る場合には、救急搬送用エレベーター

により、迅速に搬送とありますが、救

急外来救急処置室は、外来部門と同じ

フロアに設置すると理解してよろしい

でしょうか。

基本的には救急処置室は1階に設置を求

めます。

要求水準書は、一般外来での処置が必

要となった場合に救急処置室から迅速

に搬送できることを求めています。

411

要求水準

書・施設

整備編

65 第4 3 (1) ア

(ｱ)

b

(c)

一般外来

基本方針

受付のブロック

構成

受付を3ブロック以上（または以下）に

分割することは可能でしょうか。

新成人病センターにおける組織体制を

考慮し3ブロックが適切であると考えて

います。

412

要求水準

書・施設

整備編

65 第4 3 (1) ア

(ｱ)

c

一般外来

計画上の条件及

び配慮事項

患者がわかりやすいﾌﾞﾛｯｸ受付の配置計

画であれば、ﾎｽﾋﾟﾀﾙｽﾄﾘｰﾄより必ずしも

見通せなくてもよろしいでしょうか。

ホスピタルストリートに面することが

患者にわかりやすい配置計画であると

考えています。

413

要求水準

書・施設

整備編

66 第4 3 (1) ア

(ｱ)

c

一般外来

計画上の条件及

び配慮事項

「耳鼻咽喉科と形成外科は、・・・」

とありますが標榜診療科には形成外科

が見当たりません。形成外科の有無、

診察室等の各諸室の数をご教示くださ

い。

形成外科は標榜科ではありませんが、

「参考資料8　大阪府立成人病センター

運営計画書（案）」の「Ⅴ．診療科の

紹介」の耳鼻咽喉科に記載しているよ

うに、耳鼻咽喉科と協力し、術後の再

建等を行っています。

このため、耳鼻咽喉科と同一ブロック

に診察室（1室）を配置しています。

414

要求水準

書・施設

整備編

69 第4 3 (1) イ

(ｱ)

a

一般病棟

基本方針

将来的な病床数減(増)の可能性はある

のでしょうか。

現時点では想定していません。
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頁

No. 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

回答

415

要求水準

書・施設

整備編

70 第4 3 (1) イ

(ｱ)

c

一般病棟

計画上の条件及

び配慮事項

「各看護単位・・・の観察室1床室のう

ち1室は、感染症対策用病室とし

て・・・前室を設け・・・陽圧陰圧切

替え可能な空調設備とすること。」と

ありますが、第1種と考えてよいでしょ

うか。また付属資料2諸室シートの

No.102の1床室の設計上の留意点には

「各看護単位に1室は、感染症対策用病

室として整備する。」あります。1床

室、観察室1床室それぞれに感染症レベ

ルの異なる感染症対策用病室をそれぞ

れ1床ずつ整備すると考えてよろしいで

しょうか。

当センターは感染症指定医療機関では

ありませんが、感染症対策用病室とす

る観察室は、「感染症の予防及び感染

症の患者に対する医療に関する法律第

38条第2項の規定に基づく厚生労働大臣

の定める感染症指定機関の基準」（告

示）に示される「第1種病室」の基準に

準じた仕様としてください。

後段についてはご理解のとおりです。

「感染症の予防及び感染症の患者に対

する医療に関する法律第38条第2項の規

定に基づく厚生労働大臣の定める感染

症指定機関の基準」（告示）に示され

る「第1種病室」及び「第2種病室」の

基準に準じた仕様の病室を1床ずつ計画

してください。

416

要求水準

書・施設

整備編

70 第4 3 (1) ｲ

(ｱ)

c

一般病棟

計画上の条件及

び配慮事項

「4床室患者が主に使用する中央便所」

とありますが、患者アメニティ向上や

早期離床を促す仕組みとして「分散便

所」を提案した場合、減点対象として

取り扱われますでしょうか。

4床室の便所は、中央便所方式が要求水

準です。

417

要求水準

書・施設

整備編

70 第4 3 (1) イ

(ｱ)

c

一般病棟

計画上の条件及

び配慮事項

4床室患者が主に使用する中央便所とあ

りますが、4床室患者用便所は集中して

設け、病室ごとに分散配置した便所は

設けないと考えてよろしいでしょう

か。

ご理解のとおりです。

418

要求水準

書・施設

整備編

70 第4 3 (1) イ

(ｱ)

c

一般病棟

計画上の条件及

び配慮事項

中央便所形式だけではなく、分散便所

の提案は可能でしょうか。またそれに

伴う、中央便所に関する近接諸室の変

更も可能でしょうか。

No.416をご参照ください。
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頁
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該当箇所

タイトル 質問

項

回答

419

要求水準

書・施設

整備編

70 第4 3 (1) イ

(ｱ)

c

一般病棟

計画上の条件及

び配慮事項

「配膳室には、・・・また将来、簡易

な改修により」とありますが、簡易と

はどの程度の改修を想定しているかご

教示ください。

間仕切変更を伴わない、設備機器の入

替え及びこれに伴う設備配管の改修程

度を想定しています。

420

要求水準

書・施設

整備編

71 第4 3 (1) イ

(ｱ)

c

一般病棟

計画上の条件及

び配慮事項

原則とは、提案によりﾊﾞﾙｺﾆｰを設けな

いことも可能との理解でよろしいで

しょうか。

バルコニーは、災害時の消防活動や省

エネルギー及び施設維持管理上有効と

考えますので、設置を前提としていま

す。なお、要求水準書を、「病棟階に

は、災害時の消防活動、省エネル

ギー、施設維持管理を考慮したバルコ

ニーを設けること。」と修正します。

421

要求水準

書・施設

整備編

71 第4 3 (1) イ

(ｲ)

ｃ

特殊病棟（病

床）

計画上の条件及

び配慮事項

【血液内科】の4行目「幹細胞最終保管

室」は、「幹細胞採取保管室」の記載

誤りと考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

要求水準書を修正します。

422

要求水準

書・施設

整備編

75 第4 3 (1) ウ

(ｲ)

ｃ

放射線診断科

計画上の条件及

び配慮事項

「ＭＲ室は・・・120㎡の室は、将来の

需要の変化に応じて部屋を分割使用す

ることも想定すること。また設備

も・・・」とありますが、ここで言う

想定とは、動線計画、設備機器スペー

ス、搬入経路の点を考慮すると考えれ

ばよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

423

要求水準

書・施設

整備編

75 第4 3 (1) ウ

(ｲ)

ｃ

放射線診断科

計画上の条件及

び配慮事項

事例として、十分なｼｰﾙﾄﾞを設けて、リ

ニアック室に隣接して居室を設ける場

合もありますが、十分なｼｰﾙﾄﾞを設ける

ことにより、居室を計画することは可

能でしょうか。

常時、スタッフや患者等が滞在する居

室を設けることは不可です。
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頁

No. 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

回答

424

要求水準

書・施設

整備編

77 第4 3 (1) ウ

(ｶ)

c

整理機能検査室

（生理検査）

計画上の条件及

び配慮事項

脳波検査室、及び聴力検査室の段差解

消は扉前後の着脱型スロープ等でもよ

ろしいでしょうか。

原則としてバリアフリータイプの扉の

使用を求めます。

425

要求水準

書・施設

整備編

80 第4 3 (1) ウ

(ｺ)

ｃ

リハビリテー

ション

計画上の条件及

び配慮事項

「電源の供給は、天井からのつり下げ

式も考慮すること」とありますが、引

き抜き防止用の回転固定式コンセント

には「医用」仕様はありません。一般

品として宜しいでしょうか。

「医用」仕様でなくて構いませんの

で、引抜き防止タイプの3Pコンセント

としてください。

426

要求水準

書・施設

整備編

80 第4 3 (1) エ

(ｱ)

a

中央手術科

基本方針

ナビゲーション手術、ロボッテック手

術等に必要な設計上の留意点として諸

室シートに示された要件以外に設計条

件等があればご教示ください。

現時点で想定できる設計上の留意点は

諸室シートに記載したとおりですが、

記載の要件を満たしたうえで更に優れ

た提案があればお示しください。

427

要求水準

書・施設

整備編

82 第4 3 (1) エ

(ｱ)

ｃ

中央手術科

計画上の条件及

び配慮事項

「手術部門の形態は回収廊下型と

し、・・・」とありますが、その他の

形態と比較の上、望ましい形態をご提

案してもよろしいでしょうか。

No.208をご参照ください。

428

要求水準

書・施設

整備編

82 第4 3 (1) エ

(ｱ)

ｃ

中央手術科

計画上の条件及

び配慮事項

手術室の形態として、最近では不潔通

路を設けないタイプもありますが、回

収廊下型以外の手術室形態の提案は可

能でしょうか。

No.208をご参照ください。
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429

要求水準

書・施設

整備編

82 第4 3 (1) エ

(ｱ)

ｃ

中央手術科

計画上の条件及

び配慮事項

滅菌管理システム（バーチカルシステ

ム）とはどのようなものを想定してい

るかご教示願います。また工事区分に

ついてご教示ください。

天井空間を有効利用した垂直式回転棚

（バーチカルカルーセル）のことで、

新成人病センターでは上下階間での医

療器材の流通・保管を想定していま

す。

これは、省スペースと大量保管を可能

としており、入出庫の集中管理や衛生

管理にも有効なものとして導入するも

のです。

これの設置はSPCの業務範囲です。

なお、バーチカルセルはバーチカルカ

ルーセルと修正します。

430

要求水準

書・施設

整備編

82

84

第4 3 (1) エ

(ｱ)

ｃ

(ｴ)

ｃ

中央手術科

計画上の条件及

び配慮事項

中央滅菌室

計画上の条件及

び配慮事項

衛生材料室と中央滅菌既消毒保管室を

接続する一体の滅菌管理システム

（バーチカルセル）設置とあります。

中央手術科は中央滅菌室とフロアが異

なる場合には専用の搬送設備の設置が

記載されていますが、この場合、清潔

機材は、バーチカルセル自体が両室を

つなぐ搬送機器であると考えてよろし

いですか。

バーチカルセルの設置のほか、緊急搬

送用の垂直機械搬送設備の設置を求め

ます。

なお、バーチカルセルはバーチカルカ

ルーセルと修正します。

431

要求水準

書・施設

整備編

85 第4 3 (1) エ

(ｴ)

ｃ

中央滅菌室

計画上の条件及

び配慮事項

「床は水が落ちても滑らず、埃がたま

りにくく、ワックス掛けが不要な床

材・・・」とありますが、すべてを満

たす床材がない場合、優先すべき機能

をご指示ください。

ワックス掛けが不要であることを最も

優先する機能とします。ワックス掛け

不要のもので、出来る限り水が落ちて

も滑らず、埃がたまりにくい材料をご

提案ください。

432

要求水準

書・施設

整備編

85 第4 3 (1) オ

(ｱ)

ｃ

薬局

計画上の条件及

び配慮事項

調剤済薬の番号表示が可能なモニター

を設置するとあります。投薬表示設備

のことと考えますが、病院機構の調達

と考えてよろしいでしょうか。

投薬表示のシステムは別途病院機構が

調達しますが、その画像を表示するモ

ニターは本事業の範囲内で設置してく

ださい。
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433

要求水準

書・施設

整備編

85 第4 3 (1) オ

(ｱ)

ｃ

薬局

計画上の条件及

び配慮事項

ＤＩ室が薬剤師研修室やスタッフルー

ムと一体的な使用も可能な構造とある

が、本来ＤＩ室は高次のセキュリ

ティーレベル室であると思われるので

可動間仕切りによる変更はふさわしく

ないと考えますがいかがでしょうか。

薬剤部門全体を、24時間、特定の職員

以外の出入りを制限するエリアと位置

づけて、セキュリティの確保を求めて

いますので、エリア内はセキュリティ

フリーとしても問題はないと考えてい

ます。なお、ＤＩ室への部外者の出入

は、薬剤部門の他の諸室を介さず、直

接廊下等から出入できるようにする旨

を諸室シートに記載しています。

434

要求水準

書・施設

整備編

85 第4 3 (1) オ

(ｱ)

ｃ

薬局

計画上の条件及

び配慮事項

血液・化学療法科病棟フロアにサテラ

イト薬局を設置とありますが、他の病

棟にはサテライト薬局は不要と考えて

よろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

435

要求水準

書・施設

整備編

88 第4 3 (1) カ

(ｶ)

ｃ

医療情報部

計画上の条件及

び配慮事項

想定されておられますサーバーに必要

なＵＰＳ電源容量およびそれらの発熱

量について、ご提示いただけますで

しょうか？

「参考資料5　現況情報システム概要」

から想定できる範囲でご提案くださ

い。

436

要求水準

書・施設

整備編

90 第4 3 (1) ク

(ｱ)

ｃ

供給・サービス

部門

計画上の条件及

び配慮事項

執務室は、窓の取れる位置に配置とあ

りますが、計画内容によって窓の設置

の困難な場合は、窓が取れなくてもよ

いでしょうか。

不可です。

なお、執務室とは、諸室シートに示す

「施設保全グループ」及び「ＳＰＤ

室・ＳＰＤ管理室」を示します。
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437

要求水準

書・施設

整備編

91 第4 3 (1) ク

(ｱ)

ｃ

供給・サービス

部門

計画上の条件及

び配慮事項

供給・サービス部門（ｱ）施設管理 C

「計画上の条件及び配慮事項」に上げ

られる廃棄物計量システムとどのよう

な物を想定されているのでしょうか？

また、廃棄物の分類としては、「各区

画の最低必要面積」に示される分類分

けを基本と考えてよろしいでしょう

か？

現成人病センターで使用している、い

わゆる計量機器（W:1.5m×D:1.5m程

度）のことで、新病院へ移設（床に固

定）します。また、廃棄物の分類はご

理解のとおりです。

438

要求水準

書・施設

整備編

91 第4 3 (1) ク

(ｱ)

ｃ

供給・サービス

部門

計画上の条件及

び配慮事項

動線分離や、十分な区画を設けるなど

の計画的配慮をすることにより、廃棄

物置場及び動物実験室と同一フロアに

計画することは可能でしょうか。

可能ですが、臭気対策など十分な区画

対策を講じて計画してください。

439

要求水準

書・施設

整備編

92 第4 3 (1) ク

(ｴ)

ｃ

利便サービス・

その他施設

計画上の条件及

び配慮事項

「利便施設は1階に配置すること」とあ

りますが、62ページ第4－2（1）には

「この階層構成は・・・提案を拘束す

るものではない」とあります。動線等

を検討した結果、利便施設を他の階に

設置することは、要求水準未達ではな

いとの理解でよいでしょうか。

要求水準書の各部計画において配置階

を指定している場合には、その条件を

優先するとご理解ください。

よって、利便施設を1階以外の階に配置

した場合は、要求水準未達となりま

す。

なお、利便施設は、「府立成人病セン

ターの移転を前提とした大手前・森之

宮地区の土地利用基本計画（ 素案

）」に基づく街づくりに寄与する計画

としてください。

440

要求水準

書・施設

整備編

93 第4 3 (1) ク

(ｴ)

ｃ

利便サービス・

その他施設

計画上の条件及

び配慮事項

「利便施設エリアは一体的に配置し」

とありますが、利用者の利便性や運営

者の採算等を検討した上で、利便施設

同士が隣接しないことも可能でしょう

か。

一体的な配置を求めますが、必ずしも

全ての利便サービス施設が隣接してい

る必要はありません。
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441

要求水準

書・施設

整備編

93 第4 3 (1) ク

(ｴ)

ｃ

利便サービス・

その他施設

計画上の条件及

び配慮事項

「b　主な機能及び構成」で独立採算業

務のうちレストラン、コンビニエンス

ストア、コーヒーショップ、理容室の

工事区分について、施設整備業務と利

便サービス業務との費用負担区分をご

教示下さい。

建築躯体、設備配線及び設備配管の1次

側設置までを施設整備業務とし、建築

内装工事、設備配線及び設備配管の2次

側設置、什器備品等の設置は利便サー

ビス業務としてください。

442

要求水準

書・施設

整備編

93 第4 3 (1) ク

(ｴ)

ｃ

利便サービス・

その他施設

計画上の条件及

び配慮事項

本事業で整備する託児室は、保育所基

準に合致する施設ではないと考えてよ

ろしいでしょうか。

認可外保育施設の基準を準用した施設

としてください。

443

要求水準

書・施設

整備編

94 第4 3 (2)

(ｱ)

ｃ

企画調査課、疫

学予防課

計画上の条件及

び配慮事項

がん予防情報センターにおいてセン

ター長室以外の各室はすべて入退室管

理ができるようにするとの考えでよろ

しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

444

要求水準

書・施設

整備編

96 第4 3 (3)

(ｱ)

b

研究部門

主な機能及び構

成

オープンラボの機能がありますが、外

部の一般者の使用を想定する必要があ

るでしょうか。

外部の一般者の使用は想定しておりま

せん。

445

要求水準

書・施設

整備編

96 第4 3 (3)

(ｱ)

ｃ

研究部門

計画上の条件及

び配慮事項

「研究所は地下階に設置」とあります

が、62ページ第4－2（1）には「この階

層構成は・・・提案を拘束するもので

はない」とあります。新成人病セン

ターが求める機能、動線等を考慮した

結果、研究所を他の階に設置すること

は、要求水準未達ではないとの理解で

よいでしょうか。

No.403をご参照ください。
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446

要求水準

書・施設

整備編

96 第4 3 (3)

(ｱ)

ｃ

研究部門

計画上の条件及

び配慮事項

研究所は「2フロアまでとする。」、と

ありますが、他の計画上の条件を考慮

した結果、3フロアもしくは4フロアと

する提案を行うことは可能でしょう

か。

No.403をご参照ください。

447

要求水準

書・施設

整備編

96 第4 3 (3)

(ｱ)

ｃ

研究部門

計画上の条件及

び配慮事項

「文部科学省への申請手続きも行うこ

と」とありますが、申請者は病院機構

であると考えますので、SPCが行うのは

「申請への協力業務」のみとの理解で

よろしいでしょうか。

申請者名は大阪府立成人病センターで

す。

病院機構が作成しなければならない資

料・書類等の作成を除き、申請業務は

全てSPCの業務です。

448

要求水準

書・施設

整備編

96 第4 3 (3)

(ｱ)

ｃ

研究部門

計画上の条件及

び配慮事項

電源容量は十分に余裕を見てとありま

すが、単相100VA/m2程度の電源容量を

確保することと考えてよろしいでしょ

うか。

「付属資料11　調達・移設備品リス

ト」、「付属資料12　大型医療機器リ

スト」及び諸室シート等を参考に負荷

を想定したうえで、30％程度の余裕を

見た容量としてご提案ください。

449

要求水準

書・施設

整備編

96 第4 3 (3)

(ｱ)

ｃ

研究部門

計画上の条件及

び配慮事項

「研究所の床下は、二重スラブとし

…」とありますが、研究所が2フロアに

またがった場合、上層階の床下も二重

スラブとする必要がありますか。

上層階の床下にも二重スラブを設けて

ください。

450

要求水準

書・施設

整備編

97 第4 3 (3)

(ｱ)

ｃ

研究部門

計画上の条件及

び配慮事項

「動物実験エリアへのマウス等

の・・・」とありますが、扱う実験動

物の種類についてご教示願います。

マウス、ヌードマウス、ラット、ウサ

ギが飼育対象です。

451

要求水準

書・施設

整備編

97 第4 3 (3)

(ｱ)

ｃ

研究部門

計画上の条件及

び配慮事項

「動物実験エリアへのマウス等の搬入

を考慮」との記載がありますが、飼育

する動物種はマウス、ラット等の小動

物のみと考えてよろしいですか。

No.450をご参照ください。
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452

要求水準

書・施設

整備編

97 第4 4 (3)

(ｱ)

ｃ

研究部門

計画上の条件及

び配慮事項

「動物実験エリアは専門業者により空

調、給水、明度調製、洗浄システムの

計画を行うこと。」とありますが、

“専門業者”とはどういうものか、も

しくは特定の業者名があればご指定く

ださい。

動物実験施設のコンサルティング・プ

ランニング・基本設計・実施設計の開

発・施工等を総合的に行える業者を想

定しています。

453

要求水準

書・施設

整備編

98 第4 3 (3)

(ｲ)

ｃ

組織バンク（仮

称）

計画上の条件及

び配慮事項

「地下2階を想定」とありますが、62

ページ第4－2（1）には「この階層構成

は・・・提案を拘束するものではな

い」とあります。

新成人病センターが求める機能、動線

等を考慮した結果、組織バンクを他の

階に設置することは、要求水準未達で

はないとの理解でよいでしょうか。

No.403をご参照ください。

なお、組織バンクの機能上、液体窒素

を多用するため、タンクローリーから

液体窒素タンクに補給する際のロスを

最小限にとどめるための配管長を考慮

した位置に計画していただく必要があ

ります。

454

要求水準

書・施設

整備編

99 付属資料11

調達・移設備品

等リスト（後日

公表）

『付属資料11 調達移転備品等リスト

（後日公表）』と『付属資料12 大型医

療機器等リスト（後日公表）』の公表

時期をご教示下さい。また、『参考資

料3 参考計画図（後日別途配布）』の

配布時期をご教示下さい。

No.174、No.404をご参照ください。

455

要求水準

書・施設

整備編

99

調達・移設備品

等リスト（後日

公表）

大型医療機器等

リスト（後日公

表）

・付属資料11 調達・移設備品等リス

ト、・付属資料12 大型医療機器等リス

トには病院機構調達備品についても記

載があるものとの理解でよろしいで

しょうか。

ご理解のとおりです。

付属資料11

145/304

要求水準書（施設整備編）の質問書 実施方針、業務要求水準書（案）、基本協定書（案）、事業契約書（案）に対する質問等への回答.xls

頁

No. 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

回答

456

要求水準

書・施設

整備編

99

調達・移設備品

等リスト（後日

公表）

大型医療機器等

リスト（後日公

表）

・付属資料11 調達・移設備品等リス

ト、・付属資料12 大型医療機器等リス

トに病院機構調達備品の記載が無い場

合は、別途リストを提示いただけるの

でしょうか。

No.455をご参照ください。

457

要求水準

書・施設

整備編

99

調達・移設備品

等リスト（後日

公表）

大型医療機器等

リスト（後日公

表）

付属資料11及び12はいつの段階で公表

予定かご教示ください。（医療機器等

が含まれるのであれば、調達に検討を

要するため早めの公表をお願いいたし

ます。）

No.174をご参照ください。

458

要求水準

書・施設

整備編

99

調達・移設備品

等リスト（後日

公表）

大型医療機器等

リスト（後日公

表）

付属資料11、付属資料12、参考資料3は

後日公表及び後日別途配布とあるが、

その時期をご教示ください。

No.174、No.404をご参照ください。

459

要求水準

書・施設

整備編

99

大型医療機器等

リスト（後日公

表）

「付属資料12 大型医療機器等リスト」

の公表時期についてご教示ください。

No.174をご参照ください。

460

要求水準

書・施設

整備編

99

新成人病センターの計画に当たり、参

考資料として既存の成人病センターの

設計図（意匠図）を公表して頂くこと

は可能でしょうか。

閲覧することは可能です。

閲覧の詳細は入札公告時にお示ししま

す。

付属資料12

付属資料

付属資料11

付属資料12

付属資料11

付属資料12

付属資料11

付属資料12
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要求水準書（施設整備編）の意見書 実施方針、業務要求水準書（案）、基本協定書（案）、事業契約書（案）に対する質問等への回答.xls

頁

1

要求水準

書・施設

整備編

3

36

第1

第3

1

5

(7)

(2) ウ
(ｱ)

インフラ整備状

況及び新成人病

センター整備時

の留意点

電源設備

電源供給計画において、「電力会社よ

り本線・予備電源（別変電所からの電

源供給）の計画」とされていますが、

停電時対応の非常用発電機電源の燃料

備蓄量および電力会社サイドでの定期

点検の送電切替時にその都度、停電発

生の可能性があること等により、「電

力会社より本線・予備線（同一変電所

からの電源供給）の計画」へ、計画の

考え方を見直すことが望ましいと考え

ます。

要求水準書（施設整備編）質問回答

No.307をご参照ください。

2

要求水準

書・施設

整備編

10 第2 2 (2) ウ

土地利用履歴調

査等業務

実施方針のリスク分担（案）では、用

地リスクの項目で土壌汚染を含む事業

用地の瑕疵は病院機構のリスク主分担

となっています。当該調査は提案工

程・提案価格に予め盛り込んでおく必

要があり、調査期間・調査費ともに応

募者が提案以前に予測することができ

ない性質のものですので、リスク分担

（案）のとおり病院機構のリスク主分

担としていただきたいと思います。

要求水準書（施設整備編）質問回答

No.61、No.65をご参照ください。

3

要求水準

書・施設

整備編

11 第2 3 (3) 要求事項

「現成人病センター職員からのヒアリ

ングを十分に行い、設計図書に反映」

とありますが、これにより要求水準以

上の仕様が求められ費用が増加した場

合は、増加分についてサービス対価の

見直しをお願いしたいと考えます。

要求水準以上の仕様を求めた場合に

は、事業契約書（案）に基づき協議い

たします。

No. 資料名

該当箇所

タイトル 意見

項

回答
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頁

No. 資料名

該当箇所

タイトル 意見

項

回答

4

要求水準

書・施設

整備編

11 第2 3 (3) 　 　 要求事項

「基本設計、実施設計の各段階におい

て、現成人病センター職員からのヒア

リングを十分に行い、設計図書に反映

すること。」とありますが、ＰＦＩ事

業であることを考慮頂き、職員からの

ヒアリングは提案以前の段階で済ませ

ていただき、要求水準等公募資料に反

映させていただきたくお願いいたしま

す。

事業者からの提案内容を、基本設計、

実施設計の各段階において具体化する

ための作業の一環としてヒアリングを

行うことを求めているものであり、新

たに要求水準の聞き取りを行うもので

はありません。

5

要求水準

書・施設

整備編

12 第2 3 (3) 　 　 要求事項

「医療法等関連法規の改正や医療技術

の進歩等により、本業務期間中及び本

業務完了後に設計内容に変更が生じる

場合がある。その場合、変更に伴う事

業費の調整に係る資料作成及び変更内

容の設計図書への反映等は、本業務に

含む。」とありますが、当該変更に係

る設計等期間の変更及び価格の変動に

ついては、病院機構のご負担で対応し

ていただくようお願いします。

要求水準書（施設整備編）質問回答

No.101 をご参照ください。

6

要求水準

書・施設

整備編

12 第2 3 (3) 要求事項

「医療法等関連法規の改正や医療技術

の進歩等により・・・本業務に含む」

とありますが、当該業務の遂行に伴う

追加的費用の負担については、医療法

等の改正は事業契約書（案）第93条に

定める法令変更による規定、医療技術

の進歩は事業契約書（案）第37条第1項

から第3項の甲の請求による設計変更を

適用することとして、事業契約書

（案）との整合がとれる形で、業務要

求水準書（案）の内容の修正をお願い

いたします。

要求水準書（施設整備編）質問回答

No.101 をご参照ください。
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要求水準書（施設整備編）の意見書 実施方針、業務要求水準書（案）、基本協定書（案）、事業契約書（案）に対する質問等への回答.xls

頁

No. 資料名

該当箇所

タイトル 意見

項

回答

7

要求水準

書・施設

整備編

12 第2 3 (3) 要求事項

「提案書、本要求水準書及び審査の主

旨を損なわない範囲で、病院機構が求

める設計内容の変更に応じなければな

らない」とありますが、事業契約書

（案）第37条第1項から第3項の規定と

整合していないと考えます。事業契約

書（案）に整合させる形で業務要求水

準書（案）の内容のご修正をお願いい

たします。

要求水準書（施設整備編）質問回答

No.119 をご参照ください。

8

要求水準

書・施設

整備編

30 第3 4 (2) イ (ｲ)

上下方向に作用

する地震動

「上下方向のレベル2地震動の評価につ

いては、工学的判断に基づき、通常の

免震評定時に許容される評価方法によ

り設定する」としてはいかがでしょう

か。

要求水準書（施設整備編）質問回答

No.265 をご参照ください。

9

要求水準

書・施設

整備編

30 第3 4 (2) イ (ｲ)

上下方向に作用

する地震動

「上下方向のレベル3地震動の評価につ

いては、工学的判断に基づき、通常の

免震評定時に許容される評価方法によ

り設定する」としてはいかがでしょう

か。

要求水準書（施設整備編）質問回答

No.266 をご参照ください。

10

要求水準

書・施設

整備編

31 第3 4 (2) イ (ｳ) 耐震性能の目標

上部構造のクライテリアで、レベル2で

は免震部材の引張について触れられて

いませんが、「通常のレベル2で許容さ

れている短期引張応力度（1N/mm2以

下）についてはこれを許容する」とし

てはいかがでしょうか。

要求水準書（施設整備編）質問回答

No.274 をご参照ください。

11

要求水準

書・施設

整備編

31 第3 4 (2) イ (ｳ) 耐震性能の目標

上部構造のクライテリアで、レベル3で

は免震部材の引張力が生じないこと、

との記述がありますが、「通常のレベ

ル3では免震部材の引張応力度は破断強

度以下とする」としてはいかがでしょ

うか。

要求水準書（施設整備編）質問回答

No.267をご参照ください。
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頁

No. 資料名

該当箇所

タイトル 意見

項

回答

12

要求水準

書・施設

整備編

31 第3 4 (2) イ (ｳ) 耐震性能の目標

レベル3で免震層の擁壁への衝突につい

ては触れられていませんが、「レベル3

で免震層の擁壁への衝突を許容した設

計とする。ただし、衝突時の衝撃荷重

による建物の安全評価は別途適切に行

う。」としてはいかがでしょうか。

原文の通りとします。

13

要求水準

書・施設

整備編

31 第3 4 (2) イ (ｳ) 耐震性能の目標

上部構造のクライテリアで各レベル毎

に層間変形角が定められていますが、

最大層間変形角と平均層間変形角のい

ずれか明確ではありませんので、各層

の「平均層間変形角」と明記してはい

かがでしょうか。

要求水準書（施設整備編）質問回答

No.277をご参照ください。

14

要求水準

書・施設

整備編

31 第3 4 (2) イ (ｳ) 耐震性能の目標

上部構造の層間変形角のクライテリア

はレベル1で1/500となっていますが、

1/400としてはとしてはいかがでしょう

か。

原文の通りとします。

15

要求水準

書・施設

整備編

31 第3 4 (2) イ (ｳ) 耐震性能の目標

上部構造の層間変形角のクライテリア

はレベル2で1/250となっていますが、

1/200としてはとしてはいかがでしょう

か。

原文の通りとします。

16

要求水準

書・施設

整備編

31 第3 4 (2) イ (ｳ) 耐震性能の目標

上部構造の層間変形角のクライテリア

はレベル3で1/200となっていますが、

1/100としてはとしてはいかがでしょう

か。

原文の通りとします。
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要求水準書（施設整備編）の意見書 実施方針、業務要求水準書（案）、基本協定書（案）、事業契約書（案）に対する質問等への回答.xls

頁

No. 資料名

該当箇所

タイトル 意見

項

回答

17

要求水準

書・施設

整備編

31 第3 4 (2) イ (ｳ) 耐震性能の目標

上部構造の部材応力度のクライテリア

はレベル3で弾性限耐力以下となってい

ますが、部材強度以下としてはいか

がでしょうか。

原文の通りとします。

18

要求水準

書・施設

整備編

31 第3 4 (2) イ (ｳ) 耐震性能の目標

下部構造の部材応力度のクライテリア

はレベル3で弾性限耐力以下となってい

ますが、部材強度以下としてはいかが

でしょうか。

原文の通りとします。

19

要求水準

書・施設

整備編

31 第3 4 (2) イ (ｳ) 耐震性能の目標

基礎構造の部材応力度のクライテリア

はレベル3で弾性限耐力以下となってい

ますが、部材強度以下としてはいかが

でしょうか。

原文の通りとします。

20

要求水準

書・施設

整備編

31 第3 4 (2) イ (ｳ) 耐震性能の目標

レベル2およびレベル3地震時における

残留変形のクライテリアについては定

められていませんが、これを設けず、

「設計者の工学的判断に一任し、使用

に支障の出る残留変形は例えばジャッ

キ等で是正可能な構造とする」として

はいかがでしょうか。

要求水準書（施設整備編）質問回答

No.278をご参照ください。

21

要求水準

書・施設

整備編

31 第3 4 (2) ウ (ｱ) 検討項目

建築非構造部材の耐震性検討において

は、「地震動レベルは2までの検討と考

える」としてはいかがでしょうか。

要求水準書（施設整備編）質問回答

No.279をご参照ください。
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頁

No. 資料名

該当箇所

タイトル 意見

項

回答

22

要求水準

書・施設

整備編

32 第3 4 (2) ウ (ｲ) 検討部位

建築非構造部材の耐震性検討対象は

「外壁およびその仕上げ、建具および

ガラス、間仕切りおよび内装材天井お

よび床材」までとし、「家具・事務機

器」については仕様や形状寸法が不明

のままでは際限がないので、これを除

外してはいかがでしょうか。「家具・

事務機器」をどうしても含める必要が

ある場合においては、たとえば「家

具・事務機器等の脚元のコマは固定さ

れているものとし、アスペクト比は4以

下とする」とある程度限定してはいか

がでしょうか。

要求水準書（施設整備編）質問回答

No.281をご参照ください。

23

要求水準

書・施設

整備編

32 第3 4 (2) エ

耐風に関する性

能

「風荷重のレベル　 再現期間500年の

強風」はレベル2と想定し、風荷重のレ

ベル3は検討対象外としてはとしてはい

かがでしょうか。

要求水準書（施設整備編）質問回答

No.283をご参照ください。

24

要求水準

書・施設

整備編

32 第3 4 (2) エ

耐風に関する性

能

「免震部材 　履歴型エネルギー吸収部

材は、弾性限耐力以内とする。」とあ

りますが、履歴型エネルギー吸収部材

の定義が不明確ですので、ここで「履

歴型エネルギー吸収部材とは、鋼製ダ

ンパー、鉛ダンパー、摩擦ダンパーと

し、すべり支承、LRB、高減衰ゴム支承

を含めない」と追記されてはいかがで

しょうか。

要求水準書（施設整備編）質問回答

No.284をご参照ください。
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頁

No. 資料名

該当箇所

タイトル 意見

項

回答

25

要求水準

書・施設

整備編

32 第3 4 (2) エ

耐風に関する性

能

「免震部材 　履歴型エネルギー吸収部

材は、弾性限耐力以内とする。」とあ

りますが、「レベル1風荷重に対しては

履歴型エネルギー吸収部材は、弾性限

耐力以内とし、レベル2風荷重に対して

は、履歴型エネルギー吸収部材は、繰

り返しによる損傷劣化を考慮して支障

のないものとする」としてはいかがで

しょうか。

原文の通りとします。

26

要求水準

書・施設

整備編

34 第3 5 (1) エ エ

省エネルギー計

画

ライフサイクルコストが最小となるよ

うに計画した結果、イニシャルコスト

が高くなった場合に、本PFI事業では、

光熱水費は事業者（SPC）持ちではない

ため、事業期間以降も含めた発注者の

メリットを検討しても評価されず、結

果として、積極的に省エネ機器を採用

するという提案にならない恐れがある

と考えます。

ご意見として承ります。

27

要求水準

書・施設

整備編

41 第3 5 (2) ウ (ｵ)

電源設備

・コンセント設

備

「病室床頭台にもWHMを設ける」とあり

ますが、ベッド数分を設けることにな

るため、床頭台に組み込んだテレビや

冷蔵庫の消費電力に対しては持ち込み

業者から一定量の光熱費を病院へ支払

うこととして、WHMをなくすことはでき

ないでしょうか。WHMを設けると維持管

理費がかかりますので運用で避けるよ

うにお願いします。

要求水準書（施設整備編）質問回答

No.325、No.326をご参照ください。
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頁

No. 資料名

該当箇所

タイトル 意見

項

回答

28

要求水準

書・施設

整備編

41

88

第3

第4

5

3

(2)

(1)

ウ

カ

(ｶ)

(ｶ)

c

電源設備

・情報通信設備

医療情報部

計画上の条件及

び配慮事項

「LANの構築は別途工事」「サーバ室に

は、サーバー専用電源（UPS回路）、分

電盤及び専用空調設備を設けること」

とありますが、情報通信設備や医療情

報設備が別途工事であるため、必要と

されるUPS電源容量や分電盤回路数及び

情報システム発熱量が不明です。よっ

て、サーバー専用電源、分電盤及び専

用空調設備は別途情報通信設備や医療

情報システム工事に含むべきと考えま

す。またこれにより、情報システム変

更に伴う現場変更対応が不要となるた

め、工事区分の見直しに配慮願いま

す。なお本事業にサーバー専用電源、

分電盤及び専用空調設備の設置を含め

る場合は、必要とされるUPS電源容量や

分電盤回路数及び情報システム発熱量

をご教示ください。

要求水準書（施設整備編）質問回答

No.435をご参照ください。
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頁

No. 資料名

該当箇所

タイトル 意見

項

回答

29

要求水準

書・施設

整備編

57 第3 5 (6) 機械搬送設備

病院機構が望まれるのであれば優れた

垂直方向及び水平方向を組み合わせた

搬送設備を提案させていただきたいと

考えますが、その際に障害となるのが

事業契約別紙６で導入が予定されてい

るモニタリングに基づいたペナルティ

措置の存在です。参考資料８（５）計

画搬送系統図に図示のある、垂直方向

及び水平方向を組み合わせた搬送設備

は近年、その導入事例が限られおり、

それを本事業において、導入し、円滑

に運用することは、そのトラブルの多

さなどから事業者にとって非常に大き

なチャレンジになるものと予想されま

す。ついては、本搬送設備に関しては

モニタリングに基づいたペナルティ措

置の特例として適用外とするなどの配

慮されることを要望いたします。

要求水準書（施設整備編）質問回答

No.379をご参照ください。

30

要求水準

書・施設

整備編

58 第3 6 (3) 構内道路

街区中通りをメンテナンス車両の通行

等にも利用可能としていただきたいと

思います。

要求水準書（施設整備編）質問回答

No.391をご参照ください。

31

要求水準

書・施設

整備編

65 第4 3 (1) ア

(ｱ)

b

(c)

一般外来

基本方針

受付のブロック

構成

3ブロック以上（または以下）の分割を

可能な水準とし、外来提案の幅を広げ

ていただきたいと思います。

要求水準書（施設整備編）質問回答

No.411をご参照ください。
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頁

No. 資料名

該当箇所

タイトル 意見

項

回答

32

要求水準

書・施設

整備編

65 第4 3 (1) ア

(ｱ)

c

一般外来

計画上の条件及

び配慮事項

ﾎｽﾋﾟﾀﾙｽﾄﾘｰﾄより見通すことのできるﾌﾞ

ﾛｯｸ受付ではなく、患者がわかりやすい

ﾌﾞﾛｯｸ受付の配置計画とすることによ

り、提案の幅を広げていただきたいと

思います。

要求水準書（施設整備編）質問回答

No.412をご参照ください。

33

要求水準

書・施設

整備編

70 第4 3 (1) ｲ

(ｱ)

c

一般病棟

計画上の条件及

び配慮事項

中央便所形式だけではなく、分散便所

の提案が可能な計画として頂くことに

より、提案の幅を広げていただきたい

と思います。

要求水準書（施設整備編）質問回答

No.416をご参照ください。

34

要求水準

書・施設

整備編

75 第4 3 (1) ウ

(ｲ)

ｃ

放射線診断科

計画上の条件及

び配慮事項

充分なｼｰﾙﾄﾞを設けて、リニアックに隣

接して居室を計画する事例がありま

す。ｼｰﾙﾄﾞ条件などにより居室を計画す

ることができるようにしていただきた

いと思います。

要求水準書（施設整備編）質問回答

No.423をご参照ください。

35

要求水準

書・施設

整備編

82 第4 3 (1) エ

(ｱ)

ｃ

中央手術科

計画上の条件及

び配慮事項

手術室の形態として、最近では不潔通

路を設けないタイプもありますが、回

収廊下型以外の手術室形態の提案も可

能としていただきたいと思います。

要求水準書（施設整備編）質問回答

No.208をご参照ください。

36

要求水準

書・施設

整備編

91 第4 3 (1) ク

(ｱ)

ｃ

供給・サービス

部門

計画上の条件及

び配慮事項

動線分離や、十分な区画を設けるなど

の計画的配慮をすることにより、同一

フロアでの計画を可能にして、提案の

幅を広げていただきたいと思います。

要求水準書（施設整備編）質問回答

No.438をご参照ください。
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要求水準書（維持管理・利便ｻｰﾋﾞｽ業務編）の質問書実施方針、業務要求水準書（案）、基本協定書（案）、事業契約書（案）に対する質問等への回答.xls

頁

1

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

1

維持管理・利便

サービス業務要

求水準

PFI事業対象外とされております警備業

務仕様書・清掃業務仕様書をご開示頂

けますでしょうか。

現在の警備業務の仕様書は参考資料9

を、現在の清掃業務の仕様書は質問回

答の別紙をご参照ください。

なお、警備業務については、業務範囲

を見直しました。

2

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

1

維持管理・利便

サービス業務要

求水準

PFI事業対象外としている警備業務仕様

書・清掃業務仕様書を開示頂きたい。

（PFI事業対象である建築・設備点検業

務の設備員や植栽管理業務の作業員

と、警備員・清掃員が連携・情報共有

しなければならない状況が想定される

ため。）また、警備員の施設常駐場所

についてご教示頂きたい。

清掃業務については、No.1をご参照く

ださい。

警備業務については、業務範囲を見直

しました。新しい業務要求水準書

（案）をご参照ください。

3

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

1

維持管理・利便

サービス業務要

求水準

単年度、業務単位で個別に委託されて

いた各業務を一括・長期で受託するこ

とで、VFMに大きく貢献できると認識し

ております。今回の整備事業で、清

掃、給食、リネン等を事業対象外とし

た理由をご教示ください。また、今回

整備事業の対象外となった業務の運営

について病院の見解をご教示くださ

い。

前段については総合的に判断致しまし

た。

後段については参考資料8の業務運営計

画書案をご参照下さい。

№ 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

回答
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頁

№ 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

回答

4

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

1

維持管理・利便

サービス業務要

求水準

警備業務が事業範囲外となっておりま

すが、「建築設備点検・保守、運転・

監視、修繕・更新業務」の中央監視室

及び防災センターにおける監視業務と

の連携等、緊急時における効率的運用

や一体的運用におけるコスト縮減効果

等、PFI事業としてのメリットを反映す

ることが出来ないと考えます。当該業

務を事業範囲外とされた意図につきま

してご教示ください。

警備業務については、業務範囲を見直

しました。新しい業務要求水準書

（案）をご参照ください。

5

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

2 第1 1 対象施設

「整備した以外のものを含むものとす

る。」とありますが、対象となる全施

設を開示願います。

街区中通りの舗装、排水施設、街灯等

です。

6

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

2 第1 1 対象施設

施設整備業務で施工しなければならな

い設備等の内容・範囲と、維持管理業

務にて管理しなければならない設備等

の内容・範囲を各機器単位ごとにご教

示願います。

No.5をご参照ください。

7

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

2 第1 1 対象施設

「新成人病センター施設、外構施設

等、連絡通路のほか、事業予定地に存

在する一切の工作物とし、本事業にお

いて整備した以外のものを含むのとす

る。」とありますが、「本事業におい

て整備した以外のもの（範囲）」を明

確にお示しください。

No.5をご参照ください。
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要求水準書（維持管理・利便ｻｰﾋﾞｽ業務編）の質問書実施方針、業務要求水準書（案）、基本協定書（案）、事業契約書（案）に対する質問等への回答.xls

頁

№ 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

回答

8

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

2 第1 1 対象施設

本事業において整備した以外のものを

含むと記載されていますが、整備した

以外のものとは何かご教示ください。

No.5をご参照ください。

9

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

2 第1 1 対象施設

「本事業において整備した以外のもの

を含むとする。」となっております。

本事業において整備する以外のものに

ついてご教示ください。

No.5をご参照ください。

10

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

2 第1 1 対象施設

「事業予定地に存在する一切の工作物

とし、本事業において整備した以外の

ものも含む」とあります。事業者が整

備していないもので維持管理対象とな

る工作物は「街区中通り」のみとの理

解でよいでしょうか。

「街区中通り」以外に維持管理対象が

ある場合には、その仕様及び対象範囲

がわかる図面、数量、経過年数等を開

示いただけますでしょうか。（維持管

理費の見積のために必要となりま

す。）

ご理解のとおりです。

11

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

2 第1 1 対象施設

「本事業において整備した以外のもの

を含む」とありますが、公表資料には

存置すべき既設工作物の記載がありま

せん。維持管理の対象となる、既設工

作物はないとの理解でよいでしょう

か。

ご理解のとおりです。
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頁

№ 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

回答

12

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

2 第1 1 対象施設

対象施設として「新成人病センター施

設、外構施設等、連絡通路のほか、事

業予定地に存在する一切の工作物と

し、本事業において整備した以外のも

のを含む」とありますが、SPCが整備を

せずに維持管理を行う対象施設は、街

区中通りのみとの理解でよろしいで

しょうか。また、街区中通りの範囲に

ついても、敷地に接する部分のみとの

理解でよろしいでしょうか。

前段についてはご理解のとおりです。

ただし、維持管理については、病院敷

地2ｍのみ対象としております。

後段については敷地に接する街区中通

りが対象です。

13

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

2 第1 1 対象施設

対象施設として「新成人病センター施

設、外構施設等、連絡通路のほか、事

業予定地に存在する一切の工作物と

し、本事業において整備した以外のも

のを含む」とありますが、新成人病セ

ンター施設とは業務要求水準書（案）

Ⅰ総則にあるとおりに「建物及び附属

設備全て」であり、備品は含まれない

との理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

14

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

2 第1 1 対象施設

本事業において整備した以外のものを

含むとありますが、具体的に何の工作

物を指すかご教示いただけないでしょ

うか。

No.5をご参照ください。
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頁

№ 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

回答

15

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

2 第1 2

業務計画書等の

作成

事業者の提案に基づき病院機構と協議

のうえ決定とありますが、協議の結

果、病院の要望に基づき業務内容が増

加する場合は、増額又は他項目との業

務量増減調整等実施いただけると考え

て宜しいでしょうか。

病院の要望は原則、提案書、本要求水

準書及び審査の主旨を損なわない範囲

と考えています。

16

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

2 第1 2 (1) 業務仕様書

「基本設計終了時に提出すること」と

ありますが、基本設計終了時点では、

業務仕様書の作成に足る資料が整って

いる状況ではないと想定されます。そ

こで、「提出時期は維持管理業務開始

の3ヶ月前迄」または、「協議の上、提

出時期を決定する」とするなど緩和す

ることは可能でしょうか。

「実施設計の終了時までに提出するこ

と」に修正します。

17

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

2 第1 2 (1) 業務仕様書

業務仕様書を基本設計終了時に提出す

ることとありますが、各業務の要求事

項では実施設計図書に定められた機

能・性能を保つこととあり、また病院

側の運用も固まらない段階では、具体

的な仕様書を作成することは難しいと

考えます。基本設計終了時点で提出す

る意図をご教示願います。

No.16をご参照ください。

18

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

2 第1 2 (1) 業務仕様書

業務仕様書の提出時期を基本設計終了

後直ちに行うのは難しいと考えます。

提出は、一定の猶予期間（例えば3ケ

月）以内に行うとしていただけないで

しょうか。

No.16をご参照ください。
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19

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

2 第1 2 (1) 業務仕様書

業務仕様書の提出期限について、基本

設計終了時に提出とありますが、実施

設計に至るまで設計変更等が考えら

れ、無駄な作業の発生が考えられま

す。また、仕様書は設計図書の情報を

元に作成することから、「実施設計終

了後速やかに提出」等の期日としては

どうかと考えますが、いかがでしょう

か。

No.16をご参照ください。

20

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

2 第1 2 (2) 長期業務計画書

利便サービスは、長期業務計画書を作

成する必要は無いという理解でよろし

いでしょうか。

ご理解のとおりです。

21

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

2 第1 2 (2) 長期業務計画書

長期業務計画書には利便サービス業務

に関する内容は不要と理解して宜しい

でしょうか。

No.20をご参照ください。

22

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

2 第1 2 (3) 年間業務計画書

初年度の提出時期はいつ公表されるの

でしょうか。

初年度は新病院施設の引渡しの3ヶ月前

程度を想定しています。

23

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

2 第1 2 (3) 年間業務計画書

病院機構が別途定める時期までに提出

とありますが、対応できる時期となる

か不明ですので「病院機構と事業者が

協議の上定めた時期」としていただけ

ないでしょうか。

No.22をご参照ください。
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24

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

2 第1 2 (4)

業務実施計画書

（業務マニュア

ル）

提出時期はいつ公表されるのでしょう

か。

基本協定書締結後、速やかにお示しし

ます。

25

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

2 第1 2 (4)

業務実施計画書

（業務マニュア

ル）

業務の実施方法、実施手順、管理基

準、記録及び報告方法以外に定めるべ

き項目をご教示ください。

実施体制（担当者の職位・氏名を含

む）、業務スケジュールを想定してい

ます。他の盛り込む項目についてはご

提案ください。

26

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

2 第1 2 (4)

業務実施計画書

（業務マニュア

ル）

「業務実施計画書（業務実施）マニュ

アルを、病院機構が別途定める時期ま

でに提出すること。」とありますが、

具体的な時期をご教示願います。

No.24をご参照ください。

27

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

2 第1 2 (4)

業務実施計画書

（業務マニュア

ル）

病院機構が別途定める時期までに提出

となっておりますが、この時期につい

てはどのように想定されているので

しょうか。

No.24をご参照ください。

28

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

2 第1 2 (4)

業務実施計画書

(業務マニュア

ル)

病院機構が別途定める時期までに提出

とありますが、対応できる時期となる

か不明ですので「病院機構と事業者が

協議の上定めた時期」としていただけ

ないでしょうか。

提出時期の決定にあたり事前に事業者

からご意見を伺う予定です。

29

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

2 第1 2 (5) 作業計画書

「作業計画書を、病院機構が別途定め

る時期までに提出すること。」とあり

ますが、具体的な時期をご教示願いま

す。

新病院施設の引渡し前を想定していま

す。
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30

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

2 第1 2 (5) 作業計画書

病院機構が別途定める時期までに提出

となっておりますが、この時期につい

てはどのように想定されているので

しょうか。また当該計画書は維持管理

開始後、作業前に個別で提出するもの

なのでしょうか。

前段については、No.29をご参照くださ

い。

後段については、SPCから一括で提出し

ていただきます。

31

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

2 第1 2 (5) 作業計画書

病院機構が別途定める時期までに提出

とありますが、対応できる時期となる

か不明ですので「病院機構と事業者が

協議の上定めた時期」としていただけ

ないでしょうか。

提出時期の決定にあたり事前に事業者

からご意見を伺う予定です。

32

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

3 第1 4

業務実施報告書

の提出

報告書は翌月の5日までに提出するとの

ことですが、ゴールデンウィークや年

末年始などの休み明けの際には、提出

が困難なため、10日までとしては頂け

ませんでしょうか。

ご意見として承ります。

33

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

3 第1 5 費用負担

黒点1つ目の内容に関し、「個別事項に

特記するもの」とありますが、これは

本実施方針においてどの部分を指して

いるのでしょうか。ご教示お願い致し

ます。

34

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

3 第1 5 費用負担

「個別事項に特記するものを除き対価

に含める」とありますが、個別事項に

特記する物として、具体的にどの様な

ものを想定されているのでしょうか？

第2維持管理の各業務に係る個別事項に

記載する費用負担を示しております。
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35

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

3 第1 5 費用負担

個別事項に特記するものも含め、現時

点で想定される費用項目の負担区分を

ご教示願います。

要求水準書（案）に記載のとおりで

す。

36

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

3 第1 5 費用負担

維持管理・利便サービス業務の実施時

要する費用は、個別事項に特記するも

のを除き対価に含めるとのことです

が、維持管理業務及び利便サービス業

務の対価に含めるという理解でよろし

いでしょうか。

業務に対応する対価は、契約書案をご

参照ください。

37

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

3 第1 5 費用負担

利便サービス業務の実施に要する費用

と、利便サービス業務に要する費用の

具体的な区分けをご教示ください。

業務の実施に要する費用は、業務を実

施する際に必要となる費用で、業務に

要する費用は、業務に必要な費用全て

です。

38

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

3 第1 5 費用負担

「光熱水費について、SPCが使用する電

話等の通信費はSPC負担とし、それ以外

は病院機構の負担とする」となってお

ります。維持管理業務に使用する光熱

水費（維持管理設備員が中央監視室、

防災センター等で使用する水光熱費等

も含む）については、病院機構負担と

の理解で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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39

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

3 第1 7

開院準備期間の

業務

「SPCは病院機構職員に対する習熟訓練

等、必要な準備業務を実施し開院に支

障のないようにすること。」とありま

すが、施設保全グループ室の中に、維

持管理業務の担当者（病院機構職員）

が常駐しているとの認識でよろしいで

しょうか。また、その要員体制・人数

等についてご教示願います。

前段については、病院職員が常駐する

こととしております。後段について、

要員体制・人数等については、提案い

ただく設備等によって効率的な要員体

制・人数に見直す必要があると考えて

おります。

40

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

3 第1 7

開院準備期間の

業務

「SPCは病院機構職員に対する習熟訓練

等、必要な準備業務を実施し開院に支

障のないようにすること。」とありま

すが、習熟訓練等、必要な準備業務に

ついて、想定している内容がある場

合、ご教示頂きたい。

病院として、引渡しから開院までの期

間において医療情報システム稼働テス

トを含めた模擬患者を設定した総合リ

ハーサルを3～4回、患者移送のリハー

サルを1～2回を想定しています。これ

らに加えて部門単位で実施するリハー

サルを随時行う予定にしています。SPC

職員は、これらのリハーサルが支障な

く行えるように準備していただくとと

もに、必要に応じて病院職員とSPC職員

の連携および病院業務の確認を行って

ください。加えて建物設備の使用方法

等について説明を実施してください。

41

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

3 第1 7

開院準備期間の

業務

「病院機構が実施する医療関連業務及

び電子カルテシステム等のリハーサル

に協力し」とありますが、予定してい

る内容・期間・頻度についてご教示願

います。

No.40をご参照ください。
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42

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

3 第1 7

開院準備期間の

業務

「病院機構が実施する医療関連業務及

び電子カルテシステム等のリハーサル

に協力し～」となっております。具体

的なリハーサルの業務内容と係る期間

についてご教示ください。

No.40をご参照ください。

43

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

3 第1 7

開院準備期間の

業務

開院準備期間の業務計画を立案するた

め、期間中の病院機構職員の習熟訓練

やリハーサル等のおおよその実施見込

みについてご教示ください。

No.40をご参照ください。

44

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

3 第1 7

開院準備期間の

業務

病院機構職員に対する習熟訓練等とあ

りますが、これは一般的に建物引渡し

時に実施されるメーカー等の取扱説明

会の想定と理解して宜しいでしょう

か。

No.40をご参照ください。

45

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

3 第1 7

開院準備期間の

業務

リハーサルに協力とありますが、これ

は「誰が(事業者職員のうち、どの業務

を担当する職員か）」、「何を」協力

する想定であるか、ご教示いただけな

いでしょうか。

No.40をご参照ください。

46

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

3 第1 7

開院準備期間の

業務

「SPCが整備した各種設備機器等の運用

にあたり、SPCは病院機構職員に対する

習熟度訓練等、必要な準備業務を実施

し～」となっております。当該訓練の

対象者については、どのような職員を

想定されているのでしょうか。

病院に所属する全てのスタッフを対象

と考えています。
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47

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

3 第1 8 その他

「SPCは、SPCが専ら使用する中央監視

室、防災センター、機械室などの諸室

の清掃などを実施し」とありますが、

中央監視室、防災センターを双方設け

る場合、防災センターを専ら使用する

のは、警備要員である事が一般的だと

考えられますが、その場合清掃などの

実施は警備要員が行うとの理解で宜し

いでしょうか。

中央監視室、防災センター、機械室な

どのSPCが使用する諸室の清掃はSPCの

業務です。

48

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

3 第1 8 その他

「SPCは…諸室の清掃などを・・・」と

ありますが、清掃業務は病院機構殿の

範囲と思われますが、SPCで行う必要が

ある場合は具体的にどの部屋でしょう

か。ご提示ください。

No.47をご参照ください。

49

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

3 第1 8 その他

「SPCは、病院機構が新成人病センター

運営に係る業務を別途委託する全ての

業者と綿密な連携を図り～」となって

おります。別途委託を予定している具

体的な業務についてご教示ください。

また綿密な連携とは、どの程度のこと

を想定されているのでしょうか。

前段については、実施方針等質問回答

の参考資料をご参照ください。

後段については、維持管理・利便サー

ビス業務が円滑に進むような連携を

図ってください。

50

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

4 第2 1 (1)

建築物点検・保

守、修繕・更新

業務

業務内容

建築物の点検には「建築基準法に基づ

く建築物及び建築設備の定期調査」が

含まれております。施設の運営上、調

査を実施することが困難な場所がある

ことも予想されます。この場合、運営

上支障がある範囲を除き調査を実施す

るとの理解で宜しいでしょうか。

病院機構は、必要な調査をSPCが行う際

には協力します。SPCが行う調査を除く

ことは想定していません。
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51

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

5 第2 1 (3)

建築物点検・保

守、修繕・更新

業務

要求事項

建築物点検内容及び頻度等は、建築保

全業務共通仕様書の最新版をもとに実

施するという理解でよろしいでしょう

か？（最新版として、平成20年度版）

業務開始時点の最新版です。

52

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

5 第2 1 (3)

建築物点検・保

守、修繕・更新

業務

要求事項

「点検内容、頻度等は、建築保全業務

共通仕様書に準拠し適切な項目・頻度

とすること。」とありますが、建築保

全業務共通仕様書を参考に、要求水準

を満たす業務内容を提案するとの理解

で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

53

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

5 第2 1 (3)

建築物点検・保

守、修繕・更新

業務

要求事項

点検内容、頻度等は、建築保全業務共

通仕様書に準拠しとありますが、要求

事項を満たす限りにおいて、事業者の

経験に基づく点検内容や頻度の設定は

お認め頂けると理解してよろしいで

しょうか。

ご理解のとおりです。

54

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

5 第2 1 (3)

建築物点検・保

守、修繕・更新

業務

要求事項

病院機構は、事業期間終了の1年前に第

三者による劣化度診断を行い、事業期

間内に修繕・更新が発生すると診断さ

れた項目について、事業期間内に修

繕・更新を実施することとあります

が、実際に修繕・更新を行う範囲につ

いては、診断結果に基づき貴機構と事

業者の間で合理的な協議を行えると考

えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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55

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

5 第2 1 (3)

建築物点検・保

守、修繕・更新

業務

要求事項

第三者による劣化度診断の後、病院機

構と事業者間にて、内容について協議

する機会があると考えて宜しいでしょ

うか。

ご理解のとおりです。

56

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

5 第2 1 (3)

建築物点検・保

守、修繕・更新

業務

要求事項

病院職員に対する研修については、維

持管理業務従事者の勤務時間中に対応

させていただけると考えて宜しいで

しょうか。尚、病院機構の希望する日

時等にあわせることにより休日出勤、

残業等発生する場合の費用は、病院機

構にて負担頂けると考えて宜しいで

しょうか。

原則、勤務時間内に実施して頂くこと

を想定しております。研修の日時につ

いては事前に協議させていただきま

す。

57

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

5 第2 1 (5)

建築物点検・保

守、修繕・更新

業務

参考資料

「建築物点検・保守、修繕・更新業

務」に相当する現病院の業務委託契約

は、①②以外にどのような委託契約が

あるでしょうか。当該業務に相当する

現病院の業務委託契約を全てご教示く

ださい。

参考資料9をご参照ください。

58

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

5 第2 2 (1)

建築設備点検・

保守、運転・監

視、修繕・更新

業務

業務内容

対象となる設備ごとの業務区分につい

てご教示ください。

表に記載のとおりですが、建築設備全

てがSPCの業務範囲です。

59

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

6 第2 1 (2)

建築設備点検・

保守、運転・監

視、修繕・更新

業務

対象設備

「第1共通事項1対象施設」で定めた施

設に係る設備とありますが、具体的に

それら設備を記載した一覧等はござい

ますでしょうか。ございましたら、ご

開示お願い致します。

一覧表等はございません。
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60

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

6 第2 1 (2)

建築設備点検・

保守、運転・監

視、修繕・更新

業務

対象設備

建築物点検・保守、運転・監視、修

繕・更新業務の対象施設が「新成人病

センター施設、外構施設等、連絡通路

のほか、事業予定地に存在する一切の

工作物とし、本事業において整備した

以外のものを含む」とあります。

SPC調達備品を含み、医療機器・引越し

備品・病院機構調達備品は含まれない

との理解でよろしいでしょうか。

上記の場合、本事業において整備した

以外のものの仕様、数量、使用年数を

ご提示ください。

SPC調達備品、医療機器・引越し備品・

病院機構調達備品は、保守業務の対象

外です。

61

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

6 第2 2 (2)

建築設備点検・

保守、運転・監

視、修繕・更新

業務

対象設備

建築設備点検・保守、運転・監視、修

繕・更新業務の対象施設が「新成人病

センター施設、外構施設等、連絡通路

のほか、事業予定地に存在する一切の

工作物とし、本事業において整備した

以外のものを含む」とあります。

医療機器・設備、移転機器、病院機構

整備設備は含まれないとの理解でよろ

しいでしょうか。

建築設備として整備されたものは点

検・保守、修繕・更新の対象です。

什器・備品として整備されたものは点

検・保守、修繕・更新の対象外です。
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62

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

6 第2 2 (3)

建築設備点検・

保守、運転・監

視、修繕・更新

業務

要求事項

「中央監視室の監視と防災センターの

監視を同一の監視員が兼務することは

可能とする。」となっております。P7

の(5)参考資料では「現委託業務と同等

以上の適切な業務を実施すること。」

となっており、参考資料9-3、9-4にて

「①防災センター防災監視盤監視業

務」、「②空調、ボイラー、給排水設

備及びその他設備の運転管理業務」の

業務従事者のポスト数が明記されてい

ます。両業務を効率的に管理可能な体

制にて提案した場合、両業務のポスト

数についても事業者による提案が可能

との理解で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

63

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

6 第2 2 (3)

建築設備点検・

保守、運転・監

視、修繕・更新

業務

対象設備

中央監視室の監視と防災センターの監

視を同一の監視員が兼務することは可

能とありますが、2つの部屋を一体的に

整備することが条件となるのでしょう

か。それとも例えば、中央監視室で防

災センターにおける機器の監視が可能

な場合、別室でも同一の監視員による

監視はみとめられるのでしょうか。

一体的に整備することが条件ではあり

ません。ただし、効率的な体制を可能

とする諸室配置としてください。

64

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

6 第2 2 (3)

建築設備点検・

保守、運転・監

視、修繕・更新

業務

対象設備

「尚、中央監視室の監視と防災セン

ターの監視を同一の監視員が兼務する

ことを可能とする。」とありますが、

防災センターでの監視については警備

業務領域（火災、防火）を含まないと

の理解で宜しいでしょうか（業務内容

にも記載がございません）。

警備業務については、業務範囲を見直

しました。新しい業務要求水準書

（案）をご参照ください。
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項
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65

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

7 第2 2 (5) ①

建築設備点検・

保守、運転・監

視、修繕・更新

業務

参考資料

「防災センター防災監視盤監視業務」

の仕様書を参考としてお示し頂いてお

りますが、業務対象外である警備業務

との線引きを明確化するため、現病院

における警備業務の仕様書を参考とし

てお示し頂けないでしょうか。

警備業務については、業務範囲を見直

しました。新しい業務要求水準書

（案）をご参照ください。

また、現成人病センターの警備業務の

仕様書は、参考資料9をご参照くださ

い。

66

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

7 第2 2 (5) ①

建築設備点検・

保守、運転・監

視、修繕・更新

業務

参考資料

現病院の委託業務として防災センター

防災監視盤監視業務が含まれておりま

す。「自衛消防業務」については事業

者が実施する業務に含まれるとの理解

で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

67

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

7 第2 2 (5)

建築設備点検・

保守、運転・監

視、修繕・更新

業務

参考資料

「建築設備点検・保守、運転・監視、

修繕・更新業務」に相当する現病院の

業務委託契約は、①～⑤以外にどのよ

うな委託契約があるでしょうか。当該

業務に相当する現病院の業務委託契約

を全てご教示ください。

No.57をご参照ください。

68

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

8 第2 3 (2)

医療ガス設備点

検・保守、修

繕・更新業務

点検・保守内容

1日1巡回する日常点検において、アウ

トレットは業務に含まれないとの理解

で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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69

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

8 第1 3 (5)

医療ガス設備点

検・保守、修

繕・更新業務

要求事項

事業契約62条（第三者に対する委託）

では「乙は受託企業をして第三者に維

持管理・利便サービス業務の一部を委

託させ、又は受け負わせることができ

る。」となっております。医療ガス設

備点検・保守、修繕・更新業務の業務

責任者（非常駐も可能）についても再

委託先から選任しても良いとの理解で

宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

70

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

9 第2 4 (2)

外構点検・保

守、修繕・更新

業務

対象施設

街区中通りが対象施設に入っています

が、対象となる街区中通りの範囲をお

示しください。また街区中通り沿いの

広場は対象外との理解でよろしいで

しょうか。

前段についてはNo.12をご参照くださ

い。

後段については、ご理解のとおりで

す。

71

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

9 第2 4 (2)

外構点検・保

守、修繕・更新

業務

対象施設

『付属資料5　参考土地利用計画図』で

示された道路境界線に接する範囲の市

道大手橋線の歩道（幅員1.8ｍ）もSPC

が維持管理を行うものと理解でよろし

いでしょうか。

SPCの維持管理の対象外です。

72

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

9 第2 4 (2)

外構点検・保

守、修繕・更新

業務

対象施設

市道大手橋線の歩道拡幅部分（幅員4.2

ｍ）に関して当該業務の対象となるの

は、新成人病センター敷地部分のみで

しょうか。または上町筋から谷町筋側

の大阪府営印刷所前までの全体でしょ

うか。

前段の通りです。
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73

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

9 第2 4 (2)

外構点検・保

守、修繕・更新

業務

対象施設

街区中通りについて、SPCが外構点検・

保守、修繕、更新業務を行う対象範囲

は、新病院センター敷地以南の部分も

含まれるのでしょうか。また、街区中

通り沿いの広場も対象範囲でしょう

か。

NO70をご参照下さい。

74

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

9 第2 4 (3)

外構点検・保

守、修繕・更新

業務

要求事項

街区中通りは大阪府にて整備すること

となっておりますが、当該部分の瑕疵

に伴う費用については大阪府の負担と

いう理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

75

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

9 第2 4 (3)

外構点検・保

守、修繕・更新

業務

要求事項

外構点検・保守、修繕・更新業務の対

象部分となる街区中通りは敷地外も含

むものとしてよろしいでしょうか。

病院の敷地部分のみです。

76

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

10 第2 4 (3)

外構点検・保

守、修繕・更新

業務

要求事項

「第三者による劣化度診断」の診断項

目と診断基準を御教示ください。

現時点では、『建築物修繕措置判定手

法』（建設大臣官房官庁営繕部監修）

が判定手法の対象としている部位、部

材、機器等を診断項目とすることを想

定しています。『建築物修繕措置判定

手法』に示される1次調査及び2次調査

の結果、事業期間内に「部分修繕」ま

たは「大規模修繕」が必要になると判

断された場合には、事業期間内に修

繕・更新を実施していただくこととな

ります。ただし、事業終了が約20年後

であり、判定手法等に変化があること

も想定されるため、診断の詳細は診断

実施時点で協議のうえ決定するものと

します。

175/304

要求水準書（維持管理・利便ｻｰﾋﾞｽ業務編）の質問書実施方針、業務要求水準書（案）、基本協定書（案）、事業契約書（案）に対する質問等への回答.xls

頁

№ 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

回答

77

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

10 第2 5 (1) ①

環境衛生管理業

務

業務内容

職場の環境測定には、EOG・放射線・電

磁波等の測定は、含まれないと考えて

よろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

78

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

10 第2 5 (1) ①

環境衛生管理業

務

業務内容

「職場の環境測定　事務室・執務室の

環境測定」とありますが、建築物の衛

生的環境の確保に関する法律（ビル管

法）でいう空気環境測定との理解で宜

しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

79

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

11 第2 5 (1) ④

環境衛生管理業

務

業務内容

記録の作成等として「上記業務」とあ

りますが、作成・報告するのはSPCが実

施する業務（SPCが業務担当主体となっ

ている環境衛生管理業務）を指すもの

とし、病院機構が担当主体となってい

る業務に関しては保管のみという理解

で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

80

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

11 第2 5 (2) ア

環境衛生管理業

務

要求事項

環境測定

「ア環境測定」は「法令で定める回数

以上を実施するもの」となっておりま

す。当該業務は職場（事務室・執務

室）の環境測定について要求されてい

るものと解釈しますが、この法令とは

ビル管理法との理解で宜しいでしょう

か。

ご理解のとおりです。

81

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

11 第2 5 (2) ア

環境衛生管理業

務

要求事項

環境測定

「法令で定める回数以上を実施するこ

と」とありますが、ここでいう法令と

は、建築物の衛生的環境の確保に関す

る法律（ビル管法）との理解で宜しい

でしょうか。

ご理解のとおりです。
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82

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

11 第2 5 (2) イ

環境衛生管理業

務

要求事項

総合的病害虫管

理業務(IPM)

少なくとも年6回以上行うとあります

が、これは、施工ではなく点検の頻度

と考えて宜しいでしょうか。

参考資料9-11 総合的病害虫管理業務

（IPM）仕様書に示す施工回数です。

「施工回数」とは、粘着トラップによ

る捕獲調査等の回数で、それに基づき

害虫の生態及び防除に関する報告を行

うこととしております。

83

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

11 第2 5 (4)

環境衛生管理業

務

参考資料

「環境衛生管理業務」に相当する現病

院の業務委託契約は、①②以外にどの

ような委託契約があるでしょうか。当

該業務に相当する現病院の業務委託契

約を全てご教示ください。

No.57をご参照ください。

84

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

12 第2 6 (1) ④

植栽管理業務

業務内容

天変地異等による高木類の倒木処理業

務はSPCが主体として行うことになって

いますが、費用については、(4）費用

負担の文面とおり、既存の樹木に係る

場合、病院機構負担と理解して宜しい

でしょうか。

既存の樹木はありません。要求水準書

を修正します。

85

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

12 第2 6 (1)

植栽管理業務

業務内容

業務内容に落葉処理業務が記載されて

いませんが、本事業の対象外業務であ

るとの理解で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

86

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

12 第2 6 (2)

植栽管理業務

対象

『付属資料5　参考土地利用計画図』で

示された道路境界線に接する範囲の市

道大手橋線の歩道（幅員1.8ｍ）に整備

する並木もSPCが維持管理を行うものと

理解でよろしいでしょうか。

SPCの業務は敷地内のみです
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87

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

12 第2 6 (2)

植栽管理業務

対象

街区中通りの植栽も当該業務の対象で

しょうか。また街区中通りの緑地につ

いては大阪府にて整備するものと理解

しておりますが、対象となる場合には

管理対象となる植栽の内容についてご

教示ください。

前段について、街区中通りについても

SPCの業務は敷地内のみです。

後段については植栽の内容は未決定で

す。

88

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

12 第2 6 (2)

植栽管理業務

対象

事業予定地以外の植栽管理業務の対象

範囲に関する大阪府との協議は誰が行

うのでしょうか。また、その整備内容

は合理的に事業者が推定できる範囲内

のものであると考えてもよろしいで

しょうか。

NO87をご参照下さい。なお、要求水準

書を修正致します。

89

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

12 第2 6 (3)

植栽管理業務

要求事項

観葉植物の配置場所について、必要と

思われる箇所とありますが、SPCが必要

と考える箇所に配置すれば足ると考え

て宜しいでしょうか。

参考資料9-12 植栽管理及び樹木剪定業

務 仕様書に記載している場所を基に必

要と思われる箇所を提案願います。事

前に病院機構との協議を求めます。

90

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

12 第2 6 (3)

植栽管理業務

要求事項

玄関、ロビーに四季の季節感が感じら

れる植栽の設置は、必須であると考え

ればよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

91

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

12 第2 6 (4)

植栽管理業務

費用負担

既存の樹木の維持管理についての記載

がありますが、既存の樹木の位置・数

量がわかる資料は入札公告時に開示い

ただけるとの理解でよいでしょうか。

No.84をご参照ください。
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92

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

12 第2 6 (4)

植栽管理業務

費用負担

既存の樹木の枯死、倒木等に係る処理

及び植替えに係わる費用について記載

がありますが、既存の樹木とは、どの

ようなものを指しているのでしょう

か。

No.84をご参照ください。

93

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

13 第3 1 (1)

利便サービス業

務

共通事項

独立採算の利便サービスの事業性を検

討するにあたり、同センターの職員

数、外来患者数や見舞客数と曜日・時

間による変動についてもご教示くださ

い。また既存の利便サービスについ

て、事業者と施設規模、営業時間、来

客数や売上高の実績、曜日・時間帯に

よる変動など参考資料として開示をお

願いします。

平成22年度については、①病床数500

床、②入院患者数は約441人/1日、③外

来患者数は約1,033人/1日、④職員数

（委託業者含む）は約1,200人です。以

上より想定ください。その他について

は開示は予定していません。

94

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

13 第3 1 (1)

利便サービス業

務

共通事項

開院時の想定外来患者数、職員数をご

教示ください。

No.93より想定してください。

95

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

13 第3 1 (1)

利便サービス業

務

共通事項

各業務を独立採算運営企業が実施する

予定ですが、提案書に、各企業名、ロ

ゴトレードマーク等を記載してもよろ

しいでしょうか。

様式集でお示しします。

96

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

13 第3 1 (1) ア

利便サービス業

務

共通事項

利便施設・設備

業態変更についてお伺いします。現）

「理容室」⇒「美容室」に変更は可能

でしょうか。

業態は理容としてください。なお、理

容という名称を使用しない店舗名も可

能です。
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97

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

13 第3 1 (1) ア

利便サービス業

務

共通事項

利便施設・設備

各利便施設で日々発生するゴミや空箱

を一次的にｽﾄｯｸするｽﾍﾟｰｽを別途確保で

きますでしょうか｡

ごみ処理については、病院廃棄物と区

別した上で病院廃棄物置場に一次的に

保管する場所は確保します。ただし、

廃棄物等の処理については、事業者と

廃棄物収集運搬業者の間で直接行って

いただくことと考えております。

98

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

13 第3 1 (1) イ

利便サービス業

務

共通事項

運営形態

利便サービス業務を実施するに当た

り、収支を見る上で参考資料として現

成人病センターの利便施設利用者数等

のデータが必要となりますが、開示頂

けますでしょうか。

No.93をご参照ください。

99

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

13 第3 1 (1) イ

利便サービス業

務

共通事項

運営形態

利便サービス業務の実施体制に関して

は、協力企業1社に包括して委託する体

制や個別に複数の協力企業に委託する

体制等、事業者提案によるとの理解で

よろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

100

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

13 第3 1 (1) ウ

利便サービス業

務

共通事項

施設使用料の徴

収

施設使用料に関して、表2の施設につい

ては注2で面積単位、その下の使用料一

覧では台数単位となっておりますが、

それぞれ何に対して、どのように適用

されるのかご教示お願い致します。

表1、表2の上の表に記載のとおりで

す。

101

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

13 第3 1 (1) ウ

利便サービス業

務

共通事項

施設使用料の徴

収

表1の床面積当たりの使用料につきまし

て、周辺施設の相場と比べ割高な設定

と思料しますが、算出根拠についてご

教示ください。

大阪府立病院機構固定資産貸付規定を

もとに算出しました。なお、施設使用

料については修正致しました。
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102

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

13 第3 1 (1) ウ

利便サービス業

務

共通事項

施設使用料の徴

収

床頭台はに対する使用料は、全床頭台

の合計面積に基づいて施設使用料を算

定するとの認識でよろしいでしょう

か。

ご理解のとおりです。

103

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

13 第3 1 (1) ウ

利便サービス業

務

共通事項

施設使用料の徴

収

施設使用料のうち提案で加算した額

は、入札価格に反映されるのでしょう

か。また加算額の多少についても評価

対象となるのでしょうか。

後日公表を予定しています選定基準に

おいてお示しします。

104

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

13 第3 1 (1) ウ

利便サービス業

務

共通事項

施設使用料の徴

収

利便施設の施設使用料算出にあたり、

各利便施設の現成人病センターにおけ

る利用状況が分かる資料（利用者数、

売上等）を公表していただけませんで

しょうか。

開示は予定していません。

No.93をご参照いただき、想定願いま

す。

105

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

13 第3 1 (1) ウ

利便サービス業

務

共通事項

施設使用料の徴

収

利便施設の運営は患者数等の変動に大

きく左右されるために、固定化された

施設使用料は事業者にとっての大きな

リスクになります。例えば、一定の患

者数を下回った場合には施設使用料を

減免するなどの算定方法をご検討いた

だけませんでしょうか。

要求水準書の内容を原則としますが、

将来、環境が著しく変化した場合は協

議致します。

106

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

13 第3 1 (1) ウ

利便サービス業

務

共通事項

施設使用料の徴

収

レストランの施設使用料は、職員用の

飲食スペースを除いた面積とされてい

ますが、厨房など病院利用者用との共

用部分についてはそれを按分して職員

用面積に加えてもよろしいでしょう

か。

ご意見として承ります。なお、施設使

用料については修正致しました。
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107

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

13 第3 1 (1) ウ

利便サービス業

務

共通事項

施設使用料の徴

収

表2の面積要件は、①利便施設毎の累計

で宜しいでしょうか。もしくは②設置

されている機器1台毎に算定するので

しょうか。例）自動販売機0.5㎡を2台

設置する場合、①19,000円、②8,700円

×2＝17,400円

表2の施設使用料は、1台1年につきの面

積あたりの料金です。

108

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

13 第3 1 (1) ウ

利便サービス業

務

共通事項

施設使用料の徴

収

「～以上で提案を加算した額」とあり

ますが、これは提示されている金額と

同額では要求水準未達との理解でよろ

しいでしょうか。

同額の場合は水準を満たしています。

109

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

13 第3 1 (1) ウ

利便サービス業

務

共通事項

施設使用料の徴

収

「レストランの施設使用料は、職員用

の飲食スペースを除いた面積とす

る。」とありますが、約15年と長期に

わたる利便サービス業務の需要予測は

困難です。ついては、施設使用料の徴

収範囲についてはSPCとの協議により変

更できるようご検討いただけないで

しょうか。

ご意見として承ります。

110

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

13 第3 1 (1) ウ

利便サービス業

務

共通事項

施設使用料の徴

収

施設使用料において、最低価格が提示

されていますが、施設ごとに価格を提

示するのでしょうか、あるいは一括で

価格を提示すれば宜しいのでしょう

か。また、利用患者数の増減により、

病院機構側に支払う使用料の増減につ

いて交渉は可能でしょうか。

前段については業務ごとに価格を提示

してください。詳細は様式集でお示し

します。

後段については、ご意見として承りま

す。

111

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

14 第3 1 (1) エ

利便サービス業

務

共通事項

光熱水費の徴収

自動販売機や床頭台に付属する冷蔵庫

やテレビも該当するのでしょうか。

ご理解のとおりです。
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項

回答

112

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

14 第3 1 (1) エ

利便サービス業

務

共通事項

光熱水費の徴収

「・・・子メーター等を設置するこ

と」とありますが、各ベッドごとにあ

る床頭台やランドリーの場合には、使

用金額の〇％を光熱水費相当額とする

などの対応とならないでしょうか。そ

のための専用電源回路、給水設備を整

備する、またはそれぞれにメーターを

設置するのは非効率と思われます。

原案のとおりとします。なお、子メー

ターについては、フロアごとの設置な

ど効率的な方法をご提案ください。

113

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

14 第3 1 (1) エ

利便サービス業

務

共通事項

光熱水費の徴収

レストランの光熱水費は、施設使用料

と同様、職員用の飲食スペースを除い

た光熱水費と考えてよろしいでしょう

か。

光熱水費については、職員用の飲食ス

ペースも含みます。

114

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

14 第3 1 (1) エ

利便サービス業

務

共通事項

光熱水費の徴収

貴機構が光熱水費を徴収するとありま

すが、子メーターで読み取った数字を

もとに、料金はどのような考え方計算

されるのでしょうか。

各病院料金単価（税込）にメーター

（使用量）を乗じた金額を利便事業に

徴収させていただくことになります。

115

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

14 第3 1 (1) エ

利便サービス業

務

共通事項

光熱水費の徴収

子メーター等の設置は、利便サービス

業務で設置すればよいと考えて宜しい

でしょうか。

ご理解のとおりです。

116

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

14 第3 1 (1) エ

利便サービス業

務

共通事項

光熱水費の徴収

病室テレビ及びランドリーすべてに小

メーターを取付する場合、小メーター

確認のため毎月病室巡回が必要となり

ます。一般的にテレビカード売上から

機器の消費電力をもとに算出し支払い

ますが、どのように考えてますか。

原案のとおりとします。なお、子メー

ターについては、フロアごとの設置な

ど効率的な方法をご提案ください。
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117

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

14 第3 1 (1) カ

利便サービス業

務

共通事項

要求事項

「ショッピングモール的な運営が可能

な」とありますが、ショッピングモー

ル的な運営とはどんなものか、具体的

にご教示願います。

共用スペースを含めて利便施設エリア

が一体的な空間を形成することで、患

者が待ち時間等を過ごせるような効果

を想定しております。

118

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

14 第3 1 (1) カ

利便サービス業

務

共通事項

要求事項

「ショッピングモール的」な運営と

は、具体的にどのような運営をイメー

ジされているのでしょうか。

No.117をご参照ください。

119

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

14 第3 1 (1) カ

利便サービス業

務

共通事項

要求事項

「ショッピングモール的」な運営が可

能な、一体感のある空間との記載がご

ざいますが、利便サービス業務の大部

分の施設を1階に設置することの他に想

定されていることがございましたらご

教示願います。

複数の店舗が一体感のある運営をする

ことが可能な仕様です。

120

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

14 第3 1 (1) カ

利便サービス業

務

共通事項

要求事項

利便施設エリアの共用スペースについ

ては施設利用料が発生しないと考えて

宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

121

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

14 第3 1 (1) カ

利便サービス業

務

共通事項

要求事項

利便エリアにおける将来に向けた機能

拡充について、想定されている内容に

ついてご教示ください。

現時点で想定している内容はありませ

ん。
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項
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122

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

14 第3 1 (1) カ

利便サービス業

務

共通事項

要求事項

「将来に向けた機能拡充が可能な共用

スペースを確保」とありますが、共用

スペースを専用スペースに転用するこ

とではなく、専用スペースの利用形態

の変更への対応との理解でよろしいで

しょうか。

共用スペースを専用スペースに転用す

ることを想定しております。

123

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

14 第3 1 (1) カ

利便サービス業

務

共通事項

要求事項

「将来に向けた機能拡充が可能な共用

スペースを確保すること」とあります

が、面積に関する基準についてご教示

ください。また、その際の施設使用料

の算定基準についてご教示ください。

基本的には施設使用料の算定基準に基

づきますが、詳細は協議します。

124

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

14 第3 1 (1) カ

利便サービス業

務

共通事項

要求事項

利便施設の廃棄物置き場として、付属

資料1供給サービス部門_施設管理_廃棄

物置場に一時利用することは可能で

しょうか。

No.97をご参照ください。

125

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

14 第3 1 (1) カ

利便サービス業

務

共通事項

要求事項

「・利便施設の廃棄物は、SPCの責任で

適切に処理すること。」とあります

が、廃棄物の処理にあたって必要なゴ

ミ庫は無償で使用できると考えてよろ

しいでしょうか。

No.97をご参照ください。

126

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

14 第3 1 (2)

コンビニエンス

ストア運営業務

コンビニエンスストアについて、医療

関連サービス業者等が独自のシステム

で行っている院内売店を運営すること

は可能でしょうか。

要求水準書を満たしていれば可能で

す。
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127

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

14 第3 1 (2) ア ③

コンビニエンス

ストア運営業務

業務内容

コンビニエンスストアから排出された

廃棄物の処理が業務内容として記載さ

れておりますが、その他の利便サービ

ス業務も同様と考えてよろしいでしょ

うか。

ご理解のとおりです。

業務要求水準書（維持管理・利便サー

ビス業務編）を修正します。

128

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

14 第3 1 (2) ア ③

コンビニエンス

ストア運営業務

業務内容

廃棄物処理に関して病院内の排出ルー

トを使わせていただく事は可能でしょ

うか。

特に支障の無い場合は可能と考えてお

ります。

129

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

15 第3 1 (2) イ

コンビニエンス

ストア運営業務

実施日及び実施

時間

24時間営業の提案はお認め頂けると理

解してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

130

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

15 第3 1 (2) イ

コンビニエンス

ストア運営業務

実施日及び実施

時間

業務実施時間は24時間営業は可能と理

解してよろしいでしょうか。

No.129をご参照ください。

131

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

15 第3 1 (2) イ

コンビニエンス

ストア運営業務

実施日及び実施

時間

商品搬入の時間に関する制限はないの

でしょうか。

特に指定する時間帯等はありません

が、病院運営の妨げにならないように

お願いします。

132

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

15 第3 1 (2) ウ

コンビニエンス

ストア運営業務

要求事項

包丁・ナイフ等の刃物類の生活上の

ニーズは高いと思われますが、レンタ

ルを含めた一切の提供は不可との理解

で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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133

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

15 第3 1 (2) ウ

コンビニエンス

ストア運営業務

要求事項

病棟部等への出張販売について、現病

院でも行っているのでしょうか。また

設置場所や時間帯等の制約事項があれ

ばご教示ください。

現状、特に条件は付けていませんが、

病棟との調整に基づいて行っておりま

す。

134

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

15 第3 1 (2) ウ

コンビニエンス

ストア運営業務

要求事項

病棟部等への出張業務を行うとありま

すが、出張業務の内容や頻度は提案に

任せられると理解してよろしいでしょ

うか。

ご理解のとおりです。ただし、病棟と

の事前協議が必要です。

135

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

15 第3 1 (2) ウ

コンビニエンス

ストア運営業務

要求事項

病棟部等への出張販売を行うこととあ

りますが、取扱い品目や頻度は、事業

者の提案によると考えてよろしいで

しょうか。

No.134をご参照ください。

136

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

15 第3 1 (2) ウ

コンビニエンス

ストア運営業務

要求事項

閉院時間帯のセキュリティに配慮した

運営を行えば、外部の利用者が直接出

入りする入り口を設けることは可能で

しょうか。

病院利用者のための利便施設のため、

外部の利用者が直接出入りする入り口

を設けることは想定しておりません。

また、外部利用者向けに看板等を設置

することも不可です。

137

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

15 第3 1 (2) ウ

コンビニエンス

ストア運営業務

要求事項

現成人病センターに設置されているATM

の台数及び銀行の種類をご教示くださ

い。また、ファミリーマートやローソ

ン等オリジナルのコンビニATMでも要求

水準は達成されるのでしょうか。

現病院では、病院に銀行ATM1台、コン

ビニ1台の計2台設置しております。

後段についてはご理解のとおりです。
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138

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

15 第3 1 (2) エ

コンビニエンス

ストア運営業務

参考資料

コンビニエンスストアで最低限取り扱

わなければならない医療関係商品の一

覧が参考資料として添付されておりま

すが、これらの商品に関して推奨する

メーカーの指定等はございますでしょ

うか。ご教示お願い致します。

メーカー指定はありませんが、協議を

することもございます。

139

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

14 第3 1 (3)

自動販売機運営

業務

自販機の取り扱い商品として、アイス

クリームやカロリーメート等の栄養補

助食品は可能であるとの理解で宜しい

でしょうか。

ご理解のとおりです。

140

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

15 第3 1 (3)

自動販売機運営

業務

現成人病センターにおける自動販売機

の設置台数、設置場所、取扱商品をご

教示ください。

現病院の内容の開示は予定しておりま

せん。なお、取扱商品については、ご

提案ください。

141

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

16 第3 1 (3) ウ

自動販売機運営

業務

要求事項

車椅子での利用に配慮とありますが、

全ての自動販売機を車椅子対応とする

必要がありますでしょうか。

全ての自動販売機が車椅子対応でなく

ても可能ですが、可能な限り車椅子対

応をしてください。
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142

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

16 第3 1 (4)

ランドリーシス

テム運営業務

設置台数等検討に当たり、現成人病セ

ンターにおける洗濯機及び乾燥機の設

置台数、機器の種類、年間の使用量等

をご教示ください。

現病院では、カード・コイン式洗濯機

（522×565×1025・4.5kg）14台とカー

ド・コイン式乾燥機（626×592×767・

4.5kg）20台を設置しております。設置

状況については、1フロアー2看護単位

で洗濯場が1箇所あり、洗濯機2台に乾

燥機2台を基準に設置しておりますが、

新病院の諸室計画では、1看護単位毎に

洗濯場を設置しているため、台数の調

整が必要と考えております。なお、年

間水道量については、H23.4～H23.11の

月平均水道使用量は169㎥となっており

ます。

143

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

17 第3 1 (5)

レストラン運営

業務

病院利用者及び職員の利用状況につい

て具体的な資料(営業時間、それぞれの

来客数、売上高、曜日・時間帯による

変動)の開示をお願いします。

現状の営業時間は、「平日8:00～

17:30」「土曜8:00～14:00」「日祝休

み」となっております。

No.93をご参照いただき、想定願いま

す。

144

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

17 第3 1 (5)

レストラン運営

業務

レストランの厨房とコーヒーショップ

の厨房は共通化可能との理解で宜しい

でしょうか。

レストランの厨房とコーヒーショップ

の厨房の共通化はみとめません。

145

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

17 第3 1 (5) ア

レストラン運営

業務

業務内容

「※調理器具等の必要な設備はSPCが調

達し、維持管理すること。」とありま

すが、当該調達・維持管理費用は事業

費に含まれないと理解してよろしいで

しょうか。

レストランについて、調理機器等の必

要な設備はSPCが調達し、維持管理して

ください。ただし、調理機器等のうち

厨房施設の整備費用は事業費（施設整

備費）に含め、搬入可能な調理器具等

の調達費用は事業費（施設整備費）に

は含めません。
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146

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

17 第3 1 (5) イ

レストラン運営

業務

実施日及び実施

時間

「年中無休とし、少なくとも11時00分

から20時00分の間は、営業するものと

する。」とありますが、約15年と長期

にわたるレストラン運営業務の需要予

測は困難です。ついては、実施時間に

ついてはSPCとの協議により変更できる

ようご検討いただけないでしょうか。

要求水準書の内容を原則としますが、

将来、環境が著しく変化した場合は協

議致します。

147

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

17 第3 1 (5) ウ

レストラン運営

業務

要求事項

想定される団体利用の人数がございま

したらご提示ください。

病院利用者エリアの範囲で可能な人数

でお願いしたいと考えております。

148

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

17 第3 1 (5) ウ

レストラン運営

業務

要求事項

団体利用等の貸切利用に対応とありま

すが、事業者が、通常の営業時間内

（11:00～20:00）の間に貸切で利用さ

せることは可能なのでしょうか。貸切

利用を認める基準のようなものはある

のでしょうか。

病院関係者の営業時間外での利用を想

定しています。

149

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

17 第3 1 (5) ウ

レストラン運営

業務

要求事項

団体利用等の貸切対応とありますが、

貴機構で想定されている団体利用と

は、どのような形態のものでしょう

か。あくまでも事業者からの飲食物の

提供がセットのものだと理解してよろ

しいでしょうか。

前段についてはNo.148をご参照くださ

い。

後段についてはご理解のとおりです。

150

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

17 第3 1 (5) ウ

レストラン運営

業務

要求事項

「団体利用等の貸切対応」は、病院利

用者エリアという理解でよろしいで

しょうか。

ご理解のとおりですが、営業時間外の

利用を想定しています。
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151

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

17 第3 1 (5) ウ

レストラン運営

業務

要求事項

団体利用等の貸切利用に対応するため

とありますが、具体的な例がありまし

たらご教示ください。

団体貸切については、病院が主催とな

る関係団体との意見交換会や交流会程

度の実施を想定しております。

152

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

18 第3 1 (5) ウ

レストラン運営

業務

要求事項

団体利用等の貸切利用に対応すること

とありますが、営業時間外に利用し、

且つ事業者側のスタッフが必要な場

合、病院から別個利用料を徴収させて

いただくことは可能でしょうか。

飲食代以外は想定しておりません。

153

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

17 第3 1 (5) ウ

レストラン運営

業務

要求事項

レストランの内装について、一般的な

ファミリーレストランのグレード以上

とありますが、具体的にどのような内

装を想定されているのでしょうか。

インテリア、照明、ＢＧＭ、店員対応

等、落ち着いてくつろげる雰囲気のあ

る内装をイメージしております。

154

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

18 第3 1 (5) ウ

レストラン運営

業務

要求事項

「利用者のニーズ、嗜好を踏まえた献

立を病院機構と協議し、提供するこ

と。」とありますが、現成人病セン

ターのレストランで提供している献立

を参考としてご開示頂けますでしょう

か。

新病院において、現病院の内容を要求

水準としているわけではありませんの

で、参考資料としての提示は予定して

いません。

155

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

18 第3 1 (5) ウ

レストラン運営

業務

要求事項

現病院のレストランにおけるメニュー

及び料金についてご教示ください。

No.154をご参照ください。
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156

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

18 第3 1 (5) ウ

レストラン運営

業務

要求事項

一般的なファミリーレストランのメ

ニューと同程度以上とありますが、

ファミリーレストランと立地や利用客

層等の条件が違いますので、品目数等

で限界があると考えます。要求事項か

ら削除して頂くことは可能でしょう

か。

一般的なファミリーレストランのメ

ニューと同程度以上については、イ

メージ的に表現したものであり、成人

病センターとして想定できるメニュー

及び品目数の提案をお願いします。

157

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

18 第3 1 (5) ウ

レストラン運営

業務

要求事項

レストランでは、アルコールの提供は

可能であるとの理解で宜しいでしょう

か。

アルコールの提供は認めない方針で

す。

158

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

18 第3 1 (5) ウ

レストラン運営

業務

要求事項

「メニューについては・・・・ファミ

リーレストランのメニューと同程度以

上とすること」とありますが、一定の

運営規則を設けた上でアルコール飲料

類を取り扱うことは問題ないと考えて

よろしいでしょうか。

No.157をご参照ください。

159

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

18 第3 1 (5) ウ

レストラン運営

業務

要求事項

ケータリング等のサービスを実施する

こととありますが、想定されるケータ

リング等サービスの利用頻度及びその

内容についてご教示ください。

医局からの注文が想定されます。

160

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

18 第3 1 (5) ウ

レストラン運営

業務

要求事項

閉院時間帯のセキュリティに配慮した

運営を行えば、外部の利用者が直接出

入りする入り口を設けることは可能で

しょうか。

No.136をご参照ください。
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161

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

18 第3 1 (6) イ

コーヒーショッ

プ運営業務

実施日及び実施

時間

「年中無休とし、少なくとも7時00分か

ら20時00分の間は、営業するものとす

る。」とありますが、約15年と長期に

わたるコーヒーショップ運営業務の需

要予測は困難です。ついては、実施時

間についてはSPCとの協議により変更で

きるようご検討いただけないでしょう

か。

要求水準書の内容を原則としますが、

将来、環境が変化した場合は協議致し

ます。

162

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

18 第3 1 (6) ウ

コーヒーショッ

プ運営業務

要求事項

現成人病センターにおける、コーヒー

ショップで取り扱っているメニューの

単価及び年間の売上数量をご教示くだ

さい。

新病院において、現病院の内容を要求

水準としているわけではありませんの

で、参考資料としての提示は予定して

いません。

163

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

19 第3 1 (6) ウ

コーヒーショッ

プ運営業務

要求事項

現利便サービス業務の要求水準書で

は、レストランとコーヒーショップを

別個に設け、各々を運営していく体制

となっていますが、各々への要求水準

には共通する点が多く、両施設を同業

者が運営する場合には、レストランに

コーヒーショップの機能を持たせて運

営していくことも良いのではないかと

考えています。　その点に関しては、

やはりレストランとコーヒーショップ

は別々に設けなければならないので

しょうか。ご教示お願い致します。

No.144をご参照ください。
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164

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

19 第3 1 (6) ウ

コーヒーショッ

プ運営業務

要求事項

団体利用等の貸切利用に対応とありま

すが、事業者が、通常の営業時間内

（7:00～20:00）の間に貸切で利用させ

ることは可能なのでしょうか。貸切利

用を認める基準のようなものはあるの

でしょうか。

営業時間外の貸切を想定しておりま

す。要求水準書を修正致します。

165

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

19 第3 1 (6) ウ

コーヒーショッ

プ運営業務

要求事項

厨房をレストランと共用するような運

営形態は、お認め頂けるのでしょう

か。

No.144をご参照ください。

166

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

19 第3 1 (6) ウ

コーヒーショッ

プ運営業務

要求事項

ショッピングセンターのフードコート

にあるように、厨房部分と販売カウン

ターのみに仕切りを設けて、飲食ス

ペースを共用部扱いとすることは可能

でしょうか。（年間施設使用料の対象

外とする）

ご質問の形態は認められません。

167

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

19 第3 1 (6) ウ

コーヒーショッ

プ運営業務

要求事項

現成人病センターのコーヒーショップ

の主な取扱メニューとして具体的な品

目が列挙されていますが、ここにあげ

られた商品の全てを取り扱うことが必

須なのでしょうか。他の商品で代替さ

せることは可能でしょうか。

軽食のメニューについては、他の類似

商品による代替は可能です。

168

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

19 第3 1 (6) ウ

コーヒーショッ

プ運営業務

要求事項

閉院時間帯のセキュリティに配慮した

運営を行えば、外部の利用者が直接出

入りする入り口を設けることは可能で

しょうか。

No.136をご参照ください。
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169

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

19 第3 1 (7) イ

理容室運営業務

実施日及び実施

時間

「平日の9時00分から17時00分の間は、

営業するものとする。」とあります

が、約15年と長期にわたる理容室運営

業務の需要予測は困難です。ついて

は、実施時間についてはSPCとの協議に

より変更できるようご検討いただけな

いでしょうか。

要求水準書の内容を原則としますが、

将来、環境が変化した場合は協議致し

ます。

170

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

19 第3 1 (7) ウ

理容室運営業務

要求事項

理容に対応していれば、美容に対応す

ることも可能でしょうか。その場合、

諸室シートにある面積を超過すること

は、可能でしょうか。

前段については、No.96をご参照くださ

い。

後段については、実施方針及び諸室

シートに記載する面積条件の範囲内で

提案を願います。

171

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

19 第3 1 (7) ウ

理容室運営業務

要求事項

人件費等を考慮し、出張サービス中は

その旨の掲示をする事により、店舗を

閉めるという提案は可能でしょうか。

ご理解のとおりです。

172

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

19 第3 1 (7) ウ

理容室運営業務

要求事項

業務範囲を具体的にご教示ください。

（パーマ，アイパー，染髪等）

利用者のニーズを想定してご提案くだ

さい。

173

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

20 第3 1 (7) ウ

理容室運営業務

要求事項

医療用かつらの試着・相談会等、現病

院の理容室における取組についてご教

示ください。

現病院は取り扱っておりません。利用

者のニーズを想定してご提案くださ

い。

174

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

20 第3 1 (7) ウ

理容室運営業務

要求事項

車椅子での利用に配慮とありますが、

実際に調髪等を車いすのまま行うこと

を想定されていますでしょうか。

具体的な調髪方法はご提案ください。
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175

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

20 第3 1 (7) ウ

理容室運営業務

要求事項

医療用かつらの試着・相談会の開催頻

度等は事業者提案でよろしいでしょう

か。

ご理解のとおりです。利用者のニーズ

を想定してご提案ください。

176

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

20 第3 1 (8) イ

床頭台運営業務

要求事項

「各病床に・・・・1台設置すること」

とありますが、ＩＣＵなどでは不要と

思われます。ＩＣＵ、ＣＣＵ、ＨＣＵ

は不要としてよろしいでしょうか。ま

た、その他不要と思われる病床がござ

いましたら、お示しください。

ICUの8床、1床室（特別室）の2床以外

の病床には全て設置願います。

177

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

20 第3 1 (8) イ

床頭台運営業務

要求事項

特別室、緩和ケア病床などについて

も、課金対象としてよろしいでしょう

か。無料とする場合には、他に無料と

すべき病室もあれば、お示しくださ

い。

No.176をご参照ください。

178

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

20 第3 1 (8) イ

床頭台運営業務

要求事項

各病床に床頭台を1台設置とあります

が、床頭台の設置を必要としない病床

もあるのではと思料しますが、如何で

しょうか。

No.176をご参照ください。

179

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

20 第3 1 (8) イ

床頭台運営業務

要求事項

床頭台の設置場所、設置台数について

は、事業者提案という理解でよろしい

でしょうか。

No.176をご参照ください。

180

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

20 第3 1 (8) イ

床頭台運営業務

要求事項

プリペイドカードなどを使用する仕組

みとありますが、個室については差額

ベッド料に含むケースも考えられま

す。本事業においてはどのようにお考

えかご教示ください。

設置する床頭台については、全てプリ

ペイドカードなどを使用する仕組みと

してください。
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要求水準書（維持管理・利便ｻｰﾋﾞｽ業務編）の質問書実施方針、業務要求水準書（案）、基本協定書（案）、事業契約書（案）に対する質問等への回答.xls

頁

№ 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

回答

181

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

20 第3 1 (8) イ

床頭台運営業務

要求事項

セーフティボックス、冷蔵庫、テレビ

の機能以外に付加的な機能をつけるこ

とによって、付加サービスの利用料を

徴収することは可能でしょうか。

ご理解のとおりですが、機能内容、設

定料金については、患者ニーズに沿っ

たものになっているか病院の確認を必

要とさせて頂きます。

182

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

20 第3 1 (8) イ

床頭台運営業務

要求事項

「・・・利用者が鍵を紛失した時はマ

スターキーで解錠・交換できることと

し、新たな鍵を早急に提供できるこ

と。」とありますが、交換する鍵及び

カードキーに係る費用はSPCから成人病

センター様に請求させていただけると

理解してよろしいでしょうか。

鍵の紛失の費用については患者様負担

としており、請求についても患者様に

直接請求していただくこととしており

ます。

183

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

20 第3 1 (8) イ

床頭台運営業務

要求事項

床頭台の収納力が高いものとは、高さ

1700mm程度の事ですか。床頭台に衣類

を掛けるための背面ロッカー等必要に

なりますか。

諸室シート記載のとおり、各病室には

別途更衣ロッカーを設置することとし

ておりますので、貴重品等身の回り品

を想定した上で必要と思われるのもの

をご提案ください。
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要求水準書（維持管理・利便ｻｰﾋﾞｽ業務編）の意見書実施方針、業務要求水準書（案）、基本協定書（案）、事業契約書（案）に対する質問等への回答.xls

頁

1

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

1

維持管理・利便

サービス業務要

求水準

警備業務は病院機構側の区分となって

おりますが、機械警備については、セ

キュリティ・ITV設備等の防犯関連設備

との連携が重要なため、SPCの業務に含

めては如何でしょうか。

2

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

1

維持管理・利便

サービス業務要

求水準

警備業務が事業範囲外となっておりま

すが、中央監視室及び防災センターに

おける監視業務と一体的に運用するこ

とで、迅速な対応や効率的運用による

コスト縮減が実現され、ＰＦＩ事業と

してのメリットを十分享受することが

出来ると考えます。是非、警備業務を

事業範囲に加えて頂きます様、再考を

お願いいたします。

3

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

1

維持管理・利便

サービス業務要

求水準

維持管理業務中、清掃業務のみがSPC側

の業務外となっておりますが、他業務

と明確に区分できない作業もあります

ので、SPC側の対応としていただくよう

お願いします。

ご意見として承ります。

4

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

2 第1 2 (1) 業務仕様書

「基本設計終了時に提出すること」と

ありますが、基本設計終了時点では、

業務仕様書の作成に足る資料が整って

いる状況ではないため、作成・提出は

難しい。そこで、維持管理業務開始の

３ヶ月前迄として頂きたい。

「実施設計の終了時までに提出するこ

と」に修正します。

警備業務の業務範囲を見直しました。

新しい業務要求水準書（案）をご参照

ください。

なお、これにより施設整備、維持管理

業務共、について、より機能的、効率

的なご提案を期待しています。

№ 回答資料名

該当箇所

タイトル 意見

項
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要求水準書（維持管理・利便ｻｰﾋﾞｽ業務編）の意見書実施方針、業務要求水準書（案）、基本協定書（案）、事業契約書（案）に対する質問等への回答.xls

頁

№ 回答資料名

該当箇所

タイトル 意見

項

5

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

2 第1 2 (1) 業務仕様書

利便サービス業務において業務仕様書

を基本設計終了時に提出というのは、

少々早いのではないかと考えていま

す。

内容的に見通しが立てにくい点がその

時点ではあり、利便サービス業務を全

うしていく仕様書を作成するにはもう

少し時間が頂ければと存じます。

No.4をご参照下さい。

6

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

3 第1 5 費用負担

「利便サービス業務に要する費用はSPC

が負担することとし、本事業の対価に

は含めない。」とありますが、レスト

ラン運営業務を担う協力企業にとって

一番重い負担は厨房機器の購入、維持

管理及び事業期間中の更新です。施設

使用料を徴収し、かつ厨房機器まで負

担を求めますと、採算を確保するため

に、提供する料理の値段に跳ね返り、

値段が高くなってしまいます。その結

果、利用者が増えないという悪循環が

生まれ事業が継続出来なくなる虞が予

見できます。この要求水準ですと利便

サービス業務のうち、レストラン運営

業務を担う会社が見つからず、最悪の

場合、入札に参加出来なくなる虞があ

りますので、厨房機器の負担について

施設整備費に含める等の軽減策をぜひ

再考下さいます様お願い申しあげま

す。

要求水準書（維持管理・利便サービス

編）NO145をご参照ください。
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要求水準書（維持管理・利便ｻｰﾋﾞｽ業務編）の意見書実施方針、業務要求水準書（案）、基本協定書（案）、事業契約書（案）に対する質問等への回答.xls

頁

№ 回答資料名

該当箇所

タイトル 意見

項

7

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

4 第2 1 (2)

建築物点検・保

守、修繕・更新

業務

対象建築物等

対象建築物は「第一共通ウ事項１対象

施設」に定めた施設に係る建築物（建

築設備～除く。）となっており、P2の

「１対象施設」より本事業において整

備した以外のものを含むと解釈されま

す。P3（3）要求事項では実施設計図書

に定めれた建築物の機能及び性能を保

つこととなっていることから、この業

務における対象については、本事業に

おいて整備したもののみを対象として

頂きたい。

ご意見として承ります。

8

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

6 第2 2 (2)

建築設備点検・

保守、運転・監

視、修繕・更新

業務

対象設備

対象設備は「第一共通ウ事項１対象施

設」に定めた施設に係る設備とす

る。」となっており、P2の「１対象施

設」は本事業において整備した以外の

ものを含むと解釈されます。P3（3）要

求事項では実施設計図書に定めれた外

構施設等の機能及び性能を保つことと

なっていることから、この業務におけ

る対象については、本事業において整

備したもののみをを対象として頂きた

い。

ご意見として承ります。

9

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

6 第2 2 (3)

建築設備点検・

保守、運転・監

視、修繕・更新

業務

対象設備

「中央監視室の監視と防災センターの

監視を同一の監視員が兼務することは

可能とする」とあるが、今回PFI事業対

象外となっている警備業務（警備員）

と設備管理業務（設備員）においても

兼務・連携を図ることで要員体制の省

力化を図れる（コストマネジメン

ト）。そこで、警備業務をPFI事業対象

に含めて頂きたい。

No.1をご参照下さい。
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要求水準書（維持管理・利便ｻｰﾋﾞｽ業務編）の意見書実施方針、業務要求水準書（案）、基本協定書（案）、事業契約書（案）に対する質問等への回答.xls

頁

№ 回答資料名

該当箇所

タイトル 意見

項

10

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

9 第2 4 (2)

外構点検・保

守、修繕・更新

業務

対象施設

街区中通りに対して点検・保守・修

繕・更新を業務範囲とすると不具合発

生時において、帰責自由が不明確にな

るリスクが大きいのではないでしょう

か。

ご意見として承ります。

11

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

9 第2 4 (2)

外構点検・保

守、修繕・更新

業務

対象施設

大阪府が別途整備される街区中通りが

対象施設に含まれていますが、万が一

整備工事に起因する不具合等があった

場合は当該業務に大きな影響を及ぼし

ます。また整備工事自体の効率性の面

からも、街区中通りの整備はSPCの業務

範囲とする、または別途SPCに発注され

ることが望ましいと考えます。

ご意見として承ります。

12

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

9 第2 4 (2)

外構点検・保

守、修繕・更新

業務

対象施設

対象施設は「第一共通ウ事項１対象施

設」に定めた施設に係る外構施設等及

び街区中通りとする。」となってお

り、P2の「１対象施設」は本事業にお

いて整備した以外のものを含むと解釈

されます。P3（3）要求事項では実施設

計図書に定めれた建築物の機能及び性

能を保つこととなっていることから、

この業務における対象については、本

事業において整備したもののみをを対

象として頂きたい。

ご意見として承ります。

13

要求水準

書・維持

管理・利

便ｻｰﾋﾞｽ業

務編

13 第3 1 (1) ウ

利便サービス業

務

共通事項

施設使用料の徴

収

レストランの施設使用料ですが、職員

用の飲食スペースに加え、その割合に

応じた厨房スペースの面積も除いてい

ただきたいと思います。

ご意見として承ります。
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付属資料の質問書 実施方針、業務要求水準書（案）、基本協定書（案）、事業契約書（案）に対する質問等への回答.xls

頁

1

付属資料1

面積表

1 注意事項

計画面積の許容範囲は記載面積の-5％

～+10％の範囲とする、とありますが、

「各部門毎の想定面積も、-5％～+10％

の範囲」との理解でよろしいのでしょ

うか。それとも、要求水準書に記載の

あります「±3％」を遵守すべきなので

しょうか。

各部門の合計面積は、付属資料１　面

積表に記載のあるよう、各部門の想定

面積を下回らないように計画してくだ

さい。

2

付属資料1

面積表

20

供給・サービス

部門

利便サービス・

その他施設

供給・サービス部門の利便サービスの

面積が記載されていますが、採算上ま

たは、車椅子通路の確保等の理由によ

り、記載面積の-5％～+10％を下回るも

しくは超える面積となることを許容い

ただけますか。

「付属資料1　面積表」に記載のとおり

ご提案をお願います。

3

付属資料1

面積表

20

供給・サービス

部門

施設管理

警備員室

警備員室は(夜間・救急用)と(職員出入

口用)の2ヶ所で、双方に警備員が常駐

していると理解してよろしいでしょう

か。

警備業務の業務範囲を見直ししまし

た。警備員の常駐場所についてはご提

案ください。

4

付属資料1

面積表

20

供給・サービス

部門

利便サービス・

その他施設

理容室面積の許容拡大について+30％へ

拡大は可能しょうか現）「20.00㎡」⇒

「26.00㎡」

「付属資料1　面積表」に記載のとおり

ご提案をお願います。

5

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

共

通

医療ガス

各所、医療ガスの記載がありますが、

特記のない限り、設置の箇所数につい

ては、事業者側の提案によるものと考

えてよろしいでしょうか。

「付属資料２　諸室シート」Ｐ.1「諸

室シート記載に関する注意事項」に記

載の内容をご理解の上、適切と思われ

る箇所数でご提案ください。

No. 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

回答
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付属資料の質問書 実施方針、業務要求水準書（案）、基本協定書（案）、事業契約書（案）に対する質問等への回答.xls

頁

No. 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

回答

6

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

1 (1) カ

諸室シート記載

に関する注意事

項

カ）に「病院機構の真意を聞き取り、

協議調整の上、詳細設計を行うこと」

とありますが、入札時に病院機構の真

意を十分に聞き取り、価格に反映する

ことは困難です。ついては、「実施方

針」１４ページ第３－１にある「リス

クを最もよく管理することができる者

が当該リスクを分担する」という考え

方にもとづき、病院のオペレーション

により施設が変わるようなものについ

ては、要求水準書等にて提示されてい

るものとし、病院機構との聞き取りに

おいて、オペレーションに係わる内容

により、予定していた施設に変更が生

じる場合には、精算対象と考えてよろ

しいでしょうか。

「病院機構の真意を聞き取り、協議調

整の上、詳細設計を行うこと」とは、

業務実施に当たって、公表資料等に記

載されている内容の意図を確認の上、

詳細設計を行っていただくことを求め

ているものであり、公表資料に記載さ

れている内容を変更することを前提と

しておりません。

ご質問の「病院のオペレーションによ

り施設が変わる」という表現がどのよ

うな内容であるか判断しかねますが、

明らかに要求水準等に示す条件が変更

となる場合には事業契約書（案）基づ

き協議させていただきます。

7

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

1

(3) ③

受付（初診）

設計上の留意点

「インターホンは、各診察室と受付の

相互通話が可能なものとする」と記載

されておりますが、別欄（６）ご要求

の電話設備もあることより、電話設備

の短縮ダイヤル機能などの流用にて対

応可能と考えてよろしいでしょうか。

（※他部署含め、共通事項として）

インターホンの設置を求めている室に

は、電話設備とは別にインターホンを

設置してください。

8

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

2 (2)

各項目の説明

使用人数

諸室シートには、在室者数が平均と最

大の２通りで記載されています。空調

負荷および換気風量算定に使用する在

室者数は平均在室者数の値を採用する

との理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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9

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

3 (2)

各項目の説明

空気調和設備

空調温湿度条件

空調の温湿度条件は、空調熱負荷算定

用の計算条件と考え、制御精度は温度

±２℃、湿度±１０％程度としてよろ

しいでしょうか。

原則として、ご理解のとおりです。た

だし、諸室シートにおいて、特殊な温

室度条件として、上限値、下限値が定

められている場合には、その範囲内で

の制御が可能となるよう計画してくだ

さい。

10

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

3 (2)

各項目の説明

電気設備

弱電・通信設備

情報システム用に３系統のＬＡＮ構築

とありますが、該当室全て３系統で

しょうか。また研究所も同等でしょう

か。

諸室シートにおいて情報システム用の

配管、ボックス等の設置を求めている

場合、全て３系統です。

11

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

3 (2)

各項目の説明

電気設備

弱電・通信設備

「時計：時計の設置を示す」とありま

すが、ここで示されております事項

は、親子式の電気時計もしくは電池時

計を示し、設置場所については、別途

要求水準書の記載を参考に、適宜と判

断してよろしいでしょうか。

前段は、要求水準書（施設整備編）質

問回答No.334をご参照ください。

後段は、ご理解のとおりです。

12

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

3 (2)

各項目の説明

空気調和設備

空調温湿度条件

温湿度条件は、負荷計算や機器容量計

算を行うための数値で、温度±2℃、湿

度±10％の制御精度を許容することで

よろしいでしょうか。

No.9をご参照ください。

13

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

3 (2)

各項目の説明

空気調和設備

空気清浄度

「病院空調設備の設計・管理指針」に

記載の、清浄度クラスに応じた循環回

数、フィルタを使用することでよろし

いでしょうか。NASA基準クラスが併記

されている場合、どちらで計画したら

いいでしょうか。

原則として「病院空調設備の設計・管

理指針」に基づき計画するものとし、

NASA基準クラスが併記されている場合

は、同基準をクリアすることができる

よう計画をお願いします。また、手術

部門については「付属資料9　手術部門

空気環境基準表」をご参照ください。
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頁

No. 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

回答

14

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

3 (2)

各項目の説明

空気調和設備

空気清浄度

NASA基準クラスは、外気がクラス

1,000,000、室内塵埃負荷はないものと

して検討してよろしいでしょうか。

外気のクラスは1,000,000とし、室内塵

埃負荷はクリーンエリア内で活動する

スタッフ等から発生する塵埃を考慮し

てご検討ください。

15

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

5 (3)

代表的な室の内

装に関して要求

する基本的な性

能

病室等の天井に、吸音性、意匠性に優

れているもの。（トラバーチン模様

は、不可）とありますが、吸音性を優

先させると適切な材料が見当たりませ

ん。吸音性はなくてもよろしいでしょ

うか。

要求水準書（施設整備編）質問回答

No.214、No.215、No.216をご参照くだ

さい。

16

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

005

(3) ⑥

受付（専門診療

科）

設計上の留意点

「眼科簡易検査等」を具体的にお示し

ください。

「眼科簡易検査等」とは簡単視力検査

であり、受付ではなく検査室（処置

室・明室）で行うことに修正します。

ただし、眼科簡易検査を行うには6.5ｍ

（装置＋人・車椅子）の直線スペース

が必要となり、また将来の医療機器増

設を考慮する必要があるため、隣接す

る検査室（暗室）とはフレキシブルに

レイアウトが変更できるよう、明室と

暗室の境を暗幕カーテンとするよう計

画してください。

17

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

008

(11)

診察室（外科・

整形外科系診療

科）

備考

「ギプス流し」とはプラスタートラッ

プ付きの流しと解釈して宜しいでしょ

うか。

ご理解のとおりです。

18

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

010

025

(3)

⑦

⑤

内診室（婦人

科）、処置室

（婦人科）

設計上の留意点

「室内から施錠できる自動扉」の錠前

はサムターンキーを設置することでよ

ろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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19

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

013

(3) ⑦

診察室（形成外

科）

設計上の留意点

「撮影距離（５ｍ以上）」とありま

す。面積指示が１４㎡であるため、細

長い室レイアウトとなりますが、よろ

しいでしょうか。

３ｍ以内で撮影可能なものは診察室で

の撮影を想定しており、３ｍ以上必要

な場合は、検査室（耳鼻咽喉科）で行

うこととします。

諸室シートを修正します。

20

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

013

016

(3)

⑥

⑦

診察室（形成外

科）、診察室

（耳鼻咽喉科）

設計上の留意点

配線ピットを設置するとあります。配

線ピットを要望されている室は数少な

く、そのために全体のスラブを下げる

ことは、できれば避けたいと考えます

配線ピットのご要望について、見直し

をご検討いただけないでしょうか。

配線ピットは必要です。

21

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

014

(3) ⑥

診察室（オーラ

ルケア科（仮

称））

設計上の留意点

「遮蔽ユニット」の床と診察室に段差

が出来てもよろしいでしょうか。ある

いは、フラットが条件であれば、遮蔽

ユニットの詳細をお示しいただけます

でしょうか。

諸室シートの(3)設計上の留意点⑥を以

下のとおり修正します。

「⑥ デジタルＸ線写真撮影を行うた

め、放射線遮蔽室（W=3m×D=1.6m程

度）を設置する。」

22

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

014

029

(3)

⑨

⑤

診察室（オーラ

ルケア科）、処

置室（オーラル

ケア科技工室）

設計上の留意点

「天井設置型の口腔外バキューム等の

設置を考慮した設備」とは何か具体的

にお示しください。

「付属資料１１ 調達・移設備品等リス

ト」の、外来部門・オーラルケア科の

口腔外バキューム装置欄に記載する装

置が使用できるよう、取付下地、電

源、排気ダクト等を適切に計画してく

ださい。

23

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

39

(6)

待合

設計上の留意点

設計上の留意点では⑦患者呼び出し表

示モニターの設置に配慮した計画とす

ることとありますが、一方（６）電気

設備では患者呼出に丸印がありませ

ん。患者呼出表示モニターは別途工事

と考えてよろしいですか。

（６）電気設備で示す「患者呼出」は

呼び出す側の設備を示しております。

患者呼出表示モニターは、要求水準書

（施設整備編）の呼出表示設備の記述

に則ってご提案ください。
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頁

No. 資料名
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項

回答

24

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

52

(3)

化学療法外来

外来化学療法室

設計上の留意点

「スタッフコーナと薬局との間に連絡

用インターホンを設ける」と記載され

ておりますが、別欄（６）ご要求の電

話設備もあることより、電話設備の短

縮ダイヤル機能などの流用にて対応可

能と考えてよろしいでしょうか。（※

他部署含め、共通事項として）

インターホンの設置を求めている室に

は、電話設備とは別にインターホンを

設置してください。

25

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

53

、

56

(3)

化学療法外来

診察室

準備室

設計上の留意点

「スタッフコーナと各診察室との間が

相互通話が可能なインターホンを設け

る」と記載されておりますが、別欄

（６）ご要求の電話設備もあることよ

り、電話設備の短縮ダイヤル機能など

の流用にて対応可能と考えてよろしい

でしょうか。（※他部署含め、共通事

項として）

インターホンの設置を求めている室に

は、電話設備とは別にインターホンを

設置してください。

26

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

69

(3)

総合受付会計

設計上の留意点

総合案内モニターを設置するとありま

すが、別途情報システム工事で調達と

考えてよろしいですか。

モニターの設置はＳＰＣの業務範囲で

す。

27

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

75

(6)

倉庫

弱電・通信設備

「倉庫」内に「電話設備」は必要で

しょうか。別途計画する携帯電話機

（PHS）などでの代替えは可能でしょう

か。

将来的な部屋の汎用性を持たせるため

設置を想定してります。

28

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

117

(3) ④

便所（一般）

設計上の留意点

蓄尿装置の設置場所を設けるとありま

すが、蓄尿装置に電気およびネット

ワーク接続が必要でしょうか。

電気およびネットワーク接続は求めて

おりません。
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29

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

120

(3) ③

湯沸室

設計上の留意点

システムキッチンに電磁調理器コンロ

とすると記載されていますが、電磁波

の影響でペースメーカ等に悪影響を与

えないでしょうか。また、その場合に

は、サインなどでの注意喚起程度の対

応と想定してよろしいでしょうか。

当該湯沸室はスタッフのみが使用し、

患者の使用は想定しておりません。

諸室シートの部屋の用途を修正しま

す。

30

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

123

(6)

倉庫

弱電・通信設備

「倉庫」内に「情報システム」および

「電話設備」は必要でしょうか。別途

計画する携帯電話機（PHS）などでの代

替えは可能でしょうか。

No.27をご参照ください。

31

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

128

(3)

⑧

⑨

CCU（１床室）

設計上の留意点

コンセントは１室あたり８口以上とあ

りますが、これはシーリングコラムに

設置されるコンセントも含めての数量

と考えてよろしいでしょうか。

一般コンセントとは別に、シーリング

コラムを含めて８口の医療用コンセン

トを設置してください。

32

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

129

(3)

⑧

⑨

CCU（１床室）

大

設計上の留意点

コンセントは１室あたり８口以上とあ

りますが、これはシーリングコラムに

設置されるコンセントも含めての数量

と考えてよろしいでしょうか。

一般コンセントとは別に、シーリング

コラムを含めて８口の医療用コンセン

トを設置してください。

33

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

135

(6)

品質管理室

（P2）

電力供給

電源種別要求としまして「ＵＰＳ」と

記載されていますが、想定電源容量を

ご提示いただけないでしょうか。（想

定見込みに大きな差異が発生しないよ

うに）

現時点では、セルプロセッシング・ア

イソレータの電源を想定しています。

「付属資料11 調達・移設備品等リス

ト」を参考に電源容量を想定してくだ

さい。
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項
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34

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

135

～

他

(6)

電気設備

電力供給

特殊電源の要求として「ＵＰＳ」と記

載されてます。ＵＰＳに接続される負

荷の想定電源容量をご提示願います。

（No.135、140～142、144～147、252～

255、292、294～297、300、301、305～

310、404～407、416～419、424、437、

443、446、906～908、943）

「シートNo.292　一般検査室」につい

ては、ＵＰＳ電源は必要ありません。

諸室シートを修正します。

「シートNo.404　操作室（ハイブリッ

ド手術用）」については、シート

No.255：操作室（アンギオ）と同程度

の電源を想定しています。

「シートNo.405　ＣＰＵ室（ハイブ

リッド手術用）」については、シート

No.253：一般アンギオ（血管造影検

査）室及びシートNo.254：心臓ｶﾃｰﾃﾙ検

査室の機械設置スペースと同程度の電

源を想定しています。

「付属資料11 調達・移設備品等リス

ト」を参考に電源容量を想定してくだ

さい。

「シートNo.418　手術ホール（ＢＣＲ

用）」については、UPS電源は必要あり

ません。諸室シートを修正します。

「シートNo.424　術中情報センター」

については、ＵＰＳ電源は必要ありま

せん。諸室シートを修正します。

「シートNo.446　既消毒保管室」につ

いては、ＵＰＳ電源は必要ありませ

ん。諸室シートを修正します。

その他については、NO.33、NO.37、

NO.38、NO.40～44、NO.50～53、NO.58

～69、NO.75～79、NO.82、NO.83、

NO.100～102及びNO.111の回答をご参照

ください。
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35

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

144

145

146

161

537

804

914

～

919

(6)

電気設備

電力供給

当該諸室の用途より通常想定される以

外の特殊機器、または大容量電源機器

の設置が想定されます。設置機器の想

定電源容量をご提示願います。

「付属資料11調達・移設備品等リス

ト」、「付属資料12大型医療機器等リ

スト」等を参考とし、適切と思われる

容量をご提案ください。

36

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

202

(3) ②

ＲＩ操作室

設計上の留意点

ＲＩ管理区域内である為、フリーアク

セスフロアは不適切だと考えます。除

染可能な長尺系床材として宜しいで

しょうか。

除染可能な長尺系床材としますが、除

染を考慮したうえで適切な配線ピット

を設置してください。

諸室シートを修正します。

37

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

140

(6)

サプライ室

電力供給

電源種別要求としまして「ＵＰＳ」と

記載されていますが、想定電源容量を

ご提示いただけないでしょうか。（想

定見込みに大きな差異が発生しないよ

うに）

現時点では、フリーザー付薬用保冷庫

の電源を想定しています。「付属資料

11 調達・移設備品等リスト」を参考に

電源容量を想定してください。

38

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

141

(6)

細胞保存室(P1)

電力供給

電源種別要求としまして「ＵＰＳ」と

記載されていますが、想定電源容量を

ご提示いただけないでしょうか。（想

定見込みに大きな差異が発生しないよ

うに）

現時点では、液体窒素保存システムの

電源を想定しています。「付属資料11

調達・移設備品等リスト」を参考に電

源容量を想定してください。
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39

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

141

(6)

細胞保存室(P1)

弱電・通信設備

インターホンのご要求がありますが、

どの室とどの室の接続を想定すればよ

ろしいでしょうか。また、電話設備に

おける代替対応をさせていただくこと

は可能でしょうか。

前段については、設置場所は諸室シー

トに示す部屋とし、具体的な接続系統

については、設計時点で確認し決定す

るものとします。

後段については、インターホンの設置

を求めている室には、電話設備とは別

にインターホンを設置してください。

40

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

142

(6)

前室（ｸﾘｰﾝ廊

下）

電力供給

電源種別要求としまして「ＵＰＳ」と

記載されていますが、想定電源容量を

ご提示いただけないでしょうか。（想

定見込みに大きな差異が発生しないよ

うに）

ＵＰＳ電源は必要ありません。諸室

シートを修正します。

41

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

144

(6)

細胞調整室(P2)

電力供給

電源種別要求としまして「ＵＰＳ」と

記載されていますが、想定電源容量を

ご提示いただけないでしょうか。（想

定見込みに大きな差異が発生しないよ

うに）

現時点では、セルプロセッシング・

ワークステーション、細胞培養モ

ジュール、遠心分離モジュール及び細

胞観察モジュールの電源を想定してい

ます。「付属資料11 調達・移設備品等

リスト」を参考に電源容量を想定して

ください。

42

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

145

(6)

ﾍﾞｸﾀｰ・核酸調

整室(P2)

電力供給

電源種別要求としまして「ＵＰＳ」と

記載されていますが、想定電源容量を

ご提示いただけないでしょうか。（想

定見込みに大きな差異が発生しないよ

うに）

現時点では、セルプロセッシング・

ワークステーション、細胞培養モ

ジュール、遠心分離モジュール及び細

胞観察モジュールの電源を想定してい

ます。「付属資料11 調達・移設備品等

リスト」を参考に電源容量を想定して

ください。

43

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

146

(6)

ｱﾌｪﾚｰｼｽ室(P2)

電力供給

電源種別要求としまして「ＵＰＳ」と

記載されていますが、想定電源容量を

ご提示いただけないでしょうか。（想

定見込みに大きな差異が発生しないよ

うに）

ＵＰＳ電源は必要ありません。諸室

シートを修正します。
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44

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

147

(6)

器材室

電力供給

電源種別要求としまして「ＵＰＳ」と

記載されていますが、想定電源容量を

ご提示いただけないでしょうか。（想

定見込みに大きな差異が発生しないよ

うに）

ＵＰＳ電源は必要ありません。

諸室シートを修正します。

45

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

153

(6)

１床室（無菌

室）

電力供給

電源種別要求としまして「ＵＰＳ」と

記載されていますが、想定電源容量を

ご提示いただけないでしょうか。また

は、単相100V 1.0kW／室程度と見込む

ことでよろしいでしょうか。（想定見

込みに大きな差異が発生しないよう

に）

無菌室にＵＰＳの設定は記載しており

ません。

46

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

155

(6)

観察室１床

電力供給

電源種別要求としまして「ＵＰＳ」と

記載されていますが、想定電源容量を

ご提示いただけないでしょうか。また

は、単相100V 1.0kW／室程度と見込む

ことでよろしいでしょうか。（想定見

込みに大きな差異が発生しないよう

に）

通常の一般病棟に必要な電源容量とは

別に、重篤患者の治療及び観察を行う

ために必要とする医療機器並びに移動

型無菌ベッドアイソレーターの設置を

想定した電源容量を提案願います。

47

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

203

(3) ⑤

中央診療部門

アイソトープ診

療科

ＲＩ管理室

設計上の留意点

「放射線管理システムモニタを設置

し、常時監視が行えるようにする」と

ありますが、このシステムモニタは病

院機構の負担で設置するという理解で

よろしいでしょうか。

放射線管理システムモニタの設置はＳ

ＰＣの業務範囲です。

要求水準書（施設整備編）を修正しま

す。

48

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

203

(3) ⑤

中央診療部門

アイソトープ診

療科

ＲＩ管理室

設計上の留意点

「放射線管理システムモニタを設置

し、常時監視が行えるようにする」と

ありますが、このシステムモニタにつ

いて、想定されている仕様があればご

教授ください。

「付属資料11 調達・移設備品等リス

ト」の中で建設業務に含まれるものと

して示します。
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49

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

232

(3)

TV撮影室

設計上の留意点

操作室撮影室間のインターホンを設け

るとありますが、通常医療機器側で設

けるため別途工事と考え空配管のみ見

込むことでよろしいでしょうか。（※

その他の撮影室共通事項）

医療機器付属のものを使用すると、操

作者の音声と装置の設定音声が重なっ

た場合、操作者の音声により装置の設

定音声がキャンセルされる場合があ

り、撮影時のトラブルの原因となるた

め、全て別回路で計画してください。

50

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

252

(6)

アンギオ（血管

造影検査）室

電力供給

電源種別要求としまして「ＵＰＳ」と

記載されていますが、想定電源容量を

ご提示いただけないでしょうか。（想

定見込みに大きな差異が発生しないよ

うに）

心臓カテーテル検査室と同程度の電気

容量を想定しております。

51

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

253

(6)

一般アンギオ

（血管造影検

査）室

電力供給

電源種別要求としまして「ＵＰＳ」と

記載されていますが、想定電源容量を

ご提示いただけないでしょうか。（想

定見込みに大きな差異が発生しないよ

うに）

現時点では、頭・腹部血管撮影治療シ

ステム、造影剤自動注入装置（2台）、

その他（術者用ライト、ベッドサイド

モニタ、心電図セントラルモニター程

度）の電源を想定しています。「付属

資料11 調達・移設備品等リスト」を参

考に電源容量を想定してください。

52

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

254

(6)

心臓ｶﾃｰﾃﾙ検査

室

電力供給

電源種別要求としまして「ＵＰＳ」と

記載されていますが、想定電源容量を

ご提示いただけないでしょうか。（想

定見込みに大きな差異が発生しないよ

うに）

現時点では、循環器系Ｘ線診断装置、

造影剤自動注入装置、ポリグラフ、

グットネット、人工心肺補助装置、血

管内超音波装置、その他（術者用ライ

ト等）の電源を想定しています。「付

属資料11 調達・移設備品等リスト」を

参考に電源容量を想定してください。
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53

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

255

(6)

操作室（ｱﾝｷﾞ

ｵ）

電力供給

電源種別要求としまして「ＵＰＳ」と

記載されていますが、想定電源容量を

ご提示いただけないでしょうか。（想

定見込みに大きな差異が発生しないよ

うに）

シートNo.252,253,254に記載する検査

装置等のシステム操作端末、画像処理

装置等の電源を想定しています。

54

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

257

(6)

回復室（ｱﾝｷﾞ

ｵ）

電力供給

「ＵＰＳ電源」および「非接地式電

源」とする必要はないでしょうか。

ご理解のとおりです。

諸室シートを修正します。

55

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

269

(11)

リニアック室

備考

各リニアックの最大使用線量の記載が

ありますが、漏えい線量の数値につい

ては、法令による規制値を遵守すれば

よく、新成人病センター独自の基準等

はないとの理解でよろしいでしょう

か。独自の基準があれば、お示しくだ

さい。

ご理解のとおりです。

56

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

269

(11)

リニアック室

備考

治療機器によっては、必要な天井高

さ、床ピットの深さが大きく異なりま

す。想定される機種について、開示で

きる仕様があればお示しください。

「付属資料１２ 大型医療機器等リス

ト」で示します。

57

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

286

(6)

機械室

弱電・通信設備

インターネットが必要と記載されてい

ますが、外部への専用（接続）回線で

の利用を想定されているのでしょうか

ご教示ください。

点検及びメンテナンス時にメーカが使

用する外部回線を想定しており、回線

の設置については、設置機器メーカー

が行うため、回線設置に必要となる配

管等の設置をお願いします。

58

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

294

(6)

生化学検査室

電力供給

電源種別要求としまして「ＵＰＳ」と

記載されていますが、想定電源容量を

ご提示いただけないでしょうか。（想

定見込みに大きな差異が発生しないよ

うに）

現時点では、「生化学・免疫総合全自

動検査測定装置システム」の電源を想

定しています。「付属資料11 調達・移

設備品等リスト」を参考に電源容量を

想定してください。
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59

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

295

(6)

血液検査室

電力供給

電源種別要求としまして「ＵＰＳ」と

記載されていますが、想定電源容量を

ご提示いただけないでしょうか。（想

定見込みに大きな差異が発生しないよ

うに）

現時点では、血液ガス、全自動血液凝

固分析システム、総合血液学検査装

置、多項目自動血球分析装置、フロー

サイトメーター程度の電源を想定して

います。「付属資料11 調達・移設備品

等リスト」を参考に電源容量を想定し

てください。

60

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

296

(6)

試料分析室

電力供給

電源種別要求としまして「ＵＰＳ」と

記載されていますが、想定電源容量を

ご提示いただけないでしょうか。（想

定見込みに大きな差異が発生しないよ

うに）

ＵＰＳ電源は必要ありません。

諸室シートを修正します。

61

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

297

(6)

細菌検査室

電力供給

電源種別要求としまして「ＵＰＳ」と

記載されていますが、想定電源容量を

ご提示いただけないでしょうか。（想

定見込みに大きな差異が発生しないよ

うに）

現時点では、全自動細菌検査装置、全

自動血液培養装置程度の電源を想定し

ています。「付属資料11 調達・移設備

品等リスト」を参考に電源容量を想定

してください。

62

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

300

(6)

滅菌室

電力供給

電源種別要求としまして「ＵＰＳ」と

記載されていますが、想定電源容量を

ご提示いただけないでしょうか。（想

定見込みに大きな差異が発生しないよ

うに）

ＵＰＳ電源は必要ありません。

諸室シートを修正します。

63

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

301

(6)

遺伝子検査室

(P2)

電力供給

電源種別要求としまして「ＵＰＳ」と

記載されていますが、想定電源容量を

ご提示いただけないでしょうか。（想

定見込みに大きな差異が発生しないよ

うに）

現時点では、検体前処理装置、PCR検査

用核酸増幅・検出装置程度の電源を想

定しています。「付属資料11 調達・移

設備品等リスト」を参考に電源容量を

想定してください。
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64

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

305

(6)

血液製剤管理室

電力供給

電源種別要求としまして「ＵＰＳ」と

記載されていますが、想定電源容量を

ご提示いただけないでしょうか。（想

定見込みに大きな差異が発生しないよ

うに）

ＵＰＳ電源は必要ありません。

諸室シートを修正します。

65

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

306

(6)

輸血検査室

電力供給

電源種別要求としまして「ＵＰＳ」と

記載されていますが、想定電源容量を

ご提示いただけないでしょうか。（想

定見込みに大きな差異が発生しないよ

うに）

現時点では、全自動輸血検査装置の電

源を想定しています。

「付属資料11 調達・移設備品等リス

ト」を参考に電源容量を想定してくだ

さい。

66

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

307

(6)

製剤調整室

電力供給

電源種別要求としまして「ＵＰＳ」と

記載されていますが、想定電源容量を

ご提示いただけないでしょうか。（想

定見込みに大きな差異が発生しないよ

うに）

現時点では、ハイキャパシティ冷却遠

心機の電源を想定しています。

「付属資料11 調達・移設備品等リス

ト」を参考に電源容量を想定してくだ

さい。

67

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

308

(6)

輸血関連検体保

管室

電力供給

電源種別要求としまして「ＵＰＳ」と

記載されていますが、想定電源容量を

ご提示いただけないでしょうか。（想

定見込みに大きな差異が発生しないよ

うに）

ＵＰＳ電源は必要ありません。

諸室シートを修正します。

68

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

309

(6)

Ｘ線照査室

電力供給

電源種別要求としまして「ＵＰＳ」と

記載されていますが、想定電源容量を

ご提示いただけないでしょうか。（想

定見込みに大きな差異が発生しないよ

うに）

ＵＰＳ電源は必要ありません。

諸室シートを修正します。

69

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

310

(6)

自己血管理室

電力供給

電源種別要求としまして「ＵＰＳ」と

記載されていますが、想定電源容量を

ご提示いただけないでしょうか。（想

定見込みに大きな差異が発生しないよ

うに）

ＵＰＳ電源は必要ありません。

諸室シートを修正します。
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項

回答

70

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

317

(3) ①

脳波・筋電図室

設計上の留意点

室内に設置するシールドルームの大き

さおよび要求性能をお示しください。

現時点では、入札公告時に公表を予定

しております「付属資料１１ 調達・移

設備品等リスト」に記載する医療機器

を参照のうえ、必要とするシールド

ルームの大きさおよび要求性能の提案

をお願いします。

71

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

356

洗腸室

洗腸室に隣接する室名大腸検査室と

は、『内視鏡室(上部)大』及び『内視

鏡室(上部)』と判断してよろしいで

しょうか。

「内視鏡室(下部)大」及び「内視鏡室

(下部)」を示しております。

72

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

356

洗腸室

洗腸室に近接する室名に記載のある更

衣室について、これに対応する室名が

見当たりません。脱衣・シャワー室内

に設けると考えてよろしいでしょう

か。

記載する「更衣室」は、「脱衣・シャ

ワー室」を示します。

73

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

372

(6)

収納庫

弱電・通信設備

「倉庫」内に「電話設備」は必要で

しょうか。別途計画する携帯電話機

（PHS）などでの代替えは可能でしょう

か。

No.27をご参照ください。

74

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

401

(3)

手術室

設計上の留意点

⑧で無影灯について記述があります

が、通常医療機器の整備範囲に入りま

すが、本工事でしょうか。本工事とす

れば医療従事者の要望を加味した仕様

の提示をお願いします。（※手術室共

通事項）

本整備工事での設置と考えており、現

時点では、入札公告時に公表を予定し

ております「付属資料１１ 調達・移設

備品等リスト」に記載する無影灯を想

定しており、詳細については設計時に

確認したいと考えております。
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75

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

406

(6)

手術器材室

電力供給

電源種別要求としまして「ＵＰＳ」と

記載されていますが、想定電源容量を

ご提示いただけないでしょうか。（想

定見込みに大きな差異が発生しないよ

うに）

ＵＰＳ電源は必要ありません。諸室

シートを修正します。

76

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

407

(6)

ｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝ

電力供給

電源種別要求としまして「ＵＰＳ」と

記載されていますが、想定電源容量を

ご提示いただけないでしょうか。（想

定見込みに大きな差異が発生しないよ

うに）

ＵＰＳ電源は必要ありません。諸室

シートを修正します。

77

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

416

(6)

衛生材料室

電力供給

電源種別要求としまして「ＵＰＳ」と

記載されていますが、想定電源容量を

ご提示いただけないでしょうか。（想

定見込みに大きな差異が発生しないよ

うに）

ＵＰＳ電源は必要ありません。諸室

シートを修正します。

78

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

417

(6)

手術ホール

電力供給

電源種別要求としまして「ＵＰＳ」と

記載されていますが、想定電源容量を

ご提示いただけないでしょうか。（想

定見込みに大きな差異が発生しないよ

うに）

ＵＰＳ電源は必要ありません。諸室

シートを修正します。

79

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

419

(6)

ｻﾃﾗｲﾄ薬局

電力供給

電源種別要求としまして「ＵＰＳ」と

記載されていますが、想定電源容量を

ご提示いただけないでしょうか。（想

定見込みに大きな差異が発生しないよ

うに）

ＵＰＳ電源は必要ありません。

諸室シートを修正します。

80

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

424

(6)

術中情報セン

ター

照明器具

照明器具に処置灯とありますが、具体

的な使用目的をお示しください。

処置灯は必要ありません。

諸室シートを修正します。

81

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

425

(6)

不潔通路

照明器具

照明器具に処置灯とありますが、具体

的な使用目的をお示しください。

処置灯は必要ありません。

諸室シートを修正します。
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項

回答

82

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

437

(6)

衛生材料・薬剤

庫・保冷庫

電力供給

電源種別要求としまして「ＵＰＳ」と

記載されていますが、想定電源容量を

ご提示いただけないでしょうか。（想

定見込みに大きな差異が発生しないよ

うに）

ＵＰＳ電源は必要ありません。諸室

シートを修正します。

83

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

443

(6)

未消毒室（滅菌

準備エリア）

電力供給

電源種別要求としまして「ＵＰＳ」と

記載されていますが、想定電源容量を

ご提示いただけないでしょうか。（想

定見込みに大きな差異が発生しないよ

うに）

ＵＰＳ電源は必要ありません。諸室

シートを修正します。

84

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

444

(6)

未消毒室（洗浄

エリア）

電力供給

電源種別要求としまして「ＵＰＳ」と

記載されていますが、想定電源容量を

ご提示いただけないでしょうか。（想

定見込みに大きな差異が発生しないよ

うに）

ＵＰＳ電源は必要ありません。諸室

シートを修正します。

85

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

515

(3) ⑤

管理部門

事務局

会議室（総長）

設計上の留意点

「映像音響設備は、他の会議室と連携

したシステムとすること」とあります

が、他の会議室との連携とはどのよう

な利用を想定されているのでしょう

か。ご教授ください。

要求水準書（施設整備編）質問回答

No.336をご参照ください。

86

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

533

(1)

臨床病理カン

ファレンス室兼

顕微鏡実習室

顕微鏡を使用されるとのことですが、

防振措置は顕微鏡側で対策され、施設

側では特段の配慮は不要との理解でよ

ろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

87

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

537

804

サーバ室、コン

ピュータ室

（サーバ室）

諸室シートNo.537サーバ室、No.804コ

ンピュータ室（サーバ室）、各室の機

器発熱量をご教示ください。

要求水準書（施設整備編）質問回答

No.436をご参照ください。
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88

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

540

～

543

(3) ⑧

管理部門

会議室等

小会議室、中会

議室、大会議室

（中講堂）、大

講堂

設計上の留意点

「映像音響設備は、他の会議室や大講

堂と連携したシステムとすること」と

ありますが、どのような連携を想定さ

れているかご教授ください。

要求水準書（施設整備編）質問回答

No.336をご参照ください。

89

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

540

～

543

(3) 映像音響設備

記載されている映像音響設備につい

て、プロジェクター等の仕様について

お示しください。（解像度等により費

用が大きく異なります。）

要求水準書（施設整備編）質問回答

No.336をご参照ください。

90

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

550

(3)

⑦

⑫

図書室

設計上の留意点

「出入口２４時間入退室管理システ

ム」及び「図書館貸出管理システム」

は病院機構の負担にて設置されるとの

理解でよろしいでしょうか。

「出入口２４時間入退室管理システ

ム」については、セキュリティー設備

としてＳＰＣにて設置願います。

「図書館貸出管理システム」について

は、ご理解のとおりです。

91

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

541

(3) ⑩

中会議室

設計上の留意点

「２室のうち１室には、ネット会議用

の端末操作を行う部屋として１０㎡ほ

どの操作室を区画して設ける。（後

略）」とありますが、ネット会議とは

どのような仕様のものなのかご教授く

ださい。また、端末操作を行う部屋が

必要とのことですがどのような機能が

必要かをお示しください。

ネット会議の機能及び仕様は、「付属

資料１１ 調達・移設備品等リスト」

の、管理部門・施設保全ＧのがんＴＶ

システム一式欄に記載するテレビ会議

機器とし、この使用が可能なよう適切

に計画してください。

92

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

551

(1)

府立大学のサテ

ライト教室

記載のある室は「大学」に専用使用さ

れるものではなく、建築基準法上の異

種用途に当たらないとの理解でよろし

いでしょうか。

ご理解のとおりです。
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93

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

701

施設保全グルー

プ

施設保全グループ室とは、病院機構の

職員が執務する諸室という理解で宜し

いでしょうか。

ご理解のとおりです。

94

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

703

中央監視室

平均在室者数が10人とありますが、こ

れは、現成人病センターの人員数を前

提に想定された人数と考えて宜しいで

しょうか。

ご理解の通りですので、提案する施設

設備の維持管理上必要と判断される人

数を想定した上で、10人を最低条件と

して提案をお願いします。

95

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

703

中央監視室

防災センターと一体的に整備すること

は可能と理解してよろしいでしょう

か。その場合、便所や流し等は共用で

きると考えてよろしいでしょうか。ま

た、面積についても防災センターとの

合算値より-5%の範囲を超えて合理的な

範囲で小さくすることは可能でしょう

か。

前段については、中央監視室は、「機

械設備・電気設備・昇降機等の集中監

視を行う。」、防災センターは、「施

設内（防火対象物）の火災等の監視と

消防設備・非常用エレベーター等の制

御を行い、災害時の防災活動の拠点と

なる。」と修正します。以上から、

個々の用途を踏まえ、各法令に基づく

適切な配置及び設備の提案をお願いし

ます。法令上及び消防局との協議によ

り「中央監視室」と「防災センター」

を一体的に整備することが可能となる

場合は、その提案を妨げるものではあ

りません。

後段については、合算値より-5%の範囲

を超えて合理的な範囲で小さくするこ

とは不可です。
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96

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

703

中央監視室

部屋の用途として、機械設備・電気設

備・防災設備・昇降機等の集中監視を

行うとあります。一方で防災センター

の用途にも、機械設備・電気設備・防

災設備・昇降機等の集中監視を行うと

あります。２つの部屋の違いは、どの

ように考えればよろしいでしょうか。

また、各設備の監視盤をそれぞれの部

屋に同じ機能のものがひつようなので

しょうか。それとも一方で詳細な監視

ができれば、他方では警報の代表信号

等が監視できればよいのでしょうか。

No.95をご参照ください。

97

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

704

防災センター

平均在室者数2人とありますが、事業者

が配置する監視要員以外の人数も含ま

れていますでしょうか。また、最大在

室者数10人というのは、災害時等の緊

急対応時を想定された人数でしょう

か。

前段については、事業者が配置する監

視委員以外の配置は想定しておりませ

ん。事業者が配置する人数は提案によ

りますが、室の設計要件としては、平

均在室者数2人以上とし、維持管理の提

案に応じて適切に計画してください。

後段については、ご理解のとおりで

す。

98

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

704

(3) (8) 防災センター

防災センター内にシンクやＷＣ等の水

回りの設置は消防法上問題ありません

でしょうか。

消防局との協議によると思われます

が、防災センター職員がシンクやＷＣ

を使用できるよう適切なご提案をお願

いします。

99

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

708

ベッドセンター

ベッドの洗浄は、病院機構が実施する

と理解して宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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100

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

906

(6)

実験室（P1）

電力供給

電源種別要求としまして「ＵＰＳ」と

記載されていますが、想定電源容量を

ご提示いただけないでしょうか。（想

定見込みに大きな差異が発生しないよ

うに）

ＵＰＳ電源は必要ありません。

諸室シートを修正します。

101

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

907

(6)

洗浄・冷蔵庫室

電力供給

電源種別要求としまして「ＵＰＳ」と

記載されていますが、想定電源容量を

ご提示いただけないでしょうか。（想

定見込みに大きな差異が発生しないよ

うに）

ＵＰＳ電源は必要ありません。

諸室シートを修正します。

102

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

908

(6)

オープンラボ

（Ｐ１）

電力供給

電源種別要求としまして「ＵＰＳ」と

記載されていますが、想定電源容量を

ご提示いただけないでしょうか。（想

定見込みに大きな差異が発生しないよ

うに）

ＵＰＳ電源は必要ありません。

諸室シートを修正します。

103

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

914

RI実験室[1]

(P1)

「隣接する室名」欄に「保管庫」と記

載がありますが該当する室が見当たり

ません。「保管庫」は「貯蔵室」と読

み替えてよろしいですか。

ご理解のとおりです。

諸室シートを修正します。

104

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

926

スタッフ通路

「(3)設計上の留意点」に「汚染検査

コーナー(8㎡程度)を計画する」とあり

ますが、汚染検査室とは別に汚染検査

コーナーを設ける必要がありますか。

汚染検査コーナーは不要です。

諸室シートを修正します。
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頁

No. 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

回答

105

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

927

928

929

動物飼育室[1]

動物飼育室[2]

動物飼育室[3]

動物飼育室[3]の「(3)設計上の留意

点」に「P2A基準の飼育育には…飼育用

アイソレータ―…の設置を考慮」との

記載がありますが、P1A基準の動物飼育

室[1][2][3]に設置予定のラックはオー

プンラックですか。あるいはその他の

形式（一方向気流ラック等）でしょう

か。

「付属資料11 調達・移設備品等リス

ト」に参照する予定です。

106

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

931

927

前室

動物飼育室[1]

(P1)

前室の「(3)設計上の留意点」に「①動

物飼育室[2][3]に対し…（前室を）設

ける」とありますが、動物飼育室[1]の

「隣接する室名」にも前室の指定があ

ります。動物飼育室[1]も前室を設ける

と理解してよろしいですか。

ご理解のとおりです。

なお、諸室シートNo.931「前室」

（３）①を「ただし、動物飼育室【1】

及び動物飼育室【3】(P2)については、

専用の前室とする。」に修正します。

107

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

938

930

スタッフ通路

動物実験室(P1)

スタッフ通路の「隣接する室名」に動

物実験室(P1)の指定がありますが、動

物実験室(P1)の「隣接する室名」欄に

は前室と記載されています。動物実験

室(P1)には前室を設けなくてよいと理

解してよろしいですか。

ご理解のとおりです。

諸室シートを修正します。

108

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

942

943

945

946

情報管理室

バンク室

ストック室

前室

「近接する（隣接する）室名」欄に

「実験室」と記載がありますが該当す

る室が見当たりません。「実験室」は

「準備室(P2)」と読み替えてよろしい

でしょうか。

ご理解のとおりです。

諸室シートを修正します。

109

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

804

805

(6)

電気設備

電力供給

コンピュータ室用ＵＰＳ電源は病院機

構が調達されるとの考えでよろしいで

しょうか。また、想定されている電源

容量をご教示お願いします。

前段は、ご理解のとおりです。

後段は、No.86をご参照ください。
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付属資料の質問書 実施方針、業務要求水準書（案）、基本協定書（案）、事業契約書（案）に対する質問等への回答.xls

頁

No. 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

回答

110

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

901

～

946

研究所部門各諸室の局所排気量、機器

発熱量、給水量をご教示ください。

「付属資料１１ 調達・移設備品等リス

ト」に記載する想定電源を参照のう

え、必要とする局所排気量、機器発熱

量、給水量をで提案をお願いします。

111

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

943

(6)

バンク室

電力供給

電源種別要求としまして「ＵＰＳ」と

記載されていますが、想定電源容量を

ご提示いただけないでしょうか。（想

定見込みに大きな差異が発生しないよ

うに）

ＵＰＳ電源は必要ありません。

諸室シートを修正します。

112

付属資料2

諸 室 シ ー

ト

No.

100

5

シャワー室

事業者用のシャワー室と考えてよろし

いでしょうか。

中央監視室に常駐するスタッフが使用

するシャワーを想定しております。

113

付属資料6

参考連絡

通路計画

図

接続する連絡通路との関係を把握する

ため、府庁新別館の平面図、断面図の

開示をお願いします。

付属資料6参考連絡通路計画図に府庁新

別館の平面図・断面図・立面図を追加

致します。

114

付属資料8

防災行政

無線概要

書

1 (1)

通信機械室の整

備

「当該通信機械室から・・・大阪府庁

新別館との接続箇所・・・」とありま

すが、大阪府庁新別館側の接続箇所の

位置をご教示願います。

要求水準書（施設整備編）質問回答

No.55をご参照ください。

115

付属資料8

防災行政

無線概要

書

1 (2)

アンテナ設置箇

所の整備

「アンテナ同士の離隔距離は5.0ｍ以上

とする。」とありますが、清滝中継局

向鋼管柱と生駒中継局向鋼管柱の2本の

鋼管柱に設置する4面のアンテナ同士の

隔離距離すべて5.0ｍ以上との理解でよ

ろしいでしょうか。

要求水準書（施設整備編）質問回答

No.55をご参照ください。
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頁

No. 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

回答

116

付属資料8

防災行政

無線概要

書

別紙3

鋼管柱の設置条

件

アンテナ設置立面図によるとアンテナ

高さがＧＬより57ｍと62ｍとなってい

ますが、最低45ｍ以上あればいくらで

もよいとの理解でよろしいでしょう

か。

要求水準書（施設整備編）質問回答

No.55をご参照ください。

117

付属資料9

手術部門

空気環境

基準表

フィルター性能

ＩＣＵは、クラスⅢ準清潔区域とし、

高性能フィルターの設置と考えて宜し

いでしょうか。

「付属資料２ 諸室シート」をご参照く

ださい。

118

付属資料9

手術部門

空気環境

基準表

フィルター性能

この表に記載されていな室、例えば一

般病棟の一般病室などのフィルターに

ついては、事業者の提案として宜しい

でしょうか。

「付属資料２ 諸室シート」をご参照く

ださい。

119

付属資料

10

防災行政

無線概要

書

別紙4

アンテナ荷重計

算書

上表の右上欄の「生駒中継局向鋼管

柱」の「主柱」「支柱（1ヶ所当り）」

は、「下部支点」「上部支点」の記載

誤りと考えてよろしいでしょうか。

要求水準書（施設整備編）質問回答

No.55をご参照ください。
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頁

1

付 属 資 料

２

諸 室 シ ー

ト

3 2

空気調和設備-

空気清浄度

NASA基準クラス表記は、負荷としての

塵埃量をどの程度とするかで換気回

数、フィルタ仕様が変わります。ま

た、清浄度を全域あるいは局所で維持

するかによっても設備が違ってきます

ので、「病院空調設備の設計・管理指

針」に準拠することをご検討くださ

い。

ＮＡＳＡ基準クラスの表記がある場合

には、「病院空調設備の設計・管理指

針」及び「付属資料９：手術部門空気

環境基準表」に準拠した上で、患者が

滞在するエリア（部分）において患者

が滞在する時間帯（期間）の間は、指

定のＮＡＳＡ基準クラスが確保できる

よう計画するものとします。

No 資料名

該当箇所

タイトル 意見

項

回答
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頁

1

参考資料

４－３

発掘調査想定工

定表

備考欄に「※文化財調査業者選定に

40日程度（一般競争入札）必要。」

と記載されておりますが、発注者は

大阪府文化財調査事務所になるとい

う理解で宜しいでしょうか。

要求水準書（施設整備編）質問回答

No.24をご参照ください。

2 参考資料

４－３

発掘調査想定工

定表

調査期間を14ヶ月と想定されていま

すが、実際には調査開始前に大阪府

教育委員会事務局文化財保護課との

協議期間及び文化財調査業務選定期

間(40日程度)が必要なため、埋蔵文

化財調査全体で15～16ヶ月程度は必

要になるかと思います。従いまして

現状では、建設工事着工が事業契約

締結後15～16ヶ月後になるという理

解でよろしいでしょうか。

基本的には、ご理解のとおりです。

ただし、調査範囲、期間及び委託料

については、提案内容により変わる

ため、事業契約締結後に大阪府文化

財保護課との協議が必要です。

3 参考資料

４－３

発掘調査想定工

定表

「文化財調査業者選定に40日程度必

要」とありますが、本資料の全体期

間（14ヶ月）には選定期間も含まれ

ており、それ以上の期間を想定する

必要はないとの理解でよいでしょう

か。

No.2をご参照ください。

回答No 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項
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頁

回答No 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

4 参考資料

４－３

発掘調査想定工

定表

「文化財調査業者選定に40日程度必

要」とあります。文化財調査事務所

が業者選定を行うのであれば、調査

業務にかかる責任は大阪府文化財調

査事務所にあるとの理解でよいで

しょうか。仮に、大阪府文化財調査

事務所が選定した業者の要因によ

り、費用の増や工期の遅延が発生し

た場合、事業者は文化財調査事務所

にその対応を求めることとなりま

す。

要求水準書（施設整備編）質問回答

No.31をご参照ください。

5 参考資料7

動物実験ｴﾘｱ気

圧勾配概念図

ｽﾀｯﾌ通路が、ﾀﾞｰﾃｨｴﾘｱとなります

が、クリーン通路は不要との理解で

よろしいでしょうか。

動物実験エリアの主要室（スタッフ

通路を含む）は、空気清浄度「Ⅱ」

のクリーンエリアです。

ここに示す気圧勾配は、同じクリー

ンエリア内でも、各室の機能に応じ

空気の流れを制御する必要があるこ

とから設定するもので、スタッフ通

路は③又は②に区分して設定してい

ます。

6 参考資料7

動物実験ｴﾘｱ気

圧勾配概念図

動物飼育室14室のうち、9室は気圧勾

配⑤の室として、5室は④の室として

記載されていますが、動物飼育室

[3](P1･P2)=7室は⑤の室として、動

物[1](P1)=1室 及び動物飼育室

[2](P1)=6室は④の室として計画する

と解釈してよろしいでしょうか。

「動物実験エリア気圧勾配概念図」

は修正致しました。

動物飼育室[1]の1室は⑤とします。

動物飼育室[2]の6室の内、2室は④、

4室は⑤とします。

動物飼育室[3](P1・P２)の7室の内、

1室（P2）と2室（P1）は④、4室(P1)

は⑤とします。
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頁

回答No 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

7 参考資料7

動物実験ｴﾘｱ気

圧勾配概念図

洗浄室（気圧勾配①）からパスルー

ム（気圧勾配①）に向かう風向が記

載されていますが、洗浄室からの排

気をパスルーム経由で排気する必要

がありますか。あるいは洗浄室の室

圧をパスルームと同程度に制御する

前提で、洗浄室から直接屋外へ排気

することとしてもよろしいでしょう

か。

動物実験エリアの臭気が、本建物の

他のエリアに漏洩するリスクを低減

することや、建設費縮減の観点か

ら、洗浄室の排気をパスルームを経

由させた独立系統の排気としたもの

です。

従いまして、洗浄室とパスルームを

同じ気圧に制御したうえで、この主

旨が確保できる場合は洗浄室から直

接屋外（屋上）へ排気することも可

能とします。

8

参考資料8

業務運営

計画書

(案)

6

Ⅱ-

1

2 (1) 5) ①

救急患者につい

て

当センターの救急患者は、原則、当

センターの受診患者さまの急変と考

えてよろしいでしょうか。またその

患者数は1日あたり何名程度ですか。

前段は、ご理解のとおりです。

後段は、１日あたりの救急患者は3人

程度です。

  

9

参考資料8

業務運営

計画書

(案)

9 Ⅱ 2 (5) 患者総合相談室

相談室は、年間何名程度の方が利用

されているのかお知らせ下さい。

現病院での年間相談件数(面談)は約

３千件で、一日あたり約12件です。

10

参考資料8

業務運営

計画書

(案)

44 Ⅱ 4 (1) 2) ② 手術室数

全手術室12室をコンバーチブルな仕

様とするとの理解で宜しいでしょう

か。

12室とも基本的にコンバーチブルな

仕様としますが、うち一般手術室6室

を除くCRC室、ハイブリット手術室、

放射線診断併用手術室、ロボット手

術室に特別な設備及び構造を想定し

ています。
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頁

回答No 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

11

参考資料8

業務運営

計画書

(案)

45 Ⅱ 4 (1) 1） ⑤ 患者搬送

手術室への患者搬送について、車椅

子・病棟ベッドによる搬送の割合、

数などについて実績資料などがあれ

ばお示しください。

中央手術室の年間手術件数は約2,700

件（１日あたり約11件）です。

手術室への患者の入室は殆ど独歩

で、車椅子又は病棟ベッドでの入室

は１日あたり1～2件です。また手術

室から回復室又は病室への退室は、

殆どの患者に全身麻酔を行っている

ため、全て病棟ベッドで搬送しま

す。

12

参考資料8

業務運営

計画書

(案)

47 Ⅱ 4 (1) 自動回転倉庫

自動回転倉庫とは滅菌管理システム

（バーチカルシステム）のことと考

えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

13

参考資料8

業務運営

計画書

(案)

96

参

考

資

料

(4)

物品搬送系統図

検体

薬剤部～病棟、ＩＣＵ、手術室（サ

テライト）間の搬送は、休日、緊

急・時間外は垂直機械搬送（定時5

回）とありますが、1回あたりの搬送

物量がどれぐらいになるのかご教示

下さい。

1回あたりの搬送物量は15ｋｇ程度で

す。

14

参考資料8

業務運営

計画書

(案)

96

参

考

資

料

(4)

物品搬送系統図

検体

病棟、ＩＣＵ～臨床検査間の搬送

は、垂直機械搬送（定時2回）とあり

ますが、1回あたりの搬送物量がどれ

ぐらいになるのかご教示下さい。

1回あたりの搬送物量は15ｋｇ程度で

す。
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頁

回答No 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

15

参考資料8

業務運営

計画書

(案)

97

参

考

資

料

(5)

計画搬送系統図

「搬送ｼｽﾃﾑ」

右上の備考欄に「垂直方向及び水平

方向を組み合わせた搬送設備」とあ

りますが、設置箇所それぞれについ

て求められる機能（搬送容積・速

度・能力）があればご教示下さい。

「参考資料８　業務運営計画書

（案）」に記載する計画搬送系統図

並びに諸条件欄を確認のうえ、安全

性、安定性、効率性等能力が最大限

に発揮できるようなシステムをご提

案ください。

なお、「参考資料８　業務運営計画

書（案）」に記載する計画搬送系統

図並びに諸条件欄を修正します。

16

参考資料8

業務運営

計画書

(案)

97

参

考

資

料

(5) 計画搬送系統図

系統図で、薬局（調剤室）、一般外

来（処置室4か所）、一般外来（救

急）、臨床検査（生化学検査室）間

のエアシューターについて、検体用

と薬剤用で経路を分ける必要がある

でしょうか。

「参考資料８　業務運営計画書

（案）」に記載する計画搬送系統図

並びに諸条件欄を確認のうえ、安全

性、安定性、効率性等能力が最大限

に発揮できるようなシステムをご提

案ください。

なお、「参考資料８　業務運営計画

書（案）」に記載する計画搬送系統

図並びに諸条件欄を修正します。

17

参考資料

9-3

防災セン

ター防災

監視盤監

視業務仕

様書

5 4 (1)

昼間1ポスト、夜間2ポストと記載が

ありますが、ポストの意味するとこ

ろをご教示ください。特に夜間の配

置について、交代での仮眠が可能か

をご教示ください。

1ポストとは拘束時間中に切れ間なく

業務を行う人が1名、2ポストとは、

切れ間なく業務を行う人が2名必要と

いうことです。

したがって複数の人が交代で時間を

区切って業務に従事することもでき

ます。
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頁

回答No 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

18

参考資料

9-3

防災セン

ター防災

監視盤監

視業務仕

様書

6 4 (2) ①

消防設備士や消防設備点検資格者で

あることとの条件が記載されていま

すが、本事業においても適用されま

すでしょうか。

本事業においても適用します。

19

参考資料

9-3

防災セン

ター防災

監視盤監

視業務仕

様書

6 5 (1)

移転後の本病院においても、警備員

などの当直があると考えてよろしい

でしょうか。また、その場合、夜間

は何名体制が考えられるでしょう

か。

新病院での当直体制は未定ですが、

現病院では電気１名、機械2名、防災

センター（警備）３名が当直してい

ます。

20

参考資料

9-3

防災セン

ター防災

監視盤監

視業務仕

様書

7 5 (3) ① ｵ

ＣＰＲコールの

対応

「前号④の細部は・・・別途協議」

とありますが、④医療ガス警報盤と

ＣＰＲコールとの関連性を御教示い

ただけますでしょうか。

仕様書の記載ミスです。④医療ガス

警報盤とCPR（心肺蘇生）コールとの

関連性はありません。

21

参考資料9

－4

15 第5

別

表1

業務内容

冷暖房設備運転・管理の項目に「吸

収式冷温水発生機の運転および監

視」と記載がありますが、提案する

熱源設備に該当する機器が存在しな

い場合は不要との理解でよろしいで

しょうか。

参考資料の熱源設備については現病

院の設備です。新病院ではご提案い

ただく設備に応じた運転・監視業務

のご提案をお願いします。
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頁

回答No 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

22

参考資料9

－4

17 第5

別

表2

業務内容

冷暖房設備運転・管理の項目に「吸

収式冷温水発生機の運転および監

視」と記載がありますが、提案する

熱源設備に該当する機器が存在しな

い場合は不要との理解でよろしいで

しょうか。

参考資料の熱源設備については現病

院の設備です。新病院ではご提案い

ただく設備に応じた運転・監視業務

のご提案をお願いします。

23

参考資料9

－4

19 第5

別

表3

業務内容

冷暖房設備運転・管理の項目に「吸

収式冷温水発生機の運転および監

視」と記載がありますが、提案する

熱源設備に該当する機器が存在しな

い場合は不要との理解でよろしいで

しょうか。

参考資料の熱源設備については現病

院の設備です。新病院ではご提案い

ただく設備に応じた運転・監視業務

のご提案をお願いします。

24

参考資料9

－5

26

第4

節

4.4

施設管理担当管

理者

「施設管理担当管理者」とあります

が、施設管理担当者ではないでしょ

うか。

ご理解のとおりです。要求水準書を

修正します。

25

参考資料9

－5

27

28

別

添3

1

フィルターの取

替時期等

参考として現状の各フィルターの交

換周期も開示していただけないで

しょうか。

業務要求水準書（案）維持管理・利

便サービス業務編の参考資料9－5に

追記しました。
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頁

1 協定書 目次

「別表 定義」が添付されていません。

公表時期をご提示ください。また、別

途質疑の機会を設けて頂けますでしょ

うか。

目次の「別表 定義」の記載は削除致し

ます。別表は設けられません。

2 協定書 1

第2

条

第1

項

第1

号

用語の定義

「甲の提示条件」とは、本件入札説明

書等に記載された要求水準、その他の

本件事業の遂行に際して、とあります

が、明確にするため、その他の内容に

ついて明確化をお願いします。

「甲の提示条件」とは、「本件入札説

明書等に記載された要求水準」及び

「その他の本件事業の遂行に際して、

SPC、乙、受託企業その他の関係当事者

が遵守しなければならない条件とし

て、甲が提示したもの」を指す趣旨で

あり、特段不明確ではないものと考え

ます。

3 協定書 2

第4

条

第2

項

特別目的会社の

設立等

資本金を50,000,000円以上としている

理由について、ご教示ください。

総合的に判断致しました。

4 協定書 2

第4

条

第2

項

特別目的会社の

設立等

SPCの本店所在地を本施設内として宜し

いでしょうか。

可能です。

5 協定書 2

第4

条

第3

項

特別目的会社の

設立等

会計監査人の設置は必須でしょうか。 必須です。基本協定書（案）第4条２項

をご参照下さい。

6 協定書 2

第5

条

第2

項

特別目的会社の

株主

SPC出資に制限をかける根拠をお示しく

ださい。かかる規定は、株式譲渡を阻

害することになりますので削除いただ

けませんでしょうか。

総合的に判断致しました。削除は致し

ません。

No 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

回答
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頁

No 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

回答

7 協定書 2

第6

条

第1

項

株式の譲渡等の

制限

譲受人が株主として不適当と合理的に

認められる場合を除き、原則としてご

承諾いただけると解釈してよろしいで

しょうか。

株式譲渡は、例外的な場合を除き認め

られません。

8 協定書 2

第6

条

第1

項

株式の譲渡等の

制限

本事業の資金調達のために、SPCの株式

を融資金融機関に対して譲渡予約する

ことは承諾いただけるという前提でよ

ろしいでしょうか。

承諾依頼をご提出頂いた際に合理的に

判断致します。

9 協定書 3

第7

条

第4

項

事業契約の締結

「審査委員会及び甲の要望を尊重す

る」とありますが、入札価格の増加を

伴わない範囲で要望を尊重するもので

あり、要望事項の履行を義務付けられ

るものではないという理解でよいで

しょうか。

要望事項の履行を義務付けるものでは

ありませんが、入札価格の増加の有無

を問わず尊重頂く趣旨です。

10 協定書 3

第7

条

第4

項

事業契約の締結

審査委員会及び甲の要望により、乙に

追加費用が発生した場合は甲に負担い

ただけるという理解でよろしいでしょ

うか。

内容により特に甲の負担が必要と認め

られる場合を除き、事業者にご負担頂

きます。

11 協定書 3

第7

条

第6

項

事業契約の締結

事業契約が合意に至らない場合は、

「乙又はSPCの都合により事業契約を締

結しないとき」に該当しないと解釈し

てよろしいでしょうか。

事業契約の諸条件について合意に至ら

ない理由によります。事業契約は事前

に公表されているものであることか

ら、第6項に該当しないためには、落札

後に新たに生じた事由により締結する

ことができない場合等、合理的理由が

必要と考えます。
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頁

No 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

回答

12 協定書 3

第7

条

第6

項

事業契約の締結

第6項に乙の責により事業契約が締結さ

れなかった場合の違約金が規定されて

いますが、甲の都合により事業契約が

締結されない場合の違約金の規定につ

いてご教示願います。

甲の違約金に関する規定はありませ

ん。

13 協定書 3

第7

条

第6

項

事業契約の締結

乙の違約金支払い義務に関わる規定で

すので、「本件事業の入札行為に関し

て乙が遵守すべき義務の違反」の内容

を具体的に列挙、限定願えませんで

しょうか。

原案のとおりとします。基本的には、

入札説明書等の入札関連書類及び入札

に関連する法令上の義務がこれに該当

します。

14 協定書 3

第7

条

第6

項

事業契約の締結

あくまでも違約金支払の原因を作った

者が違約金支払い義務を負うことを明

確に規定願えませんでしょうか。

原案のとおりとします。

15 協定書 3

第7

条

第6

項

、

第7

項

事業契約の締結

第6項に該当し、さらにそれ故入札参加

資格を失い、第7項にも該当する、即ち

第6項＋第7項の違約金もあるというこ

とでしょうか。

第6項及び第7項の双方に該当した場合

は、第6項が優先し、同項に定める違約

金のみ支払うことになります。

16 協定書 3

第7

条

第7

項

事業契約の締結

落札決定後において、第6項以外の件で

入札参加資格要件を満たさない事態が

発生したことをもって事業契約が締結

されないこと自体が、乙又はSPCに対す

る過大なペナルティーと認識してお

り、それに加えて違約金支払義務を負

わせることはあまりに過酷ではないで

しょうか。ご再考をお願いいたしま

す。

原案のとおりとします。甲としても、

入札手続を行った後に事業契約が締結

されない場合には相応の損害が生じて

おりますので、一定の支払いを行って

頂きます。

17 協定書 3

第7

条

第7

項

事業契約の締結

大阪府立病院機構入札参加停止要綱を

参考資料として提供頂けますでしょう

か。

実施方針の別紙に添付致しました。
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頁

No 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

回答

18 協定書 3

第7

条

第7

項

事業契約の締結

「本件入札説明書に規定する入札参加

資格要件」とは、平成23年11月22日付

大阪市成人病センター整備事業実施方

針5頁記載の第2「3入札参加者等の備え

るべき要件」を指していると考えてよ

ろしいでしょうか。

基本的な内容はご指摘の通りとなりま

すが、正式には、入札説明書において

明示致します。

19 協定書 3

第7

条

第7

項

事業契約の締結

ただし書に例外規定として明示されて

いる「大阪府立病院機構入札参加停止

要綱別表第6号（2）イ」の規定は、府

発注工事等の場合と思料しますが、府

発注工事等以外の場合も当該例外規定

に該当するのでしょうか。

No.17をご参照下さい。

20 協定書 3

第7

条

第7

項

事業契約の締結

ただし書に例外規定として明示されて

いる「大阪府立病院機構入札参加停止

要綱別表第6号（2）イ」の措置要件と

同程度の事由（工事関係者及び業務関

係者に被害を与えた場合）により、別

表第11号又は第12号における同程度の

指名停止期間の措置が講じられた場合

においても、本項のただし書きの例外

規定に該当するでしょうか。

ただし書きに該当する場合は、別表第

６号(2)イが入札参加停止措置の事由と

なった場合であり、別表第11号又は第

12号が入札参加停止措置の事由となっ

た場合は、該当しません。

21 協定書 3

第7

条

第7

項

事業契約の締結

乙又は受託企業が入札参加資格要件を

満たさないことが判明した場合でも、

代表企業以外の乙又は受託企業は変更

が可能であり、変更が認められた場合

には、事業契約を締結しない場合の事

由には該当せず、違約金も発生しない

という理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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頁

No 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

回答

22 協定書 3

第7

条

第7

項

事業契約の締結

大阪府立病院機構入札参加停止要綱別

表６号（安全管理措置）（２）イの規

定の措置をSPC又は受託企業が講じられ

た場合等の契約締結及び違約金の考え

方についてご教示ください。

①入札参加停止１ヶ月の措置を講じら

れた場合、契約は締結できないと考え

るべきでしょうか。

②入札参加停止１ヶ月の措置を講じら

れ契約が締結できない場合には、違約

金は発生しないと考えてよろしいで

しょうか。

③「同内容の措置要件」とはどのよう

な内容を指すのでしょうか。

①については、ご理解のとおりです。

（実施方針第２-３-（４）-②参照）

②については、ご理解のとおりです。

ただし書きに該当しない場合は、違約

金が発生します。

③については、別表第6号の内容です。

又は以後は、入札参加停止の措置が講

じられていない場合です。

23 協定書 3

第7

条

第7

項

事業契約の締結

病院機構発注の先行PFI案件（大阪府立

精神医療センター）と比べて、違約金

の対象となる事由の例外規定が限定さ

れ、対象となる範囲が広がっていま

す。違約金の対象範囲を広げること

は、民間事業者の参画意欲を著しく阻

害し、結果として適切な競争環境を損

なう恐れもあると考えますが、本件に

おいて条件を厳しくされた意図をご教

示下さい。

原案のとおりとします。
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頁

No 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

回答

24

基本協定

書

3

第7

条

第7

項

事業契約の締結

違約金に関して、基本協定書締結時か

ら事業契約締結時までに、貴機構の入

札参加停止要綱に該当した場合（別表

第6号除く）は、事業契約を締結せず

1000分の2に相当する額を違約金として

支払うことになるという理解でよろし

いでしょうか。

基本協定書締結時から事業契約締結時

までに、病院機構の入札参加停止要綱

に該当した場合は、原則事業契約を締

結しません。その場合、事業契約の締

結を行うか否かは、その時の状況を踏

まえ合理的に判断しますが(実施方針第

2.3(4)②参照)、仮に当該事由により事

業契約が締結されなかった場合は、ご

理解のとおりです。ただし、除外され

る場合は、基本協定書案第7条第7項た

だし書きのとおりです。

25 協定書 3

第8

条

第1

項

業務の受託

業務受託者に誠意をもって業務を実施

させることは、当該業務委託契約にお

いて、SPC自らがコントロールすべきマ

ターであり、実施業務に関して何ら契

約関係のない乙がコントロールするこ

とは不可能、かつ不合理ではないで

しょうか。

乙はSPCの株主としてSPCをコントロー

ルすることができるので、SPCの権利行

使を通じて業務受託者による業務に関

与することは可能であり、また、その

限度で足りるものと考えます。

26 協定書 4

第

11

条

第1

項

第5

号

秘密保持

情報公開条例に基づき開示される場合

においても、秘密の内容に営業上の機

密、ノウハウに関するものも含まれる

ことから、事前に開示内容について乙

にご相談いただけるという解釈でよろ

しいでしょうか。

情報の種類や状況に応じて最大限考慮

致しますが、確約は困難です。なお、

「法人等…の競争上の地位その他正当

な利益を害すると認められるもの」は

大阪府情報公開条例において公開しな

いことができるものとされています

（大阪府情報公開条例第8条第1項第1

号）。
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頁

No 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

回答

27 協定書 5

第

12

条

第2

項

協定有効期間

第7条第5項乃至第7号はいずれも事業契

約が締結に至らなかった場合の規定で

あり、有効期間の終期（事業契約終了

の日）が特定できないにもかかわら

ず、当該これらの規定が本協定の有効

期間終了後も存続するとは如何なる意

味でしょうか。

基本協定の有効期間は、事業契約が締

結されなかった場合は、「甲が事業契

約を締結しないと判断して乙に通知し

た日まで」とされておりますが（第12

条第1項但書き）、第7条第5項乃至第7

項に基づく違約金の支払い等は当該通

知後に行われることによるものです。

なお、事業契約が締結された場合に

は、同各規定は適用されません。

28 協定書 5

第

12

条

第2

項

協定有効期間

前項の規定にかかわらず、第7 条第5

項乃至第7 項、第11 条及び第14 条の

規定は、本協定の有効期間終了後も存

続するものとするとありますが、第７

条第６項及び第７項が本協定の有効期

間終了後も存続するとはどのようなこ

とを想定されているのかご教示くださ

い。

No.27をご参照下さい。

29 協定書 5 押印者

乙として、本契約へ押印する会社は、

代表企業と構成員であり、協力企業は

押印しないとの理解でよろしいでしょ

うか。

ご理解のとおりです。
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頁

1 協定書 3

第7

条

第6

項

　 　 　事業契約の締結

「乙の責に帰すべき事由により、本件

事業の入札行為に関して乙が遵守すべ

き義務の違反があり、当該違反を理由

として、事業契約が締結されなかった

場合は、入札金額の［１００分の２］

に相当する金額を、違約金として甲に

支払わなければならない。」とありま

すが、この乙が遵守すべき義務につい

て明記いただけるようお願いいたしま

す。

原案のとおりとします。基本的には、

入札説明書等の入札関連書類及び入札

に関連する法令上の義務がこれに該当

します。

2 協定書 3

第7

条

第7

項

　 　 　事業契約の締結

「乙又は受託企業が本件入札説明書に

規定する入札参加資格要件を満たさな

いことが判明したことにより、甲が事

業契約を締結しなかった場合、乙は入

札金額の［１０００分の２］に相当す

る金額を、違約金として甲に支払わな

ければならない。」とありますが、こ

の場合、乙又は受託企業は事業契約を

締結していただけないというペナル

ティをうけることとなりますので、違

約金の支払いに関してはないものとし

ていただけないでしょうか。

原案のとおりとします。甲としても、

入札手続を行った後に事業契約が締結

されない場合には相応の損害が生じて

おりますので、一定の支払いを行って

頂きます。

回答No 資料名

該当箇所

タイトル 意見

項
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頁

回答No 資料名

該当箇所

タイトル 意見

項

3 協定書 3

第7

条

第7

項

事業契約の締結

民間事業者が幅広く応募することがで

き、かつ適切な競争環境を確保するこ

とは、公募者側にもメリットがあるこ

とと考えます。つきましては、落札者

決定後、事業契約を締結しない場合の

事由を、第6項の「本件事業の入札行為

に関して乙が遵守すべき義務の違反」

に限定して頂きたく、ご検討願いま

す。

甲としても事業契約を締結しないこと

は本意ではありませんが、将来のこと

であるため事由の限定は困難です。
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頁

1 契約書 2 3 契約金額

「維持管理業務等費用相当額[　]円」

とありますが、維持管理業務等期間の

総額との理解で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

2 契約書 9

第2

条

第2

項

本件事業の履行

本条における「本件業務」と第3条1項

の「本業務」の定義に区別はございま

すでしょうか。ご教示下さい。

用語を整理致しました。

3 契約書 9

第2

条

第4

項

本件事業の履行

「乙は、本件事業の遂行に当たり、甲

が乙以外の者に別途委託する本件事業

と関連する業務に関し、甲による本件

病院の運営が円滑に行なわれるように

協力しなければならない。この協力

は、乙の責任及び費用で行なわなけれ

ばならない。」とありますが、本件事

業と関連する業務とはどの様な業務で

しょうか、また協力とはどの様な事を

意味するのかご教示願います。

本規定は、本業務を行う際には甲が本

件事業外で行う各種運営業務との調整

を図って頂くとの趣旨であり、本件事

業全体に適用される通則的な規定で

あって、特定の業務を想定しているも

のではございません（従って、甲が他

の事業者に発注する業務で本件業務以

外の業務は基本的に「本件事業と関連

する業務」に該当することになりま

す。）。

具体的な業務内容や調整方法について

は、今後（本件事業開始後を含む）、

個別的にご検討・ご相談下さい。

4 契約書 9

第2

条

第4

項

本件事業の履行

この協力は、乙の責任及び費用で行わ

なければならないとあります。協力の

内容について、費用が見積もれる条件

をお示しください。

No.3をご参照ください。

5 契約書 9

第2

条

第4

項

本件事業の履行

甲が乙以外の者に別途委託する本件事

業と関連する業務とは、維持管理業務

では具体的にどのようなことを示しま

すか。

No.3をご参照ください。

回答№ 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項
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頁

回答№ 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

6 契約書 9

第4

条

第4

項

費用負担

PFI法第16条に規定される財政上及び金

融上の支援とは本事業においてどのよ

うなものを想定されているのでしょう

か。

現在時点において具体的に想定してい

るものはございません。実施方針第7.2

をご参照下さい。

7 契約書 10

第5

条

第2

項

　 　

設計・建設期間

中の契約保証金

「施設整備業務費用相当額の１００分

の１０以上の金額」とありますが、こ

れは消費税等を含めるのでしょうか。

消費税及び地方消費税を含めた金額と

なります。

8 契約書 11

第6

条

第2

項

　 　

維持管理期間中

の契約保証金

「各事業年度の維持管理業務等費用相

当額の１００分の１０以上に相当する

金額」とありますが、これは消費税等

を含めるのでしょうか。

消費税及び地方消費税を含めた金額と

なります。

9 契約書 11

第7

条

保険契約

病院機構殿は本施設に関して、どのよ

うな損害保険を付保する予定でしょう

か.。付保予定の保険種目及びその内容

につきご教示ください。

事業者から施設引渡し時に病院機構で

火災保険を付保する予定です。

10 契約書 11

第7

条

保険契約

病院機構殿が本施設に火災保険を付保

する場合、万一ＳＰＣの帰責により本

施設を損傷させた際の復旧費用を病院

機構殿の損害保険で対応していただけ

ますでしょうか。そのうえでＳＰＣは

当該火災保険で補償されなかった損害

及び病院機構殿の保険料増加分相当を

損害賠償するという対応は可能でしょ

うか。

病院機構が加入する保険で、SPCの帰責

事由によるものを対応することは想定

しておりません。
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頁

回答№ 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

11 契約書 11

第7

条

保険契約

病院機構殿が本施設に火災保険を付保

する場合で、万一ＳＰＣの帰責により

本施設を損傷させた際の復旧費用を病

院機構殿の損害保険で対応していただ

ける場合は、病院機構殿の火災保険に

ＳＰＣに対する求償権放棄特約を附帯

していただけますでしょうか。

NO.10をご参照ください。

12 契約書 11

第7

条

第1

項

保険契約

第1項に「乙は、別紙8による保険契約

を」との記載がありますが、『実施方

針P14(3)保険』において、入札説明書

等に示すとあります。

①事業契約の定めである別紙8を優先す

るということでよろしいでしょうか。

②施設構造物引渡し後、維持管理中の

保険（火災・地震等を内容）は病院機

構で付保されるという理解でよろしい

でしょうか。

③事業者で維持管理中の保険を付保す

る必要がある場合、その付保内容につ

いて入札説明書等で示し頂けるので

しょうか。ご教示願います。

①事業契約が締結された場合には、締

結済みの事業契約に記載されている内

容が優先することになります。但し、

今後公表する入札説明書等の内容に応

じ、現状の事業契約書(案)記載の内容

の変更があり得ることにご留意下さ

い。

②病院機構が加入する保険で、SPCの帰

責事由によるものを対応することは想

定しておりません。

③入札公告時に提示する予定です。

13 契約書 11

第8

条

第1

項

許認可及び届出

等

乙が行う本件許認可等と甲が取得する

許認可は具体的にどのようなものがあ

る（または想定されている）のでしょ

うか。

要求水準書の内容を踏まえて提案者側

でご確認ください。
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頁

回答№ 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

14 契約書 12

第8

条

第3

項

許認可及び届出

等

当該許認可権限を有する者の責めに帰

すべき事由とは具体的にどのような場

合を想定されているか、例示願えます

でしょうか。

特段具体的な状況を想定しているもの

ではございません。

15 契約書 12

第9

条

第2

項

起債等申請補助

起債等に係る手続き書類とは具体的に

どのようなものでしょうか。遅延によ

る損害賠償も予定されていることか

ら、例示願えますでしょうか。

大阪府が起債申請する際の書類作成の

支援です。

16 契約書 12

第9

条

第2

項

起債等申請補助

「乙の責めに帰すべき事由により、･･･

甲に生じた損害を賠償しなければなら

ない。」とありますが、事業者側に

とって中身の見えない大きなリスクで

す。作成補助すべき書類とスケジュー

ルについて、具体的にお示しくださ

い。

No.15をご参照下さい。

17 契約書 12

第9

条

第3

項

起債等申請補助

大阪府による起債等にかかる手続きに

関して損害が発生した場合には、実際

に起債等ができなかった場合の損害も

含まれるという解釈でよろしいでしょ

うか。

ご理解のとおりです。

18 契約書 12

第9

条

第3

項

起債等申請補助

甲、乙いずれの責めにも帰すことがで

きない事由により大阪府による起債等

にかかる手続きに関して損害が発生し

た場合（起債等ができないことによる

損害を含む。）の責任についても甲が

負担するという認識でよろしいでしょ

うか。

ご理解のとおりです。
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頁

回答№ 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

19 契約書 12

第

10

条

第1

項

貸与品

「設計・建設期間にわたり、」とあり

ますが、設計・建設期間には現成人病

センターの完成図書を貸与いただける

のでしょうか。

要求水準書案（施設整備編）の質問

NO460をご参照ください。

20 契約書 13

第

11

条

第2

項

臨機の措置

「乙に直に報告・・・」は「甲に直に

報告」との理解で宜しいでしょうか。

修正致しました。

21 契約書 13

第

11

条

第4

項

臨機の措置

本項における乙の費用負担に関して、

不可抗力に係る第96条の適用を妨げる

ものではないという解釈でよろしいで

しょうか。

適用関係を明確化するため、第11条第4

項を修正致しました。

22 契約書 13

第

11

条

第4

項

臨機の措置

「乙が乙の範囲において負担すること

が明らかに適当でない」とは、帰責者

を特定できない第三者が原因で臨機の

措置をとった場合も甲の負担に含まれ

るとの理解でよろしいでしょうか。

No.21をご参照下さい。

23 契約書 13

第

12

条

公租公課

本項における乙の負担は、乙が負担義

務を負う公租公課に限定されるという

解釈でよろしいでしょうか。例えば、

施設の固定資産税など、乙に負担義務

の無い公租公課までの負担義務を課す

ものではないということの明確化をお

願いします。

施設の固定資産税についてはご理解の

とおりです。これは、施設の固定資産

税は、施設の所有に起因するものであ

り、「本契約に関連して生じる公租公

課」ではないとの整理によるもので

す。具体的に負担者の判断が困難なも

のがある場合は、個別に検討させて頂

きます。
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頁

回答№ 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

24 契約書 13

第

12

条

第1

項

公租公課

「本契約に関連して生じる公租公課

は、対価に係る消費税及び地方消費税

を除き、全て乙の負担とする」とあり

ますが、本件病院引渡後の租税公課は

免除と考えてよろしいでしょうか。ま

た、使用貸借する敷地については公有

地につき不課税と考えてよろしいで

しょうか。

ご理解のとおりです。

25 契約書 13

第

13

条

第2

項

受託企業の変更

受託企業の破産等など、緊急を要する

変更の場合は、提出すべき書類等の内

容、提出期限等、柔軟にご対応いただ

けるという解釈でよろしいでしょう

か。

事情をご説明頂ければ、必要性・緊急

性及び入札者間の公平等を考慮の上、

検討致します。

26 契約書 14

第

14

条

本件要求水準ま

たは業務範囲の

変更

事業者ではコントロールできない患者

数の減少等の病院を取り巻く環境に変

化があった場合は第14条の規定に従う

という理解でよろしいでしょうか。

原因にもよりますが、経済的・社会的

環境の変化により要求水準や業務範囲

の変更が必要になる場合には、通常は

第14条により対応することになりま

す。

27 契約書 14

第

14

条

本件要求水準ま

たは業務範囲の

変更

本件病院の事業規模の変更により、設

計変更や工期の変更が発生した場合

は、甲の責めに帰すべき事由として、

設計変更については第37条、工期の変

更については第47条に従って取り扱わ

れるとの理解でよろしいでしょうか。

基本的には、事業規模の変更が必要と

なる事由の内容に応じて、設計変更の

場合は第37条第5項に従い、また、工期

の変更の場合は第48条に従い、それぞ

れ負担者が判断されます。

従って、結果として甲負担となる場合

が多いものとは思われますが、乙の責

めに帰すべき事由や法令変更・不可抗

力により事業規模の変更が必要となる

場合には、乙が費用負担する可能性も

考えられます。
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項

28 契約書 14

第

14

条

第1

項

本件要求水準ま

たは業務範囲の

変更

「甲に通知」とありますが、「乙に通

知」の誤りではないでしょうか。

修正致しました。

29 契約書 14

第

14

条

第1

項

本件要求水準又

は業務範囲の変

更

書面により甲に通知するとあります

が、通知先は「甲」ではなく「乙」で

はないでしょうか。

修正致しました。

30 契約書 14

第

14

条

第1

項

、

第5

項

本件要求水準又

は業務範囲の変

更

1項末尾の「甲に通知する」は「乙に通

知する」に読み換えてよろしいでしょ

うか。

修正致しました。

31 契約書 14

第

14

条

第2

項

本件要求水準又

は業務範囲の変

更

各号のそれぞれの事由が発生する虞が

ある場合を含めて適用いただけるとい

う解釈でよろしいでしょうか。

危険性の程度や発生の確度等を考慮し

た個別的な判断とならざるを得ません

が、発生の具体的な虞が存在する場合

には、当該虞の存在をもって同項所定

の各事由に該当するものと考えます。

32 契約書 14

第

14

条

第2

項

本件要求水準ま

たは業務範囲の

変更

「第61条第2項及び第3項」の引用があ

りますが、「第3項及び第4項」の誤り

ではないでしょうか。

修正致しました。

33 契約書 14

第

15

条

第1

項

業務方法の変更

「第64条第2項」の引用がありますが、

「第64条第1項」の誤りではないでしょ

うか。

「業務仕様書等」の用語の定義自体は

第64条第2項に記載されておりますの

で、原案のとおりと致します。

34 契約書 15

第

15

条

第4

項

業務方法の変更

協議において合意が成立しない場合

は、業務方法の変更の有無を含め再協

議していただけるという解釈でよろし

いでしょうか。

原案のとおりとします。ただし、協議

には誠実に対応します。
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タイトル 質問

項

35 契約書 17

第

20

条

第2

項

本件土地の確

保・引渡し

「要求水準書に記載された条件で」と

ありますが、要求水準書（案）には土

地の引渡条件の記載が無いと思われま

す。

今後条件をご提示していただけるとの

理解でよろしいでしょうか。

要求水準書に記載されている内容の通

りです。

36 契約書 17

第

21

条

第1

項

埋蔵文化財の保

護等

第1項にある埋蔵文化財の保護・保存す

るための措置について、具体的な保

護・保存方法を例示願えますでしょう

か。

第21条4項をご参照ください

37 契約書 17

第

21

条

第1

項

埋蔵文化財の保

護等

「乙の負担において、本件土地の埋蔵

文化財の保護・保存するために必要な

措置をとらなければならない。」とあ

りますが、乙がとる必要な措置とは、

①大阪府教育委員会事務局文化財保護

課への調査委託、②施設整備業務期間

中に文化財を発見した場合の大阪府教

育委員会事務局文化財保護課への連

絡、及び③指示に従い追加費用が発生

しない範囲の対応、との理解でよろし

いでしょうか。

①については、大阪府教育委員会事務

局文化財保護課との協議及び大阪府文

化財調査事務所への委託

②ご理解のとおりです。

③追加費用が発生した場合は、必要に

応じて施設整備業務費用を変更するこ

とになります。No.35をご参照下さい。
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項

38 契約書 17

第

21

条

第2

項

埋蔵文化財の保

護等

第2項に「埋蔵文化財調査の未済箇所に

ついて工事を行う場合」とあります

が、既済箇所の特定等についても大阪

府文化財調査事務所との協議でよろし

いでしょうか。また、既済箇所での遺

構、遺物その他の文化財の出土につい

ては、参考資料4-1で報告書（抜粋）が

開示されていますが、必要に応じてそ

の他の関係資料を見せていただくこと

は可能でしょうか。また、既済箇所に

おいては、今後埋蔵文化財は出土しな

いとの理解でよろしいでしょうか。

前段、中段についてはご理解のとおり

です。後段については、第21条4項をご

参照下さい。

39 契約書 17

第

21

条

第2

項

埋蔵文化財の保

護等

「本件土地のうち埋蔵文化財調査の未

済箇所」とありますが、これは参考資

料4-2に示される約1,765㎡の調査エリ

アを指すとの理解でよろしいでしょう

か。

ご理解のとおりです。

40 契約書 17

第

21

条

第3

項

埋蔵文化財の保

護等

埋蔵文化財調査の委託に要する費用は

入札時点では216,281,100円を見込み、

費用が確定したら216,281,100円との差

額を精算するという理解でよろしいで

しょうか。

ご理解のとおりです。

41 契約書 17

第

21

条

第3

項

埋蔵文化財の保

護等

必要に応じて施設整備業務費用相当額

を変更するとありますが、これは費用

確定後に、当該確定額を施設整備費用

相当額に加算し、お支払いいただける

という解釈でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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項

42 契約書 17

第

21

条

第3

項

埋蔵文化財の保

護等

第1項における埋蔵文化財を保護・保存

するために必要な措置を取ることによ

り乙が負担する費用、第2項における大

阪府教育委員会の指示に従うことによ

り乙が負担する費用についても、施設

整備業務費用相当額の変更（増額）に

よりご負担いただけるという解釈でよ

ろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

43 契約書 17

第

21

条

第3

項

埋蔵文化財の保

護等

埋蔵文化財調査の委託費用はSPCで立替

えて支払う必要がありますか、又はSPC

が病院機構から施設整備業務費用とし

て受領してから支払うことでもよろし

いでしょうか。もし、SPCが立替えて支

払わなくてはならないとすれば、

216,281,100円から大幅な増額になれば

SPCに支払う資金がない可能性がありま

す。その場合は緊急的に追加で融資を

受けなければなりませんが、追加融資

に係る費用はご負担いただけるという

理解でよろしいでしょうか。

前段については事前に立て替えて下さ

い。増額に対応して下さい。増額は工

事が対象となります。なお、融資に係

る費用は増額対象とは致しません。

44 契約書 18

第

21

条

第4

項

埋蔵文化財の保

護等

「その指示に従う」とありますが、そ

の指示により乙に費用が生じた場合

は、第5項に従い、甲にて負担いただけ

るとの理解でよろしいでしょうか。

当該費用が乙の故意又は過失により生

じたもので無い限りは、ご理解のとお

りです。
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45 契約書 18

第

21

条

第5

項

埋蔵文化財の保

護等

埋蔵文化財に起因する損害には、埋蔵

文化財（第4項の遺構又は遺物その他の

文化財を含む。）に起因して乙に生じ

た追加費用、損害も含まれるという解

釈でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

46 契約書 18

第

21

条

第5

項

埋蔵文化財の保

護等

埋蔵文化財に起因する損害に関して、

乙の故意又は過失により生じたものは

乙の負担とありますが、具体的に何を

想定されているのでしょうか。

特段具体的な状況を想定しているもの

ではございませんが、例えば、埋蔵文

化財が発見された場合に、乙の対応が

不適切だったために追加的な損害が発

生した場合は、当該追加的損害は乙の

負担となります。

47 契約書 18

第

21

条

第5

項

埋蔵文化財の保

護等

第5項に当該埋蔵文化財に起因する損害

とありますが、具体的にどのような損

害を想定されておりますでしょうか。

ご教示願います。

あくまで一例ですが、埋蔵文化財に関

する調査費用、又は当該調査による事

業の遅延等に起因する損害等が考えら

れます。

48 契約書 18

第

22

条

第1

項

(3) 条件変更等

第3号において、埋蔵文化財にかかる条

件変更は除外されております。費用等

の精算については、第21条で規定され

ておりますが、既済調査部分・未済調

査部分において、乙の責に帰さない事

情に基づき、業務期間の変更が必要な

場合は、変更期間につき、ご協議頂け

ますでしょうか。

業務期間（工期）の変更については、

第47条に基づき協議を行います。
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項

49 契約書 18

第

22

条

第3

項

条件変更等

業務要求水準書(案)（Ⅱ施設整備編）

第２ 2調査・対策業務では、土地利用

履歴調査を実施することは要求されて

いますが、土壌汚染調査の必要性は入

札時点では判断できません。従いまし

て、事業契約締結後、土地利用履歴調

査の結果、土壌汚染調査が必要となっ

た場合には、本件土地の条件変更に該

当すると思われますので、当該調査費

用は甲の負担という理解でよろしいで

しょうか。

土地利用履歴調査及び土壌汚染調査

（必要な場合）は当初より予定されて

いる乙の業務の一部ですので、条件変

更には該当しません。なお、土地利用

履歴調査の結果、土壌汚染調査が必要

となった場合、及び土壌汚染調査の結

果、土壌改良が必要となった場合に

は、甲の費用負担により乙が実施して

ください。

50 契約書 18

第

22

条

第3

項

条件変更等

入札説明書公表時点では、土壌汚染の

有無が判断できませんので、土壌汚染

調査の結果、土壌汚染対策工事が必要

となった場合には、要求水準書に明示

されていない本件土地の条件変更に該

当し、「当該対策費用」は甲の負担と

いう理解でよろしいでしょうか。

No.49をご参照下さい。

51 契約書 18

第

23

条

第1

項

(1) 管理技術者

「事業本契約」とありますが「本事業

契約」の誤りではないでしょうか。

「本契約」に修正致しました。

52 契約書 19

第

24

条

第1

項

施設整備業務関

係者に関する措

置請求

「下請負人」とは「受託者」のことで

しょうか。

基本的には受託企業が該当致します

が、受託企業に限らず、乙が施設整備

業務を実施するために使用する全ての

企業及び個人を含みます。

53 契約書 19

第2

節

近隣対応及び各

種調査・対策業

務

「近隣対応及び各種調査・対策業務」

とありますが、第2節には近隣対応に係

る条項がないと思われます。第5節建設

業務第43条がそれに該当するとの理解

でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。修正致しまし

た。
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54 契約書 20

第

25

条

第7

項

周辺家屋影響・

対策業務

SPCの負担費用に地下水等の対策が含ま

れておりますが、地下水や地盤沈下等

の問題は必ずしも施工に起因するもの

ではなく、地中のことであり予測がつ

かないことが多い事象ですので、費用

負担については協議とさせて頂けませ

んでしょうか。

また、「甲が設定した条件」とはどの

ようなものが考えられますでしょう

か。ご教授ください。

前段については、協議させて頂きま

す。

後段については、地下水については第

25条の対象から除外し、第26条の地質

調査の一環として行って頂く旨修正致

しました。なお、仮に予測不能な地下

水が発見された場合は、第22条第1項第

(3)号に該当するものとし、対策費用は

甲が負担するものと致します。

なお、「甲が設定した条件」とは、甲

が要求水準書等で提示し、乙が達成し

なければならない具体的な業務水準を

指します。

55 契約書 20

第

26

条

第2

項

土壌汚染調査及

び地質調査

履歴調査の結果、別途調査又は試験が

必要と判断した場合は、自己の責任及

び費用で、これを行うものとするとあ

りますが、別途調査を行うか否か、別

途試験をするか否かは、履歴調査の結

果によるものと考えられます。した

がって入札時にその金額を査定するこ

とは不可能であり、それを乙の費用と

することは、著しく不合理であると考

えますが、条文の変更は可能でしょう

か。

修正致しました。

56 契約書 20

第

26

条

第4

項

土壌汚染調査及

び地質調査

「第14条第3項」は「第22条第3項」の

誤りではないでしょうか。

修正致しました。

57 契約書 20

第

29

条

第1

項

本件土地への立

入り

「前3条」は「前4条」の誤りではない

でしょうか。

修正致しました。
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該当箇所

タイトル 質問

項

58 契約書 20

第

26

条

土壌汚染調査及

び地質調査

本条では乙の費用負担のみ規程されて

おりますので、第25条及び第27条末尾

記載の「甲が設定した条件に直接起因

するものについては甲が負担する。」

を追加していただけませんでしょう

か。

原案のとおりとします。

第26条第4項は、乙の調査に不備があっ

た場合の規定であり、第25条第7項や第

27条第4項のような、調査・対策を実施

すること自体に要する費用とは取扱い

が異なるものと考えます。

59 契約書 20

第

26

条

第2

項

土壌汚染調査及

び地質調査

第4項によると第2項は地質調査につい

ての条項とのことですが、地質調査は

履歴調査の結果により行うものではな

いと思われますので、「前項の履歴調

査の結果」は削除されるとの理解でよ

ろしいでしょうか。

修正致しました。

60 契約書 20

第

26

条

第4

項

土壌汚染調査及

び地質調査

第[14]条ではなく、第[22]条の誤りで

はないでしょうか。

修正致しました。

61 契約書 20

第

26

条

第4

項

土壌汚染調査及

び地質調査

「乙は、･･･に起因する一切の追加費用

を負担するものとする。」と記載があ

りますが、土壌汚染調査は全数調査で

はありませんので、未調査場所に汚染

土が存在した場合でも、調査の不備等

に該当せず、追加費用は病院機構の負

担との理解でよろしいでしょうか。

修正致しました。なお、土壌汚染調査

の追加費用は甲負担ですが、その調査

内容に不備等がある場合は乙の負担で

す。
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項

62 契約書 20

第

26

条

土壌汚染調査及

び地質調査

「乙の費用でと」記されております

が、乙が提案時点で想定出来ない土壌

汚染、必要な地質調査については甲が

最終的には負担すると理解してよろし

いでしょうか。

No.61をご参照ください。

63 契約書 20

第

26

条

土壌汚染調査及

び地質調査

本件土地の利用履歴その他必要となる

土壌汚染調査を行い、調査の結果対策

が必要と判断された場合は第22条の規

定に従い病院機構のリスクであるとい

う理解でよろしいでしょうか。

No.61をご参照ください。

64 契約書 21

第

31

条

第3

項

本施設の設計責

任

甲による要請で発生した変更におい

て、甲と乙が協議するもその合意が成

立しない場合、甲がその変更を決定す

るとし、その決定された変更内容によ

り問題が生じた場合の責任は甲が負う

との考えでよろしいでしょうか。

当該問題の性質や設計変更が必要に

なった事情にもよるものと思います

が、瑕疵担保責任との関係で言えば、

甲が要請した設計変更が瑕疵の原因と

考えられる場合には乙は免責される場

合もあり得るものと考えます（民法636

条参照）。

65 契約書 21

第

32

条

第1

項

設計関連業務

「次条」は「第34条」の誤りではない

でしょうか。

修正致しました。

66 契約書 21

第

32

条

第1

項

設計関連業務

「近隣説明及び院内調整への協力並び

に必要な関連業務を行う」とあります

が、想定される関連業務を例示願えま

すでしょうか。

現時点で、特に想定しているものはあ

りません。
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頁

回答№ 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

67 契約書 23

第

37

条

第1

項

設計変更

甲が求める設計図書の変更は、第14条

又は第22条が適用される場合を除き、

要求水準の範囲内という認識でよろし

いでしょうか。

基本的にはご理解のとおりですが、両

当事者の合意により設計図書の変更を

行う場合等は、現実的には、設計図書

の変更に伴い要求水準書の変更も行わ

れたものと考えられる場合も多いもの

と考えます。

68 契約書 23

第

37

条

第3

項

設計変更

当該変更の是非は甲が決定するとあり

ますが、その場合においても、当該変

更に伴い乙に生じる増加費用等は甲に

ご負担いただけるという認識でよろし

いでしょうか。

増加費用の負担者は、当該設計変更を

要する事由により第37条第5項に従い判

断されるため、ご質問の場合において

常に甲負担となるわけではありませ

ん。

69 契約書 23

第

37

条

第5

項

設計変更

不可抗力又は法令変更に起因する場合

は、それぞれ別に定める規定に基づき

費用負担するという理解でよろしいで

しょうか。

第9章及び第10章並びに別紙9及び別紙

10に従い費用負担することになりま

す。

70 契約書 23

第

37

条

第5

項

設計変更

「当該変更により乙に追加的な費用が

発生」の追加的費用には、設計業務以

外の業務に係る追加的費用も含まれる

との理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

71 契約書 23

第

37

条

第5

項

設計変更

「設計の変更が乙の責めに帰すべき事

由、不可抗力又は法令変更に起因する

場合を除き、甲が、当該費用を負担す

るもの」とありますが、不可抗力の場

合は第96条の規定に従い、法令変更の

場合は第93条の規定に従うという理解

でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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72 契約書 23

第

38

条

報告受領・通知

等に関する責任

甲は、「設計条件若しくは実施設計の

変更の承諾をした」にも関わらず「施

設整備業務の全部または一部について

の責任を」負わないとされています

が、変更を承諾した事実までを否定す

るものではないと理解してよろしいで

しょうか。

ご理解のとおりです。

73 契約書 23

第

38

条

報告受領・通知

等に関する責任

本規定は病院機構と事業者間において

合意が成立した場合、その合意内容を

病院機構が一方的に反故に出来ること

までを意味するものではないとの理解

でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

74 契約書 24

第

40

条

第2

項

建設の裁量及び

責任等

括弧内で、「及び条件変更」は記載が

重複していると思われるため削除をお

願いします。

原案のとおりといたします。

75 契約書 24

第

41

条

第1

項

提出書類

「要求水準書の」は「要求水準書に」

の誤りではないでしょうか。

修正致しました。

76 契約書 24

第

41

条

第1

項

提出書類

「要求水準の従い」ではなく、「要求

水準に従い」の誤りではないでしょう

か。

修正致しました。
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回答№ 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

77 契約書 24

第

42

条

第3

項

施工

「工期内に建設業務を完了するために

必要な一切の手段については、乙

が・・・その費用を負担する」とあり

ますが、甲の理由により工期が延長さ

れることもありますので、但し書きを

追加していただけませんでしょうか。

修正致しました。

78 契約書 24

第

43

条

第1

項

近隣対策等

事業そのものに対して近隣住民等から

反対運動があった場合は病院機構が主

体となり解決にあたるという理解でよ

ろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

79 契約書 25

第

43

条

第2

項

近隣対策等

本件病院の設置にとどまらず、本件事

業そのものの反対等に伴う増加費用に

ついても甲にご負担いただけるという

認識でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

80 契約書 25

第

43

条

第2

項

近隣対策等

乙が負担する増加費用の範囲が、「前

項に定める以外の事由」と限定されて

おりません。本件病院の設置に関連す

る近隣対策等は一義的には甲の責任範

囲と考えますので、乙の負担を「乙が

行うべき又は行った業務に起因して発

生した増加費用」に限定して頂くこと

は可能でしょうか。

本件病院の設置に関する近隣住民等の

要望活動・訴訟に起因した増加費用

は、第2項において甲の負担とされてお

りますので、原案のとおりとします。

81 契約書 25

第

44

条

総則

SPCで調達する備品等の据え付け時期は

事業者の提案によるという理解でよろ

しいでしょうか。

ご理解のとおりですが、甲と乙との協

議により決定することとします。
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82 契約書 25

第

45

第1

項

備品の瑕疵担保

責任

「甲の選択に従い」とありますが、選

択に際しては甲乙協議の上、合理的に

選択いただけるとの理解でよろしいで

しょうか。

ご理解のとおりです。

83 契約書 25

第

45

条

備品の瑕疵担保

責任

瑕疵が判明した場合、当該瑕疵に関す

る請求期限が明記されておりませんの

で、第59条3項と同様に「当該瑕疵が判

明したときから６ヶ月以内」等の期限

を設定して頂くことは可能でしょう

か。

瑕疵担保については、施設の滅失又は

毀損の場合を除き、請求期間は限定致

しません。

84 契約書 25

第

45

備品の瑕疵担保

責任

当該備品等の交換もしくは修補は要求

水準に従って行われるとの理解でよい

でしょうか。甲の事由による新たな機

能追加等は、第14条が適用されるとの

理解でよろしいでしょうか。

前段についてはご理解のとおりです。

後段については、「新たな機能追加

等」が第14条第1項に定める「本件要求

水準又は乙の業務範囲の変更」に該当

する場合は、ご理解のとおりです。

85 契約書 25

第

45

条

第1

項

備品の瑕疵担保

責任

備品は開院日以前（物によっては引渡

日以前）に搬入していることから、[開

院日から1年]を、[各備品の引渡時から

1年]としていただくことは可能でしょ

うか。

原案のとおりとします。

86 契約書 25

第

46

条

第2

項

工事の中止

甲の責めに帰すべき事由で工事が中止

された場合は、ファイナンス費用やSPC

の運営経費等も乙の損失として認めて

いただけるという理解でよろしいで

しょうか。

ご理解のとおりですが、工事の中止と

相当因果関係のある範囲に限られま

す。
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回答№ 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

87 契約書 25

第

46

条

第2

項

(3) 工事の中止

当該工事の中止が法令等の変更による

場合の定めですが、本件工事が中止と

なるような法令等の変更は、すべから

く別紙９の①に該当すると考えられま

すが、そのような理解でよろしいで

しょうか。

別紙9①に該当する場合が多いものと考

えますが、現時点において将来どのよ

うな法令変更が行われるか想定するこ

とは困難なため、①又は②のいずれに

該当するかの判断については当該法令

変更が行われた時点において判断致し

ます。

88 契約書 25

第

47

条

第2

項

工期の変更

「その責めに帰すことができない事

由」とは不可抗力や法令変更の他、第

22条第1項各号に定める事項や、埋蔵文

化財の出土、工事に起因する理由以外

での近隣住民による反対運動等が該当

するものと考えますが、このような理

解でよろしいでしょうか。

基本的にはご理解のとおりですが、埋

蔵文化財が発見された場合における乙

の対応の不手際、又は乙の工事の不備

に起因する近隣住民の反対運動等の場

合等も考えられるため、最終的には当

該時点において個別に判断致します。

89 契約書 26

第

50

条

第1

項

第三者に生じた

損害

本項に定める乙の負担から当該保険金

の額が控除されるという認識でよろし

いでしょうか。

甲・乙のいずれの場合にも控除の対象

となります。

90 契約書 26

第

50

条

第2

項

第三者に生じた

損害

「乙が第三者に損害を賠償すべき場

合、甲が当該第三者から･･･求償するこ

とができる」と記載がございますが、

事前に事業者と合意のうえで行ってい

ただけるという理解でよろしいでしょ

うか。

実務上可能な限度で事前の調整を行う

ことを想定しております。もっとも、

必ずしもそのような余裕が無い場合

（賠償の遅延により損害額が拡大する

可能性のある場合等）も考えられます

ので、必要的とは考えておりません。

91 契約書 27

第

51

第1

項

不可抗力による

損害

「本件病院本件病院」とありますが、

「本件病院」の誤りではないでしょう

か。

修正致しました。
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項

92 契約書 27

第

51

条

第3

項

不可抗力による

損害

乙が善良なる管理者の注意義務を怠っ

た場合は、当該怠ったことにより発生

した損害及び追加的な費用の範囲で乙

が費用負担するという認識でよろしい

でしょうか。

ご理解のとおりです。

93 契約書 27

第

51

条

第1

項

不可抗力による

損害

「乙は、施設整備業務期間中に･･･甲に

通知しなければならない。」の「施設

整備業務期間中」とは「工事期間中」

という理解でよろしいでしょうか。

原案のとおりとします。

94 契約書 27

第

52

第1

項

建設企業による

自主検査

別紙1用語集25に「施工請負者」とあり

ます。「建設企業」とは「施工請負

者」と同義との理解でよろしいでしょ

うか。

「建設企業は」は「施工請負者」に修

正しました。

95 契約書 28

第

56

条

第6

項

本件病院の譲渡

時期

「施設整備業務が全て終了したと認め

た場合」という記載がございますが、

この施設整備業務には備品等調達業務

及び移転引越業務は含まれないという

理解でよろしいでしょうか。

含みます。

96 契約書 28

第

56

条

第6

項

甲による完成確

認

本項で規定する「書面」と第3項で規定

する「完成確認通知書」とは同じもの

という認識でよろしいでしょうか。

異なる書面となります。完成確認通知

書は本件病院の完成を確認する書面で

あるのに対し、第56条第6項の書面は、

建設業務以外の備品調達業務等も含め

て全ての施設整備業務が終了したこと

を確認した書面となります。

97 契約書 28

第

57

条

第1

項

本件病院の譲渡

その他必要な手続きとありますが、具

体的にどのような手続きでしょうか。

現時点で想定している手続きはありま

せん。
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回答№ 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

98 契約書 28

第

57

条

第1

項

本件病院の譲渡

本件病院の施設は、原資取得者である

乙が、甲に譲渡するという認識でよろ

しいでしょうか。

乙を原始取得者にすることも可能と考

えます。

99 契約書 28

第

57

条

第1

項

本件病院の譲渡

所有権保存登記は病院機構にて行って

いただけるという理解でよろしいで

しょうか。

ご理解のとおりです。

100 契約書 28

第

58

条

第1

項

引渡等の遅延

譲渡予定日の30日前までに通知すると

ありますが、譲渡予定日の30日前以降

に遅延事由が生じる可能性もあります

ので、かかる期限設定はかけない方向

でご検討願えませんでしょうか。

修正致しました。

101 契約書 28

第

58

条

第1

項

引渡等の遅延

本項により引渡の遅延が見込まれた場

合、工期の変更に関する第47条の適用

は妨げられないという認識でよろしい

でしょうか。

ご理解のとおりです。

102 契約書 29

第

58

条

第2

項

引渡等の遅延

合理的な損害の中にファイナンス費

用、SPCの運営経費等も含まれるという

理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

103 契約書 29

第

59

条

第1

項

瑕疵担保責任

当該瑕疵が、甲の指図により生じたも

のである場合は、公共工事標準請負約

款の考え方に基づき、乙は本条に定め

る瑕疵担保責任を負わないという認識

でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。但し、その場合

であっても、乙が当該指図が不適当で

あることを認識していたにも拘わらず

告げなかった等の事情がある場合は免

責されません（民法第636条参照）。
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該当箇所

タイトル 質問

項

104 契約書 29

第

59

条

第2

項

瑕疵担保責任

瑕疵担保期間は、公共工事標準請負約

款の考え方に基づき「2年」としていた

だけませんでしょうか。

原案のとおりとします。

105 契約書 29

第

59

条

第2

項

瑕疵担保責任

「（施設の引渡しから5年）」とありま

すが、公共工事標準請負契約約款にお

ける一般的な施設瑕疵担保期間は２年

－１０年と認識しております故、ご検

討いただけないでしょうか。

原案のとおりとします。

106 契約書 29

第

59

条

第5

項

瑕疵担保責任

第5項で「施行請負者」とあるのは「施

工請負者」＝建設業務受託企業との理

解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。修正致しまし

た。

107 契約書 29

第

59

条

第2

項

瑕疵担保責任

瑕疵担保期間として5年間を設定されて

おりますが、SPCにとって過大なリスク

になると考えられます。一般的な2年間

に変更していただけませんでしょう

か。

原案のとおりとします。

108 契約書 30

第

60

条

第3

項

移転引越の説明

会

「事前に病院各部門に対し、説明会を

開催すること」と記載がございます

が、病院内の日程調整、説明会開催場

所の確保等は行っていただけるという

理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

109 契約書 30

第

60

条

第6

項

引越関連費用

事業者は「調達・移設備品等リスト」

に記載された移設物品の数量と容量か

ら入札金額を算出し、リストに記載の

ものから異なる場合はすべて実施増減

の対象として施設整備業務費用相当額

を変更するという理解でよろしいで

しょうか。

ご理解のとおりです。
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頁

回答№ 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

110 契約書 30

第

60

条

第6

項

移転引越業務

「移設物品及び廃棄物品の移転引越及

び処理に係る費用」という記載がござ

いますが、要求水準書等によると、廃

棄物品の処理は本業務に含まれないも

のと理解しております。また、廃棄物

処理に関する法にでは、乙は廃棄物品

の処理を行うことができません。よっ

て、廃棄物品の処理は本事業に含まれ

ないという理解でよろしいでしょう

か。またその場合には、第60条第6項に

ついても併せて変更することをご検討

いただけませんでしょうか。

前段についてはご理解のとおりです。

ご理解のとおり、廃棄物品の処理は移

転引越業務に含まれません。ご指摘に

鑑み、修正致しました。

111 契約書 30

第

61

条

維持管理・利便

サービス業務

61条

「甲が実施するリハーサルへの協力」

とありますが、具体的にはどのような

リハーサルを想定され、またそれらの

リハーサル回数はどの程度を想定され

ているのでしょうか？

竣工から開院までの期間において医療

情報システム稼働テストを含めたリ

ハーサルを３～４回、患者移送のリ

ハーサルを１～２回を想定していま

す。これらに加えて部門単位で実施す

るリハーサルが随時行う予定にしてい

ます。

112 契約書 30

第

61

条

維持管理・利便

サービス業務

維持管理にて、甲が実施するリハーサ

ル業務に協力とあるが、具体的にどの

うなことを示しますか。

No.108をご参照下さい。

113 契約書 30

第

61

条

第2

項

維持管理・利便

サービス業務

第3項⇒第4項の誤記と理解して宜しい

でしょうか。

修正致しました。
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項

114 契約書 30

第

61

条

第4

項

維持管理・利便

サービス業務

利便サービス業務の担当企業（SPCから

の委託先等）が、不採算等を理由に撤

退した場合、代替企業選定までの間、

業務履行を中断することは可能と考え

てよろしいでしょうか。

不採算を理由にした中断は認められま

せん。

115 契約書 30

第

61

条

第2

項

維持管理・利便

サービス業務

「乙は、第3項各号に･･･」という記載

がございますが「第4項」の誤りではな

いでしょうか。

修正致しました。

116 契約書 31

第

62

条

第1

項

第三者に対する

委託

維持管理・利便サービスにおける各業

務において、事前に甲へ届け出た場

合、乙は受託企業をして第三者に委託

し、若しくは請け負わせることが可能

との理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

117 契約書 31

第

62

条

第2

項

第三者に対する

委託

「（利便サービス業務については、開

院日の[180]日前までに、」とあります

が、「（利便サービス業務について

は、開院日の[180]日前）までに、」の

誤りではないでしょうか。

修正致しました。

118 契約書 31

第

62

条

第3

項

第三者に対する

委託

利便サービス業務の担当企業名も事業

契約締結時までに特定しなければなら

ないのでしょうか。

事業契約書締結時に決定していない場

合は代表企業名を記載して、決定後に

変更届を提出してください。

119 契約書 31

第

62

条

第3

項

第三者に対する

委託

当該業務を担当する企業が複数の場

合、企業名を列記すればよいのでしょ

うか。それとも役割分担も含めて表現

が必要でしょうか。

後段の通りです。
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頁

回答№ 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

120 契約書 32 63

使用人等の確保

及び乙の責任

必要な人員及び有資格者の配置とあり

ますが、設備管理における有資格者と

いう意味合いで捉えてよろしいでしょ

うか？

設備管理・利便サービス業務の各業務

の実施に必要な有資格者です。

121 契約書 33

第

65

条

第3

項

利便サービス業

務

施設使用料について、各業務の実施担

当企業が個別に直接甲に支払うことは

可能でしょうか。

事業者（乙）が支払うことになりま

す。

122 契約書 33

第

65

条

第4

項

利便サービス業

務

「甲が必要と認めるときは」とありま

すが、建物賃貸借契約を締結しない場

合もあり得るということでしょうか。

ご理解のとおりです。

123 契約書 33

第

65

条

第4

項

利便サービス業

務

建物賃貸借契約は、利便サービス業務

の種類ごとに、それぞれSPCが契約当事

者となり締結するという認識でよろし

いでしょうか。

ご理解のとおりです。

124 契約書 33

第

65

条

第4

項

利便サービス業

務

「甲が認めるときは・・・建物賃貸借

契約を」とありますが、例えば、どの

ような条件の場合、建物賃貸借になる

と考えれば宜しいでしょうか。

病院内の一定の場所を一定期間専用的

に使用する場合が想定されます。

125 契約書 33

第

66

条

第1

項

費用負担

「利便サービス業務に要する費用のう

ち本体工事に係るもの」とは具体的に

何でしょうか。

利便サービスに供される施設・設備の

設置で施設整備業務に含まれる業務に

係る費用を指します。
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項

126 契約書 33

第

67

条

第1

項

修繕・更新

甲、乙いずれの責めにも帰すことので

きない事由により施設が損傷し、経常

修繕のレベルを超える程度の修繕が必

要となった場合は、施設所有者である

甲がかかる修繕費用を負担するという

認識でよろしいでしょうか。

病院機構の責任のものは、病院が負担

します。

不可抗力は契約書案に基づき、負担し

ます。

127 契約書 33

第

67

条

第1

項

修繕・更新

「本件病院の修繕・更新を自己の責任

及び費用において実施する」と記載が

ございますが、第45条の「備品の瑕疵

担保責任」から考え、「本件病院」に

は「備品」は含まれないという理解で

よろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

128 契約書 33

第

67

第3

項

修繕・更新

「貸与を受けた完成図書に反映」とあ

りますが、データの反映ではなく、紙

ベースでの反映との理解でよろしいで

しょうか。

データ及び紙、両方に反映して下さ

い。

129 契約書 33

第

68

条

第1

項

第三者に生じた

損害等

本件病院の瑕疵により第三者に損害を

及ぼした場合は、第59条第2項に規定す

る瑕疵担保期間の範囲内で、乙は本項

に規定する損害賠償義務を負うという

認識でよろしいでしょうか。

瑕疵があった場合における責任は瑕疵

担保責任のみならず不法行為責任等も

考えられ、第三者に対する責任と甲・

乙間の問題である瑕疵担保責任とは別

個の問題であると考えます。

130 契約書 33

第

68

条

第2

項

第三者に生じた

損害

「乙が第三者に損害を賠償すべき場

合、甲が当該第三者から･･･求償するこ

とができる」と記載がございますが、

事前に事業者と合意のうえで行ってい

ただけるという理解でよろしいでしょ

うか。

実務上可能な限度で事前の調整を行う

ことを想定しております。もっとも、

必ずしもそのような余裕が無い場合

（賠償の遅延により損害額が拡大する

可能性のある場合等）も考えられます

ので、必要的とは考えておりません。
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頁

回答№ 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

131 契約書 35

第

74

条

第1

項

第

11

、

12

号

事実の表明及び

保証

事業契約締結時点において、それより

将来のことについてまで確たる表明、

保証をすることは困難ですので、将来

のことにつきましては、表明保証の対

象から外していただけませんでしょう

か。

原案のとおりとします。本条は将来の

事実を表明保証頂く趣旨ではなく、現

在時点における一定の事実の存在・不

存在を表明保証するものです（従っ

て、表明保証時点以降に本条に反する

事実が発生した場合であっても、表明

保証違反とはなりません。）。

132 契約書 36

第

75

条

第1

項

乙の誓約

「乙は、本契約締結後10日以内に･･･甲

に提出するものとする。」と記載がご

ざいますが、事業契約書の締結予定日

が平成24年12月下旬となっており、そ

の10日以内となると年末年始を挟みス

ケジュールがかなりタイトになってお

りますので、もう少し猶予をいただけ

ないでしょうか。

ご意見として承ります。

133 契約書 36

第

75

条

第1

項

乙の誓約

「乙は、本契約締結後10日以内に･･･甲

に提出するものとする。」と記載がご

ざいますが、「休日を除く平日での10

日」という理解でよろしいでしょう

か。

No.132をご参照下さい。

134 契約書 36

第

75

条

第1

項

第1

号

(ｲ)

(ﾛ)

乙の誓約

本契約締結に先立ち取得し、又は届出

すべき許認可等で、想定のものがあれ

ばご教示ください。

事業者側で要求水準書を実施するため

に必要な許認可等をご確認ください。

135 契約書 36

第

75

条

第1

項

第1

号

(ﾛ) 乙の誓約

入札参加資格の確認書類以外で想定さ

れている提出書類はございますでしょ

うか。

特に想定しているものはありません

が、要求水準書を踏まえて必要なもの

をご提出ください。
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項

136 契約書 36

第

75

条

第2

項

第3

号

乙の誓約

融資契約を締結したことを証する書面

とありますが、どのような書式をご想

定でしょうか。

金銭消費貸借契約書の写し等です。

137 契約書 36

第

75

条

第2

項

第4

号

乙の誓約

第8条第6項には、「甲の要請があった

場合」に限り、許認可等の取得等に係

る書類の写しを提出することが乙に義

務付けられていますので、本号もこれ

と整合させていただけませんでしょう

か。

修正致しました。

138 契約書 37

第

75

条

第3

項

第5

号

乙の誓約

下請け契約、再委託契約については、

乙が契約当事者ではありませんので、

第二文は削除願えませんでしょうか。

第二文の趣旨は、第四文及び第五文で

十分にカバーされると思料されます。

原案のとおりとします。基本的に大阪

府暴力団排除条例に定める水準を下回

ることは想定しておりません。なお、

第二文は、乙が受託企業を含めた全て

の下請人・受託者との間で締結する契

約に関する規定であり、第四文及び第

五文が、受託企業とその下請人との間

の契約に関する規定となっておりま

す。
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頁

回答№ 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

139 契約書 37

第

75

条

第3

項

第5

号

乙の誓約

第一文から第五文において、（へ）は

全く引用されていませんが、（へ）は

誤りでしょうか。もし（へ）が生きて

いて（イ）から（へ）となると、本契

約締結後に入札参加停止となった構成

員（受託企業）とSPCは契約できないと

いうことでしょうか。

前段については、（ヘ）も含まれま

す。また、「大阪府公共工事等に関す

る暴力団排除措置要綱に基づく入札参

加除外措置を受けている者又は同要綱

別表に掲げる措置要件に該当する者」

についても抜けておりましたので、追

加致します。

後段については、「（イ）から

（ホ）」については原案のとおりと

し、「（ト）から（ル）」を「（ヘ）

から（ヲ）」に修正すると共に、同項

第(8)号（ト）及び（チ）並びに第85条

についても対応する修正を致します。

なお、本契約締結後に入札参加停止と

なった受託企業とSPCの契約が禁止され

ることについては、ご理解のとおりで

す。

140 契約書 38

第

75

条

第3

項

(8) (ﾆ) 乙の誓約

(ニ）について直ちにこれを通知する場

合において、要望又は苦情等の程度を

どのように考えたらよいでしょうか。

基本的には、その場限りの対応では足

りず、広く周知する必要のあるものを

想定しておりますが、具体的な内容に

ついては追って協議させて頂きます。

141 契約書 38

第

75

条

第3

項

(8) (ﾄ) 乙の誓約

SPCと直接契約している受託企業という

理解でよろしいでしょうか。また、国

内のどこかで発生した事実が全て対象

となるのでしょうか。

前段については、ご理解のとおりで

す。その旨が明らかとなるよう修正致

しました。

後段については、ご理解のとおりで

す。

142 契約書 42

第

82

条

第1

項

(2)

維持管理期間に

係る契約の解除

「催促」とありますが、「催告」では

ないでしょうか。

修正致しました。
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タイトル 質問

項

143 契約書 43

第

84

条

第1

項

談合その他の不

正行為による契

約の解除

「本契約に関して」とは、この事業の

入札書類の提出から事業契約締結まで

の行為に関して、との理解でよろしい

でしょうか。

事業契約締結後に排除措置命令等を受

けた場合も含みます。

144 契約書 43

第

84

条

第1

項

談合その他の不

正行為による契

約の解除

本条各号が適用される場合は、第75条

第3項第5号に基づき、乙は当該受託企

業とは契約を締結しないことが規定さ

れており、整合の観点からも、乙が上

記に反して契約を締結した場合を解除

事由としていただけないでしょうか。

修正致しました。

145 契約書 43

第

85

条

第1

項

反社会勢力との

関係による契約

の解除

構成員又は受託企業が本条各号に該当

した場合は、第75条第3項第5号に基づ

き、乙は当該委託契約又は請負契約を

解除することが規定されており、整合

の観点からも、乙が上記に反して契約

を解除しない場合を解除事由としてい

ただけませんでしょうか。

修正致しました。

146 契約書 43

第

85

条

-2

反社会的勢力と

の関係による契

約の解除

「利用利用」という記載がございます

が「利用」の誤りではないでしょう

か。

修正致しました。

147 契約書 44

第

86

条

第1

項

甲の債務不履行

による解除

第82条第1項第2号においては、甲の催

促後30日以降に契約解除できるとあり

ますが、甲の債務不履行が90日に及ぶ

間、契約解除できないのは合理的であ

りませんので、第82条第1項第2号に倣

い、乙の催告後30日間としていただけ

ないでしょうか。

原案のとおりとします。
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頁

回答№ 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

148 契約書 44

第

88

条

第1

項

本件病院の引渡

し前の解除の効

力

本件出来形部分が存在する場合は（社

会通念上、原状回復することが合理的

と認められる場合を除き）、解除後の

利用の有無に関わらず買取いただけま

せんでしょうか。

原案のとおりとします。利用されない

出来形を買い取ることはできません。

149 契約書 44

第

88

条

第1

項

本件病院の引渡

し前の解除の効

力

「甲は、当該出来形部分を確認の上、

当該出来形部分に相当する施設整備費

相当額を乙に支払う」と記載がござい

ますが、施設整備費相当額にはSPCの運

営経費等やファイナンス費用も含まれ

るという理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

150 契約書 44

第

88

条

第3

項

本件病院の引渡

前の解除の効力

本契約が解除された際に機構からSPCへ

支払われる出来高相当額の支払時期に

ついては、「本契約の規定による対価

の支払時期と同一とする」とされてお

りますが、当該支払時期は解除理由等

にも影響を受けるべきものですので、

当該支払時期については、双方協議と

させていただけませんでしょうか。

原案のとおりとします。

151 契約書 44

第

89

条

本件病院の引渡

し後の解除の効

力

標題において「解除の」が重複してま

すので削除願えませんでしょうか。

修正致しました。

152 契約書 45

第

90

条

解約に伴う違約

金

利便サービス業務の一部が患者数の減

少等のやむを得ない理由により経営が

成り立たなくなり、代替企業も見つか

らない場合、契約の一部解除はできま

すでしょうか。また、その場合事業者

にペナルティは課されるのでしょう

か。

要求水準書の内容を原則としますが、

将来、環境が著しく変化した場合は協

議致します。
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タイトル 質問

項

153 契約書 45

第

91

条

独占禁止法違反

の場合の賠償金

の予定

「本契約の契約金額の100分の20に相当

する額」とありますが、契約金額の定

義をご教示願います。

事業契約（鑑）第3項に記載されている

金額を意味します。

154 契約書 45

第

91

条

第1

項

独占禁止法違反

の場合の賠償金

の予定

構成員又は受託企業に本条各号が適用

される場合は、第75条第3項第5号に基

づき、乙は当該受託企業とは契約を締

結しないことが規定されており、整合

の観点からも、乙が上記に反して契約

を締結した場合に賠償金支払い義務を

負うという建付けに変更していただけ

ませんでしょうか。

修正致しました。

155 契約書 47

第

94

条

法令変更による

契約の終了

本条により契約が解除された場合、解

除の効力については第88条1項が適用さ

れると考えてよろしいでしょうか。

当該解除がなされた時期が本件病院の

引渡前であれば、ご理解のとおりで

す。

156 契約書 47

第

95

条

第3

項

通知の付与

乙が当該業務の履行を免れたことによ

り、支出又は負担を免れた費用につい

ては、対価から減額されるという理解

でよろしいでしょうか。

修正致しました。

157 契約書 48

第

97

条

第1

項

運営会議等

運営会議の想定出席者及び想定議題に

ついてご教示下さい。

内容については今後検討致します。

158 契約書 48

第

97

条

第2

項

運営会議等

経営会議の想定出席者及び想定議題に

ついてご教示下さい。

内容については今後検討致します。
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頁

回答№ 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

159 契約書 48

第

99

条

第1

項

追加費用等の負

担方法

本規定の趣旨をご説明ください。ま

た、甲が負担するものと定められてい

る費用の負担方法について規定するの

であれば、「乙が負担すると定められ

ている費用」に関しても本条を適用い

ただけませんでしょうか。

原案のとおりとします。

160 契約書 48

第

99

条

第2

項

追加費用等の負

担方法

甲と乙が合意に至らない場合、甲が一

方的に費用の負担方法を決定するのは

あまりに不合理ではないでしょうか。

原案のとおりとします。

161 契約書 50

第

107

条

第1

項

検査・監査及び

調査等への協力

本条で規定する乙の協力義務は、合理

的な範囲に限定されるという認識でよ

ろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

162 契約書 51

第

108

条

第

12

項

秘密保持・個人

情報保護等

甲が乙の財務書類を公開する目的をご

教示ください。

事業者の経営状況の把握、本事業の執

行状況等の管理、情報公開請求時への

対応などに資するために行うもので

す。

163 契約書 51

第

109

条

第2

項

見学者対応等

甲への協力については、業務不履行や

乙に増加費用(残業代等)が生じない可

能な範囲での協力を行う、という理解

で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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タイトル 質問

項

164 契約書 55

別

紙1

15 用語集

15「施設整備業務期間」とは施設の完

成引渡しまでの期間であると思慮いた

しますが、施設整備業務の中には備品

等調達業務や移転引越業務も含まれて

おり、移転引越業務まですべてを含ん

だ期間と混同してしまいます。違った

表現をご検討いただけませんでしょう

か。16「施設整備業務終了日」及び17

「施設整備業務終了予定日」も同様の

意見でございます。

修正致しました。

165 契約書 58

別

紙2

事業スケジュー

ル

必要最少限の期日設定とした方が、双

方にとって合理的かと存じますが、事

象項目につき再検討願えませんでしょ

うか。

ご意見として承ります。

166 契約書 59

別

紙3

土地使用賃借契

約の様式

冒頭に「第12条第3項の規定」とござい

ますが、該当する箇所がございません

ので誤りではないでしょうか。

修正致しました。

167 契約書 60

別

紙3

第

15

条

1 (2) 契約の解除等

甲が貸付物件を必要となり契約解除に

至った場合、乙に生じる損害は甲に負

担していただけるという理解でよろし

いでしょうか。

ご理解のとおりです。

168 契約書 64

別

紙5

第4

条

第2

項

賃借料

賃貸料の改訂時には、甲と乙が協議を

行うとの理解でよろしいでしょうか。

そうでしたら、本項に、「甲と乙が協

議の上、甲は賃貸料を改訂することが

できる。」と条文の変更はできますで

しょうか。

修正致しました。
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頁

回答№ 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

169 契約書 64

別

紙

５

建物賃貸借契約

の様式

冒頭に記載されている「第50条第4項の

規定」は、「第65条4項の規定」の記載

誤りと考えてよろしいでしょうか。

修正致しました。

170 契約書 64

別

紙5

建物賃貸借契約

の様式

冒頭に「第50条第4項の規定」とござい

ますが、該当する箇所がございません

ので誤りではないでしょうか。

修正致しました。

171 契約書 64

別

紙5

建物賃貸借契約

の様式

本賃貸借契約書は利便サービス業務ご

とに締結されるのとの理解でよろしい

でしょうか。

ご理解のとおりです。

172 契約書 64

別

紙5

第3

条

1 賃貸借の期間

利便サービス業務の開業準備のため

に、引渡し後、賃貸借期間開始前に本

件病院を使用させていただけるという

理解でよろしいでしょうか。

施設の引渡しと同時に賃貸借契約を締

結します。

173 契約書 65

別

紙5

第9

条

(1) 使用上の制限

SPCが賃借人となり、協力企業や協力企

業が委託するフランチャイズ先が使用

することに問題はないという理解でよ

ろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

174 契約書 67

別

紙5

第

18

条

第1

項

契約解除による

違約金

本条の適用は、乙の責めに帰すべき事

由により本契約が解除された場合（第

17条）に限定されるという認識でよろ

しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

175 契約書 67

別

紙5

第

19

条

第1

項

賃貸借期間内の

解除等

利便サービス業務の不採算等による撤

退は、本項の「やむを得ない事由」に

該当するという認識でよろしいでしょ

うか。

不採算による撤退は、やむを得ない事

由に該当しないと考えます。
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回答№ 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

176 契約書 67

別

紙

５

第

18

条

契約解除による

違約金

第17条、第18条で乙に起因する契約の

解除、違約金について規定されていま

すが、甲の都合や事情による解除は考

えられないでしょうか。またその場

合、違約金等は支払われるのでしょう

か。

甲に債務不履行が存在する場合には、

民法の一般原則に従い乙が解除をする

ことも認められ、かかる場合には甲は

債務不履行による損害賠償義務を負い

ます。

177 契約書 67

別

紙5

第

18

条

契約解除による

違約金

違約金として賃貸料の倍額と記されて

いますが、年間賃貸料の倍額でしょう

か。

ご理解のとおりです。

178 契約書 70

別

紙6

モニタリング対

価の減額等

タイトルは「モニタリング」若しくは

「モニタリングによる対価の減額」等

ではないでしょうか。

修正致しました。

179 契約書 70

別

紙6

1 1

モニタリングの

目的及び考え方

モニタリングにより、改善要求、対価

の減額、本契約の解除等の措置が行わ

れるのは、あくまでも乙の責めに帰す

べき事由により要求水準を満たしてい

ない場合に限定されるという理解でよ

ろしいでしょうか。

別紙6第3項第3ウに定められる場合に該

当する場合には、対価の減額・解除等

の措置は行われないことになります。

180 契約書 72

別

紙6

2 (3) イ 契約解除

「再改善勧告等」「再改善措置」をご

定義ください。

再改善勧告に統一致しました。

181 契約書 73

別

紙

６

3 (3)

要求水準が満た

されていない場

合の措置

モニタリングに関する定期的な会議体

は設置せず、債務不履行の状態である

と判断された場合のみ、調整会議が開

催されるのでしょうか。また「調整会

議」はモニタリング結果に基づく債務

不履行事象の事実認定及び減額措置を

決定する機関という理解でよろしいで

しょうか。

前段については第97条、後段について

は第98条2項をご参照下さい。

280/304



契約書の質問書 実施方針、業務要求水準書（案）、基本協定書（案）、事業契約書（案）に対する質問等への回答.xls

頁

回答№ 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

182 契約書 73

別

紙

６

3 (3) ア

債務不履行とみ

なす状態

債務不履行とみなす状態とは、(ｱ)(ｲ)

の基準例に基づき、「モニタリング実

施計画書」を作成する段階で、甲乙協

議の上、決定するという理解でよろし

いでしょうか。

ご理解のとおりです。

183 契約書 73

別

紙6

3 (3) ア

債務不履行とみ

なす状態

利便サービス業務は、患者数の減少な

どSPCが関与できない事由により、採算

性が悪化することが懸念されます。

採算性の悪化により、やむを得ず、

サービスの質の低下、未実施となった

場合に、債務不履行に該当するかの判

断は甲乙協議により、合理的に行われ

るとの理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりですが、モニタリング

の基準により判断します。

184 契約書 74

別

紙6

3 (3) ア

債務不履行とみ

なす状態

「(ｱ)施設利用者が業務を行う上で明ら

かに重大な支障がある場合の基準例」

の利便サービス業務について、「業務

の未実施又は不適切な実施による重大

な不衛生状態の発生」とありますが、

「業務の未実施による重大な不衛生状

態の発生、又は不適切な実施による重

大な不衛生状態の発生」との理解でよ

ろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

185 契約書 74

別

紙6

3 (3) ア

債務不履行とみ

なす状態

基準例の共通事項に「病院機構の重大

な指導・指示に従わない」と記載がご

ざいますが、重大な指導・指示は要求

水準の範囲内であり、緊急の場合を除

き事業者と協議のうえ指示・指導され

るという理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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186 契約書 74

別

紙6

3 (3) ア

債務不履行とみ

なす状態

基準例の共通事項に「関係者へのきわ

めて重大な連絡の不備」と記載がござ

いますが、連絡すべき事項は今後事業

者と協議させていただけるという理解

でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

187 契約書 74

別

紙6

3 (3) イ

改善要求措置及

び減額措置

利便サービス業務に関して、不採算等

を原因とした撤退に伴う中断は、債務

不履行とみなされないという認識でよ

ろしいでしょうか。

債務不履行に該当します。

188 契約書 74

別

紙6

3 (3) イ

改善要求措置及

び減額措置

ア（イ）に関して、一度の改善要求措

置で即減額となることは、あまりに過

酷ではないでしょうか。再改善措置を

とっても、なお改善されない場合に減

額となる建付けとしていただけないで

しょうか。

原案のとおりとします。

189 契約書 74

別

紙6

3 (3) イ

改善要求措置及

び減額措置

ア（イ）に関して、当該業務費用の減

額に加えて、SPCの運営経費等も同時に

減額されるのはあまりに過酷ではない

でしょうか。SPCの運営経費が併せて減

額されるのはア（ア）の場合に限定願

えないでしょうか。

修正致しました。

190 契約書 74

別

紙

６

3 (3) イ

改善要求措置及

び減額措置

当該業務対価のみではなく、SPCの運営

経費等からも減額する意図についてご

教示下さい。

修正致しました。
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191 契約書 74

別

紙

６

3 (3) イ

改善要求措置及

び減額措置

SPCに配置する職員を他業務の責任者が

兼務し、人件費をSPC運営経費に計上し

ていない場合においても、維持管理・

利便サービスにおける減額措置に連動

してSPC運営経費も減額対象となるので

しょうか。

修正致しました。

192 契約書 74

別

紙

６

3 (3) イ

改善要求措置及

び減額措置

減額対象となる「当該業務対価」は、

債務不履行と判断された業務の対価に

限定されるという理解でよろしいで

しょうか。

ご理解のとおりです。

193 契約書 74

別

紙6

3 (3) イ 減額措置

モニタリングによる減額対象にSPCの運

営経費等が含まれておりますが、SPCの

運営経費の中には保険料、会計士費

用、税理士費用等のSPCの存続に欠かせ

ない社外固定費用が含まれております

ので、モニタリングによる減額対象外

としていただけないでしょうか。

No.189をご参照下さい。

194 契約書 74

別

紙6

3 (3) イ

改善要求措置及

び減額措置

利便サービス業務の一つの業務（例え

ば、レストラン運営業務）の採算が悪

く受託企業を変更しても業務の継続が

困難となり、業務をやむを得ず中断し

た場合は、「ウ債務不履行の状態とみ

なさない場合」に該当するとの理解で

よろしいでしょうか。また、減額対象

となる場合は業務中断時から維持管理

期間終了までSPCの運営経費等から100

分の20ずつ減額されるのでしょうか。

前段についてはNo.187をご参照下さ

い。

後段については契約書案を修正致しま

した。
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195 契約書

74-

75

別

紙6

3 (3) イ

改善要求措置及

び減額措置

「100分の20づつ」、「100分の10づ

つ」とありますが、適用される場合の

対象業務対価は、P80別紙7対価の構成

表の「構成される費用の内容」毎との

理解で宜しいでしょうか。

利便サービス業務以外はご理解のとお

りです。

196 契約書 75

別

紙6

3 (3) イ

改善要求措置及

び減額措置

利便サービス業務を対象とした減額措

置に関し、SPCの運営経費から100分の

10ずつ減額するとありますが、独立採

算事業であることを鑑み、100分の10を

下回る、例えば100分の1程度にしてい

ただけませんでしょうか。

修正致しました。

197 契約書 75

別

紙6

3 (3) ウ

債務不履行の状

態とみなさない

場合

不可抗力で定義されているような天災

等の影響により業務の一時的な中断及

び業務の質の低下（品揃えの不備等）

はやむを得ない事由に該当するという

理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

198 契約書 75

別

紙6

3 (3) ウ

債務不履行の状

態とみなさない

場合

利便サービス業務の受託企業の変更等

に伴う一時的な業務の中断はやむを得

ない事由に該当するという理解でよろ

しいでしょうか。

内容により判断致します。

199 契約書 75

別

紙6

3 (3) エ

減額措置の支払

額への反映

「当該事態が発生した日の属する月の

翌月15日までに……通知する」とあり

ますが、甲の改善勧告に従い、当該事

態が発生した日の属する月内に改善措

置を実施し、甲の確認を受けた場合、

減額期間は当該事態が発生した月のみ

と理解してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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200 契約書 76

別

紙6

3 (3) エ

減額措置の支払

額への反映

債務不履行事象が明らかに乙の帰責に

よるもの以外は、調整会議において乙

の異議申し立て等の協議を経てから当

該事象の原因・帰責者が確定するもの

と考えます。また3.(3)に「調整会議に

おいて乙の意見を聴取した上で、イに

示す措置を行う」とあります。

減額措置は調整会議での協議を経た後

に実行して頂くことは可能でしょう

か。

原案のとおりとします。

201 契約書 76

別

紙

６

3 (3) エ

減額措置の支払

額への反映

調整会議において減額の措置に理由が

ないと判断された場合、「減額された

対価」の支払いは、毎月の対価の支払

日（請求書提出後30日以内）に拘わら

ず、速やかに支払われるという理解で

よろしいでしょうか。

対価の支払日に係らず支払います。

202 契約書 76

別

紙

６

3 (3) エ

減額措置の支払

額への反映

減額措置は、債務不履行事象が発生し

た日の属する月の業務対価の支払い時

に「当該業務対価」から減額されると

いう理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

203 契約書 76

別

紙

６

3 (3) エ

減額措置の支払

額への反映

乙による異議申し立てに対して、「減

額措置に理由がない」と「甲が減額措

置の通知を行ったことについて相当の

理由がない」は具体的にどのように異

なるのでしょうか。

原案のとおりです。
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204 契約書 78

別

紙

６

　

維持管理・利便

サービス業務に

おけるモニタリ

ングの手続きの

流れ

「減額（一事象につき、当該業務対価

及びＳＰＣの運営経費等それぞれから

１００分の２０ずつ）」との記載があ

りますが、ＳＰＣの運営経費等とは、

具体的に何を指すのでしょうか。

No.189をご参照下さい。

205 契約書 79

添

付

資

料

実施時期、年間

業務計画書

維持管理・利便サービス業務実施段階

の年間業務計画書の提出時期が前年の

10月末とされていますが些か早すぎる

のではないでしょうか。

ご意見として承ります。

206 契約書 81

別

紙7

2 (1)

施設整備業務費

用相当額

「施設整備費業務費用相当額」の請求

手続きについては、乙は施設引渡し後

速やかに甲に対して請求書を提出し、

甲は請求書提出日から30日以内に乙に

対して対価を支払うという理解で宜し

いでしょうか。

契約締結時に協議の上決定します。

207 契約書 81

別

紙7

2 (1)

施設整備業務費

用相当額

本件建設業務費用合計額の定義をご教

示ください。施設整備業務費用相当額

と同義でしょうか。

ご理解のとおりです。修正致しまし

た。

208 契約書 81

別

紙7

2 (1)

施設整備業務費

用相当額

施設整備業務費用相当額の内、ＳＰＣ

の運営経費等及びその他費用の支払方

法をお示しください。

表を修正致しました。

209 契約書 81

別

紙

７

2 (1)

施設整備業務費

用相当額

施設整備業務費用のうちa～ｇについて

は、乙から甲へ新病院施設の所有権が

移転される日（引渡日）に支払われる

のでしょうか。

No.206をご参照下さい。
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該当箇所
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210 契約書 81

別

紙

７

2 (1)

施設整備業務費

用相当額

施設整備業務費用相当額の支払い手続

き（請求書等の提出）、時期（請求書

提出から●以内等）をご提示くださ

い。

No.206をご参照下さい。

211 契約書 81

別

紙

７

2 (1)

施設整備業務費

用相当額

施設整備業務費用のうち「SPCの運営経

費等」及び「その他（融資組成手数料

その他初期投資費用）」の支払時期に

ついてご教示下さい。

No.208をご参照下さい。

212 契約書 81

別

紙7

2 (1)

施設整備業務費

用相当額

施設整備業務費用のうち、「SPCの運営

経費等」及び「その他」の支払いに関

する記載がございませんが、その他の

施設整備業務費用と同じ支払い条件と

いう理解でよろしいでしょうか。

No.208をご参照下さい。

213 契約書 81

別

紙7

2 (1)

施設整備業務費

用相当額

譲渡予定日が平成28年11月30日とした

場合、施設整備業務費用はいつまでに

お支払いされるのでしょうか。

No.206をご参照下さい。

214 契約書 81

別

紙7

2 (1)

施設整備業務費

用相当額

施設整備業務費用は「a」から「g」ま

でそれぞれ個別に設定された支払時期

にお支払いされるのでしょうか。

No.206をご参照下さい。

215 契約書 82

別

紙7

2 (2) ア

維持管理業務費

用、SPCの運営

経費等

開業準備期間中に要した「SPCの運営経

費等」も、初回の対価に併せて支払わ

れるという理解で宜しいでしょうか。

No.208をご参照下さい。

216 契約書 82

別

紙7

2 (2) ア

維持管理業務費

用、SPCの運営

経費等

維持管理業務費用及びSPCの運営経費等

は、毎月お支払いいただけるという認

識でよろしいでしょうか。

四半期ごとの支払いを想定していま

す。
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217 契約書 82

別

紙

７

2 (2) ア

維持管理業務費

用、SPCの運営

経費等

請求書は「各月終了後5銀行営業日以

内」に提出することとありますが、毎

月5日迄に提出する乙の業務実施報告書

に対する甲の確認結果通知を待たずに

提出するという理解でよろしいでしょ

うか。

報告書は毎月、請求書は3ヶ月ごと。提

出はまたなくてよいのに、業務実施報

告書の確認後に支払います。

218 契約書 82

別

紙

７

2 (2) イ

修繕・更新業務

費用

第一、第二、第三の5年間の費用総額の

割合を概ね１：２：４とするとされて

いるのに対して、請求書には前年度に

実施した業務の内訳明細を明示すると

あります。この内訳明細には費用は記

載不要と理解してよろしいでしょう

か。

内訳明細には実施した業務を記載して

いただきますが、明細額と支払額は異

なります。

219 契約書 82

別

紙7

2 (2) イ

修繕・更新業務

費用

修繕・更新業務の実施の有無にかかわ

らず事業者の修繕計画に従いお支払い

いただけるという理解でよろしいで

しょうか。

契約書の修繕計画に従いましてお支払

いします。ただし、毎年の修繕業務の

内容は協議致します。

220 契約書 82

別

紙7

2 (2) イ

修繕・更新業務

費用

事業者が提案する修繕計画が「1：2：

4」から大きく隔たりがある場合は、事

業者の修繕計画に準じてお支払いいた

だけるという理解でよろしいでしょう

か。

No.219をご参照下さい。

221 契約書 82

別

紙7

2 (2) イ

修繕・更新業務

費用

修繕・更新業務費用の支払いについて

は、5年ブロックとして、ブロック内は

均等払いという理解でよろしいでしょ

うか。そうした場合に、「前年度に実

施した業務の内訳明細を明示した請求

書を提出する」となっておりますが、

実際の請求額と内訳明細が一致しない

のではないでしょうか。

No.218をご参照下さい。
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222 契約書 83

別

紙7

3 (1)

施設整備業務期

間中の物価変動

等に基づく改定

公共工事標準請負約款における、所謂

「単品スライド条項」「インフレ条

項」につきましても追加願えませんで

しょうか。

ご意見として承ります。

223 契約書 83

別

紙7

3 (1) ア

施設整備業務費

用の改定

備品調達費用の改定方法についてご教

示ください。

改定は想定していません。

224 契約書 83

別

紙7

3 (1) ア

改定額の計算方

法

「本契約締結日の該当する月の物価変

動等の指標」とありますが、入札時点

から本契約締結日までの物価変動がカ

バーされませんので「入札日の該当す

る月の物価変動等の指標」に変更して

いただけませんでしょうか。

ご意見として承ります。

225 契約書 83

別

紙7

3 (1) ア

改定額の計算方

法

「最も早い日」とありますが、何と何

を比較して「最も早い日」なのでしょ

うか。

着工日（杭工事の着手時点又は根切り

工事の着手時点）です。

226 契約書 83

別

紙7

3 (1) ア

改定額の計算方

法

公共工事標準請負約款の全体スライド

に鑑み、改定後1年経過すれば、随時の

タイミングで（当該時点におけるデフ

レーターと前回改定時におけるデフ

レータとの比較により）複数回改定で

きる建付けとしていただけないでしょ

うか。

ご意見として承ります。

227 契約書 83

別

紙7

3 (1) ア

改定額の計算方

法

「別表一」という記載がございます

が、「別紙1」という理解でよろしいで

しょうか。

ご理解のとおり、修正致しました。
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回答№ 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

228 契約書 83

別

紙7

3 (1) ア

改定額の計算方

法

「本件建設業務費用合計額」は別紙7

対価の構成(表)のうち、どの費用が含

まれますか。施設整備業務費用相当額

すべてでしょうか。

修正致しました。

229 契約書 84

別

紙7

3 (2)

維持管理・運営

期間中の物価変

動等に基づく改

定

維持管理業務費用の改定の基準に「建

物サービス」の指数を用いられており

ますが、人件費のウェイトが高い維持

管理費と「建物サービス」の指標とで

は実態から大きく剥離しているものと

思慮いたします。つきましては、維持

管理費と相関関係が深い指標（日本

PFI･PPP協会推奨の厚生労働省の毎月勤

労者統計調査等）にすることをご検討

いただけませんでしょうか。

ご意見として承ります。

230 契約書 84

別

紙7

3 (2) ア

維持管理業務費

用、修繕・更新

業務費用、SPC

の運営経費等の

改定

「年1回6月に同年4月に公表されている

各指標に基づき」とありますが、ほぼ1

年前の指標となりますので、極力次年

度に近接した指標を採用願えませんで

しょうか。

ご意見として承ります。

231 契約書 84

別

紙7

3 (2) ア

維持管理業務費

用、修繕・更新

業務費用、SPC

の運営経費等の

改定

指数基準が変更された場合、前回改定

時指数が変更前基準によるときは、基

準切替時の変更基準による指数を比較

対象としていただけませんでしょう

か。

ご意見として承ります。

232 契約書 84

別

紙7

3 (2) ア

物価変動等の指

標

SPCの運営経費等につきましては、労働

者派遣サーヒスの指標を用いるという

理解でよろしいでしょうか。

NO229をご参照ください。
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頁

回答№ 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

233 契約書 84

別

紙7

3 (2) ア

物価変動等の指

標

物価変動の指標として、「消費税を除

く企業向けサービス価格指数　建物

サービス」とありますが、実情に即し

ていないと思われます。NPO法人日本

PFI・PPP協会からの平成23年7月28日付

の内閣府民間資金等活用事業推進室宛

の「PFI事業契約における「サービス対

価」に係わる物価変動指数に係わる提

言」にもあるように、「厚生労働省の

毎月勤労者統計調査 賃金指数 就業形

態別きまって支給する給与 一般労働者

30 人以上。」を使用して頂けないで

しょうか。

ご意見として承ります。

234 契約書 84

別

紙7

3 (2) ア

物価変動等の指

標

84頁の物価変動の指標では、ＳＰＣの

運営経費等は「建物サービス」となっ

ていますが、85頁の改定額の計算方法

では「労働者派遣サービス」となって

いますが何れが正当でしょうか。

建物サービスが正です。修正致しまし

た。

235 契約書 84

別

紙7

3 (2) ア

改定額の計算方

法

1000分の30を超える変動があった場合

に改定するとありますが、企業向け

サービス価格指数の過去の変動の傾向

からすると頻繁な改定が予測されま

す。1000分の50程度に変更をお願いで

きないでしょうか。

ご意見として承ります。

236 契約書 84

別

紙

７

3 (2) ア

改定額の計算方

法

SPCの運営経費等の改定の指標が、bの

表では「建物サービス」、cの表では

「労働者派遣サービス」となっていま

すが、どちらが正でしょうか。

建物サービスが正です。修正致しまし

た。
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該当箇所

タイトル 質問

項

237 契約書 86

別

紙8

1 保険

建設工事保険の保険金額の算定におい

て、解体撤去工事に保険は必要ないと

考えますので、解体撤去工事に係る費

用は除外していただけませんでしょう

か。

修正致しました。

238 契約書 86

別

紙8

1 保険

施設整備業務期間中の保険についての

記載のみで、維持管理業務期間中の保

険の記載がありませんが、保険加入は

任意と理解して宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

239 契約書 86

別

紙8

1 保険

損害保険の名称の如何を問わず、工事

目的物の損傷を復旧するために事業者

が適切と考える工事保険を付保すれば

よろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

240 契約書 86

別

紙8

1 保険

保険金額に解体撤去工事に係る費用も

含めるよう要請されておりますが、一

般に別紙８で規定されておられる工事

保険においては解体撤去工事は補償し

ませんので、保険金額に加算すること

もいたしません。したがって保険金額

から解体撤去工事費用分は削除するよ

うご検討いただけないでしょうか。

修正致しました。

241 契約書 86

別

紙8

1 保険

別紙８で要求されている以外の保険に

つきましては、事業者が本事業の遂行

のために必要かつ適切と考える保険を

提案すればよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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頁

回答№ 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

242 契約書 86

別

紙8

1 保険

施設整備業務期間中の保険のみ規定さ

れていますが、維持管理・利便サービ

ス業務中に付保を要する保険はないと

理解してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

243 契約書 86

別

紙8

1 保険

維持管理期間中の保険は事業者の提案

という理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

244 契約書 86

別

紙8

1 保険

維持管理期間中に付保すべき保険につ

いて、特段のご指定はないという理解

でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

245 契約書 87

別

紙9

法令変更による

費用の負担割合

なお、①の本事業に直接かかわる法令

等とは、特に本事業その他に関する事

項を類型的又は特別に規定することを

目的とした法令等を意味するとありま

すが、例示列挙して頂くことは可能で

しょうか。

原案のとおりとします。なお、本件事

業に直接関わる法令等とは、本件事業

に類似する事業に類型的に適用される

法令をいい、例えば、病院の建設事業

に適用される法令変更として、特に病

院を含む建物に関する建築基準の改定

等が考えられます。

246 契約書 87

別

紙9

法令変更による

費用の負担割合

税制の変更・新設に関して、①法人の

利益に関する税制以外のものとして、

②消費税・地方消費税以外の税制につ

いて規定されていませんが、この場合

は甲の100%負担と理解してよろしいで

しょうか。

別紙9但書きは原則に対する例外的な場

合を規定したものであって、但書きに

記載の無い税制については原則が適用

され、本事業に直接関わるものか否か

により判断されることになります。
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頁

回答№ 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

247 契約書 87

別

紙9

本事業に直接関

わる法令等

医療法など、当該法令の改正に伴い本

施設の設計内容の変更が必要となる法

令等は、「本事業に直接かかわる法令

等」に該当するとの理解でよろしいで

しょうか。

具体的な内容によりますが、特に病院

を含む建築物の建築基準の改定等によ

り本件病院の設計内容の変更が必要と

なる場合には、「本事業に直接関わる

法令等の新設・変更の場合」に該当す

ることが多いものと考えます。

248 契約書 88

別

紙

10

1 不可抗力の定義

通常予見可能な範囲外のものとありま

すが、予見可能なものであっても不可

避のものについては不可抗力として

扱っていただけませんでしょうか。

公共工事請負契約約款と同内容であ

り、原案のとおりとします。

249 契約書 88

別

紙

10

1 不可抗力の定義

患者、患者家族及び職員の過失で施設

に損害があった場合は、不可抗力に含

まれないという理解でよろしいでしょ

うか。

「人為的な事象」も不可抗力となり得

ますので、患者、患者家族及び職員の

過失についても、その内容によっては

不可抗力に該当する場合はあります。

250 契約書 88

別

紙

10

1 不可抗力の定義

患者、患者家族及び職員の過失で施設

に損害が生じたと推定される状況で、

帰責者が特定できない場合には、病院

機構にて補修していただけるという理

解でよろしいでしょうか。

ご趣旨が不明確ですが、「患者、患者

家族及び職員の過失」による場合を特

別に取り扱うことは想定しておりませ

ん。

251 契約書 88

別

紙

10

1 (1)

天災その他自然

的な現象

施設整備期間中（施工途上）において

は、まだ設計基準が確立されておりま

せんので、但書きの適用は除外してい

ただけませんでしょうか。

設計基準が確立していないものについ

ては、「設計基準等が事前に定められ

たもの」に該当しないものと考えま

す。
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頁

回答№ 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

252 契約書 88

別

紙

10

1 (3) その他

不可抗力の定義に「第三者の悪意及び

過失」という記載がございますが、原

則として帰責者が負担すべきものであ

り、SPCにとってリスクが過大であると

思慮いたします。不可抗力の定義から

「第三者の悪意及び過失」を除くこと

をご検討いただけませんでしょうか。

原案のとおりとします。ご質問のご趣

旨が不明確ですが、不可抗力による責

任分担は甲・乙間の問題（第三者の悪

意及び過失により発生した損害を甲・

乙のいずれが負担するかの問題）であ

り、第三者たる帰責者への責任追及の

可否は別途検討されるべき問題です。

253 契約書 88

別

紙

10

2 (4)

不可抗力による

損失及び損害の

範囲

「損壊した施設及び設備の修復及び復

旧費用、残存物及び土砂等の解体、撤

去及び清掃費用、工事用機械及び設

備、仮工事、仮設建物等の損傷及び復

旧費用」は、全て施設整備期間を対象

とするものであり、施設引渡し後（維

持管理期間）に適用されるものではな

いという解釈でよろしいでしょうか。

基本的には施設整備業務期間を想定し

ておりますが、態様や程度によっては

維持管理業務等についても発生する可

能性はあるものと考えます。

254 契約書 88

別

紙

10

2 (5)

不可抗力による

損失及び損害の

範囲

「追加費用（合理的な範囲の違約金を

含む）」とありますが、違約金を追加

費用に含むとは、どういう意味でしょ

うか。

不可抗力により乙と受託企業の間の契

約を解除せざるを得ない状況になった

場合における乙の受託企業に対する違

約金等がこれに該当します。

255 契約書 88

別

紙

10

3 (1) ア

施設整備期間中

の損害分担

施設整備期間中の不可抗力事由に関し

て保険金が支払われた場合は、まずＳ

ＰＣが負担する追加費用及び損害額に

充当するという理解で宜しいでしょう

か。

保険金は全体の追加費用・損害額に充

当され、その残額の内施設整備業務費

用相当額の１％相当額に至るまでを乙

が負担することになります。

256 契約書 88

別

紙

10

3 (1) ア

施設整備期間中

の損害分担

本項にある「第7条の保険による保険金

を除く」とは、どのような意味でしょ

うか。

No.255をご参照ください。
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頁

回答№ 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

257 契約書 88

別

紙

10

3 (1) ア

施設整備期間中

の損害分担

「施設整備期間中に発生した不可抗力

による追加費用及び損害額（第[7]条の

保険による保険金を除く。）について

は、施設整備業務費用相当額の１％相

当額に至るまでは乙がこれを負担」と

あるのは、不可抗力により損害が発生

した場合には、まず保険金を追加費用

及び損害額の補てんに充当し、残った

損害の１％を民間が負担するという意

味でしょうか。

No.255をご参照ください。

258 契約書 89

別

紙

10

3 (2) ア

維持管理期間中

の損害分担

本項にある「第7条の保険による保険金

を除く」とは、どのような意味でしょ

うか。

保険金は全体の追加費用・損害額に充

当され、その残額の内当該年度に係る

維持管理業務費用相当額の総額の１％

相当額に至るまでを乙が負担するとの

趣旨です。

259 契約書 89

別

紙

10

3 (2) ア

維持管理期間中

の損害分担

維持管理期間中の不可抗力事由に関し

て保険金が支払われた場合は、まずＳ

ＰＣが負担する追加費用及び損害額に

充当するという理解で宜しいでしょう

か。

No.258をご参照下さい。
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頁

回答№ 資料名

該当箇所

タイトル 質問

項

260 契約書 89

別

紙

10

3 (2) ア

維持管理期間中

の損害分担

「維持管理期間中に発生した不可抗力

による追加費用及び損害額（第[7]条の

保険による保険金を除く。）について

は、事業年度ごとに、不可抗力の発生

した当該年度の業務に対して甲が支払

うこととされている維持管理業務費用

相当額の総額の１％相当額に至るまで

は乙がこれを負担」とあるのは、不可

抗力により損害が発生した場合には、

まず保険金を追加費用及び損害額の補

てんに充当し、残った損害の１％を民

間が負担するという意味でしょうか。

No.258をご参照下さい。

261 契約書 89

別

紙

10

3 (2) ア

維持管理期間中

の損害負担

不可抗力についての負担は、従来型の

維持管理業務においては事業者側に求

められておりません。本事業において

事業者に年間の維持管理費の1%といえ

ど、負担を求められることは、結果的

にVFMの低下に繋がると考えます。負担

をしないことに変更をお願いできない

でしょうか。

原案のとおりとします。なお、近年の

一般的なPFI案件のうち相当数は、維持

管理業務期間中における不可抗力によ

り生じた損害の一定割合を事業者側の

負担としているものとの認識です。

262 契約書 89

別

紙

10

3 (2) イ

維持管理期間中

の損害分担

既に引渡しが完了した施設に関して、

不可抗力による損傷を受けた場合、当

該復旧費用は施設所有者である甲が負

担すべきではないでしょうか。不可抗

力損害の修繕は、乙の修繕業務の範囲

を超えるレベルのものであり、第96条

第2項に規定する「不可抗力に伴い乙に

生じる追加的費用」には当たらないと

思います。

基本的にはご理解のとおりであり、維

持管理業務の範囲を超える損傷の復旧

に関する費用は甲にて負担することに

なりますが、場合によっては不可抗力

事由により（不可抗力事由を起因とす

る要求水準や業務方法の変更によるも

のも含め）維持管理業務レベルにおけ

る復旧作業に係る追加費用が乙に発生

する場合もあるものと考えておりま

す。
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頁

1 契約書 13

第

12

条

　 　 　公租公課

本契約締結時点で予測不可能であった

新たな公租公課の負担が発生した場合

には、甲の負担としていただきたいと

思います。

新たな公租公課の負担は法令変更によ

る増加費用として第93条及び別紙9に従

い負担者を決定致します。

2 契約書 15

第

15

条

第3

項

業務方法の変更

第2項で述べた考えと同様に、甲による

要請であっても、甲の指示を受けるこ

とがあるのでしょうか。またこの場合

の作業は病院機構殿の作業と考えま

す。

ご意見のご趣旨が不明確ですが、本項

は、業務方法の変更の要否・内容につ

いて検討するため、甲又は乙による業

務方法の変更要請があった場合におけ

る費用の見積もりや当該変更要請に対

する質問・意見等を確認する手続であ

り、特段不合理な無いようではないも

のと考えます。

3 契約書 15

第

15

条

第4

項

業務方法の変更

「・・・合意が成立しない場合、甲

が、・・・決定し」とありますが、乙

は、甲による要請の変更であっても、

乙に決定の権限がありません。乙にも

決定の権限が必要と考えます。

原案のとおりとします。

4 契約書

17

18

20

第

21

条

第

26

条

埋蔵文化財の保

護等、

土壌汚染調査及

び地質調査

乙の費用負担が明確に定義されていな

いように思われます。また、可能性と

して、地中障害等についての負担割合

は、規定されないのでしょうか。

前段については、ご意見のご趣旨が不

明確のように思われます。後段につい

ては、地中障害については、第22条第1

項第(3)号に該当する場合には、同条第

3項に従い甲が費用を負担することにな

ります。

5 契約書 20

第

26

条

第2

項

土壌汚染調査及

び地質調査

当該調査は提案工程・提案価格に予め

盛り込んでおく必要があり、調査期

間・調査費ともに応募者が提案以前に

予測することができない性質のもので

すので、甲の負担としていただきたい

と思います。

土地利用履歴調査の結果、土壌汚染調

査が必要となった場合、及び土壌汚染

調査の結果、土壌改良が必要となった

場合には、甲の費用負担により乙が実

施してください。

No. 資料名

該当箇所

タイトル 意見

項

回答
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契約書の意見書 実施方針、業務要求水準書（案）、基本協定書（案）、事業契約書（案）に対する質問等への回答.xls

頁

No. 資料名

該当箇所

タイトル 意見

項

回答

6 契約書 20

第

28

条

その他の調査

「・・・本件事業の実施のために必要

な調査・・・」について、乙が必要と

考える調査を甲のために進言し、これ

を甲が認めた場合は、当初本業務に含

まれていない調査として、甲はその費

用を負担し、乙は調査をおこなうもの

と考えます。また、甲がその調査の必

要性を乙に先立って知った場合も同様

と考えます。

修正致しました。

7 契約書 21

第

31

条

第3

項

本施設の設計

「乙は、本施設の設計に関する一切の

責任を負う」とありますが、例えば、

第37条第1項から第3項に規定されてい

るように、甲が設計変更を求め、当該

設計変更の是非について甲乙協議が整

わず甲が設計変更を決定した場合な

ど、甲の指示、意思決定に基づく責任

等は負いかねると考えます。当該条項

は削除していただくか、「本契約に別

段の定めがある場合を除くほか」等、

乙の責任を限定する等文言の修正をお

願いいたします。

原案のとおりとします。なお、第31条

第3項を維持した場合であっても、本契

約の他の規定の適用が排除されるわけ

ではなく、また、甲の指示に起因する

瑕疵が存在する場合、乙が当該瑕疵に

ついて免責される場合もあるものと考

えます（民法第636条参照）。
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契約書の意見書 実施方針、業務要求水準書（案）、基本協定書（案）、事業契約書（案）に対する質問等への回答.xls

頁

No. 資料名

該当箇所

タイトル 意見

項

回答

8 契約書 22

第

34

条

第4

項

基本設計

「基本設計の内容と本件入札説明書等

若しくは本件落札者提案書等の記載又

は第3項の規定による打ち合わせの結果

の間の不一致」の是正を乙の責任及び

費用で行うとありますが、「当該不一

致が甲の指示又は甲の責任に帰すべき

事由による場合を除く」と追記をお願

いします。個々の打ち合わせによる指

示を含めて、細部にわたり不一致がな

いかどうかを常にチェックしながら業

務を進めることは過大な負担となるた

め、甲の指示等に起因する不一致は除

外していただきたいと考えます。

原案のとおりとします。ご意見のご趣

旨が不明確ですが、第34条第4項は、基

本設計の内容と打合せ結果等の不一致

について定めているものですが、打合

せの結果が基本設計に反映されなけれ

ば打合せを行う意味が無いので、その

点のチェックは行って頂く必要があり

ます。

9 契約書 22

第

35

条

第5

項

実施設計

「実施設計の内容と本件入札説明書等

若しくは本件落札者提案書等の記載又

は第3項の規定による打ち合わせの結果

の間の不一致」の是正を乙の責任及び

費用で行うとありますが、「当該不一

致が甲の指示又は甲の責任に帰すべき

事由による場合を除く」と追記をお願

いします。個々の打ち合わせによる指

示を含めて、細部に渡って不一致がな

いかどうかを常にチェックしながら業

務を進めることは過大な負担となるた

め、甲の指示等に起因する不一致は除

外していただきたいと考えます。

No.8をご参照下さい。
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契約書の意見書 実施方針、業務要求水準書（案）、基本協定書（案）、事業契約書（案）に対する質問等への回答.xls

頁

No. 資料名

該当箇所

タイトル 意見

項

回答

10 契約書 29

第

58

条

4 引渡等の遅延

「遅延日数に応じて、年５％の割合で

計算した金額を違約金として賠償しな

ければならない。」とありますが、一

般的には政府契約の支払遅延防止等に

関する法律に規定する遅延損害金の割

合が基準となることが多く、ご検討い

ただけないでしょうか。

政府契約の支払遅延防止等に関する法

律は国（公共）側の債務の支払に関す

るもので、事業者側の債務の不履行と

は直接的な関係はありません。なお、

国の債権の遅延損害金に関する国の債

権の管理等に関する法律施行令第29条

第1項本文に規定する財務大臣が定める

率は現在5%とされています。

11 契約書 43

第

85

条

反社会的勢力と

の関係による契

約の解除

「乙ら」及び事業関係者は、条例、大

阪府の措置要綱に抵触していない旨、

誓約書を取りますが、実態上、完全に

排除しえているか代表企業が把握しき

る事は、非常に難しいと思料いたしま

す。善意無過失の場合の救済措置につ

いてご一考いただきたくお願い申しあ

げます。

乙及び落札者の構成員については、契

約又は入札の当事者であることから、

大阪府暴力団排除条例の諸規定から

も、即解除が可能な規定と致します。

ご理解下さい。なお、上記に含まれな

い受託企業及び下請企業等について

は、解除事由を、「知りながら契約を

締結した場合」及び「知りながら速や

かに契約を解除しない場合」に限定し

ています。
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契約書の意見書 実施方針、業務要求水準書（案）、基本協定書（案）、事業契約書（案）に対する質問等への回答.xls

頁

No. 資料名

該当箇所

タイトル 意見

項

回答

12 契約書 74

別

紙

６

3 (3) イ 契約解除

業務要求水準書(案)(Ⅰ総則)におい

て、ＳＰＣに「本事業の対象となる各

業務を包括的に管理する職員を1人以上

配置すること」とありますが、本事業

ではＳＰＣに籍を置くこと（出向含

む）までは不要であり、また各業務と

の兼務が可能であることから、ＳＰＣ

自体にマネジメント機能を有すること

が求められた病院PFI先行案件とは異な

ると理解しております。従いまして、

各協力企業との効率的な実施体制を構

築することで、ＳＰＣ運営経費に人件

費を計上せず、事業費の圧縮を図った

にも拘わらず、維持管理・利便サービ

スにおける減額措置に連動してＳＰＣ

運営経費が減額となることは、事業者

にとっては過大な負担になると考えま

す。ＳＰＣ運営経費を減額対象から除

外して頂きたく、ご検討願います。

SPCの職員について常駐を求めず、ま

た、兼職を認めることとしております

が、それは全体のマネジメント機能を

損なうことまでを許容する趣旨ではあ

りません。SPCに一定のマネジメント機

能が求められている以上、他の業務に

係る対価と同様に減額の対象とするこ

とが妥当と考えます。

13 契約書 78 　 　

維持管理・利便

サービス業務に

おけるモニタリ

ングの手続きの

流れ

「減額（一事象につき、当該業務対価

及びＳＰＣの運営経費等それぞれから

１００分の２０ずつ）」との記載があ

りますが、減額の帰責が特定できるこ

とから、該当する業務からのみ減額し

ていただけないでしょうか。

減額は該当する業務について行いま

す。

14 契約書 83

別

紙

７

3 (1)

施設整備業務費

用の改定

契約日から実際の調達が行なわれるま

での期間を考慮した場合、備品等調達

業務費用についても物価変動等に基づ

く改定が必要と考えます。

ご理解の通りです。
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契約書の意見書 実施方針、業務要求水準書（案）、基本協定書（案）、事業契約書（案）に対する質問等への回答.xls

頁

No. 資料名

該当箇所

タイトル 意見

項

回答

15 契約書 84

別

紙7

3 (2) ア

改定額の計算方

法

維持管理業務費用の指標は「建物サー

ビス」とありますが、業務費用の内、

人件費が主な費用となる維持管理業務

の対価の物価変動指数は、人件費と相

関関係が高い指数を選定して頂けない

でしょうか。※別途参考資料の添付有

り

ご意見として承ります。

16 契約書 88

別

紙

10

3 (1)

施設整備期間中

の損害分担

「施設整備期間中に発生した不可抗力

による追加費用及び損害額（第［７］

条の保険による保険金を除く。）」と

ありますが、保険については事業者が

事業者負担分のリスクヘッジを図る目

的で付保するものであるため、受け

取った保険金を除くという部分はご再

考いただけないでしょうか。

公共工事請負約款と同内容としている

ものであり、原案のとおりとします。

17 契約書 89

別

紙

10

3 (2)

維持管理期間中

の損害分担

「維持管理期間中に発生した不可抗力

による追加費用及び損害額（第［７］

条の保険による保険金を除く。）」と

ありますが、保険については事業者が

事業者負担分のリスクヘッジを図る目

的で付保するものであるため、受け

取った保険金を除くという部分はご再

考いただけないでしょうか。

No.16をご参照下さい。
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その他の意見書 実施方針、業務要求水準書（案）、基本協定書（案）、事業契約書（案）に対する質問等への回答.xls

頁

1 その他 落札者決定基準

過度な価格競争を抑え、PFI事業により

適正なコストで良好なサービスを提供

させて頂くためにも、評価基準は加算

方式とし、提案評価点を重視した配点

計画戸して頂きたく要望いたします。

ご意見として承ります。

No. 資料名

該当箇所

タイトル 意見

項

回答
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